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平成２７年 

第２回宿毛市議会定例会会議録第１号 

 

１ 議事日程 

     第１日（平成２７年６月１５日 月曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 会議録署名議員の指名 

   第２ 会期の決定 

    ○ 諸般の報告 

   第３ 議案第１号から議案第１３号まで 

      議案第 １号 専決処分した事件の承認について 

      議案第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

      議案第 ３号 平成２７年度宿毛市一般会計補正予算について 

      議案第 ４号 平成２７年度宿毛市一般会計補正予算について 

      議案第 ５号 平成２７年度宿毛市水道事業会計補正予算について 

      議案第 ６号 宿毛市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正す 

             る条例について 

      議案第 ７号 半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する 

             条例の一部を改正する条例について 

      議案第 ８号 市道路線の認定について 

      議案第 ９号 市道路線の認定について 

      議案第１０号 市道路線の認定について 

      議案第１１号 市道路線の認定について 

      議案第１２号 あらたに生じた土地の確認について 

      議案第１３号 あらたに生じた土地の字の区域の画定について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 会議録署名議員の指名 

   日程第２ 会期の決定 

   日程第３ 議案第１号から議案第１３号まで 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１４名） 

   １番 川 田 栄 子 君     ２番 川 村 三千代 君 

   ３番 原 田 秀 明 君     ４番 山 岡   力 君 

   ５番 山 本   英 君     ６番 髙 倉 真 弓 君 

   ７番 山 上 庄 一 君     ８番 山 戸   寛 君 

   ９番 岡 﨑 利 久 君    １０番 野々下 昌 文 君 



 

－ 2 － 

  １１番 松 浦 英 夫 君    １２番 寺 田 公 一 君 

  １３番 宮 本 有 二 君    １４番 濵 田 陸 紀 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員 

   な  し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        朝比奈 淳 司 君 

   次長兼庶務係長 

   兼 調 査 係 長 
沢 田 美 保 君 

   議 事 係 長        柏 木 景 太 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市 長  沖 本 年 男 君 

   副 市 長  安 澤 伸 一 君 

   企 画 課 長  出 口 君 男 君 

   総 務 課 長        河 原 敏 郎 君 

   危機管理課長  楠 目 健 一 君 

   市 民 課 長  立 田 ゆ か 君 

   税 務 課 長  岩 本 昌 彦 君 

   会計管理者兼 

   会 計 課 長 
山 下 哲 郎 君 

   保健介護課長  和 田 克 哉 君 

   環 境 課 長  児 島 厚 臣 君 

   人権推進課長  滝 本   節 君 

   産業振興課長  黒 田   厚 君 

   商工観光課長  山 戸 達 朗 君 

   土 木 課 長  川 島 義 之 君 

   都市建設課長  中 町 真 二 君 

   福祉事務所長  佐 藤 恵 介 君 

   水 道 課 長  金 増 信 幸 君 

   教 育 長        立 田 壽 行 君 

   教 育 次 長 兼 

   学校教育課長 
沢 田 清 隆 君 

   生涯学習課長 

   兼 宿 毛 文 教       

   センター所長 

桑 原   一 君 

   学 校 給 食 

   センター所長 
杉 本 裕二郎 君 

   千 寿 園 長  山 岡 敏 樹 君 
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   農 業 委 員 会 

   事 務 局 長 
岩 田 明 仁 君 

   選挙管理委員 

   会 事 務 局 長 
河 原 志加子 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開会 

○議長（岡﨑利久君） これより平成２７年第

２回宿毛市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程第１「会議録署名議員の指名」を行いま

す。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定

により、議長において原田秀明君及び山岡 力

君を指名いたします。 

 日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

 この際、議会運営委員長の報告を求めます。 

 議会運営委員長。 

○議会運営委員長（宮本有二君） 議会運営委

員長。 

 ただいま議題となっております今期定例会の

会期につきましては、議長の要請により、去る

６月１１日、議会運営委員会を開会いたしまし

て、今期定例会に提案予定の案件等を勘案の上、

慎重に審査した結果、本日から７月１日までの

１７日間とすることに、全会一致をもって決定

いたしました。 

 以上、報告をいたします。 

○議長（岡﨑利久君） お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、委員長報告のとおり、

本日から７月１日までの１７日間といたします。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、今期定例会の会期は、本日から７月

１日までの１７日間と決定いたしました。 

 この際「諸般の報告」をいたします。 

 去る５月２６日に開催されました第７７回四

国市議会議長会定例総会において、西郷典生君

が議員２４年以上の特別表彰、濵田陸紀君が議

員２０年以上の特別表彰、浦尻和伸君、寺田公

一君、宮本有二君が、議員１６年以上の特別表

彰、浅木 敏君、中平富宏君が、議員１２年以

上の特別表彰、岡﨑利久君、野々下昌文君、松

浦英夫君が、議員８年以上の一般表彰を受けら

れました。 

 本席から、多年にわたり地方議会に貢献され

ましたその功績と名誉に対し、衷心よりお祝い

を申し上げます。 

 本日までに、陳情４件を受理いたしておりま

す。よって、お手元に配付してあります陳情文

書表のとおり、所管の常任委員会へ付託いたし

ます。 

 市長から、６月８日付をもって、地方自治法

第２４３条の３第２項の規定に基づき、平成２

６年度宿毛市清掃公社事業実績報告書及び決算

書、平成２７年度宿毛市清掃公社事業計画及び

予算書、平成２６年度西南地域ネットワーク株

式会社事業報告書及び決算報告書が提出されて

いますので、お手元に配付いたします。 

 会議規則第６２条第２項の規定により、一般

質問の通告期限を本日午後５時と定めますので、

質問者は期間内にその要旨を文書で通告してく

ださい。 

 なお、閉会中の議員派遣及び事務的な報告に

つきましては、お手元に配付いたしました文書

のとおりでありますので、これにより御了承願

います。 

 市長から報告事項がありますので、発言を許

します。 

 市長。 

○市長（沖本年男君） おはようございます。 

 本日は、平成２７年第２回宿毛市議会定例会

を招集いたしましたところ、議員の皆様方にお

かれましては、大変お忙しい中、御参集をいた

だき、まことにありがとうございます。 

 先ほど、議長より報告がございましたように、

本市議会の議員並びに前議員の皆様の中で、１

０名の方が、長年にわたる御功績に対しまして、
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四国市議会議長会より表彰を受けられましたこ

とはまことに喜ばしく、心よりお喜びを申し上

げます。 

 受賞されました皆様におかれましては、今後

とも市政発展のため、より一層の御尽力を賜り

ますようお願い申し上げます。 

 それでは、報告事項につきまして、御説明申

し上げます。 

 報告第１号は、和解及び損害賠償の額の決定

について、地方自治法第１８０条第１項の規定

に基づき専決処分したものでございます。 

 詳細は、お手元にお配りしております資料の

とおりでございます。 

 報告第２号は、平成２６年度宿毛市一般会計

予算繰越明許費として、南海地震対策整備事業

ほか２４事業、総額９億３，６５０万２，００

０円を繰越計算書のとおり、平成２７年度に繰

り越しましたので、地方自治法施行令第１４６

条第２項の規定により、御報告申し上げるもの

でございます。 

 次に、平成２６年度の各会計の決算状況にお

きまして、お手元に資料をお配りしていますの

で、その概要を御説明申し上げます。 

 一般会計では、財政調整基金から４億２，９

１９万１４２円の繰り入れを行ったことにより、

実質収支は約２億８，７７３万円の決算となり、

剰余金として、改めて２億円を財政調整基金に

積み立てをいたしました。 

 特別会計では、介護保険事業、後期高齢者医

療の２会計が黒字決算となりましたが、国民健

康保険事業は、基金残高が５１０万円と残りわ

ずかとなり、運営が非常に厳しい状況となって

おります。 

 また、学校給食事業特別会計につきましては、

給食費の未収金による赤字額は減少したものの、

平成１９年度から８年連続の赤字決算となって

おります。 

 今後も、南海地震対策関連の事業等、多くの

予算を必要とするため、引き続き、効率的で適

正な行財政運営を推進してまいります。 

 議員の皆様方におかれましては、今後ともよ

り一層の御支援、御協力を賜りますようお願い

申し上げまして、報告事項の説明といたします。 

○議長（岡﨑利久君） 以上で、諸般の報告を

終わります。 

 日程第３「議案第１号から議案第１３号ま

で」の１３議案を一括議題といたします。 

 この際、提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（沖本年男君） 御提案申し上げました

議案につき、提案理由の説明をいたします。 

 議案第１号は、平成２７年度宿毛市学校給食

事業特別会計補正予算について、専決処分の承

認を求めるものでございます。 

 内容につきましては、平成２６年度決算に伴

い、給食費の未納金について、繰上充用金を緊

急に予算補正する必要が生じましたので、３２

万１，０００円の追加について、地方自治法第

１７９条第１項の規定により専決処分したもの

でございます。 

 議案第２号は、人権擁護委員候補者の推薦に

ついて意見を求めるものでございます。 

 内容につきましては、９月３０日に任期満了

となります人権擁護委員に、新委員として乾均

氏を推薦することについて、人権擁護委員法第

６条第３項の規定により、議会の意見を求める

ものでございます。 

 議案第３号及び議案第４号は、平成２７年度

宿毛市一般会計補正予算でございます。 

 議案第３号につきましては、総額で３億９，

８１０万円を追加しようとするものです。 

 歳入で増額するものは、市債３億９，８００

万円、基金繰入金１０万円となっております。 

 歳出で増額するものは、総務費で、防災情報
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伝達システム整備事業費３億９，８１０万円を

計上しています。 

 内容につきましては、老朽化したアナログ防

災行政無線を株式会社ＮＴＴデータの防災情報

伝達システムへ移行するため、基本システムの

構築や屋外子局等の整備を行おうとするもので

ございます。 

 今回の整備により、屋外子局の配置を、現行

の沿岸部だけでなく、平田、山奈、橋上地区に

ついても、消防団招集用モーターサイレンが設

置されている箇所を基準に整備するとともに、

市民の方々の携帯電話にも、火災等の災害情報

が配信できるようになります。 

 議案第４号につきましては、総額で１，５１

６万１，０００円を追加しようとするものです。 

 歳入で増額する主なものは、国庫補助金５４

９万５，０００円、市債１，６９０万円となっ

ております。 

 また、歳入で減額する主なものは、県補助金

６０３万９，０００円、基金繰入金４１９万５，

０００円などです。 

 歳出で増額する主なものは、総務費では、旧

県立宿毛病院跡地用地購入及び整備工事費とし

て、総額で１，５００万円、社会保障・税番号

制度システム整備委託料８０２万３，０００円、

衛生費では、斎場自家発電装置整備工事費１，

２９６万円、農林水産業費では、山地災害防止

工事費２，００１万円を計上しています。 

 また、歳出で減額する主なものは、民生費で

は、あったかふれあいセンター事業委託料２，

７４１万１，０００円、労働費では、緊急雇用

創出臨時特例基金事業委託料８３３万４，００

０円、農林水産業費では、宿毛市産業祭実行委

員会補助金５００万円、観光費では、宿毛市観

光協会運営補助金７１０万円を計上しています。 

 議案第５号は、平成２７年度宿毛市水道事業

会計補正予算でございます。 

 総額で５，８４０万円を追加しようとするも

のです。 

 主な内容につきましては、上水道及び東部広

域簡易水道配水管整備事業費を減額し、簡易水

道配水管整備事業費を増額しようとするもので

ございます。 

 議案第６号は、「宿毛市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の一部を改正する条例」

でございます。 

 内容につきましては、地方税法等の一部を改

正する法律等が施行されたことに伴い、国に準

じて宿毛市国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例の一部を改正しようとするものです。 

 具体的には、国民健康保険税の課税の特例の

施行期日を変更しようとするものです。 

 議案第７号は、「半島振興対策実施地域にお

ける固定資産税の不均一課税に関する条例の一

部を改正する条例」でございます。 

 内容につきましては、半島振興法の一部を改

正する法律及び地方税の不均一課税に伴う措置

が適用される場合等を定める省令が施行された

ことに伴い、条例の一部を改正しようとするも

のです。具体的には、適用期限を平成２９年３

月３１日までに２年間延長するとともに、対象

業種を新たに追加するものです。 

 議案第８号から１１号までの４議案は、「市

道路線の認定について」です。 

 内容につきましては、横平山田線、横平山田

４号線、横平山田５号線、横平山田６号線の４

路線について、道路法第８条第２項の規定に基

づき、道路の路線を認定することについて議会

の議決を求めるものでございます。 

 議案第１２号は、「あらたに生じた土地の確

認について」、議案第１３号は「あらたに生じ

た土地の字の区域の画定について」でございま

す。 

 内容につきましては、県道安満地福良線改良
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工事に伴い、宿毛湾港区域内及び栄喜漁港区域

内における公有水面に新たな土地が生じたため、

地方自治法第９条の５第１項及び第２６０条第

１項の規定により、議会の議決を求めるもので

す。 

 以上が、御提案申し上げました議案の内容で

ございます。 

 よろしく御審議の上、適切な御決定をいただ

きますようお願いを申し上げ、提案理由の説明

といたします。 

○議長（岡﨑利久君） これにて、提案理由の

説明は終わりました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午前１０時１８分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時４８分 再開 

○議長（岡﨑利久君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 議事の都合により、ただいま議題となってお

ります議案のうち、議案第３号を先議いたしま

す。 

 これより、議案第３号について、質疑に入り

ます。 

 質疑の通告がありますので、発言を許します。 

 １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 質疑をさせていただき

ます。 

 第３号議案についてでございますけれども、

高額なお金ですので、７月１日の表決でもいい

のではないかと思いましたけれども、なぜきょ

うなのかという説明をお願いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 危機管理課長。 

○危機管理課長（楠目健一君） おはようござ

います。危機管理課長、川田議員の質疑にお答

えをいたします。 

 議案第３号別冊、平成２７年度宿毛市一般会

計補正予算（第２号）の８ページ、第２款総務

費、第１項総務管理費、１２目防災対策費、１

５節工事請負費の防災情報伝達システム整備事

業費３億９，８１０万円の計上予算でございま

すけれども、なぜこの時期かという御質問でご

ざいます。 

 そもそも、計上に至るまでの経過としまして、

昨年度、この防災行政無線の更新の基礎調査を

実施しまして、さまざまなシステムが示されま

した。 

 その中で、市長、副市長、以下関係課とも協

議した結果、整備費用やメンテナンス費用、さ

らに災害時の復旧スピード、システムの拡張性

等を勘案しまして、ＮＴＴの情報伝達ステムを

活用するのが最も有効であるという結論に至り

まして、平成２７年度の整備が急きょ決定をい

たしました。 

 それで、７月から工事に入るわけですけれど

も、これ以降になりますと、来年の５月３１日

に消防団の招集無線、この無線が活用できなく

なります、それ以降は。そのために、７月から、

どうしても工事に入る必要がありまして、今議

会に計上させていただきまして、議決をいただ

きましたら、７月から工事に入りまして、来年

早々には工事が完了しまして、４月からは、運

用が開始をできるものと見込んでおります。 

 そのために、今回の計上とさせていただきま

した。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） この多額のお金を使っ

て、市民の皆様にどのような影響というか、プ

ラスになるのでしょうか、教えてください。 

○議長（岡﨑利久君） 危機管理課長。 

○危機管理課長（楠目健一君） 危機管理課長、

川田議員の再質疑にお答えいたします。 

 今回、整備する防災情報伝達システムでござ

いますけれども、これまでは、沿岸部しか防災
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行政無線の子局がありませんでした。今回、平

田、山田、橋上地区についても、整備をするこ

とで、いろいろ、例えば土石流なんか、いろい

ろ災害等がありますけれども、土石流なんかの

状況、あるいは水のかさが増したときに、避難

の勧告・指示等が的確にできるものというふう

に考えておりまして、これまで以上に、防災意

識、あるいは防災の状況を、市民の方に伝える

ことはできるというふうに考えておりまして、

今回、整備をすることにいたしました。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） きょう予算が通りまし

たら、議会のほうで通りましたら、あと仮契約

とか、そういう契約の流れとしては、どのよう

になっているのか、教えてください。 

○議長（岡﨑利久君） 危機管理課長。 

○危機管理課長（楠目健一君） 危機管理課長、

川田議員の再々質疑にお答えをいたします。 

 まず、本日、予算議案が議決をされましたら、

この後、株式会社ＮＴＴデータと仮契約を締結

いたします。その後、仮契約を締結することで、

契約の相手方等が特定できますので、それをも

とに、契約締結議案を提案をさせていただきま

す。 

 それが議決されましたら、正式に契約の締結

という流れになります。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 最後となりますけれど

も、近くの類似都市では、このシステムを使っ

ているのはどこか、教えてください。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） 危機管理課長。 

○危機管理課長（楠目健一君） 危機管理課長、

川田議員の再々質疑にお答えをいたします。 

 このシステムが導入されている自治体でござ

いますけれども、埼玉県の東秩父村というとこ

ろ１カ所でございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 以上で終わります。 

○議長（岡﨑利久君） 以上で、通告による質

疑は終了いたしました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） ほかに質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３号については、会議規則第３７条第

３項の規定により、委員会の付託を省略いたし

たいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号は、委員会の付託を省略

することに決しました。 

 これより、議案第３号について、討論に入り

ます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第３号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（岡﨑利久君） 全員起立であります。 

 よって、「議案第３号」は原案のとおり可決

されました。 

 お諮りいたします。 

 議事の都合により、６月１６日から６月１９

日までの４日間は休会いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、６月１６日から６月１９日までの４

日間は休会することに決しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 ６月１６日から６月２１日までの６日間休会

し、６月２２日午前１０時より再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午前１０時５６分 散会 
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陳 情 文 書 表 

                           平成２７年第２回定例会 

受理番号 受理年月日 件       名 提 出 者       付託委員会 

第 １ 号 
平成 

27. 5.11 

集団的自衛権の行使を具体化する

法案については廃案にすることを

求める意見書の提出について 

平和行進高知県実行

委員会代表委員 

 田口朝光 他３名 

総務文教 

第 ２ 号 
平成 

27. 6. 3 

「安全保障関連法案」の制定の中

止を求める意見書の提出について 

高知自治体労働組合

総連合 執行委員長 

筒井敬二 

総務文教 

第 ３ 号 
平成 

27. 6. 5 

国の教育予算を増やして「高校無

償化」を復活し、給付制奨学金の

確立を求める意見書の提出につい

て 

幡多教職員組合 

組合長 矢野川 研 
総務文教 

第 ４ 号 
平成 

27. 6. 5 

「先生のいない教室」・教職員不

足を解消するために、臨時教職

員・正教職員確保のための一層の

施策充実を求める意見書の提出に

ついて 

幡多教職員組合 

組合長 矢野川 研 
総務文教 

 

    上記のとおり付託いたします。 

     平成２７年６月１５日 

                     宿毛市議会議長 岡 﨑 利 久 
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平成２７年 

第２回宿毛市議会定例会会議録第２号 

 

１ 議事日程 

    第８日（平成２７年６月２２日 月曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 一般質問 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 一般質問 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１４名） 

   １番 川 田 栄 子 君     ２番 川 村 三千代 君 

   ３番 原 田 秀 明 君     ４番 山 岡   力 君 

   ５番 山 本   英 君     ６番 髙 倉 真 弓 君 

   ７番 山 上 庄 一 君     ８番 山 戸   寛 君 

   ９番 岡 﨑 利 久 君    １０番 野々下 昌 文 君 

  １１番 松 浦 英 夫 君    １２番 寺 田 公 一 君 

  １３番 宮 本 有 二 君    １４番 濵 田 陸 紀 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員 

   な  し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        朝比奈 淳 司 君 

   次長兼庶務係長 

   兼 調 査 係 長 
沢 田 美 保 君 

   議 事 係 長        柏 木 景 太 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市 長  沖 本 年 男 君 

   副 市 長  安 澤 伸 一 君 

   企 画 課 長  出 口 君 男 君 

   総 務 課 長        河 原 敏 郎 君 

   危機管理課長  楠 目 健 一 君 

   市 民 課 長  立 田 ゆ か 君 

   税 務 課 長  岩 本 昌 彦 君 
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   会計管理者兼 

   会 計 課 長 
山 下 哲 郎 君 

   保健介護課長  和 田 克 哉 君 

   環 境 課 長  児 島 厚 臣 君 

   人権推進課長  滝 本   節 君 

   産業振興課長  黒 田   厚 君 

   商工観光課長  山 戸 達 朗 君 

   土 木 課 長  川 島 義 之 君 

   都市建設課長  中 町 真 二 君 

   福祉事務所長  佐 藤 恵 介 君 

   水 道 課 長  金 増 信 幸 君 

   教 育 長        立 田 壽 行 君 

   教 育 次 長 兼 

   学校教育課長 
沢 田 清 隆 君 

   生涯学習課長 

   兼 宿 毛 文 教       

   センター所長 

桑 原   一 君 

   学 校 給 食 

   センター所長 
杉 本 裕二郎 君 

   千 寿 園 長  山 岡 敏 樹 君 

   農 業 委 員 会 

   事 務 局 長 
岩 田 明 仁 君 

   選挙管理委員 

   会 委 員 長 
野 口 孝 夫 君 

   選挙管理委員 

   会 事 務 局 長 
河 原 志加子 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（岡﨑利久君） これより本日の会議を

開きます。 

 この際、議長から報告いたします。 

 去る６月１７日に開催されました第９１回全

国市議会議長会定例総会におきまして、濵田陸

紀君が議員２０年以上の特別表彰を受けられま

した。本席から、多年にわたり地方議会に貢献

されましたその功績と名誉に対し、衷心よりお

祝い申し上げます。 

 日程第１「一般質問」を行います。 

 順次発言を許します。 

 ３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君） 皆様、おはようござい

ます。テレビをごらんの皆様もおはようござい

ます。 

 ３番、原田秀明でございます。初めての一般

質問でございますので、市民の皆様とともに、

明るい夢を追いかけていきたい、そんな思いで

最初の質問をさせていただきます。 

 まず、初めに、東京オリンピックに向けた宿

毛市の取り組みについてでございます。 

 ５年後に開催される東京オリンピック、パラ

リンピックに向けて、東京から離れた地方でも、

事前合宿の誘致や、選手の育成、施設の改修や

地場産品の世界への売り出しなど、オリンピッ

クを取り巻くさまざまな挑戦が進んでおります。 

 このチャンスに、宿毛市も何らかのオリンピ

ックの遺産を、今後残せていけるように、夢を

持って、今、行動していくべきではないかと思

いまして、質問をさせていただきます。 

 国では、ことしの１０月には、スポーツ庁が

設置されることや、高知県では、２０２０年東

京オリンピック・パラリンピック関連推進プロ

ジェクトチームを発足しておりまして、高知県

からの御提案などができることや、新聞にもご

ざいましたが、五輪効果を地方に普及させるた

めの３１０市町村連合のような組織も発足され

ているようでございます。 

 活用できる組織や、ツールはたくさんござい

ます。そのような中で、東京オリンピック効果

を求めて、今後、何らかの行動を起こすお考え

があるのか。または、既に取り組んでいること

があるのでしょうか。 

 まずは、スポーツの分野でのお考えなどござ

いましたら、お聞かせください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 皆さん、おはようござ

います。原田議員の一般質問にお答えをする前

に、先ほど、議長から御報告がございましたよ

うに、濵田議員が全国市議会議長会において、

特別表彰を受けられたということは、御本人は

もとより、宿毛市にとっても、大変名誉なこと

であり、心よりお喜びを申し上げます。 

 濵田議員におかれましては、これからも宿毛

市発展のために御尽力を賜りますよう、お願い

を申し上げます。 

 それでは、原田議員の質問にお答えをいたし

ます。 

 今回の東京オリンピックの開催決定を受け、

世界各地からオリンピックに参加する選手は、

開催される国で事前強化合宿等が行われること

が予想され、日本国内において、事前合宿の誘

致に向けた検討が行われている状況であります。 

 御承知のとおり、宿毛市には２００２年よさ

こい高知国体の会場となりました総合運動公園

や野球場など、数多くの体育施設がございます。

しかしながら、オリンピックにおいての事前強

化合宿等の練習会場についても、競技ごとに細

かな施設に関する規準等がございます。 

 また、事前強化合宿の誘致活動においても、

誘致を希望する自治体が、主体的に行うことと

なっていますので、本市が単独で誘致活動等、
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全てを行うことは、言葉の面などにおいても、

なかなかハードルが高い状況ではないかと思い

ます。 

 しかしながら、オリンピック参加選手の招致

は、スポーツの振興の面から考えても、大変貴

重な取り組みではないかと考えておりますが、

宿毛市単独では、厳しい面もあるかと思います

ので、高知県と連携を図る中で、受け入れ可能

な競技を模索し、オリンピック選手の受入態勢

をとれないか、検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君） ありがとうございます。 

 再質問をさせていただきます。 

 高知県からの御提案や、３１０市町村連合な

どの事例もある中で、地場産品などの売り出し

などの、産業振興の分野でのお考えなどもあり

ますようでしたらお聞かせください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 次に、地場産品の売り出し等についての御質

問でございますが、質問議員が言われますよう

に、高知県におきましても、オリンピック等に

関する情報収集、国等への提案などを検討する、

各部局を横断したプロジェクトチーム、２０２

０年東京オリンピック・パラリンピック開催推

進プロジェクトチームは、平成２６年２月に発

足し、日本の木の文化や、全国各地での合宿、

日本の食、多様な自然文化などを国に対して、

提言も既に行われているところでございます。 

 本市の地場産品、特に１次産品において、１

次産品をオリンピックで活用していただく取り

組みを進めるに当たっては、これまでの生産流

通形態等を考えた場合に、市町村独自で取り組

みを進めていくのではなく、高知県全体が一体

となって、取り組みを進めていくことが、より

効果が上がるものと考えております。 

 現在、１次産品等の活用につきましては、特

段の取り組みが進められているわけではござい

ませんが、先ほどのスポーツ分野での質問でも

お答えいたしましたように、今後、高知県と連

携を図りながら、取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 なお、質問議員が言われました３１０市町村

連合、正式には２０２０年東京オリンピック・

パラリンピックを活用した地域活性化推進首長

連合でございますが、観光振興や特産品の販路

拡大などを目的として発足されており、本県に

おきましては、高知市、須崎市が知名度アップ、

インバウンド観光の推進、海洋スポーツの発信

などを目的に、参加をしております。 

 現在、本市におきましては、当首長連合には

参加はしておりませんが、今後、状況を見なが

ら、本市にとりまして、有用であると判断した

場合には、参加の検討もしてまいりたいと、こ

のように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君） ありがとうございまし

た。 

 このようなときに、すぐチャレンジできるよ

うな体制を、日ごろからもっていっていただけ

れば、何かあったときには、すぐチャレンジで

きると思っておりますので、よろしくお願いし

ます。 

 このオリンピックは東京だから、遠い宿毛に

は関係ないなんて諦めないで、やっていただき

たいと思っております。 

 過去には、近鉄バッファローズや日本生命の

キャンプが、市民の誇りであったように、スポ

ーツは市民の皆様の心を高揚させる力がござい

ます。ぜひともオリンピック関連の取り組み、

まだ間に合うと思いますので、市民の皆様とと
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もに、夢を追いかけながら、取り組んでいただ

きたいと思っております。 

 それでは、次の質問をさせていただきます。 

 スポーツ振興室についてでございますが、現

在、２年目を迎えましたスポーツ振興室ですが、

業務の中でも、特に宿毛市と外の世界をつなぐ、

スポーツ全般のエージェント的な業務を積極的

に行っていくべきではないかと思っております。 

 もちろん、そのような指示はなさっていると

思いますが、振興室となってからの誘致活動や、

情報収集活動など、外向けに行った実績や回数

などございましたら、お聞かせください。 

○議長（岡﨑利久君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） おはようございます。

原田議員の御質問にお答えをいたします。 

 昨年、設置をいたしました生涯学習課スポー

ツ振興室につきましては、御案内のとおり、ス

ポーツ大会やスポーツ活動を誘致することによ

り、スポーツを通じた交流人口の拡大や、技術

力の向上、あるいは地域振興に取り組んでおり

ます。 

 活動実績といたしましては、主に宿毛花へん

ろマラソン終結後の新たなマラソン大会として、

これまでの大会からリニューアルさせた宿毛マ

ラソンを開催をいたしまして、２８都道府県か

ら６８５名のランナーに参加をいただきました。 

 また、総合運動公園や野球場において、新た

に合宿等の誘致活動として、１４団体に誘致活

動や情報収集を行いましたが、そのうち、昨年

度、新たに日本ウエルネススポーツ大学公式野

球部の合宿につながっており、日本ウエルネス

スポーツ大学公式野球部は、時期をかえまして、

昨年度内に２度の合宿に来ていただいておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君） ありがとうございます。 

 これからだと思います。 

 例えば、県の大阪事務所や東京事務所とか、

観光コンベンション協会のスポーツ部などがご

ざいます。 

 その他、民間のスポーツ団体様などと、積極

的に接触していただきますと、さまざまな、こ

ちら側で考えている以上の情報を得ることもで

きます。 

 行動すれば、必ず成果がついてきますので、

これからだと思っております。今以上にお客様

を呼び込むためにも、今まで考えていた枠から

飛び出して、誘致活動やネットワークづくりな

ど、積極的に行って、交流人口の拡大に努めて

いっていただきたいと思います。 

 続きまして、前年度の宿毛市のスポーツ大会

開催補助金など、２種類ほどあったと思います

が、それらの活用実績をお聞きしたいのですが、

活用された種目や人数、総額、既存の団体か新

規かなど、おわかりでしたらお聞かせください。 

○議長（岡﨑利久君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） お答えをいたします。 

 スポーツ大会等開催に係る支援補助金につき

ましては、スポーツ合宿に伴うものと、スポー

ツ大会開催に伴うものの２種類がございます。 

 両方の支援ともに、補助金の支給要綱といた

しまして、宿泊数の基準を設けて、支援を実施

いたしております。 

 まず、スポーツ合宿についてでございますが、

宿毛市スポーツ合宿支援事業費補助金について

ですが、支援を始めたのは平成２５年度からで

ございまして、補助の要件といたしまして、１

回の合宿につき、宿泊数が延べ２００泊以上の

合宿に支援をしております。 

 平成２６年度の利用状況は、野球の既存団体

３団体、新規の団体１団体の計４団体で、延べ

１，９６２名の方の宿泊人数がございました。

総額５５万円の補助を行っております。 
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 平成２５年度に比べまして、補助対象となっ

た団体数に増減はございません。 

 次に、スポーツ大会開催に対する宿毛市スポ

ーツ大会等開催支援事業費補助金につきまして

ですが、こちらの支援は、平成２６年度から支

援を始めたばかりで、補助の要件として、一つ

の大会につき、合宿数が延べ１５０泊以上の大

会に支援をいたしております。 

 開始年度であります平成２６年度には、とも

に新規の大会としてスタートをいたしましたレ

スリング大会と、バスケットボール大会の２大

会がこれに該当をしておりまして、延べ３０３

名の宿泊人数がございました。総額１５万１，

５００円の補助を行っております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君） ありがとうございます。 

 再質問をさせていただきます。 

 このインセンティブ事業は、スポーツ振興に

は欠かせないものと思っております。 

 去年でしたか、最低宿泊数を１５０泊まで下

げて、若干、使いやすいものになったというこ

とは評価されるところでございますが、新規の

誘致や、競技種目によっては、さらに宿泊数を

下げたり、ユーザーが望む柔軟な対応をして、

参加人数や予算だけでは獲得できない、図れな

い、将来的な利益も常に予想をして、インセン

ティブ事業を使っていくべきだと思いますが、

それについてお考えをお聞かせください。 

○議長（岡﨑利久君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） お答えをいたします。 

 宿毛市といたしましては、スポーツ大会等開

催にかかわるこの二つの支援補助金が、競技団

体等が活用しやすいものでなくてはならないと

考えております。 

 特に、大会開催補助金につきましては、実施

主体となる各競技団体の方々の御意見を伺いな

がら、財政状況も考慮して、制度の改正も含め、

検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君） ありがとうございまし

た。 

 大会開催補助金のほうは、私の知るところで

は、赤字補填だけのような感じもありますので、

ばらまいてとは申しません、使っていただくた

めのものですから、ぜひ、誘致の呼び水になる

ような、来ていただけるために使えるようなも

のになるように、そのあたりも考えて、要綱の

再検討などしていただければと思っております。 

 それでは、続きまして、スポーツ施設の整備

についてでございます。 

 市内のスポーツ施設の整備についてでござい

ますが、スポーツ振興をするのであれば、前に

質問させていただきました誘致活動や、インセ

ンティブ事業とセットで、ユーザー目線の施設

整備も必要となると考えられます。 

 例えば、今の宿毛市では、テニスコート、そ

して野球場、レスリング、体育館など、現在あ

る施設にもう少し手を加えることによって、新

しい大会の開催や、キャンプの誘致、選手の強

化などをさらに進めていくことが可能になるの

ではないかと、各競技の関係者の皆様は、具体

的な考えも持っているようでございます。 

 もちろん厳しい財政事情の中では、施設の整

備は困難をきわめるところではございますが、

利用者のニーズに合った整備を行って、未来に

備えていくべきだと考えます。 

 市長のお考えなどございましたら、お聞かせ

ください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 原田議員からの御提案のように、現状のスポ

ーツ施設に手を加え、リニューアルや拡張する
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などにより、新たな合宿や大会の開催に向けて

の誘致につながるのではないかということでご

ざいます。 

 先ほども御紹介いたしましたように、宿毛市

には、総合運動公園を初め、野球場、テニスコ

ート、武道館など、さまざまな体育施設がござ

います。 

 これらの体育施設の中には、老朽化等で規模

の大小はありますが、修繕が必要な状況となっ

ておりまして、今議会にも、平田公園テニスコ

ートの修繕工事費を計上させていただいており

ます。 

 また、野球場につきましても、毎年のように、

プロ野球選手や、大学生等が合宿に来ていただ

いておりますが、屋内練習場を含め、建設から

４０年を経過し、老朽化も進んでおり、必ずし

も十分な受入態勢が整っているとはいえない施

設状況となっています。 

 厳しい財政状況のもと、現状では、現有施設

の修繕を行うことにより、活用している状況で

はありますが、スポーツ振興にとりまして、施

設の整備は必要不可欠と考えておりますので、

利活用しやすい施設整備に、今後とも取り組ん

でまいりたい、このように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君） ありがとうございます。 

 大規模施設で財政の消耗戦まではする必要は

ないと思いますが、施設については、競技者は

相当シビアな目で見ております。利用者から、

宿毛市が選ばれるツボといいますか、こちらも

それを敏感に感じ取っていただいて、施設整備

を考えていただければと思っております。 

 最後に、まとめの質問になりますが、地方創

生総合戦略と、スポーツ振興についてでござい

ます。 

 このスポーツ振興室でございますが、スポー

ツ振興から得られるさまざまな効果を期待して、

市長が、昨年発足させたセクションだと思いま

すが、これからの市長の力のかけ方次第で、今

後の組織力と実績が大きく左右されることとな

るでしょう。 

 誘致活動やネットワークづくりなどで得られ

る成果、他の市町村と違う特徴を出したインセ

ンティブ事業、そして競技者目線の施設整備な

どは、まさにそのまちの独自性が重要視されて

いる地方版総合戦略にふさわしいのではないで

しょうか。 

 今以上に振興室に専門性を持たせ、スポーツ

の分野からも、宿毛市創生の取り組みをしてい

くべきと思いますが、市長の地方創生総合戦略

と、スポーツ振興のお考えなどございましたら、

お聞かせください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 スポーツ振興室の取り組みといたしましては、

スポーツを通じた交流人口の拡大と、地元の生

涯スポーツの振興、そしてスポーツを通じて、

人が集まる仕組みづくりに取り組んでおります。 

 今後においても、先ほど、御質問いただいた

スポーツ合宿や、スポーツ大会等の開催への支

援補助金を活用していただき、スポーツ団体が

本市で活動していただくように、取り組みを継

続してまいりたいと考えております。 

 また、今後は、補助金だけではなく、合宿や

大会開催が行いやすいように、磨き上げができ

ないか、総合戦略の策定において、現在、検討

を行っているところでございます。 

 また、宿毛マラソンのように、市民の方々が

積極的に運営やボランティアで参加していただ

くような、市民総参加型のスポーツイベントを

開催し、宿毛市民をあげて、スポーツ選手を歓

迎する、スポーツを通じたまちづくり活動にも、

今後は取り組んでまいりたいと、このように考
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えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君） ありがとうございまし

た。 

 スポーツ振興は、地域経済に直結するもので

すから、日本中、どこの市町村もスポーツ振興、

必死に取り組んでおります。 

 他との競争に負けないような、一歩先をいく

ような取り組みを、これからしていただくこと

をお願いして、スポーツ振興の質問を終了させ

ていただきます。 

 続きまして、小深浦の高台整備についてでご

ざいます。 

 過去にもこれに関する質問が複数回あったよ

うですが、市民の皆様には、不確定な情報がひ

とり歩きしているようでもございます。 

 改めて質問をさせていただきますが、まずは、

この事業でどのような整備が行われるのか、簡

単にお聞かせください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 続きまして、小深浦の

高台整備について、簡単にお答えをいたします。 

 当整備は、国の都市防災総合推進事業を利用

し、大規模な災害発生時の避難場所及び南海ト

ラフ巨大地震後に想定される長期浸水時に、仮

設住宅等の２次避難場所へ移動するまでの間、

避難生活を営むことのできる広場の整備を目的

としております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君） 再質問をさせていただ

きます。 

 この高台整備の現在の進捗状況と、終了の予

定の時期をお聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 小深浦の高台整備の現在の進捗状況と、完成

の予定時期について、お答えをいたします。 

 この事業は、平成２５年度から、土地鑑定評

価、測量設計、用地取得に着手し、用地取得は、

約９割完了しております。 

 今年度は、林地開発など、関係機関との協議

を終えた後、工事に着手する予定です。完了予

定につきましては、用地取得の進捗、国の予算

割り当てなど、不確定な部分もあり、市の財政

状況も考えると、数年はかかると思われます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君） ありがとうございまし

た。 

 これが、市民の皆様にお伝えできる、現在の

情報でよろしいということですね。数年かかる

ということで、数年というのは、一、二年なの

か、何年なのか、ちょっと想像がつきませんが。 

 これを踏まえて、整備後の利用計画について

お伺いしますが、小深浦の高台の整備は、給食

センター、あるいは小・中学校用地、そして保

育園、防災用地、こういうものを計画している

ところでございます、と市長は、過去におっし

ゃっておりましたが、このことで、特に、保育

園などの子育て世代の皆様を中心に、多くの

方々がここに公共施設、いわゆる保育園や小学

校などの高台移転の動きがあることを、強く期

待しております。 

 しかし、ここで活用される都市防災総合推進

事業の予算には、利用目的の制限が必ずあると

思います。 

 多目的な施設建設が決まった段階で、所管の

異なる省庁間の調整を図りながら、検討や交渉

を行っていくというようなことで、本当に大丈

夫なのでしょうか。 

 または、ある一定の計画や裏づけがあっての

ことなんでしょうか、この辺をお聞かせくださ
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い。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 整備後の利用計画についてでございます。原

田議員の御質問のとおり、小深浦の高台整備は、

有利な補助事業を模索する中で、都市防災総合

推進事業を利用した避難広場を整備をしており

ます。 

 このため、昨年の１２月議会の答弁でも申し

上げておりますけれども、さまざまな公共施設

の移転等の計画が決まった段階で、関係省庁と

協議をしていく必要があり、その際には、一部、

返還金が発生する可能性はございます。 

 しかしながら、現時点では、この地域に避難

場所の整備が急務であることに加え、将来に向

け、さまざまな可能性のある形で整備していく

ことによって、行政側の柔軟な対応ができるも

のと、このように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君） ありがとうございます。 

 まずは、今、行っている事業と、その後の計

画をしっかりと分けて、市民の皆様にお伝えし

ていただかないと、皆さんも期待もしますし、

誤解も招くこともあります。 

 あす起こるかもしれない災害でございます。

高台整備が一日も早く実現されて、その後の計

画が順調に進むように、今回は期待を込めて、

この質問を終わらせていただきます。 

 続きまして、津波が予想されるエリアの国土

調査についてでございます。 

 南海トラフ地震については、東日本大震災と

比べ、津波による浸水面積は約１．８倍、浸水

域内人口は、約２．６倍とされているようです

が、津波被害へのさまざまな対策の緊急性が特

に高くなる中、国土調査が実施されていない地

域では、早急な土地境界の明確化が重要視され、

国土調査を確実に推進していくことが重要にな

るといわれております。 

 まさにその渦中にあります宿毛市でございま

すが、宿毛市内で津波被害が予想される地域で

の国土調査の実施状況をお聞かせください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 続いての国土調査につきましては、東日本大

震災を契機に、国土調査が被災後の迅速な復旧、

復興に貢献することが確認され、宿毛市におい

ても、南海トラフ地震の津波浸水想定区域での

国土調査推進が重要であると考えております。 

 宿毛市の海岸沿いの実施状況は、藻津から高

砂まで完了して、大島と坂ノ下以南の区域は、

未実施になっており、津波に浸水想定区域１２

５ヘクタールのうち、実施済区域は４９％の６

１ヘクタール、未実施区域は５１％の６３ヘク

タールとなっております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君） ありがとうございます。 

 再質問です。 

 大島から栄喜まで、街もまだだと思うんです

が、海岸沿いといいますか、これらのところが

実施されていない、おくれている理由などがも

しあるようでしたら、お聞かせください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 再質問にお答えをいた

します。 

 本事業は、土地所有者により、土地境界等を

１筆ごとに確認していただくものであり、多く

の時間や人員が必要となってまいります。 

 また、従前は、調査実施に際し、測量工程に

おいて、国土地理院が設置する測量基準点が必

要であり、この測量基準点が市内全域において、

少ない状況にありました。 

 新規に測量基準点を設置するためには、国土
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地理院へ要望し、設置利用可能となるまで、最

短でも３年程度を要することもあり、隣接する

地域を順次、計画的に進めていくことが最も効

率的かつ効果的であると考え、さらには、大字

単位に事業区域を設定することで、沿岸部から

山間部までを同一年度に調査できるよう計画し、

藻津地区から東へ調査を進めてまいりました。 

 近年では、公共事業の用地取得を容易にする

ため、高規格道路中村宿毛線の計画区域である

和田地区から東の区域で実施してきたことも、

海沿いでの進捗が進んでいない理由といえます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君） ありがとうございます。 

 津波の被害と国土調査がどのような関係にあ

るのだろうか。国土調査の概要を知る人にとっ

ては、決して難しい話ではございませんが、実

は、私もそうだったんですけれども、特に私か

ら下の世代の人たちでは、国土調査の意味や重

要性、住民のメリットやデメリットなど、十分

に理解していないどころか、用語すら耳にした

ことがないという話も、実はよくあります。私

もそうでした。 

 そこで、次の質問でございますが、国土調査

が完了していないと、震災後の復興がおくれる

とか、実は、現在の図面では、もとどおりにな

らないこともあるなど、少なくとも、市は市民

の皆様に国土調査制度そのものや、その重要性

などを、適切な情報提供を今以上に行っていく

べきと思っております。 

 正しく伝えないことが、調査の未実施や筆界

未定などの、根本的な原因でもあると、各方面

でもいわれております。 

 そして、詳しくは、私も存じ上げませんが、

国土地理院が設置する基準点のようなものです

ね、先ほど市長がおっしゃいました基準点のよ

うなものが必要だった測量方法も、ことしの４

月から、物理的には調査しやすくなったとも聞

いております。 

 以上を踏まえて、津波の被害が予想される地

域への今後の国土調査の実施について、市長の

お考えをお聞かせください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 今後の国土調査実施については、今年度に宿

毛、与市明の一部を予備調査をし、４年から５

年かけて、現地調査する計画になっており、次

の国土調査区域については、各種の事業を考慮

する中で、優先順位を踏まえて決定し、市民の

皆様にも理解を求めて、実施していきたいと考

えております。 

 機会あるときに、できるだけ情報の提供をし

ながら、進めていきたい、このように考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君） ありがとうございまし

た。 

 調査エリアや実施の優先順位などもあるとい

うことは、以前からお答えになっていることは、

十分認識しております。 

 しかし、社会情勢がその都度変わってきます

し、再度、市民の皆様に、国土調査の必要性と

か、実施状況などをお伝えしながら、市民の財

産を守るために、津波が予想されるエリアの国

土調査を、早く進めるべきと、もう一度、あえ

て言わせていただきまして、一般質問の全てを

終了させていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（岡﨑利久君） この際、１０分間休憩

いたします。 

午前１０時４０分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時５１分 再開 
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○議長（岡﨑利久君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） 皆さん、おはようご

ざいます。１１番、松浦でございます。 

 ４月２６日に投開票された市会議員選挙にお

きまして、この議場も５人の新人議員を迎え、

フレッシュな感をいたすところでございます。 

 そしてまた、私自身、身に余る御支持をいた

だき、３たびこの場に立つことができました。

まさに身の引き締まる思いであります。 

 この選挙戦を通じて、市民の皆さんから市政

に対する貴重な御意見や、考えを聞くことがで

きました。私自身、市民と市政のパイプ役とし

ての任務、また市民の声を市政に反映していく

という、初めて市議会議員選挙に立候補したと

きの初心を忘れることなく、心も新たにしなが

ら、これから４年間、全力で頑張る決意であり

ますので、執行部の皆さん並びに同僚議員の皆

さんの御指導をよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、ただいまより一般質問を行います。 

 先に行われました市会議員選挙における投票

率が低下をいたしております。このことについ

て、大変危惧をしますので、何点か、選挙管理

委員会にお伺いをいたします。 

 今回の選挙における投票率は、前回の選挙に

比べ、５．５６ポイントも下がり、７１．０

１％でありまして、これは、これまで１７回行

われました市会議員選挙で、最低の投票率とな

りました。これまでの最高投票率は、昭和４１

年４月２４日に執行された第４回の選挙であり

まして、このときは、９３．６４％でありまし

た。 

 選挙を行うたびに、投票率は下がり続けてお

るのが実態であります。市民にとりまして、一

番身近で、非常に関心が強いはずの市議会議員

選挙において、このように投票率が低下するこ

とについて、私としては、市民と議会の溝が深

まっておるのではないかとも思っておりまして、

大変心配するところであります。 

 まさに、選挙は民主主義において最も重要な

問題であり、政治に対して、市民が意思を示す

手段でもあります。 

 専門家の中では、投票率が下がることは、民

主主義の危機であるともいわれております。 

 そこで、このように投票率が低下する原因に

ついて、どのように考えておるのか、お伺いを

いたします。 

○議長（岡﨑利久君） 選挙管理委員会委員長。 

○選挙管理委員会委員長（野口孝夫君） 皆さ

ん、おはようございます。１１番、松浦議員の

一般質問にお答えさせていただきます。 

 まず、初めに、４月２６日に行われました宿

毛市議会議員選挙におきまして、市民の皆様の

御協力のもと、無事に選挙が終えられましたこ

とに対し、感謝を申し上げます。 

 さて、松浦議員の御指摘のとおり、市議会議

員選挙につきましては、選挙を実施するたびに

投票率が低下してきており、今回の選挙につき

ましては、過去最低を記録した投票率になりま

した。 

 この投票率につきましては、その要因は、一

概にはいえませんが、有権者、特に若い世代の

選挙離れが進んでいることが大きな要因になっ

ているものというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） 全てではないかもわ

からんけれども、若い世代という、低下が危惧

されるという部分であります。 

 そういう面で、またこの問題、後で少し触れ

させていただきたいと思います。 

 次に、投票率を向上させるための取り組みに

ついて、お伺いをいたします。 
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 まず、選挙管理委員会の任務として、一人で

も多くの方に投票していただく取り組みを実施

すること、そのことが投票率の向上につながる

のであります。 

 このように、投票率の向上に努めることが、

選挙管理委員会としての、大変重要な任務であ

ろうかと思いますが、このことについて、どの

ように認識しているのか、まずお伺いをいたし

ます。 

○議長（岡﨑利久君） 選挙管理委員会委員長。 

○選挙管理委員会委員長（野口孝夫君） お答

えさせていただきます。 

 今回の市議会議員選挙に限らず、各種選挙に

おける投票率は、年々減少をしておりまして、

大変、憂慮しているところであります。 

 選挙権は、行使されてこそ意味があります。

議員御指摘のとおり、投票率の向上に取り組ん

でいくことは、選挙管理委員会の主要な職務の

一つであります。 

 選挙を公平、公正に実施するとともに、有権

者が投票しやすい環境を整備し、投票率の向上

を図っていくことは、引き続き重要な課題であ

ると考えております。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） ただいま、答弁があ

りましたように、投票率の向上を図ることは、

選挙管理委員会としての主要な任務の一つとし

て、認識されておるようでございますので、そ

うした強い認識のもと、今後、取り組んでいた

だきたいというふうに思います。 

 選挙管理委員会として、今回の市会議員選挙

において、投票率向上に向けた取り組みとして、

どのような取り組みを行っていたのか、お伺い

をいたします。 

 そして、その取り組みについて、どのように

評価をしているのか、お示しをいただきたいと

思います。 

○議長（岡﨑利久君） 選挙管理委員会委員長。 

○選挙管理委員会委員長（野口孝夫君） お答

えさせていただきます。 

 ４月は、統一地方選挙として、市議会議員選

挙の前に県議会議員選挙がございましたので、

統一地方選挙での取り組みとして、より投票し

やすい環境の整備に力を入れました。 

 投票所の環境改善について、でき得る限りの

対応を行う中、特にこれまでと大きく変わった

点は、期日前投票の簡素化を図ったことです。 

 この期日前投票の簡素化につきましては、以

前、野々下議員さんのほうから、一般質問がご

ざいまして、その結果、検討した結果、導入す

ることにしたものですが、まず、投票所の入場

券の裏面に、期日前投票の際に必要となる宣誓

書を印刷し、自宅で必要事項を事前に御記入い

ただけるようにしたこと。そして、期日前投票

所の受付に、バーコードリーダーを導入、バー

コードリーダーというのは、よくスーパーのレ

ジなんかで見かけるものながですが、それを導

入したことによりまして、スムーズに投票でき

るようにいたしました。 

 有権者の利便性の向上や、心理的負担も軽減

につなげられたというふうに考えております。 

 これらの結果、期日前投票所の投票者数が、

４年前の市議会議員選挙時より５％、人数で申

しますと、ちょうど２００人ふえまして、今回

の新たな取り組みが功を奏した点もあるのでは

ないかと評価しております。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） ありがとうございま

す。 

 今、委員長から答弁ありましたように、期日

前投票の関係で５％ですか、２００人ふえた。

そういう面では、一定、成果としてあらわれた
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のではないかなというふうに思います。 

 まだまだ環境整備等の部分もあろうかと思い

ますので、この点についても、今後の取り組み

として、期待をいたしております。 

 次に、本年末には知事選挙、そして市長選挙

が予定をされておるわけでございます。 

 そこで、市会議員選挙を受けて、それぞれの

選挙において、投票率の向上を図るために、ど

のような取り組みをしようと、現時点で考えて

おるのか、あればお示しをいただきたいと思い

ます。 

○議長（岡﨑利久君） 選挙管理委員会委員長。 

○選挙管理委員会委員長（野口孝夫君） お答

えをさせていただきます。 

 県知事選、市長選挙は、今後の県政、市政の

かじ取り、方向性を決める重要な選挙でありま

す。 

 投票率向上対策としましては、先ほど、御説

明申し上げました４月の統一地方選挙から導入

し、一定の効果が得られた期日前投票における

宣誓書の簡略化、バーコードリーダーの活用並

びに当日投票所のさらなる環境整備を、引き続

き行い、なおかつ、今もあるわけですが、市の

ホームページやフェイスブック等を活用して、

積極的に選挙情報を発信してまいりたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） 次の質問であります

けれども、冒頭、委員長からも答弁がありまし

たが、マスコミ等では、最近、若者の選挙離れ

が進んでおるといわれ、大変、大きな問題とな

っています。 

 一方、国会では、選挙権年齢を、これまでの

２０歳以上から１８歳以上に引き下げる公職選

挙法の改正案が成立し、来年夏の参議院選挙か

ら適用される運びのようであります。 

 そこで、宿毛市における市民の投票行動にお

いて、年代別の状況はどうであるか、検証する

必要があるのではないかと思います。 

 年代別の投票率を把握することにより、それ

を受けて、年代別に沿った投票率向上に向けて

の取り組みや、対策を行うことが、大変重要な

ことであると思います。 

 例えば、現実に、若年層の投票率が低いよう

であれば、そのことを受けて、若年層に沿うよ

うな対策をしていかなければならないと考えて

おります。 

 そこで、先の市会議員選挙における年代別の

投票率は、どのようになっておるのか、お伺い

をいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 選挙管理委員会委員長。 

○選挙管理委員会委員長（野口孝夫君） お答

えをさせていただきます。 

 私ども市の選管としましては、年代別投票率

は出しておりません。ですから、今回の質問を

受けまして、今回の選挙における年代別投票率

を、抽出調査によって算出いたしました。 

 算出いたしましたところ、２０代が３８．

２％と一番低く、３０代が５７．３％、４０代

が５７．７％、５０代が６５．５％、６０代が

８９％と、一番高くなっております。７０代が

８８．５％、８０代が６９％、９０代が３７．

５％という結果になりました。 

 この調査は、有権者の約４．６％に当たる８

２７人を無作為に抽出し、１０歳刻みの年齢階

層で投票行動を調べたもので、あくまでも参考

程度の内容でありますが、この結果からわかる

ように、投票率の低い年齢層は２０代でありま

す。 

 ちなみに、先ほど、松浦議員がお話になった

ように、全体の投票率、７０．０１％です。抽

出調査の全体の投票率が７１．２０％というこ

とで、ある一定、実態に即した結果になってお
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るんではないだろうかというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） 抽出調査ということ

で、俗にいう世論調査かなという感もするわけ

ですけれども、それを見ても、やはり２０代が

一番低いということのようでございます。 

 この問題が、今後の投票行動において、注視

をしなければいけないし、対策をしていく必要

があるというふうに思っております。 

 そして、先ほど申し上げましたように、１８

歳といえば、高校生も有権者になるのでありま

して、そしてまた、高校３年生の中でも、投票

権のある方とない方が出てくるというようなこ

とで、学校現場に混乱が生ずるのではないかと

危惧をいたしますが、このことについて、選挙

管理委員会として、どのように考えているのか、

お伺いをいたします。 

 将来を担う若者が、主権者として、政治に参

加する機会が広がることは望ましいことであり

ますが、現状における若年層の投票率が低下を

していることを考えると、若い人たちに、政治

に参加する意識を高める取り組みが大きな課題

となってまいりますが、このことについて、ど

のように考え、取り組もうとしているのか、お

伺いをいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 選挙管理委員会委員長。 

○選挙管理委員会委員長（野口孝夫君） お答

えをさせていただきます。 

 将来を担う若者が、政治参加の意義や選挙に

ついて関心を高め、理解を深めることは、極め

て大切なことだと考えており、有効な対策につ

いて、模索しているところであります。 

 １８歳以上の選挙権の実現を、来年の参議院

選挙が予定されておりますが、目前に控え、主

権者としての意識を高める教育の充実が急がれ

ております。 

 県や学校教育との連携を図りながら、実施可

能な取り組みがあれば、速やかに対応していき

たいと考えております。 

 今後とも、市民の方の御意見、御要望をお聞

かせいただき、より投票しやすい仕組みづくり、

投票率の向上に努めてまいりたいと考えており

ますので、御理解賜りますように、よろしくお

願いいたします。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） 法律が成立したばか

りでありますので、具体的にどうこうという分

はないわけですけれども、ここにも表がありま

すけれども、次回の統一選挙には、現在の中学

校２年生の一部から投票権が出てくる。 

 そしてまた、その次の２０２３年統一選挙に

は、現在の小学校４年生の一部から、有権者に

なるということでありますので、そういった面

で、高校といえば県のほうの管轄になろうかと

思いますけれども、宿毛市の教育委員会並びに

県教委とも、それぞれ連携をとりながら、この

投票率の向上に向けて、格段の取り組みをお願

いをいたしたいというふうに思います。 

 ひとつ、２点ほど提案でありますけれども、

インターネット、今、若い層がよく見るインタ

ーネットですけれども、この中に、候補者の一

覧を載せるとか、また高校に出前の期日前投票

所を開設とかいう部分も、今、頭に浮かんだわ

けですけれども、そこらあたりも、ぜひ参考に

していただければ幸いかと思います。 

 次に、選挙ポスターの掲示箇所について、お

伺いをいたします。 

 まず、今回の市会議員選挙においては、前回

と同じく、市内２００カ所に設置をされました

が、この掲示箇所の設置基準について、お伺い

いたします。 
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 公職選挙法上、宿毛市において、市会議員選

挙を実施する場合の掲示箇所数は２００カ所と

決められているのかどうか、お伺いをいたしま

す。 

○議長（岡﨑利久君） 選挙管理委員会委員長。 

○選挙管理委員会委員長（野口孝夫君） お答

えをさせていただきます。 

 ポスター掲示場の設置につきましては、公職

選挙法第１４４条の２第８項の規定により、市

町村の条例で定めることになっており、当市で

は、昭和５８年２月１６日に、宿毛市議会の議

員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置

に関する条例を制定いたしました。 

 掲示場の総数については、同法第１４４条の

２第９項により、政令で定めるところにより、

算出しなければならないとされており、昭和５

８年当時の選挙人名簿登録者数、及び面積から

算定される掲示場の数は、３５２カ所でありま

した。 

 しかし、ただし書きで、特別の事情がある場

合には、掲示場の総数を減ずることができると

の規定があり、選挙管理委員会において、選挙

の都度、委員会にかけて決定をしているところ

であります。 

 これまで、条例制定後の昭和５８年４月２４

日執行の市議会議員選挙では、５２カ所減らし

まして、３００カ所と決定し、その後の市議会

議員選挙においても、３００カ所としてきまし

たが、平成３年４月２１日執行の市議会議員選

挙では、形状が縦３メートル、横幅４メートル

と、広い場所を必要とするため、設置場所の確

保が困難との理由や、集落の状況を勘案した上、

２００カ所で周知可能であると判断し、現在に

至っております。 

 また、平成６年３月３１日には、宿毛市議会

議員及び宿毛市長の選挙における選挙運動用ポ

スターの作成の公営に関する条例が制定され、

ポスターの作成費が公費負担となったことから、

これ以降に行われた市議会議員選挙、そして地

方選挙においても２００カ所と決定し、現在に

至っているところであります。 

 しかしながら、これは我々選管も気がつかな

かったことなわけですが、今回の選挙では、各

投票区の集落の実態が、十分把握し切れていな

いことが判明したため、有権者の一部の地区の

方に、掲示場がないということで、御迷惑をお

かけしたところであります。 

 今後、行われる市長選挙及び市議会議員選挙

につきましては、設置数は基本的に据え置いた

まま、設置箇所の見直しを図り、より多くの有

権者に政治に参加していただけるよう、努めて

まいりたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） ありがとうございま

す。 

 ２００カ所に決めた経緯、公職選挙法に基づ

き、各条例で決めるということで、一定、理解

することができました。 

 答弁にありましたように、各投票区の集落の

実態が、十分把握されてないことが判明したた

め、今後、実施されるそれぞれの選挙において、

設置場所の見直しを図るとの答弁もいただきま

した。 

 事実、今回の市会議員選挙では、７世帯１３

人が生活をされております沖の島の長浜地区の

ように、掲示箇所がなく、候補者の顔が見えな

い地区、そしてまた、京法、還住薮地区の投票

所等の問題についても、私のところにも、市民

の方から、大変なおしかりの連絡を受けてきた

ところであります。 

 今後の選挙においての設置場所の選定につい

ては、こういうことがないよう、事前に関係す

る地元と、具体的な協議をしていただくなど、
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十分精査をしていただき、有権者の皆さんに立

候補者の顔が周知できるよう、責任を持って取

り組むことを、ここでお約束を願えれば、お約

束をしていただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

○議長（岡﨑利久君） 選挙管理委員会委員長。 

○選挙管理委員会委員長（野口孝夫君） お答

えをさせていただきます。 

 今回の松浦議員の指摘を真摯に受けとめまし

て、ことしの１２月になろうかと思いますが、

市長選挙におきましては、そのようなことがな

いよう、万全の体制で取り組みさせていただき

ます。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（岡﨑利久君） １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） 政治と生活は、非常

に密接に関係していることが実感できる有効な

対策をとることにより、投票率向上や、市民に

候補者の顔が周知できるよう、取り組んでいた

だきたいことを重ねて申し上げまして、この問

題についての質問は終わります。 

 ありがとうございました。 

 次は、宿毛市長選挙について、市長にお伺い

をいたします。 

 沖本市長の任期も、余すところ約６カ月とな

ります。 

 沖本市長は、初当選以来、公正・公平な市政

を目指し、今日まで全力で、真面目に取り組ん

できたのではないかと思います。 

 南海トラフ巨大地震対策についても、市民の

命と財産を守るとの観点から、積極的に取り組

んでまいりました。小筑紫保育園の高台への建

設、学校施設の耐震化の推進、避難道や避難場

所の整備、市内各地への防災倉庫の設置等々、

そしてまた、産業振興を図る上で、また、防災

対策上、大変重要な位置づけがあり、命の道と

いわれる高速道の建設については、市長の積極

的な活動により、宿毛市、愛南町間が計画段階

評価路線に格上げされました。 

 また、宿毛市をスポーツの振興によるまちづ

くりと、交流人口をふやし、宿毛を元気にして

いくとの観点からのマラソン大会の復活、あわ

せて総合運動公園内に新たな球技場の整備も、

着々と進められております。 

 市長が公約に掲げておりました宿毛市で初め

ての産業祭の開催、産業祭は多くの市民の協力

をいただく中で、宿毛市の１次産業から３次産

業を広くＰＲする中で、宿毛市の産業の振興を

図らなければならないとの基本的な考えのもと

に、昨年度から開催されております。 

 また、新たな雇用の創出と林業の活性化を図

るための取り組みとしてのすくも森林塾の開校

や、市長が公約に掲げておりました林業の振興

にもつながり、エネルギーの地産地消との観点

からの木質バイオマス発電所も、工業団地内に

完成をされ、本格稼働が開始をいたしました。 

 そしてまた、市民参加の市政を目指しての地

域懇談会の開催等々。 

 しかし、宿毛小学校の建設場所については、

議会対応において、東日本大震災を経験する中

で、津波の被害から子供たちの命をいかに守る

かといった防災対策、一方、まちづくりとの関

係等もありまして、なかなか決定することがで

きなく、市民の中に不満が出てきたことも、こ

れまた事実でありますが、現地への建てかえに

ついては、ようやく前に進もうといたしており

ます。 

 以上、見てみますと、政策的には、これまで

の市政に比べ、大きく前進しておると思ってお

りまして、大変、評価をするところであります。 

 しかし、今後の宿毛市を見た場合、３月議会

でもお伺いいたしましたが、少子高齢化が進む

中で、宿毛市を活性化し、元気なまちづくりを

進める上での地域創生の取り組みは、最も重要
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となってまいります。 

 また、市民の命と財産を守る防災対策、産業

の振興と雇用の創出、スポーツを通じてのまち

づくり等々、まだまだ多くの課題が山積してい

るのが実態であります。 

 そこで、これまでの３年６カ月の市政運営に

ついて、市長として、どのような観点で取り組

んでいったのか、また、そのような取り組みを

行う中で、どのような成果があったと思ってい

るのか。そして、３年６カ月の市政運営を総括

しながら、秋に予定されている市長選挙に、ど

のような考えで臨もうとしているのか、お伺い

をいたします。 

 今回、一般質問はこの問題が最後となるわけ

であります。時間も十分あるようでございます

ので、市長の率直な思いを御披露していただき

たいと思います。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 松浦議員の一般質問に

お答えいたします。 

 松浦議員より、就任以来のこの間の行政につ

いて、一定の評価をいただきました。ありがと

うございます。 

 この間の総括をした上で、次期市長選挙にど

のように臨むつもりなのかとの質問でございま

す。 

 まず、市長に就任以来、きょうまでの総括を

せよとのことでございます。 

 今後の行政に生かしていくためにも、私の総

括について、少し長くなるかもしれませんが、

この間の取り組みを説明しながら、お答えをさ

せていただきたいと思います。 

 私が当選した翌年の３月末に、国は、東日本

大震災を受けて、南海トラフの巨大地震の想像

を絶する被害想定を公表し、その後、高知県は、

詳細な内容を県民に公表しました。 

 そのため、私のそれからの３年間は、この新

想定から、各分野で市民の命と財産を守るため

の防災対策、これを最重点課題として取り組ん

でまいりました。 

 この防災対策は、宿毛消防署を前市政の流れ

を引き継ぎ、和田地区へ移転、改築を完了させ

ました。 

 学校施設の耐震化は、この間の耐震化率が４

４．８％から８３．７％まで進み、残りの学校

施設の耐震化は今年度の予算で耐震化する予定

となっております。 

 津波から避難するため、各地域の一時避難場

所の整備や、この間、１７カ所、避難道は４７

カ所、避難倉庫は５１カ所、設置してまいりま

した。 

 市街地では、宿毛小学校東の土居ノ後線を避

難道路として、整備が完了をしました。市街地

を中心に、現在、２２カ所を避難ビルとして指

定させていただいております。 

 中でも、高砂地区では、福祉センター屋上を、

市街地ではＪＡはた宿毛支所の屋上を、避難場

所としてできるように、強固な外階段を設置い

たしました。 

 こうした施設箇所や、想定する来襲の津波高、

到達時間などを明示した防災マップは、全戸に

配布をいたしました。 

 また、家屋の倒壊を防止する耐震化について

は、診断、設計、工事において、それぞれ補助

金を交付しております。 

 各地域では、自主防災組織の組織率は、９１．

５％から９８％と進みました。保育園の耐震化

は、全てが完了し、高台移転については、まず

小筑紫地域の二つの保育園を小筑紫統合保育園

として、田ノ浦に建設し、この４月には開園す

る予定でしたが、放火により、建設中の建物は

ほぼ全焼しました。 

 しかしながら、本年度中には開園できるよう、

進めております。 
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 私立の二つの保育園についても、耐震化工事

に向けて、補助をすることとしております。 

 将来の公共施設などの高台移転を目指して、

小深浦地区に高台造成事業を実施中です。 

 原田議員の質問にもお答えいたしましたが、

現段階で、地権者の協力をいただき、用地買収

が９０％まで進んでおります。 

 その後、宿毛署の広域での対応になりますけ

れども、３市町村の対応になりますけれども、

消防無線を約５億５，０００万円で改修を完了

しました。 

 今年度中には、約３億９，０００万円をかけ

て、現在、津波浸水地域にある防災無線を、さ

らに平田、山奈、橋上まで広げて、拡充し、そ

して消防団の招集無線についても、より感度の

いい施設へと改修をいたします。 

 今年度から、高砂から市街地にかけての堤防

の補強や、かさ上げ事業の準備が始まります。

これは、宿毛市域の巨大地震による地盤沈降、

これを想定した中で、浸水を防止するために、

より早く排水機能を充実させるために、事業を

展開しようとしているものでございます。 

 防災体制の対外的な対策としては、自衛隊の

支援や、医療面などの地域外からの復旧復興の

拠点として、芳奈総合運動公園を、県の２次避

難場所として、防災拠点として指定し、市とし

ても、防災拠点として、２次避難場所としても、

整備を進めております。 

 また、兵庫県篠山市や、岐阜県北方町とは、

防災において交流協定とともに、相互の支援を

できる協定を結び、連携できるようにしている

ところでございます。 

 将来のまちづくりにつながりますが、一時は

困難といわれておりました宿毛愛南町間の高速

道路は、松浦議員からもお話ございましたけれ

ども、昨年度から愛媛県の清水愛南町長と連携

し、関係団体で国や県へ積極的に働きかけ、こ

としの４月８日には、計画段階評価路線へと認

定が決まりました。 

 防災拠点の芳奈の総合運動公園と、将来は宿

毛湾港と結ぶルートを提案をし、将来の市内産

業の振興に資するインターの場所や、新たな道

の駅の構想、市内道路ときちんと結ぶルートを

検討、提案できる状況になってまいりました。 

 その他、マラソン大会も市民の熱望に応えて、

形を変えて市民参加を重視して、復活をいたし

ました。 

 公約していた産業祭についても、農協、漁協、

森林組合などをベースに、宿毛の産業を活発に

するため、開催されており、文旦、小夏、直七

などのかんきつ類、キビナゴや養殖魚の加工販

売、宿毛の農産品の宣伝や、新たな特産品の開

発、観光振興にもつながる形になってきました。 

 ３回実施し、いずれも毎回、１万５，０００

人ほどが集まっていただいております。 

 林業の活性化、このことについては、就任当

時から重視してまいりました。 

 就任の２年目からは、県の林業の専門職員を、

交換人事で産業振興課に派遣してもらい、施策

の充実につなげました。 

 高性能林業機器の導入の補助充実など、今ま

でになく、県森連や森林組合と連携して進めて

まいりました。 

 願ったりかなったりの木質バイオマス発電所

と、ペレット製造施設が平田工業団地へ進出が

決まり、市としては、可能なところから進出に

協力してまいりました。 

 これらについても、既に、約３０人ほどが働

いておると聞いております。 

 ただ、課題は、燃料の集材体制の弱さにあり

ます。供給体制については、森林組合でなく、

自分の山を持っている自伐林家の皆さんからの

間伐材等の供給が必要と認識をしております。 

 さらに、良質材の出荷も視野に入れた林業従
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事者の人材育成事業として、ことし、専門家の

講演をいただく中、すくも森林塾を開設し、定

員の２０名が受講中でございます。 

 行政としては、農業との副業型林業を視野に

入れ、中山間地域で収入、雇用の確保に向けた

準備を進めています。 

 宿毛湾港の防波堤工事を継続して実施をして

まいりました。平成２９年度で防波堤工事が完

了します。海上自衛艦の寄港や、客船の寄港誘

致を積極的に進め、海上自衛艦については、拠

点的に寄港を活用していただきたいと、防衛庁

や呉総監部にも、私が議会や商工会議所ととも

に要望してまいりました。 

 その他、四季の丘の廻角橋は、高砂地域あた

りからの避難路の確保という点からも、さらに

は与市明川の河川改修、このような点からも重

要であるので、つけかえ事業に着手いたします。 

 このことを決定しています。 

 私が就任当時、見直しになっていた横瀬川ダ

ム建設について、私は、市民が切望している宿

毛東部の、毎年のように頻発している洪水を防

止するには、ダム建設のみで防ぐことは不可能

と、検討会で主張し、結果、ダム建設を再着手

し、あわせて芳奈川やヤイト川の改修などで、

内水対策を強化することになりました。 

 そのほか、産業振興の取り組みといたしまし

ては、県の産業振興計画に新たに３件が認定を

されまして、あるいは寒蘭の施設の拡充等、さ

まざまな支援事業を展開をしているところでご

ざいます。 

 農業につきましても、集落営農につきまして

は、中角、山北、和田、錦で既に組織化が進め

られ、現在、私どもの芳奈などにおいても、検

討をしている、そういう状況になり、今後の農

村山村地域での方向を少しでも明確にしていく

ために、この間、取り組んでまいりました。 

 福祉に関しても、たくさんの事業を展開はし

てまいりましたけれども、そうした中でも、沖

の島や福祉センターで、県の進めているあった

かふれあいセンター事業、これを導入して、積

極的に利用していただいている方には喜んでい

ただいているところでございます。 

 スポーツの振興とまちおこし、これも松浦議

員、先ほど質問でもいただきました。野球やサ

ッカー、そういうもののキャンプの誘致、大会

の誘致、こういうものも積極的に、いろんな制

度を拡充しながら、進めてまいってきたところ

でございます。 

 そういう位置づけからも、総合運動公園に、

今後、球技場として使用できる、そういう広場

も、今、建設をしようとしているところでござ

います。 

 そして、私の就任前からの課題でございまし

た千寿園の民間委託問題につきましては、職員

組合との粘り強い交渉をする中で、平成２９年

度からの実施が決まりました。 

 千寿園の介護などの専門職を、一般職に配置

がえしなければなりませんが、そのため、新規

の採用数を少なくして、臨時職を充当するなど、

職員にも無理を強いている状況であります。 

 国民宿舎「椰子」においても、起債償還が今

年度終わるのを機に、売却について検討を始め

ます。 

 消防団組織の再編成については、屯所の高台

移転や、初動体制の拡充と合わせて、団員数の

検討など、ことしから１０年かけて進めるべく、

内部で検討を始めました。 

 その他、水道事業におきましても、宿毛上水

道と小筑紫簡易水道の統合、さらに東部簡易水

道と橋上簡易水道を、それぞれ統合する事業を

進めております。 

 最後に、宿毛小学校の建設問題です。宿毛小

学校の問題は、東日本大震災で津波による未曾

有の被害を受けた教訓から、議会の議決もあり、
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津波の来ない高台を目指す方針を決定しました。 

 高台の適地調査の結果、位置的に萩原地区に

絞り込みましたが、執行部は、当初からこの土

地の取得は極めて厳しい、時間もかかるとの認

識を持っておりました。 

 困難さは予想されましたが、事業を開始し、

途中、事業推進が困難になり、私自身も直接、

地権者に理解を求めましたが、結果、萩原の高

台を早期に造成することは、現段階で困難であ

ると判断しました。 

 ほかに適地もない中、国の学校建設をめぐる

新たな指標も示され、ことし、現在地に建設す

る方向で、物件移転調査の評価調査をしたとこ

ろでございます。 

 今後、この結果に基づいて、事業を推進して

いく段階でございます。 

 このように、行政が数多くの事業展開ができ

たのも、議会での御意見や御提言、毎年８カ所

の市民との地域懇談会や、地区長さんとの年１

回の市政懇談会などで提言をいただいたことが、

大きな根拠だと思います。 

 また、地区長さんや民生委員さん、農林漁業

の組合の皆さん、消防団、あるいは観光協会、

老人クラブ、各種スポーツ団体、ロータリーや

ライオンズクラブなどのボランティア団体の皆

さん、交通安全協会や防犯協会、保護司会、Ｐ

ＴＡなどの保護者団体の皆さん等々、多くの皆

さんが、行政と市民や地域の間で活躍していた

だいている、こういうところを、宿毛市は本当

に充実しているわけでございますけれども、事

業進捗の根拠など、総括をいたしております。 

 こうした事業推進には、副市長を先頭にした

庁内各部署の奮闘の成果でもございます。 

 そこで、次期市長選挙についてですが、私は、

市長就任の当初から、１期４年でそれなりの実

績、市民の認める結果を得ることは厳しいと認

識をしてきました。 

 実際に、最大の課題である宿毛市の産業を活

性化して、雇用の場をふやすなどし、人口の社

会減をとめることはできていません。重視した

のに実施できなかった事業の中には、市内での

温泉施設の建設や、道の駅の拡充、境界画定で

も急がれる国土調査事業の加速化などがござい

ます。 

 本来ならば、当然のこととして、２期目を目

指して、市民の信を問う次期市長選挙に立候補

するのが道理であると思います。 

 しかし、３年目の昨年１１月に妻を失いまし

た。亡くなった妻は、家庭のみならず、宿毛の

子供劇場の創設などにかかわったり、あるいは

民生委員など、社会的な活動もし、広い人脈も

持っていました。私にとっては、二人三脚でこ

こまで仕事をしてきた仲間であり、日常の相談

者です。 

 亡くなった後、業務で市民に迷惑をかけては

ならないと思い、食事や家のことを切り盛りし

ながら、この半年、ひとりで頑張ってきました。

しかし、さらに４年以上もこうした生活をする

ことは限界があり、健康上などから、結果、行

政に迷惑をかけることになると判断をしました。 

 これからの市長は、エネルギッシュに事を進

める人が必要だと思います。私には、無理では

ないかと判断をいたしました。 

 課題を残しながら、しかも１期で辞するのは、

公約に反するという方もおられます。理解して

いただけない方もおられると思いますが、こう

した事情により、次期の市長選挙には立候補し

ないことを決めました。 

 市民の皆さんには、お断りを言うほかござい

ません。まことに申しわけありません。 

 これからの最大の課題は、少子高齢化、過疎

化の進む宿毛市で、この地域で、自信を持って

住み続ける地域をつくることができるかどうか

です。 
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 どのように地方創生を進めるのかが最大の課

題です。残された半年は、総合戦略の策定に全

力で取り組み、次期市長にきちんと引き継いで

いけるよう、その職務を全ういたします。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） 今、市長から、秋の

選挙には不出馬であるというお話もいただきま

した。 

 政治家の出処進退は、政治家みずからが決め

るというのが、政治の常道であります。そうい

った面で、本当に、非常に残念ではありますけ

れども、市長の意を受けとめたいというふうに

思います。 

 市長、結びの答弁の中でありました、ぜひ、

しっかりとした計画、継続をしていく取り組み

については、しっかりと引き継いでいくという

ことで、残された期間、頑張っていただきたい

というふうに思います。 

 ここで、本当に、御苦労さんでしたと言いた

いうわけですけれども、まだ６カ月残っており

ますので、ぜひこの間、頑張っていただきたい

ということを申し上げまして、一般質問を終わ

ります。 

 ありがとうございました。 

○議長（岡﨑利久君） この際、午後１時まで

休憩いたします。 

午前１１時４２分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時０１分 再開 

○議長（岡﨑利久君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 ６番髙倉真弓君。 

○６番（髙倉真弓君） ６番、髙倉でございま

す。 

 一般質問の前に、再びこの場所をお与えいた

だきましたことに、心から感謝申し上げます。

ありがとうございます。 

 今回まで、議場に女性がおりました人数は、

ここ４年間を振り返りましても、執行部側、ま

た事務局を含め、４名でございました。それが、

一挙に６名になりまして、会う人ごとに、宿毛

はよかったねという御期待の言葉をいただいて

おります。 

 宿毛市役所の男性ＯＢの方のお言葉をかりれ

ば、あと数人は欲しい。女性の人口のほうが多

いんだからねと。それは、執行部側、また議員

側ともどもに、市民の皆様方から投げかけられ

た言葉と受け取っております。 

 午前中にも話がありましたが、投票年齢も１

８歳になります。多くの若い女性の政治参加を、

また男女機会均等の立場からも、女性管理職の

応援もいたしたいと思います。 

 今回は、同じ内容の質問がございますし、項

目も少ないことから、一括にて質問いたします。 

 １項目め、健康について、市長、教育長に、

同じ内容にてお伺い申し上げます。 

 市民の健康問題、対策については、健診など、

いろいろございますが、今回、お尋ねいたしま

すのは、１番目として、子供の歯の健康、フッ

素洗口、うがいのことです。 

 高知県内の子供たちの歯と口の健康に格差が

生まれているそうです。 

 ２０１２年度の中学３年生の虫歯の本数は、

県平均２．３本、それに対しまして、最も少な

い自治体が０．２５本、最も多い自治体が１０．

４３本と、その差が１０本もあったことが、県

の調査でわかっております。 

 高知県は、フッ素入り水溶液でうがいを実践

している自治体は、虫歯が少ない傾向にあると

して、うがいの推進に力を入れています。 

 フッ素は自然界に広く存在し、飲料水や、ほ

とんどの食品に含まれていると聞きます。 

 例えば、大根１００グラム中０．７から０．
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９、海藻２．３から１４．８、塩２５．９、ビ

ール０．８、緑茶０．１から０．７であります。 

 フッ素でうがいをしたときに、口の中に残る

１日平均のフッ素の量は、大体、お茶１ないし

２杯だと聞いています。 

 フッ素の入った液で、１分間程度、毎日また

は週に１回、保育園や学校で、集団で行う方法

があり、特に４歳児から中学校卒業までの継続

実施は、虫歯予防対策として、大きな効果があ

るとされています。 

 平成２６年度、近隣の市町村の実施状況は、

土佐清水市５０％、大月町、黒潮町、三原村１

００％であるのに対し、宿毛市は、７．７％で

あります。この数字をどのように御判断され、

今後、どのように対応されるのかをお伺いいた

します。 

 ２番目といたしまして、学校施設の敷地内禁

煙について、教育長にお伺いいたします。 

 喫煙による健康への御心配は、皆様には既に

御承知のとおりであろうと存じます。 

 片や、生産者、多くの関連の企業やたばこ税

などの点におきましても、これも皆様、御承知

のとおりでございます。 

 私は、高知県の禁煙サポーターをいたしてお

ります。御自身の健康のため、また周りの方々

の健康のために、禁煙をお勧めいたしておりま

す。 

 愛煙家の皆様には、お耳をふさぎたいところ

もあろうと思いますが、この問題を子供の健康

の観点から判断いたしますと、大人が対処しな

ければ解決いたしません。 

 いたずらに不安をあおるつもりはございませ

ん。厚生省のデータをもとにして、お話し申し

上げます。 

 受動喫煙という言葉を御存じかと思います。

室内等において、他人のたばこの煙を吸わされ

ることです。煙の種類においては、１、喫煙者

が直接吸い込む主流煙、２、喫煙者が吐き出す

呼出煙、３、火のついたたばこの先から出る副

流煙があります。この副流煙が一番悪いそうで

す。 

 ２と３を合わせまして、環境たばこ煙といい

ます。 

 １日２０本以上吸う夫を持つ妻は、吸わない

場合に比べ、肺がんのリスクは２倍、子供にお

いては、室内で吸うと１５倍、換気扇の下で３．

２倍、屋外で２倍であります。 

 たとえ分煙をしていましても、喫煙者の服や

呼吸から、受動喫煙をしてしまいます。 

 過日、開催されました産業祭で、禁煙サポー

ターとして、肺機能の検査の御案内のお手伝い

をいたしました。検査を受けられました方６５

名、その中には、たばこを吸わない７０歳の男

性と、たばこを吸う３０歳の男性、これは御親

族でございましたが、結果は、たばこを吸う３

０歳の男性のほうに肺機能の低下が見られまし

た。 

 また、職場が長年喫煙状態にあったので、心

配だと検査をされた女性や、友達が喫煙者なの

でと、ともに調べられた２０代の男性がいらっ

しゃいました。 

 また、受動喫煙を知っていますかというアン

ケートの結果は、知っていると答えた方は３１

４名中２２２名、７０．７％であります。知ら

ないと言われた方、９２名の２９．２％を大き

く上回っております。 

 いかに多くの方が御関心があるかがうかがえ

ると思います。 

 宿毛市の学校施設の敷地内禁煙について見ま

すと、若干、アンケートの差異はあっても、小

学校で９校中４校、４４．４％、中学校で５校

中１校の２０％であります。 

 受動喫煙の害の一部として、気管支炎、中耳

炎、気管支ぜんそくにかかりやすくなります。 
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 家庭では、乳幼児突然死症候群の発生率が高

まります。子供たちに喫煙をさせない環境づく

り、例えば教師が喫煙をしている姿を見せない。

保護者が部活の遠征並びに送迎のときに、車中

で親が喫煙をしているなど、対処すべき環境は、

日常多くあります。 

 私の友人の奥様が、禁煙を勧める目的の一つ

として、配偶者の健康の心配はもとより、子供、

孫に与える影響を認知しているからであります。 

 以上、多くの事例を踏まえ、敷地内禁煙につ

いて、教育長の所見をお伺いいたします。 

 ２項目めといたしまして、災害と非常時の情

報収集について、市長にお伺いいたします。 

 現在、市が対応されている情報伝達等につい

ては、どのようなものがあるかをお伺いいたし

ます。 

 以上、１回目の質問を終わります。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） ６番、髙倉議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 子供の歯の健康の重要性については、以前よ

り認識を持っており、保育園での毎給食後の歯

磨き指導、定期的な嘱託歯科医による健診等を

行っているところです。 

 また、高知県においては、高知県歯と口の健

康づくり条例が、平成２３年４月１日に制定さ

れ、その条例に基づき、高知県歯と口の健康づ

くり基本計画が、平成２４年度から平成２８年

度までの５カ年計画で策定され、県民の歯と口

の健康づくりを推進しているところです。 

 御指摘のフッ素洗口についても、先日の基本

計画に主要な推進施策として挙げられており、

その効果と安全性につきましても、科学的に立

証されております。 

 それを踏まえ、以前より取り組みについて、

検討はしておりましたが、保護者へのフッ素に

対する周知の徹底や、現場職員の負担等もあり、

事業実施には至っておりませんでした。 

 今後、各保育園におきましては、年度内での

着手を目標に、現場職員の理解も含め、取り組

んでまいりたいと考えております。 

 なお、事業実施に係る対象経費については、

初年度は県の子どもの健口応援推進事業による

１００％補助が見込まれています。 

 続いて、私の答弁は、２番の災害時等非常時

の情報収集についてでございますが、現在の災

害情報の伝達手段としては、どのようなものが

あるかとの御質問でございます。 

 本市の情報伝達手段としましては、防災行政

無線による屋外子局からの音声放送、携帯電話

への緊急速報メール、ホームページへの災害情

報の掲載、Ｌアラートを通じたテレビのテロッ

プ放送や、ラジオからの報道といったものがご

ざいます。 

 特に現在、津波被害対策として、沿岸部のみ

に設備しております防災行政無線の屋外子局に

つきましては、今期定例会初日に先議いただき

ました防災情報伝達システム整備事業により、

津波浸水が想定されていない平田、山奈、橋上

地区等におきましても、既存の消防団招集用モ

ーターサイレンの設置個所を基準に、屋外子局

を整備する予定にしております。 

 さらに、本事業によって、スマートホンの防

災アプリを宿毛市版に改良したもの、カスタマ

イズしたものを作成して、火災等の災害情報を

無料で配信することで、文字による情報伝達も

できるような体制を構築することにしておりま

すが、今後、運用を続ける中で、追加機能とし

て、新たに情報伝達収集等で、有効なものがご

ざいましたら、システムの拡張性が高いという

メリットを生かして、今後、導入を検討してま

いりたいと考えております。 

 以上、るる申し上げましたが、今後の予定を

含めた本市の防災情報の伝達手段でございます。 
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 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） 髙倉議員の御質問に

お答えをいたします。 

 まず、最初に、子供の歯と健康についての御

質問でございました。 

 先ほど、市長も答弁をいたしましたが、私と

いたしましても、歯の健康の重要性については、

十分に認識はしております。 

 小・中学校におけるフッ素洗口につきまして

は、一昨年より小・中学校の校長会や、教育研

究部会などにおきまして、県職員が説明に来る

など、学校現場に対しては、一定の周知が図ら

れているものと考えております。 

 宿毛市での実施につきましては、幼稚園で実

施されているものがありますけれども、現在、

市内の小・中学校において、取り組んでいる学

校はございません。 

 今回、各学校に聞き取り調査を行いましたが、

フッ素洗口の実施について、今のところ、保護

者からも要望の声は上がっていないようです。 

 しかしながら、歯の重要性につきましては、

教育委員会といたしましても、認識をしており

ますので、保育所での取り組みをつなげること

ができるよう、研究をしてまいりたいと考えて

おります。 

 また、フッ素洗口こそ実施はしておりません

けれども、給食後の歯磨きタイムなど、各学校

で虫歯予防の取り組みはなされておりまして、

ある学校におきましては、学校歯科医から、子

供たちの口腔環境が非常によくなっているねと

いうようなおほめの言葉をいただいている話も

聞いております。 

 フッ素洗口を実施するに当たりましては、学

校現場だけではなくて、保護者への周知や理解、

承諾を得ることが必要でございますし、そのよ

うな中でも、今年度から実施を計画している学

校もございます。教育委員会といたしましても、

県や市長部局と連携をする中で、事業について、

保護者への周知や、理解を得ることにつきまし

て、研究をしていきたいと考えておりますので、

どうぞよろしくお願いをいたします。 

 続きまして、学校における禁煙状況について

でございますが、５月に行われました県の分煙

状況調査、この調査におきましては、市内小・

中学校１４校のうち、敷地内禁煙が２校、建物

内禁煙が１２校となっております。 

 建物内禁煙につきましても、校舎裏や職員室

前のベランダなど、子供たちに影響が及ばない

ところに喫煙場所を定めるなどして、工夫をし

ておりまして、各学校におきましても、十分な

配慮が、現在されております。 

 教育委員会といたしましても、先ほど、議員

がおっしゃいました受動喫煙など、子供たちに

健康被害が及ぶことのないように、今後も十分

留意をしてまいりたいと思いますので、どうぞ

御理解をお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ６番髙倉真弓君。 

○６番（髙倉真弓君） お答えありがとうござ

います。 

 フッ素洗口について、このように前向きの、

うれしい、また実行できる形のお返事をいただ

けると思ってなかったので、大変うれしく存じ

ます。ぜひ、よろしくお願いいたします。 

 ただ、学校関係のほうにおいては、まだ現場

の先生方や保護者の皆様方の御理解を得るのに、

時間がかかるということも、今、御答弁の中か

らわかりました。 

 無理強いは本意ではありませんので、関係の

先生方や、皆様への丁寧な説明並びに御協力を

得るのが大切かと存じますので。 

 ただ、このことは、将来、個人の健康、また

医療費の抑制にもつながっていくことでござい
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ますので、ぜひともよろしくお願いしたいと思

います。 

 また、敷地内禁煙についても、お子様の健康

を守る意味から、しっかり対応していただきた

いと思います。 

 喫煙される方は、フィルターを通してという

安心の部分があるかもしれませんが、厚生労働

省のたばこの煙の成分分析によりますと、煙に

は４，０００種以上の化学的物質が含まれ、そ

の中の６０種は発がん物質であるということで

す。 

 安全なたばこはないということを御理解いた

だいた上で、教育長に再質問をいたします。 

 敷地内禁煙について、先ほどからお話も伺っ

ておりました。２校が完全で、１２校が分煙と

いうことでしたね。難しいことは承知しており

ます。でも、市内でも実行できている学校もあ

りますし、市外では１００％やっているところ

もありますので、早い段階に対処すべきと考え

ますが、お考えをお伺いいたします。 

 ２項目めの災害時非常時の情報収集について、

市長に再質問をいたします。 

 市長が御答弁から、さまざまな情報手段が整

備されているということはわかりました。それ

でも、場合によっては、その情報が市民の皆様

に伝わらないことも想定されます。 

 昨年の台風におきましても、何か放送されて

いるが、風雨が強く、窓もあけられない。やっ

と外に出て、物陰からその放送を聞いても、な

かなか聞き取りにくかって、大変不安を覚えた

と、市内の方からの御意見がございました。 

 市民のとるべき対応について、市長の所見を

お伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 髙倉議員の、災害等非

常時の情報収集についての再質問にお答えをい

たします。 

 情報が途絶した場合の、市民のとるべき対応

についての質問でございます。 

 先ほど、本市の情報伝達手段について答弁し

ましたが、議員のおっしゃるように、災害の規

模によっては、機能不全となることも想定され、

個人の判断で行動することが必要になる場合も

考えられます。 

 特に、地球温暖化により、近年、頻発してお

りますゲリラ豪雨等の風水害においては、個々

人が五感をフルに使って、地盤の変化など、敏

感に察知することも、これからは必要となると

感じております。 

 そうした意味でも、行政からの情報を待つだ

けではなく、自助の観点から、御自身でも積極

的に情報を収集していただくとともに、がけか

ら石が転がっていたり、泥のにおいがするなど、

日常と異なる事象が発生していることを確認し

た場合には、早目の対策をとっていただき、自

分の命は自分で守るという意識で対応をしてい

ただくことが重要であると考えます。 

 また、災害情報を入手しづらい世帯につきま

しては、日ごろの自主防災活動を通じた共助に

よる情報伝達も、重要な手段であると認識して

おりますので、市としましても、ハード、ソフ

ト両面の対策について、今後も引き続き、取り

組みを進めてまいりたい、このように考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） 再質問にお答えをい

たします。 

 先ほど、敷地内禁煙についての御指摘もいた

だきましたし、子供たちの受動喫煙について、

健康被害があるから、十分、気をつけられては

という御指摘もいただきました。 

 この件につきましては、また校長会等でいろ

いろな受動喫煙等についての注意を促す機会が
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ございますので、その機会には、また学校のほ

うに十分に留意されるようにお願いをしてまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ６番髙倉真弓君。 

○６番（髙倉真弓君） それぞれに御答弁、あ

りがとうございます。 

 教育長、ぜひ先生方に早期の理解をしていた

だけるように、一生懸命、努めていただきたい

と思います。 

 また、雨が降ったら雨、風が吹いたら吹いた

で、お天気相手に、本当に皆様方にはお仕事と

はいえ、今からまた大変な時期になると思いま

す。 

 それぞれの立場で、大変なストレスを抱えら

れ、市長並びに御関係の皆様方におねぎらいを

申し上げまして、一般質問を終わります。 

 ありがとうございます。 

○議長（岡﨑利久君） この際、１０分間休憩

いたします。 

午後 １時２６分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時３８分 再開 

○議長（岡﨑利久君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 ５番山本 英君。 

○５番（山本 英君） ４月に市議の栄誉を賜

りました山本 英でございます。市民の皆様に

は、改めて御礼申し上げます。 

 私は、選挙で自衛隊の誘致を政策の中心に掲

げて出ましたので、この実現に勇躍邁進する所

存でございます。 

 その他の事項につきましては、宿毛の振興に

とって、是か非かという立場で判断したいと思

っていますが、いずれにしましても、同僚市会

議員の皆様及び執行部の皆様におかれましては、

引き続き、御指導御鞭撻を賜りますようお願い

申し上げまして、質問に入らせていただきます。 

 まず、これまでの経緯、新人でございますの

で、よくわかりません。ですので、２５年から

の議事録を読ませていただきました。 

 拾い読みでして、やぶにらみの質問になろう

かとは思いますが、ひとつ広いお心で受けとめ

ていただいて、お答えいただきたいと思ってい

ます。 

 まずは、本年の市長の行政方針をペーパーで

読ませていただきましたので、その中からの疑

問点等について、質問させていただきます。 

 まず、第一は、財源であります。行政方針で

は、市債の借り入れは増加しており、楽観でき

る財政状況ではありません。自主財源である税

収は、大幅な増収は見込めない中、財政調整基

金から取り崩すこととしています。等と述べら

れておられます。 

 財政の立て直し政策、打つ手を考えておられ

ますでしょうか。ちょっと拝見できませんでし

た。 

 また、財政調整基金の残高は、今、幾らある

のでしょうか。このままの税収と予算規模でい

くと、いつ底をつくとお考えでしょうか、お教

えください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） ５番、山本議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 議員御質問の内容につきましては、平成２６

年度の行政方針で述べておりますが、それを踏

まえ、今年度の当初予算編成については、限ら

れた財源の中で、既存事業の見直しや、事務事

業の優先順位等を考慮して、効率的、効果的な

予算編成を行いました。 

 現状における財政の立て直しにつきましては、

今後も防災対策事業や、既存施設の長寿命化対

策事業など、さまざまな分野において、大規模

な事業が控えておりますが、税収等の自主財源
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については、大幅な増収が見込めない、そうい

う状況にありますので、地方創生等の国の施策

を積極的に活用するとともに、より一層、経常

経費の節減や、無駄の排除に努めながら、健全

な財政運営ができるよう、取り組んでまいりた

いと考えております。 

 次に、財政調整基金の残高等についてですが、

平成２６年度では、約２億２，０００万円の取

り崩しとなり、平成２７年５月末残高は、１８

億３，０００万円となっております。 

 基金取り崩しの主な要因は、平成２６年度土

地開発公社の解散に向け、土地開発公社の保有

する土地を約２億６，４００万円で購入をした

ことで、一般財源を充当することにより、財政

調整基金の取り崩しを行いました。 

 今後も、基金取崩額については、最小限にと

どめられるよう、積極的に事業費の節減に努め

ていくことで、財政調整基金を有効に活用して

まいりたいと考えております。 

 財政調整基金は、いつまでもつかという質問

もございました。平成２５年度決算ベースで作

成した財政シミュレーションでは、平成３４年

度には財政調整基金がなくなる見込みになって

おりましたが、先ほど御説明したように、平成

２６年度における取崩額を、予定額を下回るこ

とができましたので、引き続き、歳入の確保、

歳出の削減に取り組み、少しでも基金が枯渇し

ないよう、努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ５番山本 英君。 

○５番（山本 英君） 財政調整基金でござい

ますが、残りは約１８億ということでございま

して、過去の使用ベース、年間約２億円ベース

で使われているように聞いたことであるんです

が、事実は幾らになるのかわかりませんが、そ

うすると、あと８年か９年、この間に抜本的な

対策をとっていかないと、この財政がもたない

というふうになるのではないでしょうか。 

 まだ勉強の最中ですので、この問題はここで

引かせていただきます。 

 ２番目に、企業誘致について、御質問させて

いただきます。 

 ２７年の行政方針でも、企業誘致に取り組む

と述べられておられます。２４年度は、都合３

０社、２５年度は１５社、２６年度は２５社へ

誘致、訪問されているようで、その努力は可と

するところでございますが、成果のない理由と

して、地理的、距離的条件や、南海地震発生な

どの要因を挙げられています。 

 これらは、本年度も改善の余地のないもので

あり、企業側から見れば、ボランティアで判断

するわけではなく、これまでと同様に、無駄な

出張が続くことになりませんでしょうか。 

 交通が、地上・空・海で利便性が格段に向上

し、優秀な労働者の採用が容易である。また、

宿毛は住みよく、教育環境も整っているといっ

た評価が高まれば、企業も触手を伸ばしてくる

でしょう。 

 これからそういう観点で、企業誘致には改め

て見直しが必要であるというふうに思いますが、

いかがでしょうか。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 今までの企業誘致の取り組み等について、見

直ししてはどうかという質問もいただきました。 

 これまで、高知西南中核工業団地や、宿毛湾

港工業流通団地への企業誘致につきましては、

高知県と情報を共有して、連携を図る中で、県

内外の企業に対して、積極的に働きかけを行い、

高知西南中核工業団地につきましては、売り出

しから３年間で、約４２ヘクタールの工業用地

を完売をいたしました。 

 最近では、未進出の企業が高知県へ寄贈した

用地に、木質バイオマス発電と木質ペレット製
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造を行う株式会社グリーンエネルギー研究所が、

平成２５年度に進出をいただき、順次、ことし

から操業が始まっているというところでござい

ます。 

 訪問する企業の抽出につきましては、高知県

が東京商工リサーチに依頼をし、業績がよく、

投資意欲も見られる企業を抽出し、その中から

さらに高知県への進出が期待できそうな企業に

対して、高知県とともに働きかけを行っており

ます。 

 また、幡多地域内の企業とつながりがあり、

業績のよい企業を抽出するために、市内近隣市

町村の企業を訪問し、聞き取りを行う中で、抽

出した企業に対して、誘致活動を行っておりま

す。 

 さらに、企業誘致を促進するために、宿毛市

では、固定資産税の免除、高知県においても、

用地取得の補助や、雇用奨励金などのメニュー

を用意し、誘致に努めております。 

 議員御指摘のように、宿毛市を売り込めるも

のを創出するなど、企業が立地しやすい環境づ

くりを推進することにつきましては、企業誘致

を進める上で、大きなアピールポイントになろ

うかと思います。 

 しかしながら、現状において、それらの環境

整備をたちまち実現することは困難であり、立

地しやすい環境が整うまで、何もせずに待って

いるのではなく、地道な企業誘致活動と並行し

て、住みよいまちづくりなどの環境整備を行っ

ていくことが肝要であると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ５番山本 英君。 

○５番（山本 英君） お答えのとおりだと思

います。 

 さりながら、さらにマーケティングをしっか

りと詰められて、有効な企業誘致活動ができま

すよう、御期待申し上げます。 

 次に、議決の継続性について、簡単に質問さ

せてもらいます。 

 本年３月の市長の行政方針では、２５年に港

湾利活用の誘致の議決を求める請願が採択され

ていることを、一顧だにしていないのはなぜで

しょうか。 

 ２５年の請願採択はどこにいったか、ちょっ

と疑問に思います。 

 議会運営上、宣伝的な決議等は、後にこれを

否定する決議等があるまでは有効とのことで、

国の外交の継続性、政権がかわっても約束事は

守る、継続するということと同様だということ

をお聞きしました。 

 そういう意味では、継続している誘致議決へ

の姿勢を、もう一度お伺いします。お願いしま

す。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 平成２５年３月の市議会定例会において採択

された、海上自衛隊潜水艦部隊等の誘致につい

ての請願書に関して、行政方針の中で、何も触

れられていないのはどうしてかという質問でご

ざいます。 

 議員御承知のように、宿毛湾港は昭和６１年

６月に、国の重要港湾に指定され、同年１０月

に高知県地方港湾審議会において策定された宿

毛湾港港湾計画において、地域産業開発港湾と

して位置づけられ、きょうまで国や高知県にお

いて整備されてまいりました。 

 平成１２年１２月に、水深１３メートルの外

貿埠頭が、水深１０メートルで暫定供用が開始

されて以降、背後地の工業流通団地への企業誘

致とあわせて、港の利活用の促進についても、

高知県と連携を図りながら、積極的にポートセ

ールスを行ってまいりました。 

 海上自衛隊の潜水艦部隊等の宿毛湾港への誘

致について、市議会において、請願書が採択さ
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れましたが、現状において、宿毛湾港を海上自

衛隊の基地として位置づけるためには、国や高

知県はもとより、宿毛市民や周辺市町村の理解

と協力がなければ、実現は困難でないかと認識

しております。 

 一方、自衛艦の寄港に関しましては、請願書

の採択後においても、議会が商工会議所等と一

緒になって、防衛省や呉地方総監部へ要望活動

を行っており、艦船の大小を問わず、たびたび

寄港をいただいております。 

 自衛隊の艦船に寄港いただければ、隊員の休

息だけでなく、市内でも飲食等、地域経済にも

大きな波及効果があるものと考えております。 

 今後も、クルーズ客船等だけでなく、自衛艦

にも宿毛湾港を積極的に活用していただけるよ

う、取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ５番山本 英君。 

○５番（山本 英君） 心強いお言葉、ありが

とうございます。ぜひ請願の実現に向けて、努

力したいと思います。 

 この件につきましては、自衛隊誘致活動とい

うことで、引き続いて質問に移らせていただき

ますが、一部、質問の順番を入れかえましたの

で、御了承ください。 

 議会は請願を採択した後においても、その趣

旨の実現に努力し、執行部に対しても、積極的

に働きかける必要があるとのことですので、引

き続き、これを取り上げてまいります。 

 外堀、内堀、本丸と進めますので、やや冗長

かもわかりませんが、まずはこの２年間の本議

会での質疑で、気になる点をフォローして進め

たいと思っています。 

 まず、武力行使であります。 

 市長の２６年６月議会で述べられた集団的自

衛権は云々、武力の行使を認めない憲法の本旨

に反する、と御答弁されていますが、これは誤

解を与えます。 

 内閣総理大臣は、国会の承認を得て、防衛出

動を発令することにより、武力行使が可能にな

るのです。 

 国連憲章５１条は、国連が有効に措置をとる

までの間、個別的集団的自衛権で、被攻撃に対

処することを認めております。 

 今回の国会でやっておりますような解釈変更

は、全ての義務を受諾するとして国連に加盟し

た我が国にとって、遅きに失したといえます。 

 けだし、憲法９８条は、条約を優先すること

としております。 

 ちょっと読みますと、日本国が締結した条約

及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守

することを必要とするということで、国際法上

認められた自衛権は、我が国固有の権利であっ

て、自衛権は個別的自衛権と集団的自衛権があ

ります。 

 なお、ほかの議論で、自衛隊が来れば攻撃さ

れるとかいう議論は、かぎをかければ泥棒に入

られると言っているようなものです。自衛艦が

入れば、米海軍艦船が入るというふうな言い方

も間違いでしょう。 

 米軍は、安保条約の地位協定で、日本の港湾

への出入りの自由があります。物理的に入港で

きる余地があれば、港湾管理者は政治的理由で

拒否できません。 

 ９８条２項に照らして、明らかになると思い

ます。 

 改めて市長の武力行使についての見解をお伺

いします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 昨年の６月議会の一般

質問における私の答弁が、市民に誤解を与える

のではないかとの質問でございました。 

 武力の行使に関しては、昨年の６月議会で答

弁したとおり、私は、我が国の自衛権について
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は、独立国として認められており、また、憲法

第９条のもとにおいて、認められる自衛権の発

動たる武力の行使については、日本政府は従来

から認めている、我が国に対する急迫不正の侵

害があること。この場合に、これを排除するた

めに、他に適当な手段がないこと。及び、必要

最小限度の実力行使にとどまるべきこと、の３

要件に該当している場合に限定されていると認

識をしております。 

 一方、集団的自衛権の行使に関しては、関係

国と多様な事例での判断が求められ、自衛の域

を超えた拡大解釈につながることが懸念され、

日本政府が従来から認めてきた自衛権の発動た

る武力行使と認められない事例が想定されるこ

とも考えられるため、憲法の本旨に反するおそ

れがあると申し上げたものでございます。 

 先ほど、憲法９８条についての所見が述べら

れましたけれども、憲法より条約を優先すると、

山本議員は解釈をされておりますけれども、現

在、判例はないものの、厳格な改正手続を要す

る憲法が、条約によって、容易に改廃できるこ

ととなるのは背理であるから、憲法優位説がほ

ぼ一致した通説となっております。 

 砂川事件判決でも、そのことを前提として、

判断をしております。 

 ただし、降伏条約などのように、国の存廃に

かかわる条約については、条約が優先するとい

うのが、政府の採用している解釈であるとこの

ように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ５番山本 英君。 

○５番（山本 英君） 憲法の解釈云々につき

ましては、国の政策に委ねることといたしまし

て、ここでは深く議論はしたくありませんので、

この限りにしておきます。 

 自衛隊誘致活動に重要な安全保障観について、

お伺いします。 

 自衛隊の誘致につきましては、安全保障の認

識が極めて重要です。香南市は、陸自第５０普

通科連隊の誘致の際、防衛上手薄となっている

太平洋沿岸部の防衛体制の確立を第一義とし、

次いで防災、最後に地域振興に供するとして、

国にアピールしております。 

 まことに基本姿勢としては、適当ではなかろ

うかと思います。 

 このような観点に立って、まず第１点、国防

の基本方針の認識からお伺いいたします。 

 今も変わらぬ、昭和３２年に閣議決定された

我が国の国防の基本方針でございますが、平成

６年の村山総理も、自衛隊とともにこの国防の

方針も認知しておられます。 

 これには、国際間では外交力、国内的には民

生安定や愛国心の高揚といった政治力を持って

当たるとともに、法律的な防衛の整備という、

侵略に対しては日米安全保障体制を基調として、

これに対処するとあり、自衛隊と安保体制は、

我が国の安全保障の、いわば車の両輪なのであ

ります。 

 これで、我が国への間接、直接侵略を未然に

防止することとしていますが、これが抑止の体

制なのですが、御了解されておられるでしょう

か、お答えください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 我が国の国防の基本方針についての認識につ

いての御質問でございますが、昭和３２年５月

２０日に、現在の国家安全保障会議の前身であ

る国防会議において決定され、同日、閣議決定

された我が国の国防の基本方針につきましては、

直接及び間接の侵略を未然に防止し、万一侵略

が行われるときには、これを排除し、我が国の

独立と平和を守ることを目的に定められたもの

でございます。 

 この目的を達成するために、先ほど、議員御
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指摘の四つの基本方針を定めており、その方針

は今日まで受け継がれているものと認識をして

おります。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ５番山本 英君。 

○５番（山本 英君） ありがとうございまし

た。 

 今の認識に基づいて、これからの宿毛港湾に

ついて、話を進めてまいりたいと思います。 

 まず、覇権主義の認識でございます。 

 我が国周辺の国際情勢について、これから述

べてまいります。 

 国際秩序は、三つの秩序体系で動いていると

されております。力の均衡、国際法の原理、国

家主権の観念の三つでありますが、国際法の原

理や国家主権といった理性的な側面は、覇権主

義の前では通用しないのが現状です。 

 ウクライナのクリミア半島はどうなったであ

りましょうか。１９９４年にウクライナであり

ました核兵器の撤去をめぐりまして、紛糾いた

しました。その際に、イギリス、アメリカ、ロ

シア３国は、ウクライナの主権と領土の統一性

の維持、これを３カ国が保証するというブダペ

スト合意を取りつけております。 

 その後、フランス及び中国もこれに加わり、

常任理事国５カ国がこのブダペスト合意に署名

しているわけでございますが、それが昨年、い

とも簡単に反故にされて、力によってクリミア

は主権の存在が移動しました。 

 さらに注目すべきは、中国の人民日報のコメ

ントであります。西側世界は、まだ西側と言っ

ていますが、国際条約や人権、人道といった美

しい言葉を口にしておりますけれども、約束に

意味はなく、クリミア半島とウクライナの運命

を決めたのは、ロシアの軍艦、戦闘機、ミサイ

ルだと。これが国際社会の冷厳な現実だという

ふうに述べております。 

 そして、中国が覇権主義を実行しているのが、

スプラトリー諸島を初めとする南シナ海なので

す。 

 フィリピンの国際裁判所の提訴を無視して埋

立を続け、飛行場も建設すると予測されており

ます。 

 人民日報傘下の環球時報は、米国が中国に人

工島建設の停止を要求することをやめなければ、

米国との戦争は避けられないと、論説を掲載い

たしました。 

 この覇権主義は、東シナ海にも及んでおり、

公船による我が国の領海侵犯が頻繁に起こって

おります。このような覇権主義の国が、我が国

の北と南西に位置し、また、西には、制御不能

に陥りそうな国もあります。こんなときに、我

が国は、平和国家ですからと、呪文を唱えるだ

けで安全が保障されるとお考えでしょうか。 

 覇権主義について御所見をお伺いします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 覇権主義に対する私の認識についての質問で

ございます。 

 ウクライナの問題だけでなく、中国による東

シナ海のスプラトリー諸島の一方的な埋め立て

や、東シナ海での中国公船によるたび重なる領

海侵犯など、圧倒的な力を背景に、他国に対し

て圧力をかける行為は、周辺関係国との間に、

極度の緊張関係を生じさせ、不測の事態を招き

かねない行為であり、まことに遺憾に思います。 

 いかなる国であっても、力による、あるいは

武力による現状変更は、決して許されるもので

はなく、国際社会が協調して、このような行為

が継続されることがないよう、粘り強く働きか

けていくことが肝要である、私はこのように考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ５番山本 英君。 
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○５番（山本 英君） ありがとうございます。 

 そういう国が近辺にあるということで、心し

て、我々も、日本国民も対処しなければならな

いと思いますが。 

 次に、安全保障に寄与する宿毛港湾につきま

して、若干、私の所見を述べます。 

 これは、先ほど、市長が答えていただけまし

たので、お答えはなしということで、私の一方

的な所見を述べさせてもらいたいと思いますが。 

 昨今、共産党や社民党の皆さんまでが、自衛

官のリスクが高まるとして、集団的自衛権云々

については、心配していただいています。自衛

隊支持率が９２％を超えたことと相まって、Ｏ

Ｂとして、ありがたいと思っております。 

 私なりの今回の解釈は、自衛権の拡大は中国

の急激な軍備増強に対し、リバランス、要する

にバランスを取り直す一手段であろうと思って

おります。 

 バランスが均衡すれば、先ほど言った地上対

応の一つ、抑止の均衡が保たれるということで、

攻撃されないという、攻撃が抑止できるという

ことであろうかと思います。 

 結果として、自衛官が戦闘で死傷するリスク

は、局限されるということで、政府の言ってい

ることも、この辺にあるのではなかろうかと思

っています。 

 このリバランスに注目すれば、海上自衛隊の

部隊にとって、宿毛は瀬戸内海や東京湾よりは

適地となり、即応体制が充実し、ひいては軍備

増強と同じ効果を生み、国家予算の抑制に資す

ることとなり、宿毛、幡多地方の私どもも、我

が国の平和と世界の平和に微力ながら貢献する

こととなり、大変、意義があることと思ってお

ります。 

 昭和６１年、重要港湾の指定から、新港の整

備に国は都合１１７億円を投入しようとしてく

れております。 

 そういうことを考えれば、宿毛のことだけで

はなく、日本国民への貢献も考えた港湾の利活

用が必要ではないかというふうに思っておりま

す。 

 これは、私の所見です。この件について、最

後に、香南市に、６月５日に研修してまいりま

したので、その研修結果等について、御報告か

たがた御質問させていただきます。 

 ６月５日に第５０普通科連隊の誘致に成功し

た香南市を研修してきました。 

 市議会議長、議員１名、この方は日本共産党

香南市委員長の肩書でございましたが、香我美

支所長、担当課長の４名で対応していただきま

した。 

 あらかじめ質問を投げていましたので、スム

ーズに進みましたけれども、今から申します数

値は、その都度、確認しつつの口頭でいただき

ました。 

 共産党議員の方からも、香我美町史を見れば

経緯がよくわかりますよということで、翌日、

こちらの議会事務局のほうに、ＰＤＦで送って

もらいました。 

 その中に、先ほど、紹介した誘致の際のコメ

ント、防衛体制に資するということを、第一義

にしたというふうに書いてあります。 

 また、昭和３６年の施設中隊誘致の際には、

約４００人が赤旗を立てて抗議したようですが、

平成１２年からの誘致活動、普通科連隊を誘致

する際の活動には、そのようなことはなかった

ようで、地域の振興に大きく寄与している現実

を無視できないのだなというふうに感じており

ます。 

 その地域振興の面として、市民税が、住民税

の中の市民税です。５５０名プラスで、約１億

７，０００万円のプラス、現在、７００名体制

でおりますので、推計約２億円の市民税が入っ

ていると思います。 
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 基地交付金は、演習地もあり、３００万円か

ら１，４００万円プラスの１，７００万円の増

収。それから、周辺対策事業として、過去８年

間ですか、毎年消防関連車両を１台ずつ、昨年

度は約１億円するような工作車を１台、無償貸

与されたというふうに伺いました。 

 また、今年は、防災コミュニティーセンター

を建設するために、防衛省に補助金を要望して

いるということでございました。 

 右肩上がりの香南市を見倣いたいと思います。 

 予算が潤沢になれば、福祉の充実、奨学金制

度等の教育の充実にも邁進でき、住みよい宿毛

づくりが可能となり、そうなれば、先ほど言っ

たような企業の触手も伸びるかもしれません。 

 ２６年６月議会で、高知新聞記事に関して述

べられた市長の、自衛艦の寄港がふえれば、市

の活性化につながる。港を利用して、経済的に

プラスになり、漁協にも影響を与えないのであ

れば、与える必要は全くないんですが、与えな

いのであれば、自衛隊に来ていただきたいし、

市長として市民のためになることをやるだけで

すと述べたとあり、最後に、必要と判断されれ

ば、みずからの考えを示し、理解を求めていく

ことは当然であるものと考えております、と述

べられておられます。 

 もうその時期に来たのではないでしょうか。

財政も人口減少も待ったなしの宿毛市です。ど

うか市長の決断をお伺いしたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 香南市を参考に、自衛隊の誘致活動を進める

べきではないかとの質問でございます。 

 御指摘のように、自衛隊が宿毛に来ていただ

くことによる人口の増加、住民税、基地交付税

などによる増収入、地域内での消費拡大、関連

企業の進出など、さまざまな効果が考えられま

す。 

 しかし、先ほど述べましたように、海上自衛

隊の基地化を進めていくためには、市民を初め、

漁業関係者や近隣市町村等との協議について、

時間をかけて行っていく必要があると考えてお

り、直ちに基地化に向けて、取り組みを推進す

ることは困難である、このように考えておりま

す。 

 ただし、現在、高知県防災対応の中で、自衛

隊が、ここに南海大地震が発生したとき、宿毛

へはなかなか支援に来ていただけないという状

況が、現状ではわかっております。 

 そのような点から考えまして、私個人として

は、陸上自衛隊の災害復興部隊、こういう部隊

が宿毛の中に来ていただければありがたいなと

いう、そういう思いは持っております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ５番山本 英君。 

○５番（山本 英君） 自衛隊員は、そもそも

我が国の国防に携わる人間としておるわけで、

副次的任務として、災害派遣に携わっておりま

すので、本来任務を間違われないようにお願い

したいと思います。 

 以上で、簡単ではございましたけれども、誘

致活動、今後の私の考え方等も御理解いただく

ために、質問させていただきました。 

 次に、防災関係について、質問させていただ

きます。 

 立派な防災計画がつくられております。市民

の皆様も、ホームページでごらんになっている

ことと思いますが、アクセスがしづらいような

文書になっておりまして、ここら辺が改善でき

ればなとは思います。 

 次に、質問に入りますが、まずＣ４Ｉシステ

ムの視点からお聞きします。 

 指揮所はどこに置かれるんでしょうか。 

 この指揮所で指示をとる市長以下、執行部の
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皆さん方もその中に入るということでしょうけ

れども、長期戦になりますので、スタッフはせ

めて２直体制をとる、あるいは衣食住の備えも

するということを、まず指揮所の中でもやらな

ければ、宿毛市はばらばらになります。しっか

りとした指揮がとれるような体制を、まず確立

すべきと思いますが、まずその前にどこに置か

れるんでしょうか。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 指揮所はどこに設ける

のかという質問でございます。 

 議員が御質問の中で、説明の中でもいただい

ておりますけれども、責任者の意思の決定を的

確に伝える、そういうところが、指揮所という

ところにあるのではないかと思いますけれども。 

 その指揮所とされる市の対策本部は、どこに

設置するのかとの質問でございます。 

 通常の風水害であれば、市役所本庁舎に災害

対策本部を設置することになっておりますが、

宿毛市地域防災計画にも定めているとおり、地

震による津波災害の避難が想定される場合は、

Ｌ１レベルの津波であれば、宿毛市防災センタ

ーに、また、Ｌ２レベルの津波が想定される場

合は、宿毛市総合運動公園に、災害対策本部を

設置することとしております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ５番山本 英君。 

○５番（山本 英君） わかりました。この件

については、今後ともディスカッションさせて

いただきたいと思うんですけれども。 

 指揮所が、あっち、こっちということになり

ますと、それに対して、資材等も重複していか

なければいけません。一番いいのは、１カ所で

全ての指揮がとれるようなところをつくり、あ

るいは備えるということが大切だろうと思うん

ですけれども、この辺については、また議論さ

せてもらいたいと思います。 

 次に、通信について申し上げます。 

 私はかつて徳島県におるときに、ＬＡＩＮ、

ローカル・エリア・インテリジェンス・ネット

ワークを結びましょうということで、県に働き

かけまして、県が動き始めましたので、多分、

今ごろはできているとは思いますけれども、県、

各市、消防、警察、自衛隊、海保、漁協、農協、

あるいは各地区防災組織が、ネットワークをし

て、情報の収集、伝達ができれば一番いいわけ

です。 

 この際には、主要と予備、副要といいますか、

ダブルの通信機能を確認しておく必要があるん

ではなかろうかと思います。この辺の備えにつ

いては、いかがになっておるでしょうか。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 議員御指摘のとおり、災害時には、通常の電

話が輻輳することも想定されますので、市役所

の電話回線のうち、４７回線については、災害

時優先電話に指定をしており、あわせて衛星携

帯電話につきましても、各防災拠点となる施設

に６台、市役所、消防、総合運動公園、小筑紫

支所、沖の島支所、鵜来島連絡所、及び救護病

院に３台、これは大井田、聖ヶ丘、筒井病院で

ございますが、配備し、万が一の輻輳時に対応

できる体制を整えております。 

 また、高知県との間では、高知県の防災無線

により、通信できる整備がなされており、さら

に消防、警察、自衛隊、海上保安署とも、日ご

ろのさまざまな訓練を通して、衛星携帯電話に

よる情報の伝達、訓練を実施しているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ５番山本 英君。 

○５番（山本 英君） ありがとうございまし

た。 

 次に、情報の収集でございます。 
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 先ほど、髙倉議員の御質問と重複するかもわ

かりませんが、あえて質問させてもらいますが。 

 情報の伝達のほうについては、かなりきめ細

かく、いろいろな複数の手段をお持ちというふ

うに、先ほど伺いましたが、この収集のほうは、

非常に難しいんだろうと思います。 

 出先の一番被害の大きいところからの情報の

流れが、非常に難しいと思いますが、今はマイ

ナスイメージが強いんですけれども、無人機の

ドローン、あるいは無人ヘリコプターですね、

コントロールして飛ばせるやつがあるんですけ

れども、それなんかの活用は考慮されておられ

ますでしょうか。 

 また、導入されようとしておりますＮＴＴデ

ータによる防災システムの機能の一つで、今回

は見送りとなっております被害監視カメラ、こ

れが、被害が起こる可能性のあるところに設置

しておけば、非常に、無人で有効に情報の収集

ができるんではないかと思います。 

 そこら辺のことも含めて、いかがな体制をと

ろうとされているのか、質問させてください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 小型の無人飛行機のドローン等もあるわけで

ございますけれども、一定の有用性が認められ

るものの、全国的には事故が多発していること

を受けて、現在、国が規制に向けた法整備の動

きがあるようでございますので、そのような情

報収集をする方法としても、活用が可能になれ

ば、今後の災害情報収集手段の一つとして、研

究してまいりたいと考えております。 

 また、現在、整備を進めようとしているＮＴ

Ｔシステムの、防災システムの情報収集手段の

一つであります監視カメラにつきましては、今

後、整備をします防災情報システムの拡張機能

として、提案されておりますので、今後、シス

テムの運用をしていく中で、財政状況も勘案し

ながら、導入を検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ５番山本 英君。 

○５番（山本 英君） ありがとうございまし

た。今までのところの防災関連につきましては、

いずれにしても、図上演習をすることが最も肝

要だと、私は思います。 

 問題点の提出に当たっては、この図上演習が

極めて有効だと、私は思いますので、年に１回、

最低、年に１回は図上演習をして、誰がどの役

割をするんだということを、きっちりと、お互

いに認知し合って、了解し合っておくというこ

とが、これは極めて大切なことになると思うの

で、よろしく、図上演習についても御検討くだ

さい。 

 次に、防災協定ですが、篠山市と北方町との

間で協定を結ばれております。 

 市町村といった、行政の最小単位の支援は、

距離的にも離れてて、非常に困難が伴うのでは

ないかなというのが、率直な意見なんですけれ

ども。 

 もともと防災は、きずな社会の積み重ねでご

ざいますから、一つの進歩だと思われます。 

 私、帰ってきたばかりでしたが、東北震災の

際に、瓦れきの処理に手を挙げられなかったと

いう、宿毛市のことから見れば、前進だったの

ではないかなと。いろいろな事情があったよう

に聞いておりますけれども、高知県はどこも手

を挙げてなかったですよね。 

 そういう意味で、本当に高知家はきずな社会

なのかなというのは、ちょっと気になったとこ

ろだったんですが、これは余談ですが。 

 紀伊水道側は、阪神・淡路大震災の経験をも

とに、２府８県で、関西広域連合という防災協

定を結んでいます。これ、徳島県も入っている

んですね。要するに、阪神・淡路の大震災のと



 

－ 46 － 

きに活動した県が、一緒になってやりましょう

ということで、協定を結んだんだろうと思うん

ですけど。 

 県単位になりますと、組織づくりは非常に容

易なわけです。消防を１台出そうとしても、宿

毛市が消防１台出したら、次の消防はもう使え

ませんよという話になりかねないのですが。 

 県でやると、２台、３台として、組織的に派

遣することができるんじゃないかなと思います。

そういう意味におきまして、今度は豊後水道側

も、山口を入れた６県が、豊後水道に面してい

るわけですから、この辺のところでは、お互い

にアクセスのしやすいところで、協定を結んで

おけばいかがなものかなと、有効ではないかな

というのが、私の意見ですけれども、いかがで

しょうか。 

 大型の共助型ですね。自衛隊が公助であるな

らば、各県単位のやつは、大型の共助体制とい

うことでいかがでしょうか。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 豊後水道に面している６県で、防災協定を締

結すれば、相互アクセスの利便性や、大規模な

支援組織ができるので、有用ではないかとの質

問でございます。 

 まず、国の動きとしまして、ことし３月に中

央防災会議幹事会が、南海トラフ地震における

具体的な応急対策活動に関する計画を取りまと

めております。 

 本計画では、南海トラフ巨大地震発生後、甚

大な被害が想定される静岡県から宮崎県までの

１０県を中心に、最大１４万２，６００人の自

衛隊、消防士、警察官が派遣されることになっ

ております。 

 このうち、各県への具体的な出動規模が示さ

れているものとしまして、緊急消防援助隊の約

９５０人が、富山、石川、福井、鳥取の各県か

ら、高知県へ駆けつけることになっております

が、これは南海トラフ巨大地震が発生しても、

比較的被害の少ないことが見込まれる地域から

の支援を想定しているものでございます。 

 さて、議員の御提案の、豊後水道に面した６

県での協定につきましては、通常の風水害であ

れば、有用であると考えられますが、南海トラ

フ巨大地震発生時には、近隣の県は地震による

揺れや津波の被害が想定されており、他県の援

助まで手が回らない状況が想定されます。 

 このため、発災後は、近隣県に協力要請せざ

るを得ないものと、そうでないものとを区別す

ることが重要になってくるものと考えますので、

まずは、現在、本市が締結しております相互協

定に基づくさまざまな体制の整備に努め、近隣

県相互の支援体制につきましては、今後、県を

交えた形で、幡多広域や四国西南サミットの、

構成市町村との協議の場で、議論を深めてまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ５番山本 英君。 

○５番（山本 英君） ありがとうございまし

た。 

 防災に関しましては、きずな社会の構築が一

番ということで、まずありきということで申し

上げましたけれども、日本のあちこちには、活

断層が無数に走っております。単に南海トラフ

だけの話だけではないんです。近隣がお互いに

助け合おうよという、その精神を高めるという

ことも、一つの意義があることかなというふう

なことで、質問させてもらいました。 

 ありがとうございました。 

 次に、液状化について、質問させてもらいま

す。 

 私、子供のころのイメージしかないんですが、

新田の、ボラが泳いでいたようなイメージから

は、この市がつくられました防災計画の液状化
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の被害想定は、かなり少ないんじゃないかなと

いうふうな感じがしておるんです。 

 とりあえず、一番気になりますのは、福祉セ

ンターに避難タワーは設置されましたけれども、

これは倒壊のおそれはないんでしょうか。液状

化による影響はないのか、そこら辺を懸念して

おりますので、教えてください。 

 また、今後、宿毛市として、液状化への対策

はどのようなことを検討されているか、教えて

ください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 宿毛市社会福祉総合福祉センターの屋上の避

難場所について、液状化に対しての質問でござ

います。 

 宿毛市総合総合福祉センターにつきましては、

これは避難タワーということではなくて、避難

ビルという形の中で対応しております。 

 ボーリング調査によって、この本センターが

建設されている場所の地層の一部に、液状化す

る可能性が、確認はされております。 

 しかしながら、本センターの建物自体や、市

が設置した外づけ階段につきましては、液状化

する可能性のある地層よりも深い、構造物を支

えることのできる支持層まで基礎杭を打ってお

りまして、液状化や揺れで施設が倒壊すること

のないように、対策をとっております。 

 次に、液状化対策でございますが、県がホー

ムページで公開しております高知県防災マップ

の中に、液状化可能性予測図として、示されて

いるメッシュにより、対象地域を推測するしか

ない状況でございます。 

 これによると、宿毛市では、町区や西地区の

一部等が液状化する可能性が高いとされており

ますが、一定の間隔で、詳細なボーリング調査

を実施したものではありませんので、あくまで

も予測の範囲となっております。 

 今後の対策としましては、市内に液状化の範

囲が点在している状況でございますので、根本

的な対策を講じるには、莫大な予算が伴います。

このため、どのような措置が必要で、なかおつ

有効なのか、関係機関とも協議する中、震災対

策全般の中で、優先順位をつけながら対策を検

討してまいりたいと考えております。 

 参考までに、総合社会福祉センターの外づけ

階段のくいの深さは、４４．６メートルまで、

安定した地層まで打っているということでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ５番山本 英君。 

○５番（山本 英君） ありがとうございまし

た。 

 あくまで液状化については、予測の域を出な

いということのようで、これはもう、早急に国

のほうにあげて、しかるべき予算措置をとって、

対策をとらないと、手おくれになる可能性もな

きにしもあらずだなという感じがしますので、

よろしく御努力のほど、お願いいたします。 

 市長に対しましては、最後にマイナンバー制

度について、御質問させていただきます。 

 このマイナンバーが投入されると、職員の手

間が大きく低減されるというふうに言われてお

りますけれども、他方、保全体制についての取

り組みは、大変重要になってこようかというふ

うに考えられます。 

 先の年金機構の漏えい問題等も含めまして、

サイバー攻撃等の対処も含めまして、大変な保

全体制をとらないかんのだろうと思いますが、

現在、その導入に向けた準備、保全対策等につ

いて、とっておられましたらお願いします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 マイナンバー制度は、市民生活にとって重要

な基盤となる制度であります。 
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 現在、本市においても、個人情報の保護に万

全を尽くしつつ、番号の利用開始に向けて、準

備をしております。 

 マイナンバー制度では、国の方針に基づき、

制度、システムの両面から、さまざまな安全策

を講じております。 

 制度面での具体的な安全策について申し上げ

ますと、第一に、窓口において厳格な本人確認

が義務づけられており、また、マイナンバー法

の規定によるものを除き、マイナンバーつきの

個人情報の収集、保管、作成を禁止しています。 

 加えて、マイナンバーの取り扱いに関する監

視監督は、国が第三者委員会である特定個人情

報保護委員会に依頼しており、本市におきまし

ても、保有する住基情報等の個人情報につき、

基礎評価を実施し、運用開始前までに、その評

価の結果を前述の委員会に提出することとなっ

ております。 

 さらには、故意にマイナンバーつきの個人情

報ファイルを提供した場合などには、重い罰則

も適用されることとなっております。 

 また、システムの具体的な安全策について申

し上げますと、個人情報を一元的に管理せず、

行政機関ごとに分散して管理することで、芋づ

る式の情報漏えいを防止し、また、行政機関が

情報をやりとりする際には、マイナンバーを直

接用いず、暗号化した連携符号を利用すること

等の対策を実施することとなっております。 

 市民の皆様におかれましても、昨今の年金情

報漏えい事件を踏まえ、大変、御心配のことと

思いますが、マイナンバーの運用開始に向け、

本市としても、国の方針に基づく万全の安全管

理措置を行っていく所存ですので、御理解をい

ただけるようお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ５番山本 英君。 

○５番（山本 英君） 市長には、長々とあり

がとうございました。 

 続きまして、教育長にお伺いします。 

 私も議案が出ていることを知らなかって、大

変申しわけなかったんですけれども。 

 １７日に改正学校教育法が成立したというこ

とで、小・中学校一貫教育が始まるということ

になったようです。 

 私、個人的には、５・２・２、あるいは５・

４の区分けで教育したほうがいいなというふう

な、個人的な所見を持っておるんですけれども、

２６年３月の議会で、小・中一貫教育に関し、

よりよい教育効果の高い方向の研究をしている

とのお答えがあったように読んでおりますが、

その辺の研究の成果は出ておられるのかどうか、

御質問します。 

○議長（岡﨑利久君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） 山本議員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 宿毛市における小・中学校一貫教育につきま

しては、平成２２年５月に出されました宿毛市

立小・中学校再編計画におきまして、小中一貫

教育を視野に入れた取り組みを推進するとして

おりました。 

 平成２５年度には、この再編計画を見直す中

で、同一敷地内に校舎を建設することをせずと

も、より高い教育効果を得られるように、中学

校区を軸として、小・中学校は連携をした形を

取り組み、小・中連携教育を行っております。 

 昨年９月議会でも答弁をさせていただきまし

たが、宿毛市におきましては、小・中連携教育

を推進するに当たりまして、中学校の教員によ

る小学校への乗り入れ事業であるとか、各中学

校区を中心といたしましたグループ交流による

研究の実施などを行っております。 

 また、県外の小中一貫校などの視察も行う中

で、市内各小・中学校におきましても、先進地

事例を、効果のあった取り組みも、積極的に取
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り入れるなどの、子供たちへのキャリア発達を

積み重ねていく下地づくりを進めております。 

 宿毛市内の学校に取り入れている具体的な事

例といたしましては、学習規律の確立であると

か、それを見据えた教室内の掲示物や、教室後

方の棚の整理、あるい卒業生による小学生への

読み聞かせ、キャリアノートの作成など、小・

中学校につながりをもたせることで、中１ギャ

ップの解消であるとか、９年間を見通した教育

活動を行えるように努めてまいりました。 

 議員のおっしゃいますように、教育委員会と

いたしましても、自然の中で情操教育をするこ

とも、非常に重要なことであると認識をしてお

りますし、キャリア教育を進める中でも、自然

に親しむことで、子供たちのいわゆる生きる力、

あるいは生き抜く力を育んでいきたいと考えて

おりますので、御理解のほどよろしくお願いい

たします。 

○議長（岡﨑利久君） ５番山本 英君。 

○５番（山本 英君） ありがとうございます。 

 質問を省いたところまで答弁していただきま

して、ありがとうございました。 

 次に、愛国心の教育について、お尋ねいたし

ます。 

 国語の基本方針にも述べています愛国心の教

育でありますけれども、これの現状は、どうな

っているんでしょうか。 

 私としては、先ほど、教室のレイアウト等の

お話もございましたが、国旗は必需品だと思い

ます。 

 それと、グローバリゼーション化の今日、子

供たちに地球儀を見せる、この２点は、各教室

にセットとして置いたらいかがなものかなとい

うふうな、私の個人的な所見なんですが。 

 愛国心の教育の現状と含めて、お願いいたし

ます。 

○議長（岡﨑利久君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） お答えをいたします。 

 議員の、愛国心の教育につきましてですけれ

ども、教育委員会といたしましても、児童生徒

の将来が、国際社会においても尊敬され、信頼

される日本人として、成長していってくれるこ

とが、日本人としての自覚を養い、それから国

を愛する心を育てるとともに、我が国の国旗や

国歌に対して、正しい認識と、それらを尊重す

る態度を育てることは、非常に大切なことであ

ると考えております。 

 教室内への日本国旗と地球儀の設置でござい

ますが、教科のテストの兼ね合いでございます

とか、教室内のほかの掲示物でありますとか、

学校によって、設置がなかなか難しい状況もあ

ると思われますが、宿毛市の進めるキャリア教

育におきましても、副読本である、宿毛の２１

人を使いながら、宿毛のため、国のために偉業

を達成した先人たちから学びながら、ふるさと

を愛する心をゴールイメージとして、育ててい

ることに主眼を置いておりますし、そのことが、

十分、愛国心につながるものと考えております。 

 また、国旗につきましては、終業式、あるい

は始業式、卒業式等の式のときには、必ず掲揚

しておりますので、御理解をいただきたいと思

います。 

 また、そういう場面での、国を愛する心を培

っていくことは、とても大切なことであると、

私自身も思っておりますので、どうぞ御理解を

お願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ５番山本 英君。 

○５番（山本 英君） ありがとうございまし

た。 

 最後になります。中学生の武道教育ですが、

この前、ちょっとお聞きしましたら、剣道を取

り入れておられるということで、非常に心強く

感じた次第です。 
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 武道は、本来、礼に始まり礼に終わるという

ことで、人間の情操教育上、非常に効果がある

ものというふうに、私は思います。 

 先ほど御説明ありました、郷土の２１人の、

明治の偉人の教育も、副読本でされているとい

うふうに聞きまして、私も借りて読みました。

非常にいい本で、感銘いたしました。 

 この多くの人たちは、戊辰戦争の戦火をくぐ

っておるんです。無私の精神ですね。私の心、

私をなくす、無私の精神。仏教的にいえば忘己

利他というんでしょうけれども、それと文武両

道にすぐれた人たちであったなと。女性の人も

おられて、お坊さんの人もおられるので、全員

ではないですけれども、多くの方が戊辰戦争の

戦火をくぐり抜けて、地域のため、宿毛の機勢

隊に入って行った方々、あるいはほかの陸援隊

に入っていかれた方々、いろんな方がおられま

すけれども、少なくとも地域のため、国のため

に、我の命を投げ捨てて戦った人たちが、生き

残った後、またこれ、無私の精神で、自分が勝

ち得た、そういった財力やステータスを、みん

なに配っていって、宿毛のまちを繁栄させてい

ったということ等、副読本で読みました。 

 全く、そのような人間形成があればいいなと

思っています。 

 武道につきましては、質問の答えは結構でご

ざいますが、引き続き、剣道を続けて、子供た

ちの教育に当たってもらいたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 ありがとうございました。 

○議長（岡﨑利久君） この際、１０分間休憩

いたします。 

午後 ２時４２分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ２時５３分 再開 

○副議長（山戸 寛君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 ７番山上庄一君。 

○７番（山上庄一君） ７番、山上でございま

す。 

 きょうは、私が最後になろうかと思いますの

で、もうしばらく御辛抱をいただきたいと思い

ます。 

 私も２期目になりまして、ひとり立ちをする

ために、ひとり会派となりました。会派名は、

高知市議会でひとり会派で活動されております

友人が名乗っております会派の名前と一緒の、

みどりの会といたしました。 

 ひとりと思って手を抜かないように、御答弁

のほうをよろしくお願いいたします。 

 それにしても、午前中の松浦議員の質問に対

しまして、市長は、次期市長選挙に出ないとい

うようなことを表明されましたので、少しレー

ムダックになるのではないかというふうに心配

はしております。 

 それですけれども、通告書に従いまして、質

問をさせていただきます。 

 まず、最初の項目になりますけれども、防

災・減災・事前復興ということで、南海トラフ

地震への備えとして、避難経路等の沿道の、特

にブロック塀などの危険箇所の扱いについて、

お伺いいたします。 

 避難箇所の整備につきましては、各地区で順

次、進められておりますが、そこに至る避難経

路につきましての安全性の確認、あるいはどこ

に、どのような障害物になりそうなものがある

かなどの把握はされているのか、箇所数などを

含めてお聞かせください。 

 また、それらの対応は、どのようにされるお

つもりでしょうか、あわせて市長の御所見をお

伺いします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） ７番、山上議員の一般

質問にお答えをいたします。 
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 南海トラフ地震対策として、避難経路におけ

る危険箇所の把握、対応についての御質問でご

ざいます。 

 本市におきましては、南海トラフ地震発生時

の避難経路における危険箇所の把握は、明確に

できていないのが現状でございます。 

 こうした中、南海トラフ地震発災時に、津波

被害が想定されます沿岸部について、今年度よ

り、県、宿毛市及び自主防災組織が連携し、３

年をかけて２０４カ所の避難場所及び２２カ所

の避難ビルに通じる避難経路の現地点検を行う

こととしておりまして、先日、宇須々木地区か

ら作業を開始したところでございますので、今

後、一定、把握ができていくものと考えており

ます。 

 加えて、現地点検により、行政と各自主防災

組織が共通認識を持つことで、一層の防災・減

災対策につなげてまいりたいと考えております。 

 なお、避難経路にある危険なコンクリートブ

ロックの撤去、改修に対する本市の補助事業と

しまして、上限で２０万５，０００円の助成を

行っておりますので、市民の皆様におかれまし

ては、ぜひ御活用いただきますよう、お願いを

申し上げます。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） ７番山上庄一君。 

○７番（山上庄一君） ありがとうございまし

た。 

 続きまして、防災・減災に関連しまして、住

宅の耐震化についてお尋ねしたいと思います。 

 これは、以前より御指摘をさせていただいて

おりますけれども、避難場所の整備は進んでお

りますけれども、住宅の耐震化が進んでいない

ようでありまして、住宅が倒壊して、下敷きに

でもなりますと、避難場所を使うに至らないこ

とになりますので、ぜひとも住宅の耐震化にも

力を入れていただきたいというふうに思います。 

 最近の地震の発生予測も、今後３０年以内に

７０％の確率で起こるというふうに、確率も１

０％ほど上昇しております。 

 県も防災・減災に力を入れていることは御承

知のとおりだと思いますけれども、耐震改修が

進まない理由の一つに、工事をする業者登録が

少ないことも挙げられております。 

 補助金をもらって工事を行うには、県の業者

登録が必要になります。登録はひとり親方の大

工さんでもできるんですけれども、耐震診断士

の資格がなければできません。その場合には、

耐震診断士を持った方と連携が必要になります。

逆に言いますと、連携さえすれば、ひとり親方

の大工さんでも、補助金による耐震改修工事が

可能になります。 

 そうしますと、登録業者も多くなると思いま

すし、耐震改修も増加するのではないかと思い

ます。 

 そのためにも、大工さんなどと、診断士の資

格を持った設計事務所との間を、市が仲介して、

設計者と大工さんなどを結びつけるパイプ役に

なることはできないでしょうか、市長の御所見

をお伺いします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 住宅の耐震化促進に向け、個人の財産と関係

業者間の連携についての御質問でございます。 

 住宅の耐震改修が進まない要因としまして、

耐震改修工事費の自己負担が大きいこともあり

ますが、議員御指摘のとおり、個人大工や工務

店等が耐震改修工事の施工業者として、簡単に

事業者登録をすることができないこともあると

考えます。 

 これは、診断士の資格を所有していない個人

大工などが、事業者登録をするには、登録耐震

診断士と連携して、耐震改修工事を行うことが

要件となっているためで、現状で、個人の大工
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さんなどと登録耐震診断士と連携がとれていな

いことに起因しているわけであります。 

 こうした中、昨年７月には、宿毛市建築協会

及び高知県建設労働組合宿毛支部への、各会員

へ事業者登録をしていただくよう、依頼をして

きた経過がありますが、会員になっていない個

人大工や、工務店等の施工業者に対しては、十

分に周知がなされていないのが現状であります。 

 このため、まずは、施工業者と診断士等を結

びつけるための手段として、登録耐震診断士が

掲載されている県のホームページと本市のホー

ムページをリンクして、登録耐震診断士の状況

がわかるような措置をとり、さらに今後におき

ましても、効果的にお互いの連携がとれるよう

な対策を模索してまいりたいと考えております。 

 また、今後の耐震化率を向上させていくため

には、施工業者に低コスト工法等を取り入れて

いただくことも必要と考えておりまして、来る

６月２６日に宿毛市防災センターで耐震改修に

携わる工務店や、耐震改修に関心のある方を対

象とした耐震改修低コスト工法講習会が、県主

催により行われることになっており、登録方法

等の説明もあるようでございます。このような

講習会へ関係事業者にも参加していただき、さ

まざまな工法を学んでいただくことで、事業者

登録の増加にもつながるものと考えております。 

 なお、耐震改修工事の実施に当たり、現在、

宿毛市におきましては、昭和５６年５月３１日

以前の設計により、建築された住宅の耐震改修

に要する費用の一部を助成する補助事業を実施

しております。 

 本事業は、耐震診断、耐震設計、耐震改修の

三つに分かれておりますが、このうち、耐震診

断につきましては、今年度から無料で実施でき

るようになりましたので、市民の皆様には、積

極的に活用していただければと思っております。 

 ちなみに、現在の登録事業者数に関しまして

は、診断が１５、設計６、改修が８事業者とな

っており、補助金につきましては、診断は先ほ

ど言いましたように、無料、設計に関しては、

上限２０万５，０００円の３分の２補助となっ

ております。 

 改修につきましては、９２万５，０００円を

補助する、そういう形になっておりますので、

市民の皆さんも、周知していただければと思っ

ております。 

 答弁を終わります。 

○副議長（山戸 寛君） ７番山上庄一君。 

○７番（山上庄一君） どうも、御答弁ありが

とうございました。 

 先ほどのコンクリートブロック塀の撤去、改

修における補助制度や、耐震診断の無料化など

は、できるだけ多くの方にＰＲをしていただき

まして、危険箇所の解消は実現できるようにし

ていただきたいというふうに思います。 

 また、防災・減災のためには、実質的な住宅

の耐震改修が促進するように、業者間のマッチ

ングをされる仕組みづくりも、ぜひともやって

いただきたいというふうに思います。 

 次になりますけれども、これは事前復興につ

いてでありますけれども、これは、どちらかと

いえば、まちづくりの範疇になってくるのかも

しれませんけれども、市長が認識されていると

ころをお聞かせいただきたいですが。 

 ことし４月には、高知新聞にも特集されてお

りましたので、御存じのことと思いますので、

御承知の範囲で結構ですので、お聞かせいただ

けますでしょうか。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 御質問にありました事前復興の記事について

は、ことし４月２１日の高知新聞に掲載されて

いた記事についてのことかと思います。 

 新聞記事にありましたように、事前復興につ
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きましては、災害が発生した際のことを想定し、

事前に都市計画やまちづくり計画を立てていく

ことで、被害を最小限に抑えることができると

ともに、迅速な復興にもつながる措置として、

大変重要な意味を持つものと認識しております。 

 現在、県でも指針等を策定しているとお聞き

しております。 

 市としましても、今後、防災対策全般の事業

に優先順位をつけながら、対策を進める中で、

取り組んでいく必要があると考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） ７番山上庄一君。 

○７番（山上庄一君） 事前復興をお伺いした

のは、事前復興としての、大島中央線へのライ

フラインを整備してはどうかということが、本

来の質問の趣旨なんですけれども、現在、沿道

に土地を持っている若い夫婦が、大島中央線の

沿道にですけれども。水道などがひかれておれ

ば、高台でもあり、大島に帰ってきたいという

話もございます。 

 市が集団移転を行うような、集落移転ですね。

集団移転を行うようになれば、莫大な予算が必

要になりますけれども、インフラである道路な

どを先行させることで、そこに市民の方々が建

物などをつくって、張りつくようにでもなれば、

やがて希望者は高台移転ができるようになるの

ではないかというふうに思います。 

 時間はかかるのかもしれませんけれども、必

要を感じた方々が移転すれば、行政的には負担

は莫大にならず、高台移転が実現できることに

なるのではないかと思います。 

 市内でも、このようなケースが発生する可能

性もあると考えられますので、現在、できてい

る大島中央線で実証してみてはどうかと思いま

すが、市長のお考えをお聞かせください。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 まず、大島地区につきましては、高所の大部

分は、地図混乱地域であり、登記簿上の土地と

現地では、その位置や面積に相違があるため、

境界が明確になっていないという状況がござい

ます。 

 そして、市道大島中央線の道路新設事業にお

いては、道路部分は道路用地として、残りは大

島桜公園用地として、境界を特定せず、用地買

収した経緯がございます。 

 道路沿いの土地は大島桜公園用地であるため、

宅地化することは、目的外使用となるので、市

道大島中央線へのライフラインの整備について

は、考えておりません。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） ７番山上庄一君。 

○７番（山上庄一君） 大島中央線には、ライ

フラインを整備する考えはないということでご

ざいますけれども、先日、説明を受けました消

防団の再編計画案ですか、これによりますと、

大島の詰所を高台にとのことでありましたが、

場所的には、大島中央線沿線しかないのではな

いかと思います。 

 そのためにも、ライフラインの設置が求めら

れると思いますけれども、詰所の位置などを含

めて、市長のお考えをお聞かせいただけますで

しょうか。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 消防団の再編計画につきましては、人口の減

少や、初動形態の変化、消防団詰所の老朽化な

どを受けて、消防団員の安全確保並びに消防団

の維持可能な体制強化、及び機能強化を目的に、

期間は平成２７年度から平成３６年度までの１

０年間を計画をしております。 

 消防屯所につきましては、必要不可欠な施設

であり、高台にあることが望ましい、このよう

に考えておりますので、宿毛市の用地で、場所
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の特定ができましたならば、ライフラインの整

備については検討していきたい、このように考

えております。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） ７番山上庄一君。 

○７番（山上庄一君） ぜひとも、ライフライ

ンにつきましては、御検討をいただければとい

うふうに思います。 

 次は、ガラッと項目が変わりますけれども、

ふるさと納税について、お伺いをいたします。 

 宿毛市は、今年度、インターネットの会社に

委託したとの報告を受けておりますけれども、

どこの企業に、どのような条件で委託している

のか、また、今年度の目標は幾らにしているの

か。それに、返礼品に当てる還元率はどのくら

いにしているのか。 

 ちなみに、過去のふるさと納税の実績は幾ら

だったでしょうか、もう一度お聞かせいただき

たいと思います。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 本市におけるふるさと納税制度の取り組みに

ついてでございます。 

 宿毛市では、これまで、宿毛市出身者や宿毛

市との関係の深い方々等から、ふるさと納税制

度を活用して、貴重な浄財を御寄附いただいて

おります。 

 平成２７年度から、他市町村の取り組み等も

参考にしながら、より多くの御寄附をいただけ

るよう、全国でも最も有名なふるさと納税ポー

タルサイト、ふるさとチョイスを管理運営して

いる株式会社トラストバンクと、契約を締結い

たしました。 

 なお、本社は東京都でございます。 

 寄附金受領書の発行や、直接、市役所の窓口

へ連絡をくださる方への対応業務等、これまで

どおり宿毛市で行う業務も残りますけれども、

お礼の品である返礼品の品質、発送、在庫管理

や苦情対応、さらにはふるさとチョイスのサイ

トを利用する権利、入金管理システムを利用す

る権利など、ふるさと納税に係る業務全般を外

部に委託することで、今後、急激にふるさと寄

附金がふえた場合にも、寄附していただいた方

に対して、適切な対応が可能になるものと考え

ております。 

 金額面での条件につきましては、株式会社ト

ラストバンクに対して、寄附額の８％を支払う

こととしています。 

 また、クレジット決済を当サイトで行うため、

導入費用３万円、月額基本使用料１，５００円、

及び代理納付システム使用料として、寄附額の

１％を支払う条件で、別途、ヤフー株式会社と

契約をしているため、宿毛市が支払う業務委託

料は、総額で、寄附額の約９％となります。 

 目標額の質問もあったようでございますので、

続けてお答えをいたします。 

 今年度の目標設定金額についてですが、平成

２７年度当初予算におきまして、１，０００万

円を計上しております。お返しに充てる還元率

につきましては、御寄附をいただいた方へのお

礼の品として、宿毛市外の方に限りますけれど

も、寄附額の３０％相当の返礼品を贈呈いたし

ます。 

 過去のふるさと納税の実績につきましては、

平成２０年度にふるさと納税制度が始まって以

来、現在までのふるさと寄附金件数は１１４件、

総額は９６７万７，４７３円となっております。 

 参考までに、この制度、若干補足させていた

だきますと、業務委託料として、いいですか。

そしたらまた、質問があればお答えいたします。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） ７番山上庄一君。 

○７番（山上庄一君） ありがとうございます。 

 昨年度、長崎県の平戸市は、１３億円近いふ
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るさと納税を集めているようですが、このこと

について御存じであれば、これだけ集めた要因

は何であったかなどについて、お聞かせいただ

けますでしょうか。お願いします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 平戸市につきましては、昨年、日本で一番、

ふるさと寄附金を集めた自治体である、このよ

うに聞いております。 

 平戸市は、返礼品の種類も多く、ポイント制

を導入したり、市独自でふるさと納税ポータル

サイトを運営するなど、先進的な取り組みを行

っていること。 

 また、マスメディアに大きく取り上げられた

ことも、ふるさと寄附金が急増した要因ではな

いかと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） ７番山上庄一君。 

○７番（山上庄一君） ありがとうございまし

た。 

 平戸市では、聞くところによりますと、寄附

された金額の７５％を返礼品にしているという

ことで、そのことが最大の要因ではないかとい

うことでありました。 

 これはどういうふうに評価するかということ

になりますけれども、約１３億円のうち１０億

円近い金、品物をお返ししているわけで、税と

しては、３億円程度になりますけれども、手数

料などを差し引いても、相当な額にのぼります。 

 それ以上にすごいのは、平戸市の物品が、１

０億円ほど、全国の方々に届いたという事実で

ございます。 

 別の言い方をすれば、平戸市は、制度をうま

く活用して、市の産物を全国に１０億円ほど売

ったということになると思います。 

 宿毛市も、もう少し、平戸を見習って、返礼

品の率を上げて、全国から寄附をいただき、そ

のお返しに宿毛のあらゆる産品をお返ししては

どうかと思いますし、宿毛の産品を売っていく

というような考えをすることも必要ではないか

と思います。 

 ものは考えようということがありますが、全

国の多くの方々に寄附をいただければ、それだ

け多くの宿毛の産品を手に取っていただけるこ

とになり、産品のＰＲにもなりますし、宿毛自

体の情報発信にもつながり、ＰＲにもなると思

います。 

 このことがきっかけとなり、一度、来てみよ

うと思っていただければ、さらなる効果が生ま

れるのではないかと思いますので、来年度以降

は、ぜひとも再考されて、返礼品の比率を高め

るよう、検討していただけたらと思いますが、

市長の御所見をお伺いします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 ふるさと納税に対する返礼品の還元率を上げ

るべきではないかとの質問でございます。 

 本来、ふるさと納税制度は、さまざまな理由

で、生まれ育ったふるさとを出ていくことにな

った方が、ふるさとへ税制を通じて貢献する仕

組みができないかという発想のもと、この制度

はできたという背景がございます。 

 これまでの寄附金額につきましても、総額で

見れば少ないかもしれませんが、ふるさと宿毛

市のために、何か役に立ちたいとの思いから、

毎年、寄附を続けてくださる方や、お礼の品は

要らないと、断る方もおられます。 

 本市では、そういった方とのおつき合いを、

今後とも大事にしたいという思いから、まずは、

複雑な寄附手続を簡略化するため、インターネ

ットでの寄附、クレジットでのお支払い、振込

手数料がかからない納付書の作成等、今まで御

不便をおかけしていた方、または寄附したくて

も手続が煩雑で諦めていた方のために、今年度
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は利便性を向上させることに力を入れました。 

 なお、国からも、寄附額に対して、返礼割合

の高い返礼品を送付する行為は、自粛するよう

にとの通知も預かっておりますので、現時点で

は、返礼品の金額は、寄附額の３割相当が妥当

であると考えております。 

 しかしながら、今後の対応については、実績

等総括をしながら、考えていくべきことではな

いかというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） ７番山上庄一君。 

○７番（山上庄一君） ありがとうございまし

た。 

 高い返礼品を、国から自粛するようにと通知

が来ているということですけれども、その許さ

れる範囲内でアップさせて、宿毛市の産品を売

り込むという観点で、取り組んでいただければ

と思います。 

 私の、個人的には、返礼品に、手数料を抜い

た全てを出してもよいのではないかと思ってお

りました。取らぬタヌキの皮算用といわれるか

もしれませんけれども、例えば、仮に手数料を

差し引いて、還元率を９０％となったとします

と、１億円の納税をいただければ、宿毛市の産

品が９，０００万円も全国に売れることになる

わけです。 

 税収の増加よりも、こちらのほうが、はるか

にメリットがあるというふうに思います。ぜひ

とも、来年度以降は、ふるさと納税の還元率の

アップとともに、宿毛市の売れるものは、全て

リストアップして、というより、いろいろなも

のや、ことを売り物に仕立て上げて、返礼品に

するようにしていただけるように要望しておき

たいと思いますし、難しいですが、優秀な職員

の方ばかりですので、そこにも、それにも増し

て、多くの方に寄附をいただけるような工夫も

していただければというふうに思います。 

 次の項目に移ります。 

 人工透析の現状について、お伺いします。 

 最近、人工透析を受けている方のお話を伺う

機会がありまして、現在、市内には通院患者に

対して、人工透析ができる病院が１カ所しかな

いようでして、行くのにも、タクシー代などの

交通費がかさみ、病院に行っても、待たされる

ことも少なくないということでありました。 

 このような状況を、市長は御承知でしょうか。

御存じであるとしましたら、何か改善策などあ

ればお聞かせいただけますでしょうか。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 現在の人工透析を受けている方々等のこと等

についての質問でございますけれども、平成２

７年６月１日現在、宿毛市在住の透析患者の実

数は５５人、このようになっております。 

 透析を受けている病院については、宿毛市か

らは５カ所あり、川村内科クリニックが３４人、

幡多けんみん病院が６人、四万十市立市民病院

が３人、四万十市にある幡多病院が１１人、愛

南町の南宇和病院が１人といった状況であり、

片道の通院距離が３０キロを超えている患者さ

んもおられます。 

 その辺から説明いたしますと、通院に係る経

費につきましては、宿毛市腎臓機能障害者通院

費助成事業を実施しておりまして、市内在住で、

月８日以上の透析療法を受けている方を対象と

して、自宅から医療機関までの往復距離と、通

院回数に応じ、ガソリン代相当額を助成するも

ので、通院実績に基づき、半期ごとに支給をし

ております。 

 直近３年の実績としましては、平成２４年度

が対象者３７名、１７６万１，０００円、平成

２５年度が対象者４１名、２３９万３，０００

円、平成２６年度が対象者４７名で、２３４万

３，０００円となっております。 
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 さらに申しますと、タクシーやバスで通院し

た場合には、患者さんの負担は大きくなってこ

ようかと思いますが、近隣の市町村の制度と比

べると、月当たりの上限額がないことや、一定

距離数以上の方だけを対象としていないことか

ら、経済的な負担を軽減できているのではない

かと思っております。 

 病院での待ち時間等についてでございますけ

れども、病院のスタッフも限られた人数で実施

していることと思いますので、機械の準備等に

時間がかかり、お待たせすることもあるのが現

状ではないかと思います。 

 しかし、現状の病院数や機械の台数には限り

があることも考えますと、このような状況にな

っているのではないかというふうに思っており

ます。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） ７番山上庄一君。 

○７番（山上庄一君） 人工透析を受けている

方々の要望としましては、何か、国の補助制度

などあれば、それらを活用して、市内にもう１

軒、人工透析ができるところをふやしていただ

ければというふうなことがありまして、そうし

ますと、利便性も改善されるのではないかと思

いますけれども、市長は、その辺のことについ

て、対策はどのように考えますでしょうか、御

所見をお聞かせください。 

 ちょっと似たような質問になりますが。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 国の制度などを利用して、病院をふやすこと

ができないかという質問でございます。 

 確かに、ふえれば待ち時間の減少につながる

と思いますし、町区や西方面に病院があれば、

通院に係る負担が軽減される患者さんはいらっ

しゃる、このようには思いますが、現在の国や

県の制度では、補助対象とならない状況でござ

いまして、病院数をふやすのは困難と思われま

す。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） ７番山上庄一君。 

○７番（山上庄一君） ありがとうございまし

た。 

 人工透析のために、通院することについては、

交通費等、出されているということですけれど

も、人工透析の病院をふやすような制度はない

というのは残念ですけれども、病院がふえれば、

交通費の行政負担も少なくなるのではないかと

思いますので、市が独自に支援することも検討

をされてもいいのではないかというふうに思い

ます。 

 その辺を検証して、国のほうにも働きかける

必要があるのではないかと思います。 

 また、人工透析に至らないような予防策も含

めて、実施していただかなければならないこと

は、申すまでもないとは思います。 

 ６月１４日の日曜日の高知新聞の経済欄に、

囲み記事ですけれども、こういうような囲み記

事ですけれども、これに、広島県の呉市の予防

策の事例が紹介されておりました。 

 宿毛市でも、ぜひ、このような事例を参考に

して、対応策を講じていただけますよう、御指

摘をしておきたいというふうに思います。 

 では、質問の最後になります。 

 大島橋のかけかえについて、お聞きいたしま

す。 

 昨年度は、大島橋につきましては、概略設計

までされたとのことでありましたが、今後、ど

のようなスケジュールになっているのでしょう

か。地元のほうにも説明がありませんので、こ

のことを、まずお聞かせください。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 大島橋のかけかえにつ

いて、御答弁いたします。 
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 昨年９月議会で答弁させていただいたときは、

予備設計の期間内であったため、高知県等の関

係機関と協議調整をする準備をしておりました。 

 その後、１０月２２日に予備設計を完了して

おります。 

 平成２７年度の予算では、詳細設計を発注す

る計画でしたが、並行して進めていた県管理の

与市明川にかかる廻角橋の詳細設計が完了し、

本年度から用地買収を着手することとなったた

め、廻角橋のかけかえが完了後に、詳細設計を

発注し、公有水面の埋め立て等、関係機関と協

議を重ねながら、事業を進めてまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） ７番山上庄一君。 

○７番（山上庄一君） 大島橋につきましては、

今年度は予算も計上されていないので、随分と

優先順位が後退したのではないかと気になって

おります。 

 半農半建で、建設業も半分やっている関係で、

目につくのかもしれませんけれども、市営住宅

に対しては、昨年度、基本設計に続いて、今年

度は実施設計が計上されております。 

 これも、国の補助制度の縦割行政の弊害が要

因になっているのかもしれませんけれども、な

ぜ大島橋は概略設計に引き続き、詳細設計の予

算が計上されなかったのか、その辺をもう一度、

理由をお聞かせいただけますでしょうか。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 先ほど、答弁いたしましたとおり、与市明川

の河川改修断面を阻害している廻角橋のかけか

えが、急務でございます。 

 さらには、また、さきの質問でもお答えしま

したけれども、避難道路として、新田や高砂地

域の皆さん方が、非常時に避難をしていく、そ

ういう道路としても急がれている、そういう事

業であるというふうに認識をしております。 

 そしてまた、国の方針で、昨年７月に道路、

橋の定期点検要綱、こういうものが策定されま

して、長さ２メートル以上の橋梁は、５年に１

回の点検が義務化となりました。 

 宿毛市には、該当する橋が３３６カ所もあり、

そのほとんどが建設からかなりの年数が経過し

ているため、橋梁点検費及び点検結果による多

大な橋梁補修費が必要と予想されるため、２橋

を並行して、かけかえすることは、財政的に困

難である、このことを御理解をいただきたいと

思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○副議長（山戸 寛君） ７番山上庄一君。 

○７番（山上庄一君） ありがとうございまし

た。 

 廻角橋が先行する必要性で、大島橋はその後

になったということですが、大島橋につきまし

ては、地元の方々の関心が高い事案でございま

す。地元の方々にも説明会などをしていただけ

るよう要望して、質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○副議長（山戸 寛君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたし

たいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○副議長（山戸 寛君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

 本日は、これにて延会いたします。 

午後 ３時３７分 延会 
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   総 務 課 長        河 原 敏 郎 君 

   危機管理課長  楠 目 健 一 君 

   市 民 課 長  立 田 ゆ か 君 

   税務課長補佐  長 山 敏 昭 君 
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午前１０時１２分 開議 

○議長（岡﨑利久君） これより本日の会議を

開きます。 

 この際、議長から報告いたします。 

 １４番、濵田陸紀君から、会議規則第２条の

規定により、欠席の届け出がありました。 

 日程第１「一般質問」を行います。 

 順次発言を許します。 

 ２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君） おはようございます。

２番、川村三千代です。 

 先月５月の臨時議会の折に、初めてこの議場

に入らせていただきました。そのとき、この後

ろの傍聴席で見ていたのとは、また違う景色、

違う雰囲気に、大きな緊張感を抱いたことを覚

えております。 

 そして、本日はこうして定例の６月議会で、

この発言席、質問の場に立たせていただきまし

た。また、５月のときとは違う緊張感に包まれ

ております。そしてまた、議席をいただきまし

たその責任の重さ、痛感いたしております。 

 私は、高校卒業以来、長らく宿毛を離れてお

りました。宿毛のことについて、知らないこと

がいっぱいございますけれども、宿毛を違った

視点で、外から見てまいりました。そういった

違った角度、視点で見てきたことが、この議会

の場で、宿毛市のため、少しでもお役に立てれ

ばと思っております。 

 とはいえ、初めての質問でございますので、

不行き届きな点も多々あろうかと思いますし、

質問内容が過去のものと重複してしまうことも

あろうかと思います。どうか、広い心と温かい

目で見守って、御容赦いただければ幸いでござ

います。 

 本日は、よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず、私が最初に質問いたします

のは、この４月に開催されました、宿毛市にと

りましては大変大きな二つのイベントに関して

でございます。 

 宿毛マラソン大会、そして産業祭についてで

ございます。 

 この二つの事業に関しましては、これまでも

たびたび、この一般質問の場、質問にあげられ

てまいりました。 

 ただ、宿毛マラソン大会も、第１回、そして

また産業祭につきましても、それまでの秋の開

催、１１月の開催から、春の開催、４月の開催

へと移行いたしましての初めての産業祭という

こともございまして、どちらも今後につなげて

いくため、問題点、改善点、そして成果や効果

などを、市長からお伺いできればと質問に挙げ

させていただきました。 

 まず、宿毛マラソン大会についてですけれど

も、前回の３月議会の折も、現岡﨑議長、そし

て寺田議員も質問にあげていらっしゃいました

が、市長から、第１回の大会終わりました後に、

実行委員会として、反省会といいますか、総括

をするような場を設けて、第２回目につなげて

いくような、そういった会合を催すということ

を御返答なさっていたと記憶をいたしておりま

すが、開催から２カ月が経ました。そのような

会議等は行われておりますでしょうか、まずそ

の点をお聞かせください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） おはようございます。

２番、川村議員の一般質問にお答えをいたしま

す。 

 まず、宿毛マラソンの総括という形の中で、

３月以降の取り組みについて、どのような形で

対応してきたのかという御質問でございました

けれども、若干、この間の流れ、前段の説明も

含めまして、そのことについてお答えをさせて

いただきたいというふうに思います。 
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 過去５回の花へんろマラソンの経験を生かし

て、地区長連合会を初め、市内各種団体の皆さ

んに、ボランティアの参加要請を行う中で、市

民の皆さんがボランティアとして参加しやすく、

市民の皆さんも一緒に楽しめる大会となること

を最優先として、取り組んでまいりました。 

 大会の準備や運営については、個別には最善

を考えていかなければならないところもあろう

かと思いますが、特に大きな問題もなく、スム

ーズに行えたと感じております。 

 しかしながら、参加者が目標を下回ったこと

や、開催時期、スタート時間など、電話等でお

寄せいただいたさまざまな意見にも耳を傾け、

３月議会でも申し上げましたが、次回以降の大

会に生かせるよう、実行委員会で協議検討して

まいります。 

 御質問ありました実行委員会の開催につきま

しては、現在、第１回大会の決算見込みが完了

いたしたところであり、７月の上旬には、委員

会総会を開催をしたい、このように考えており

まして、まだ総会を開いておりません。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君） 実行委員会がまだ開

かれていないということで、実行委員会の総意

としてのお話はお伺いできませんけれども、大

会のリーダーとして、指揮をとってきた市長の

御返答を、ここからはお願いをいたしたいと存

じます。 

 まず、参加者が当初の目標に届かなかったと

いうことでございますが、８４５名の参加申込

者がございまして、そして当日、実際に参加な

さったランナーの皆様が６８５名とお伺いをい

たしております。 

 もちろん、このような大会を催す場合、辞退

者や、キャンセルの方々が出るのは当然でござ

いますけれども、過去の宿毛花へんろマラソン

と比べまして、辞退者、キャンセルの数、割合

というのはいかがなんでしょうか。この点、お

願いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 通常、どういった大会でも、キャンセルは発

生しており、多くの大会でも、１割程度のキャ

ンセルは発生していますので、今回もその程度

は、想定はしておりましたけれども、宿毛マラ

ソンについては、２割弱のキャンセルが、当日

発生いたしました。 

 県外等、遠方からの参加者が割合的に多い大

会については、当日の都合がつかず、キャンセ

ル率が高くなる傾向がありますが、今大会をキ

ャンセルした理由について検証することは、棄

権者に対してアンケート等を実施しているわけ

ではございませんので、当然、難しいと考えて

おります。 

 ただし、せっかく、エントリーしていただき

ましたので、通常、他の大会では行いませんが、

参加者のみに手渡される参加賞を、当日、キャ

ンセルされた全選手に郵送し、宿毛のＰＲと、

次回大会への参加を呼びかける取り組みをいた

しております。 

 キャンセルの割合等について、少し御報告さ

せていただきますけれども。 

 先ほど言いましたように、エントリー数が８

４５名で、出走者が６８５名、棄権が１６０名

ということで、そのうち、高知県内からエント

リーしていただいた方が３７７名、それで出走

者が３１２名、６５名棄権しております。 

 県外からは、４６８名エントリーしていただ

き、３７３名が走り、９５名が棄権ということ

になっております。 

 エントリー数に占める棄権者の割合は、全体

で１８．９％、県内は７．７％で、県外が１１．

２％、このようになっております。 
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 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君） 今回、キャンセルを

なさった割合が２割弱と、多少多かったという

ことですけれども、その要因として、私もいろ

いろ考えてはみたんですけれども、今回のマラ

ソン大会、土曜日開催ということで、大体、マ

ラソン大会の開催曜日は日曜日が多いんですけ

れども、ことしは統一地方選挙もございました

し、なかなか日曜日開催が難しかったという経

緯もございますが、出走なさる、参加なさるラ

ンナーの方ももちろんですが、ボランティアで

参加をなさる市民の方々の中にも、やはり土曜

日開催では、ボランティアに参加するのがなか

なか難しいというような御意見も頂戴をいたし

ております。 

 週休２日制が大分、普及をしておりますが、

それでもまだ、土曜日が仕事という企業や団体、

組織も多うございます。 

 先ほど、第２回に向けて、いろいろ開催日等

も御検討なさるというお答えをいただいており

ましたが、この開催曜日につきましても、御検

討をしていただければ、また辞退者の割合の低

下につながっていくんではないかと思いますの

で、この点、またよろしくお願いをいたしたい

と思います。御検討ください。 

 次に、質問を申し上げますのは、このマラソ

ン大会の名称についてでございます。 

 宿毛マラソン大会という、大変シンプルでス

トレートな名称ですけれども、こちらのマラソ

ン大会の名称について、市長はどのような印象、

また考え方をお持ちでしょうか。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 大会の名称については、実行委員会の中でも、

実際、意見が分かれて、幾つかの候補を出し合

って、最終的に宿毛マラソンがシンプルでわか

りやすいなどの理由から、採用されました。 

 また、議員御指摘の、大会を象徴するような

大会名が望ましいのではないか、そのような考

えも、御意見でありましたし、また、議員の御

意見でございますけれども、大会名をシンプル

にしたかわりに、今回は、「わざわざ来ちや！

土佐宿毛リバーサイドハーフ＆ハーフマラソ

ン」と、サブタイトルをつけました。 

 テーマや特色を、サブタイトルに盛り込み、

大会の特徴を、表せていけばというふうに考え

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君） 宿毛マラソン大会の

開催、私が宿毛に帰ってくる前に、新聞紙上で

拝見したところだったんですが、非常にシンプ

ル過ぎると申し上げては申しわけないんですけ

れども、そういった印象を受けたことを覚えて

おります。 

 例えば、高知マラソン、こちらのほうも、市

民マラソンとしてリニューアルする際に、高知

龍馬マラソンと改名をいたしまして、今、多く

のランナーを集め、大きな大会として成長して

おります。 

 また、県内のマラソン大会を見てみましても、

例えば、香南市香我美町で行われております、

山北みかん健康マラソン大会、これは香南市香

我美町の名産品、特産品であります山北みかん

を大会名に盛り込むことによりまして、その地

域の名産品を売り込む、そしてまた、のどかな

ミカン畑が広がる中を疾走するという、そうい

ったイメージを持つ大会となっております。 

 また、梼原町で行われております龍馬脱藩マ

ラソン、こちらのほうも土佐藩を脱藩した龍馬

が通ったという、その山道をコースに組み込む

ことにより、マラソンランナーはもとより、龍

馬ファンにもアピールするような大会となって
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おります。 

 そしてまた、旧本川村の時代から、今はいの

町となりましたけれども、開催しております四

国のてっぺん酸欠マラソン、こちらのほうは、

四国で一番標高の高い、町道瓶ヶ森線をコース

にしておりまして、その標高の高いところを走

る、また、四国山脈の雄大な自然の中を走破で

きるという印象を、ランナーに与えまして、そ

れぞれ多くの参加者の方を募っていらっしゃい

ます。 

 こういうふうに、名称ひとつにしましても、

各自治体、創意工夫を凝らしまして、その地域

の名産品を売り込む、また歴史的背景、またコ

ースの特徴などを織り込むことにより、少しで

もランナーの皆さんに魅力を持ってもらえる大

会として、考えております。 

 どうか、その点も、もちろんサブタイトルで

そういったことをあらわすのも結構ですけれど

も、名称というものは、やはりまずランナーの

心をつかむ大切な、まず第一段階であると思っ

ておりますので、またお考えをいただければと

思います。 

 そして、続きまして、コース、また種目につ

いても御質問を申し上げます。 

 コースに関しましては、確かにいろいろと交

通規制の問題ですとか、運営上の問題等、さま

ざまあることと存じますけれども、やはり市民

の皆様から、もう少しコースの選定を考えたほ

うがいいのではないかという声も承りました。 

 また、種目につきましても、今回、ペアリレ

ーの部というのを設けておりますが、正直、余

り一般的な種目ではございませんし、私の友人

で、ずっとそれまで宿毛花へんろマラソンに参

加しておりました友人は、どうも今度の宿毛の

大会は、ペアリレーのほうに重きを置いている

ようで、どうもこれまでのフルマラソンの愛好

者としては、敬遠したいというようなことで、

今回、エントリーを見送ったような経緯もござ

います。 

 コース、種目についても、御検討をいただき

たいと思っておりますが、市長、その点いかが

でしょうか。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 コースや、あるいはその種目について、どの

ように考えているのかという質問でございます。 

 今回の第１回の宿毛マラソンは、さまざまな

議論の中で、特に花へんろマラソンが５回で終

わって、そして見直すという中で、市民の皆さ

んからも、何とかこれを総括をしながら、市民

参加する形でのマラソンを復活してほしいと、

そういう強い要望のある中で、いろんな団体の

皆さんが集まって、その中でとりあえず、本当

にまとまってできる、その内容で１回から始め

ようじゃないかという形で始めました。 

 ですから、例えば、宿毛マラソンという名前

に関しても、最大公約数として、いろんな意見

のある中で、まずこれからいこうじゃないかと。

また、今後も、当然、検討できる分野ですから、

そういうところから出発したということもござ

います。 

 そして、コースにつきましても、今回は、先

ほど議員申されましたけれども、ハーフアンド

ハーフマラソン、これが新しい、余り各地域で

行われていない種目であるということで、ぜひ

ともここを大きく盛り上げて、他の地域では余

りやられていない、このようなところを伸ばし

て、特徴あるマラソンにしようではないかとい

う、大きな狙いもございました。 

 実際は、なかなか宣伝等が行き届かない点、

あるいは先ほど言われたように、余りどこでも、

逆に言えば、行われていないという形の中で、

そのような情報が、そういうランナーの皆さん

に伝わってなかったというふうに思うわけでご
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ざいますけれども、今後は、ぜひともそこを伸

ばしていくことで、私は大きく盛り上がってい

くことができるのではないかなという感じは思

っております。 

 そのような、ハーフアンドハーフという形の

中で、コースを、今回のような形で決まったと

いうことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君） そして、次に、マラ

ソン大会終了後に行われました後夜祭について

ですけれども、こちらのほうも、市が想定して

いた人数とは、大分、参加者が少なくなったと

お伺いをしておりますが、この後夜祭について、

市長、数の目算が違っていたということなんで

すけれども、この辺の原因は、また何か心当た

りのこと、ございますでしょうか。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 後夜祭の狙いとしては、土曜日の開催という

ことで、次の日、日曜日であるので、ランナー

の皆さんには１泊、泊まっていただくというこ

とも念頭に置きながら、ぜひとも後夜祭、前夜

祭でなくて、今までの後夜祭でやろうというこ

とを決めたわけでしたけれども、やはりランナ

ーの皆さんは、帰られる方が多いということと、

それから、それぞれゴールに入る時間が、非常

にずれがございまして、その点で、後夜祭の時

間に、早くから待たないかん人と、なかなか間

に合わない人と、そういう形の中で、三々五々

の選手の参加になったということで、相当の人

数は、参加の確認はしておりましたけれども、

実際、一度に、一時的に集まって参加した方が、

非常に少なく見えたという状況でございます。 

 実際、参加申込していた方よりは、人数より

も少なかったということは聞いております。 

 以上でございます。 

 詳しい話であれば、また担当のほうからお答

えしますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） ２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君） ぜひ、次回の大会に、

また前夜祭、後夜祭、どのような形になるかわ

かりませんが、こちらのほうにも多くの選手の

皆さんに御参加いただけるように、また御検討

をいただきたいと思います。 

 そして、マラソン大会、まだ実行委員会の総

括の会は行われておりませんけれども、市長が

現時点で、このマラソン大会の効果、そして影

響、成果はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 花へんろマラソンにつきましては、大会を継

続することを含めて、検証するために、経済効

果などに使える指標などを活用して、検証を行

いましたが、今回の宿毛マラソンについては、

現在、そういった検証はできておりません。大

会が終わり、ランナーの皆さんからは、沿道の

応援が本当にうれしかった。ボランティアの方

が親切だった。来年もまた来ます、などの感想

がたくさん寄せられました。 

 ランナーの皆さんや、その御家族を対象とし

たアンケートの回答でも、回答者数が１９５名

中１７７名の方が、次回も参加したいと回答を

していただきました。 

 宿毛市といたしましては、スポーツを通じて

交流人口を拡大し、地域振興につなげる取り組

みを行っておりますので、今回、市外から多く

のランナーの皆さんにお越しいただき、宿毛を

楽しんでいただけたことが、一定の、またある

意味で、大きな成果ではないかというふうに感

じております。 

 この宿毛マラソンというものを、我々は宿毛

市のスポーツを通じての振興を図る、象徴的な

イベントにしようという思いもありまして、こ
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のような宿毛マラソンとして、復活した経緯も

あるわけでございまして、そのような市内のス

ポーツ、あるいはまた、ボランティアのそうい

う、今後の活性化という形の中では、非常に大

きな、インパクトのある大会ではなかったかと

いうふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君） マラソン大会という

のは、今、各自治体が開催し、経済戦略の一つ、

また観光戦略の一つとしても、注目をされてお

ります。 

 もちろん、参加人数が多いことが、成功か否

かを、数のみで示すものではございませんが、

やはり、今は参加者の方々がブログやツイッタ

ー、ＳＮＳやインスタグラムなど、さまざまな

通信手段を使いまして、宿毛の魅力を発信、ア

ピールしていただける時代でございます。 

 そういったことで、参加者の皆様お一人お一

人が観光大使であり、また宿毛の営業マン、営

業ウーマンになり得る、そういったものでござ

います。 

 また、次回の大会、少しでも多くの方に御参

加をいただけるように、また市としても取り組

んでいただきたいと思います。 

 そして、もう一つの宿毛産業祭についてでご

ざいます。 

 私も、昨年１１月の産業祭、そしてこの４月

開催となりました産業祭、どちらも参加をさせ

ていただきました。 

 実際のところ、きのうの議会の中でも、どち

らの産業祭、盛会であったというような御返答

があったと思いますが、実際、私が来場しての

印象、４月の産業祭は、幾分、１１月よりも活

気がなかったんじゃないか。ちょっと来場者が

少なかったんじゃないかという印象を持ったん

ですけれども、その点、改めていかがでしょう

か。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 第３回の産業祭につきましては、継続したイ

ベントとするために、本市の特産品を前面に押

し出すこと。高い集客効果が期待されるゴール

デンウイーク期間を活用することを目的として、

本市の代表的な特産品であるキビナゴや小夏が

旬を迎えるこの４月に、開催時期を変更をいた

しました。 

 １１月の開催に比べ、盛り上がりに欠ける印

象を受けたとのことでございますが、私といた

しましては、降雨が、当初予想されたために、

午前中の出足はにぶかったものの、キビナゴづ

くし即売会にも、多くの来場者にお越しいただ

き、また、天候が回復に向かった午後からは、

来場者数も伸び、小夏の詰め放題や、魚のつか

み取りも、多くの方に参加していただくなど、

全体として、昨年と同程度の集客と、盛り上が

りがあったのではないかと考えております。 

 今回は、祝日の開催となったことから、仕事

が休みでもない、来場出店ができなかったとい

う方がおられたことも聞き及んでおりますけれ

ども、一方で、多くの家族連れが見受けられ、

客層の変化も感じたところであり、子供連れで

御来場いただいた方からは、長時間、会場内で

楽しむことができたとのお話も伺っております。 

 なお、春に開催時期を変更したことにより、

さまざまな意見等もあろうかと思いますので、

今後、開催する実行委員会におきまして、多く

の意見を頂戴し、今回の反省点の見直しや課題

の精査を行い、次回の産業祭がより魅力のある

ものになるよう、取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君） 開催時期につきまし
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て、二つ、４月に大きなイベントを、先ほど申

し上げましたマラソン大会と産業祭が、本当に

１０日間ぐらいの短い期間の中に二つ重なって

しまいまして、そしてまた、ことしは統一地方

選挙もございました。 

 非常に市民の方々の中に、週末ごとに慌ただ

しく、いろんなものがあるなと。イベント疲れ

と言っては何ですが、何となくそういった雰囲

気が、私も感じられておりまして、このマラソ

ン大会と産業祭、もう少し開催時期、開いたほ

うがいいんじゃないかという印象も持っており

ますし、また、二つをこのように近い時期に行

うのであれば、何かリンクした形でできないか

というようなことも感じます。 

 例えば、マラソン大会に御参加くださった方

に、産業祭で使えるような、少額で構いません

ので、お買物券のようなものを配るですとか、

この１０日間の間に、ほぼ１０日間の間に二つ

のイベントを行う、何かその有効に使えないか

と。 

 ４月に開催するのであれば、そういったこと

も、また御検討いただけたらと思います。 

 また、産業祭の内容についてですけれども、

第１回の折から、Ｂ級グルメが会場内に幾つか

出店をしておりますけれども、こちらのＢ級グ

ルメに関しましては、ずっと引き続き、出店を

していく方向なんでしょうか。 

 正直、第１回目のときは、Ｂ級グルメ、非常

に全国的にも注目をされる内容でしたけれども、

だんだんＢ級グルメという言葉自体も、ちょっ

と多くの方に飽きられているなという印象を受

けますし、その点、お伺いをしたいんですが、

いかがでしょうか。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 ２点ほど、大きな質問をいただいたというふ

うに思っております。 

 まず、開催時期、宿毛マラソンとの関係で、

どうだったのかということについて、お答えを

させていただきます。 

 議員が言われるとおり、宿毛マラソンの開催

時期と非常に近く、宿毛市総合運動公園の利用

の制限期間が長期化したために、施設利用者の

方々に不便をおかけしたこともございます。 

 これらの方々にも、おおむね御理解をいただ

いておりまして、大きな問題等は生じてはいな

いというふうには考えておりますが、イベント

の開催が連続するために、施設利用の制限時間

が長期となることや、職員の職務上の負担がふ

ることとなりましたけれども、その反面、パー

テーションなどの運搬業務の一部が不要になっ

たことや、駐車場のライン引きの簡素化など、

イベントに関連する業務負担が軽減した一面も

ございました。 

 イベントの開催につきましては、職員の負担

の問題もございますが、効果的な実施時期を第

一に考える必要があり、実行委員会におきまし

ても、今回の日程で決定をしたものでございま

す。 

 次回以降の施設利用の制限時間につきまして

も、施設利用者の利便性、他の事業の日程には、

十分な配慮を行い、利用者の皆様に御理解と御

協力を賜りたい、このように思っております。 

 また、先ほど、それぞれ議員から提案がござ

いました二つのイベントをリンクした、いろん

な形で対応できるのではないかと、いい効果も

生まれるのではないかというふうな御提言もい

ただきました。 

 今後、そのような形で、次期に開催されると

いう形になった場合には、ぜひとも提案いただ

いたようなことも生かしていきたいというふう

に思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

 そして、もう一つ、Ｂ級グルメのことについ
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て、経済効果的なところでの御質問がございま

した。 

 産業祭につきましては、リピーターが多く訪

れるイベントでありまして、質問議員が言われ

るように、私自身も、来場者を飽きさせること

がないように、イベントの実施内容を見直して

いくことは、常に重要であると考えております。 

 実行委員会におきましても、リピーターの

方々を含め、来場者の皆様に楽しんでいただく

ための仕掛けづくりに、一番、苦心をしており、

毎回、頭を痛めている点でもございます。 

 本年度、実施いたしましたイベントにつきま

しては、多くの来場者の方々に参加をいただい

ているところであり、おすしの早食い競争につ

きましては、高知市からも御参加をいただきま

した。また、川村議員におかれましては、昨年

に引き続き、ことしもタイのすし早食い競争に

御参加いただき、本当にありがとうございます。 

 ぜひ、次回は、産業祭におきましても、優勝

を目指して参加をお願いをしたいと思います。 

 産業祭の実施イベントの基本的な方針としま

しては、毎回、好評をいただいているイベント

は、改善を重ねながら、恒例のものとなるよう

に継続し、また来場者の方々が飽きることのな

いように、特産品を活用しながら、新たな試み

も模索していきたいと考えております。 

 先ほど言われましたＢ級グルメにつきまして

は、実行委員会においても、この点についての

議論がなされ、今回はその集客効果を期待し、

実施したものでもございますが、イベントに対

するニーズは刻々と変化をしており、実施イベ

ントの内容や、その効果を慎重に見きわめなけ

ればならないと考えております。 

 今回、開催される実行委員会におきまして、

これらのことを踏まえ、協議する中で、来場者

の皆さんに楽しんでいただくとともに、この産

業祭をきっかけとして、本市の産業が発展する

ことを目指し、イベントの内容の充実と、その

仕組みづくりを、これから行っていきたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君） マラソン大会、産業

祭ともに、本当に市民が楽しみにしているイベ

ントでございますし、宿毛市のよさを内外にア

ピールする絶好の機会でございます。 

 これからもいろいろなマイナーチェンジ、リ

ニューアルを重ねながら、さらに大きな大会へ

と成長していくよう、執行部の皆様、実行委員

の皆様も御検討をいただき、協議を続けていた

だきたいと思います。 

 そして、私は、余りにレベルの高いすしの早

食い競争からは引退をさせていただきたいと思

っておりますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

 続きまして、２番目の質問、空き家対策につ

いてでございます。 

 私も、空き家が多いということは、非常に聞

いておりましたが、実際、後援会活動の中で、

ほぼ市内全域を回ってみまして、本当にこれほ

ど空き家が多いのかと、実感をいたしました。 

 と同時に、地域の衰退というものも感じまし

た。 

 この５月２６日に、空き家対策特別措置法が

施行されまして、特定空き家、地域の住民の皆

様の生活を著しく、防犯面、防災面、そして衛

生面でも損なうおそれがある空き家に対しまし

ては、行政といたしまして、勧告、命令等がで

きるようになりましたし、強制代執行も可能と

なりました。 

 こういうふうに、国も空き家対策に具体的、

また積極的に取り組む、推進する姿勢を見てお

ります。そしてまた、市としても、取り組みに

大変注目されているところではございますが、
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現在、この宿毛市における空き家の現状、数等

も含め、市のほうでは、どのように把握なさっ

ていらっしゃるでしょうか、お聞かせください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 宿毛市における空き家の状況についての質問

でございます。 

 これまで、宿毛市独自で調査したことはござ

いませんが、高知県土木部が、平成２４年度に

行った調査結果では、宿毛市に１，０６７戸の

空き家が存在することとなっております。 

 なお、この調査は、宿毛市の都市計画区域内

の住宅地図をもとに、机上調査したもので、具

体的には、家屋の表示で、個人名が表示されて

いないものを、空き家として捉えた数字でござ

いました。 

 また、総務省が平成２５年度に実施した住宅

土地統計調査の推計では、宿毛市内の空き家は、

専用住宅で２，２７０戸、店舗等併用住宅で１

２０戸となっております。 

 なお、この統計調査においても、市内全域を

対象に調査したものではなく、一部の地域を抽

出して調査し、定められた標本調査の計算によ

り、推計された数値でございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君） 高知県では、空き家

率は１６．８％、全国の第３位ということもお

伺いをいたしております。 

 これから少子高齢化が進んでまいります。空

き家はどんどんふえていくような状況でござい

ますが、現段階で、どのような取り組みをなさ

っていらっしゃるでしょうか。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 空き家対策についてでございます。 

 危険な空き家の対策につきましては、宿毛市

空き家再生等推進事業補助金交付要綱を定め、

昨年度より、市内にあります、長期にわたり使

用されていない個人の居住用住宅、または空き

建築物で、老朽化が著しく、周囲に対して危険

性があると認めた、危険老朽空き家の除去にか

かった費用の一部を補助金として、交付してお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君） その補助制度という

のは、これまで何件ぐらい活用されてきたので

しょうか。そしてまた、市民の皆様には、そう

いった補助制度があるということを、どういっ

た形で周知をなさっているんでしょうか。お願

いをいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 空き家についての質問でございますが、空き

家の除去事業の要件や実績、あるいは今年度予

算について、このような点についてもお答えを

したいと思います。 

 まず、宿毛市空き家再生等の推進事業の内容

は、市内にあります、長期にわたり使用されて

いない個人の居住用住宅、または空き建築物で、

昭和５６年５月３１日以前に建設されたもので、

危険老朽空き家の測定基準を満たし、宿毛市地

域防災計画に位置づけられた緊急輸送道路、も

しくは避難路、宿毛市耐震改修促進計画に位置

づけられた避難路、もしくは宿毛市津波避難計

画に位置づけられた避難路の沿道、または住宅

などが立ち並ぶ地域に位置するもので、周囲に

対して、危険性があると認めた危険老朽空き家

に対し、１６０万円を上限といたしまして、危

険老朽空き家の除去に要する費用、または固定

資産台帳に登載された延べ面積に、１平方メー

トル当たり１万５，０００円を乗じて得た額の、

いずれか少ないほうの金額の５分の４を補助し
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ております。 

 非常に難しい説明にもなりましたけれども、

平成２６年度の補助実績といたしましては、１

４件、１，５９８万円を補助金として交付して

おります。 

 また、２７年度につきましては、３件、４８

０万円を計上しているところでございます。 

 周知についてということでございますけれど

も、広報及びホームページにより、周知を図る

とともに、地域懇談会など、さまざまな機会を

活用して、より多くの方に周知できるよう、努

めてまいりました。 

 また、空き家の相談に来られた方などに対し

ましても、補助事業のお話もさせていただくな

ど、機会があれば、周知を行っております。 

 空き家除去事業の募集期間等につきましては、

７月の広報にお知らせを掲載する予定となって

おり、相談や補助申請があれば、その都度、聞

き取りや現地調査等を行い、危険性、緊急性等

を勘案し、地域の安全、安心の向上に努めてま

いります。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君） ５月に施行されまし

た空き家対策特措法によりまして、先ほども申

し上げましたが、強制代執行も可能となりまし

た。 

 ただ、そういった特定空き家をつくらないこ

とが、まず第一義でございますので、これから

もさまざまな補助制度を使いまして、できるだ

け特定空き家をつくらない、空き家を減らす、

そしてまた、これから質問を申し上げますけれ

ども、利活用をしていく方向で事業を進めてい

ただきたいと存じます。 

 そして、その利活用についてですが、確かに

私も、宿毛市内を回ってみまして、老朽化が非

常に進んでいる住宅もありますけれども、大変、

管理の行き届いた、状態のいい空き家も数多く

見受けられました。 

 市としては、この空き家の利活用について、

どのように取り組んでいらっしゃいますでしょ

うか。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 空き家の利活用の取り組みについてというこ

とでございますが、移住者支援の一つとして、

空き家情報の提供を、宿毛市のホームページ上

で行っており、今年度より移住相談員として、

臨時職員１名を配置をし、地区長さん等にも情

報をいただきながら、賃貸や売買できる空き家

の掘り起こしを行っているところでございます。 

 まだまだ住める空き家でも、持ち主のさまざ

まな事情により、すぐ賃貸できるところばかり

ではありませんが、少しずつでも紹介できる物

件をふやしていきたい、このように考えており

ます。 

 また、県外からの移住者が居住するために行

う住宅改修や、空き家の荷物の整理、運搬及び

処分費などを補助するＵ・Ｉターン希望者住宅

改修事業費補助金の制度も設けております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君） 空き家に対する利活

用の方法の一つとして、移住者に対する住宅の

提供というのは、推進すべき事業ではございま

す。 

 ただ、利活用が進んでいかないということの

中に、所有者の気持ち、思いというのがござい

まして、例えば、移住者にしろ、誰かに貸して

しまって、その後、居住権等いろいろなことを

主張されて、そのまま家を取られてしまうんじ

ゃないかと危惧されて、なかなか賃貸に踏み切

れないというような声も聞いております。 

 また、売却するにいたしましても、やはり心
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情的に、御先祖様に申しわけないですとか、思

い出の詰まった家を売却することはしのびない

というような、そういった所有者の方の思いが、

なかなか利活用が進んでいかない要因の一つで

あるとも、私は思っておりますけれども、そう

いった方のためにも、また、移住をしてくると

いうことになりますと、やはりその後の生活の

問題もありますし、お子さんもいらっしゃる方

でしたら、教育の問題、さまざまにハードルが

高くなってまいります。 

 また、受け入れる地域の方にいたしましても、

本当にこの地域に溶け込んで暮らしてくれる方

かどうか、やはり地域の皆さんも、いろんな不

安を抱えていらっしゃいます。 

 もちろん、移住をしていただけることは、宿

毛市の人口がふえることにもなりますし、大変

いいことではございますけれども、例えば、空

き家を修繕しまして、短期間の貸し出しをする

というような、例えば、１週間ですとか、長く

ても半年というような期間で貸し出すというの

であれば、例えば、所有者の方なんかも、県外

へ住まれていて、お正月だけは家へ帰ってきた

りですとか、春や秋のお彼岸の折には帰ってき

たいという、そういった方と、うまく話し合い

を進めながら、短期間で貸し出していくような

形もとっていけるのではないかと思います。 

 宿毛には、釣りですとか、またカメラの愛好

家の方には、だるま夕日のベストショットを目

指して、そのだるま夕日のシーズン、例えば１

カ月ぐらい家を借りて、カメラ三昧。また、釣

りの好きな方、釣り三昧、ゴルフ場もいいとこ

ろありますし、そういった、のんびりと趣味を

楽しみたいというような中高年の方に向けて、

短いスパンで空き家を貸し出していくのも、一

つの手ではないかと思っておりますので、また

御検討をいただけたらと思います。 

 本当に、家といいますのは、灯がともって、

人が集ってこその家でございます。空き家とい

うのは、その空き家になりました状況、背景に

は、一つ一つ、家に事情がございます。 

 所有者の気持ち、思いもございますけれども、

地域の皆様、そして所有者の皆様と、連携と協

調をとりながら、また利活用のほうを進めてい

ただきたいと願っております。 

 それでは、そういうこともございますので、

市長、もう一度、利活用について、お考えをお

聞かせください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 議員御質問の空き家の

活用についてでございますけれども、空き家の

所有者、あるいはまた移住者のそういう思い、

さまざまな両者の観点から、この空き家を、お

試し住宅として、活用してはどうか、こういう

質問でございました。 

 宿毛市としては、本年度より、県外からの移

住を検討されている方のために、西町の地域振

興住宅の１室を、お試し住宅として用意をし、

宿毛市の暮らしを体験していただきながら、職

探しや居住探しの拠点として、利用していただ

けるように、宿毛市のホームページや、高知県

の移住者を対象にしたポータルサイトにおいて、

ＰＲしているところでございます。 

 現在までに、このお試し住宅の利用実績はあ

りませんが、今後の利用状況や、ニーズに合わ

せて、議員より提案のございました地域の空き

家を、お試し住宅として利活用することにつき

ましても、積極的に検討してまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君） 今後も、地域の活性

化のためにも、どんどんと空き家を利活用して

いただきたいと願っております。 

 以上をもちまして、私の初めての一般質問を
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終了をさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（岡﨑利久君） この際、１０分間休憩

いたします。 

午前１１時０３分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時１７分 再開 

○議長（岡﨑利久君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） ８番議員の山戸です。 

 早速、質問に入らせていただきます。 

 去る３月議会において、補正予算が成立し、

実行の運びとなった事業の一つに、森林資源活

用人材育成事業があります。 

 この事業は、自伐林家養成塾と、Ｕ・Ｉター

ン雇用支援という２本の柱からなっていて、成

果目標としては、林業従事者の増加ということ

が、新規事業調査表には記載されているわけで

すが、現在の進捗状況について、お尋ねいたし

ます。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） ８番、山戸議員の質問

にお答えをいたします。 

 まず、自伐林家養成塾についての質問でござ

います。 

 この養成塾につきましては、バイオマス材収

入から始める副業型自伐林業と題しまして、５

月１０日に講演会を開催し、５７名の方々の参

加をいただく中、ＮＰＯ法人土佐の森・救援隊

の中嶋健造氏の講演や、株式会社グリーンエネ

ルギー研究所による発電事業や、原木の買取方

法について、説明を行っていただきました。 

 その後、すくも森林塾として、６月７日に第

１回目をスタートさせ、先ほど、御紹介した中

嶋健造氏を講師に招き、佐川町の自伐林家の山

林と、いの町の自伐林家の製材所の視察研修、

そして６月２０日、２１日には、一昨日ですけ

れども、自伐に向けたチェーンソー講習を実施

したところでございます。 

 すくも森林塾へは、質問議員を初め、皆様に

地域で開催の周知を図っていただいたおかげも

あり、多くの方に申し込みをいただき、募集定

員の２０名を達することができました。 

 今度の研修スケジュールにつきましては、自

伐に向けた間伐作業の実技、軽架線集材の実習

など、９月までに残り３回を予定しております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） 二つの事業から成り立

っているということで、もうひとつ、Ｕ・Ｉタ

ーンの関連があるはずなんですが、そちらのほ

うは、どんなふうになっているんでしょうか。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 次に、Ｕ・Ｉターン雇用支援について、説明

をいたします。 

 この事業は、林業従事者の増加を目指し、

Ｕ・Ｉターン者に林業への最長４カ月のお試し

雇用を実施するもので、市のホームページやフ

ェイスブックに募集記事を掲載するとともに、

現在までに、東京、大阪での高知暮らしフェア

２０１５に参加し、高知県への移住に興味のあ

る方へ、宿毛市での林業従事について、御説明

と御紹介をしたところでございます。 

 残念ながら、まだ実績はあがっておりません

が、今後におきましても、県の移住コンシェル

ジュとも連携を密にしながら、都市部での利用

者獲得を図りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） 自伐林家養成塾には、

私も参加させていただいておりまして、毎回、

目からうろこが落ちると申しますか、自伐林業、
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自伐型林業の持つ可能性の大きさに、改めて思

いを深めているところであります。 

 私は、これまで、再三に渡って林業の問題を

取り上げてきましたが、今回は、森林組合など

の事業体による大規模集約型の林業経営とは別

の、小規模な自伐型林業を中心にして、一連の

質問を行いたいと思いますので、どうかよろし

くお願いいたします。 

 昨年の１２月議会における自伐型林業に関す

る私の質問に対して、市長からは、農業と林業

の複合経営や、本業を持ちながら林業に従事す

るといった副業型林業への従事などの展開が想

定されるなど、新たな雇用だけでなく、山に手

が入ることによる森林林業の活性化、また地域

の活性化にも貢献するものとして、私も質問議

員以上に期待を寄せているところであり、また、

可能性を持っているものと考えているところで

あります、という、非常に心強い御答弁をいた

だきました。 

 その観点、御見解は、今でもお変わりないも

のと判断してよろしいのでしょうか。 

 昨日の松浦議員への答弁の中でも述べられた

内容と、重複する部分もあろうかと考えますが、

お尋ねいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 自伐型林業について、私の考えが今でも変わ

りがないかとの質問でございますけれども、本

市の１次産業の発展において、また、地域の活

性化において、豊富な森林資源を活用し、農閑

期に林業に従事するなど、農業との副業型林業

経営や、平日は農業以外の事業に従事し、休日

に林業を行う、休日型林業などの複合経営は、

大きな可能性を持つものであり、自伐型林業へ

の考えは、今も変わっておりません。 

 このことは、市のホームページの市長の政策

と活動にも掲載させていただいているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） 市長の基本的な認識と

いうのは、お伺いいたしましたが、この自伐型

林業を地域の活性化の一つの武器として、導入、

普及、推進していくために、どこまでがお考え

なのか。 

 総論的な、漠然とした期待感などという段階

にとどまらない、具体的な計画をどのように描

いておられるのか。地方版総合戦略の策定に向

けて、検討中などと言われたりしますと、私の

ほうは、これ以上、質問のしようがないという

ことで、非常に困惑いたします。 

 現在、どのような認識というか、ビジョンの

もとに動いておられるのか、その点、お尋ねし

たいと思います。 

 具体的な質問ですが、このすくも森林塾、こ

の事業は単発で終わるにはもったいないし、そ

れこそ自伐型林業の持つ多様な可能性を感じさ

せるスタートラインの事業であり、そこから派

生する、あるいはその根底となってくるさまざ

まな課題が、はっきりと感じ取れる事業である

と、私は認識しています。 

 成果目標に掲げられている林業従事者の増加

という観点からも、この事業を２６年度の補正

予算による事業にとどまった単独、単体の事業

としてしまうことなく、今後も継続していただ

きたいことは、言うまでもないことなのですが、

実は、私がこれから質問しようとすることは、

この事業自体が、どのような計画とリンクして

いるのか。あるいは、どのような計画のパーツ

として、位置づけられているのか。 

 つまり、この事業を突破口としながら、今後、

展開していくべき基本的なプログラムなり、あ

るいは全体的な視野に立ったビジョンなりが存

在するのかどうか、その点、お尋ねいたします。 
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○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 本市の民有林の人工林率、約１万９，０００

ヘクタールは非常に広大であり、これまでも森

林整備を担ってきた林業の事業体だけで全てを

カバーするには、現状では困難な部分がござい

ます。 

 市内の森林資源を最大限活用する方法として、

既存の林業事業体の施業集約化や、高性能林業

機械の導入も、推進していく一方で、かつての

炭を焼いた、薪炭林ですね。薪炭林のように、

みずからが、みずからの山に入り、手を加える

といった林業経営が、バイオマス材利用と、自

伐型林業の普及を機に、今後は林業の一端を担

うものとして、期待できるものであると考えて

おります。 

 具体の目標数値としては、今後、検討の余地

がございますが、１０年後には、この宿毛市内

で専業型の自伐型林業チームが、複数班稼働し、

林業整備を行っているのが理想でございます。 

 そのためには、まず、二、三年後には、複合

型の自伐型林業チーム１班の稼働を目指したい。 

 その足がかりとしての、今年度、実施してお

ります、すくも森林塾でございます。 

 この自伐林業の推進につきましては、計画に

位置づけられたものではございませんが、来年

度におきましても、継続した事業として、また

もう一歩踏み込んだ森林塾の開催を検討してい

く必要があるのではないかと考えております。 

 今後も、この地域における林業振興の大きな

ビジョンを立てて、本当に地産地消、そういう

雇用も含めて、エネルギーも含めて、お金も地

域で回っていく、そして環境を守っていく、そ

ういうこれからの地方を再生していく、壮大な、

私はビジョンとして描かれる事業内容ではない

かなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） 今、壮大なビジョンの

上に立って、展開していくべき事業であるとい

うお答えでございましたが、現在、私が、この

森林塾に参加することを通じて、このような課

題がいろいろあるというのは、また参考に、そ

の辺に関しては、またどのようにお考えか、質

問を続けていきたいと思います。 

 自伐、あるいは自伐型の林業に関心のある方

が、このすくも森林塾に参加して、いざ自分も

と考えたとしたときに、それだけで、すぐにで

も山に入って始められるほど、物事は簡単では

ありません。 

 そこには、幾つもの越えなくてはならない課

題があります。 

 その典型的な例を幾つか挙げながら、質問を

続けたいと思いますが。 

 まず第１は、施業技術の問題です。確かに、

視察を通じて、自伐林家がどのようなことをや

っているのかという概略は見えたとしても、例

えば、作業道のラインの設定や、実作業として

の掘削や、盛り土などの開削方法、間伐する際

の樹木の剪定やら密度など、伐採における作業

を筆頭に、施業上の安全性の確保は言うまでも

なく、将来的な作業道の維持管理や樹木の成長

を見越した、対象林の姿にまで配慮するとなる

と、これはこれで、なかなか奥深いものがあり

ます。 

 さらには、伐採した木材の集材・出荷作業な

ど、自伐型林業は、事業体による大規模林業と

は違う、できるだけ簡略化し、単純化したやり

方を採用するとはいえ、さまざまな技術の習得

が必要となることは明らかであります。 

 この見るとやるとの間にある技術的なギャッ

プを埋めるために、今、何が存在しているのか。

あるいは、市として、自伐型林業技術の普及の

ために、今後、どのような形でのシステムを考
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えておられるのか、その点についてお尋ねいた

します。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 議員御指摘のとおり、数日の実技や講習を受

けただけでは、効率的な作業道の開設や、間伐

施業を適切に実施することは、これはもう簡単

ではなく、現場における実際の作業を通じて、

徐々に技術を習得していく必要があると考えて

おります。 

 研修の終了後、実践におけるスキルの積み上

げにより、技術的なギャップを埋めていく必要

があると考えます。 

 そこで、幡多管内でも、幾つかの自伐型林業

グループが活動しておりますので、本年５月に

発足した、幡多地区小規模林業推進協議会とい

った枠組みを活用した、グループ間での連携や、

情報を共有、また研修修了生同士による情報共

有を推進し、これもスキルアップにつなげてい

けたらと考えております。 

 また、先ほどの答弁でも、少し触れさせてい

ただきましたが、来年度におきましても、本年

度実施している、このすくも森林塾よりも、施

業に特化した講座を、別途開催することも検討

していきたい、このように考えておりまして、

今後、そのような形を含めて、このシステムと

いうものを、全体的に組み立てていく必要があ

るのではないかというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） 次に、その活動の舞台、

つまり山林の境界の問題です。 

 先日、私たちがすくも森林塾の視察で訪れた

佐川町のヒノキ林。現在、間伐を行っておられ

る方のおじいさんの持ち山で、４０年ほど前に

植林したとお聞きしていますが、４０ヘクター

ルの広さがあって、時々、知人に手伝ってもら

ってはいるけれども、原則、その方がひとりで、

年間４ヘクタールずつ間伐を行っているために、

最後の区画の間伐が終わるまでには、１０年が

かかる。 

 １０年という期間があれば、最初、間伐した

区画の樹木は成長して、次の間伐期に入ってい

く。４０ヘクタールのヒノキ林なら、１０年サ

イクルで毎年、本数こそ少なくなっていくけれ

ども、間伐を行う樹木のサイズが拡大するため

に、収穫する木材の量においては、大きく減少

することにはならない。 

 現在、２２歳。高校を出てまだ４年というそ

の方は、今後、生涯にわたって、一切、植林す

ることなしに、この山一つで生計を立てながら

やっていけると、そのような説明を受けました。 

 そして、幸いなことには、佐川町のこの地域

では、既に国土調査が終了していたために、山

林の境界をめぐるトラブルは一切なしに、自伐

林家としてスタートすることができたとも聞き

ました。 

 さて、宿毛市、国土調査は進んでいない、山

に入って植林を積極的に行ってきた世代の方々

は少なくなってきた上に、山が金にならない時

代が続く中で、山林は放置され、境界さえも明

確には知らないという、そういう世代が大勢を

占めるようになっている。 

 そのような状況の中で、市には、何ができる

のか。 

 ３月議会の浅木議員の質問に、市長は、森林

組合が行っている森林境界明確化促進事業と、

国土調査事業との相違点について触れた後で、

森林境界明確化促進事業は、より多くの時間や、

人員を必要とする国土調査より、早期に現地を

把握できる重要な事業として、早急に推進して

いかなければならないものと考えております。

と、このように御答弁なさっています。 

 境界の問題は、あくまでも民間の当事者同士
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の問題なので、市は一切、関与しませんという、

そういうことではない点、私は市長の答弁を心

強くお聞きしたことでしたが、自伐型林業を行

いたいと希望する山林の所有者が、境界の確定

を行いたいとするときに、市として、何ができ

るのか。 

 この市長による御答弁が、どのように実を結

ぶことになるのか、その点、お尋ねいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 山林所有者が、自身の山林境界を確定したい

ときに、市として、何ができるかという質問で

ございます。 

 ３月議会で答弁させていただいたように、国

土調査が実施されていない箇所における森林明

確化事業は、重要な事業であると認識している

ところでございますが、当該事業につきまして

は、高知県境界明確化促進事業費補助金による

事業で、県の財源として、全額、国の森林整備

加速化林業再生基金を活用した事業となってお

り、県に確認したところ、本年度をもって事業

が終了するとのことであり、本年度事業につき

ましては、箇所づけがなされているとのことで

ございました。 

 しかしながら、市といたしましては、国土調

査が入っていない箇所で、早期に現地を把握で

きる重要な事業であると、認識もしております

ので、県等に対しましても、同程度の補助率で

事業が実施できるよう、今後におきまして、要

望してまいりたいと考えております。 

 現状のところは、こういうところでございま

す。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） ただいまの答弁に対し

て、再質問がございます。 

 本年度で事業が終了するということですが、

この事業、具体的にはどのような内容で、どの

ように展開されてきたのか、その点についてお

尋ねいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 再質問にお答えいたし

ます。 

 境界明確化事業につきましては、その目的と

事業内容は、路網整備の実施に向け、境界調査

が必要な森林において、森林所有者等からの境

界調査の同意を得るとともに、立会等による境

界確認及び境界調査による事業実施区域、及び

面積の確定作業を実施するといったものであり、

本市におきましては、宿毛市森林組合が平成２

２年度から取り組んでおり、平成２７年度の計

画分を含めますと、約６６０ヘクタールにおい

て、境界の確認とくい打ち、及び周囲測量が実

施されることとなります。 

 これまでの成果は、その後の間伐等の施業へ

の活用や、また、平成２５年度以降の効果につ

いては、そのほとんどを森林経営計画策定へ向

けての、ベースとしての、これを活用している

とお聞きをいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） 関連の質問ですが、今

の説明では、この事業計画、開発計画が先にあ

って、そのための境界を確定するために補助が

出ているという、そういうような内容にとれる

んですけれども、では、仮に、ある個人が、自

分の持ち山はどこそこの地域にあるとは聞いて

いる。 

 それに、固定資産税も幾ら幾ら払っていると。

しかし、それが具体的に、どこからどこまでの

範囲なのか不明確なので、確定したいとなった

際に、境界を接する他者名義の山林が何筆あっ

て、それぞれの所有者名義は誰々であるという

情報は、現在、どこでどう確認すればいいのか。

そういう山林者に対する名義確認の方法につい



 

－ 77 － 

て、まずお尋ねいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 森林所有に関する名義

確認の方法、このことについてお答えいたしま

す。 

 まず、自分の山林の地番がわかっておられま

したら、税務課に来ていただければ、当該地区

の切り図を閲覧することができますので、所有

している山林に、隣接する土地の筆数、地番を

確認することができます。 

 地番等を確認していただけましたら、高知地

方法務局四万十支局におきまして、山林に接す

る地番の登記事項証明書を発行依頼していただ

くことにより、登記名義人が誰になっているの

か、おわかりになることができますので、山林

所有者双方が、現地立会で確認することにより、

境界を確定することができることとなります。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） この境界関連の質問が

続きますけれども、市として、そのような境界

画定に対して、つまり現地での実際の作業に対

して、一体、何が可能なのか。 

 このような境界画定を希望する山林所有者に

対して、どのような助言や補助ができるのか、

その点についてお尋ねいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 現状では、山林所有者おひとりのみの境界画

定に対して、補助できる事業は、残念ながらご

ざいません。 

 しかしながら、境界確定後の施業実施の考え、

地域で面的なまとまりを持てるものであれば、

市といたしましては、森林経営計画の策定に向

けた制度である、国の森林整備地域活動支援交

付金、これを活用し、境界明確化を行うことを

お勧めするすることができます。 

 面的にまとまらず、山林所有者が境界画定を

したいという場合は、既存で本交付金事業を活

用して、境界明確化に取り組もうとしている対

象山林に位置づけることができる場所の山林で

あれば、境界明確化を図れる可能性もございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） 境界明確化の問題は、

なかなかこれはいろいろあるということで、国

土調査も積極的に進めていただくことを希望し

て、次の問題に移ります。 

 次は、事業者と山林所有者とのマッチングの

問題なんですけれども、山林の所有者が自力で

間伐を行って、山を維持していこうとするケー

スとは別に、高齢化や後継者の不在等々の理由

によって、誰か自分の所有している山の面倒を

見てくれる人がいないだろうかと、そういう声

が私の耳にも入ってきます。つまり、山はあっ

ても、作業を行うだけの労力がないために、不

本意ながら、間伐なども行えないまま、放置せ

ざるを得ないという、山林所有者のケースです。 

 また、その反対に、林業に興味があって、で

きることなら移住してでもやってみたいという

方々も、冒頭にお尋ねした森林資源活用人材育

成事業のＵ・Ｉターンの雇用支援事業では、ま

だ反応がないとのことでしたが、そういう方々

が、都会の若者を中心に、少なからず存在する

と聞いています。 

 現に、私の住んでいる山田にも、この春から

御家族で移住されて、林業関係の事業体で働い

ている、大阪出身のＩターンの方がおられます。 

 この方の家は、市のホームページを通じて、

空き家を借りることができたと、そういうふう

に聞いておりますが。 

 もともとその方は、電気工事の仕事に従事さ

れておったようですが、山の仕事、林業関係の
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仕事を前からやりたかったんだ、そういうふう

に語っています。 

 言うならば、需要者と供給者が、間伐を中心

とした山林の維持管理に関しても、潜在的に存

在する。この潜在的な需給関係を、組織化して

いくことができるならば、これまで放置されて

きた山が、新たな事業展開の場として、よみが

える可能性が出てきます。 

 市長は、昨年１２月議会における私の質問に

対して、事業者と森林所有者をマッチングする

仕組みづくりが必要であると考えております。

また、県におきましても、この仕組みづくりの

実現に向けて、調整中であるとお聞きしており

ますので、今後におきましては、県や市町村、

事業者が連携を図りながら、取り組んでいかな

ければならないと、このように考えております、

と御答弁いただいておるわけです。 

 その点、現在、どのような方向に動いている

のか、お尋ねいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 それに関しましては、県下におきましては、

高知県が事務局となり、小規模林業の推進のた

めに、林業に関する知識、技術の向上、小規模

林業の実践者の育成などを目的として、小規模

な林業事業者を会員とし、市町村、森林組合が

オブザーバーとして参画する中で、平成２７年

１月に、高知県小規模林業推進協議会が発足い

たしました。 

 また、幡多地区におきましても、先ほど触れ

させていただきましたが、県協議会と連携を図

り、幡多地域の小規模林業の推進に取り組むこ

とを目的とし、本年５月に、幡多地区小規模林

業推進協議会が発足しております。 

 この協議会におきましては、森林所有者と事

業者のマッチングにつきましても、検討してい

く予定となっておりますが、発足したばかりで

あり、現時点では、マッチングの仕組みづくり

までは至ってない状況になっております。 

 先ほどから質問議員が言われますように、技

術面や境界の画定など、さまざまな課題はある

わけでございますが、今後の課題を踏まえて、

この協議会において、会員共通の課題として協

議していく必要があると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） 今、仮に、この間伐に

よる手入れを希望する山林所有者の存在が、登

録なりリストアップなりされたとしても、いわ

ば先祖伝来の財産である山林の長期的な経営を

他人に委ねておくなどということは、思うほど

簡単ではありません。 

 誰でもいいから、山の手入れをしてくれる人

がおったら、それこそわしゃいつでもと、そん

なふうに言ってはいても、いざとなるとなかな

か簡単には進まないのが現状です。 

 ここでは、Ｉターンや移住者の受け入れに関

する個別的な問題や、課題については取り上げ

ませんが、休耕地があちこちあっても、いざＩ

ターンの移住者の方が、農業を始めたいという

ことで借りるとなると、なかなかすんなりとは

いかないという事実があります。 

 先日、私はＵ・Ｉターンの方々の会合に参加

させていただきましたが、どこの馬の骨ともし

れない、まさしくそういう馬の骨という表現を、

あるＩターンの方が口にしていましたが、そう

いう素性の知れない人間には、なかなか田畑は

簡単には貸してもらえないのが実情であると、

そういう報告がありました。 

 この件は、先ほどの川村議員による空き家の

質問の際にも共通することだと思うのですが。 

 山林の間伐による維持管理にしても、森林組

合などの、地域と密着した活動を続けている事

業体は別として、また、材木を１トン幾らの単
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位なり、１山幾らの単位なりで買い取って、開

発するというケースならともかく、自伐型の長

期的な森林の開発、管理を目的に、見も知らな

い、よその土地から来た若者が、林業に興味が

あります、やらせてください、それだけでは、

それならお任せいたしますにはなりません。な

かなかなりません。 

 その意味で、あの人にならといってもらえる

だけのものを、自伐型林業をやりたいと思う側

が、山林の所有者に提示できるようになる必要

があるわけです。 

 地域での関係、少なくとも山林所有者との信

頼関係を築くための時間と実績が、正式に山林

に着手する、それ以前の段階で要求されること

になります。 

 そこで、これは先ほどの自伐型林業技術の普

及という質問と関連することになりますが、ど

こかの山林を対象に、技術の習得を行うと同時

に、山林所有者に対するデモンストレーション

と、Ｕターン、Ｉターンを含めた自伐型林業を

志向する移住者を含めた方々の実績づくりを兼

ねた形の、長期的な山林施業を、一種のモデル

事業として導入する、そういうつもりはありま

せんか。 

 そんなことが、すぐにでも実施可能な市有林

はありませんか。 

 例えば、佐川町では、町有林をフィールドに、

林業に特化した形で地域おこし協力隊を募集し

て、現在、５名の方が活動しているとお聞きし

ていますが、宿毛でも、同様の事業展開はでき

ないものでしょうか。 

 そうして、将来、それもそう遠くない将来、

山林所有者からの委嘱を受けた形での、長期的

な間伐による山林管理の体制をスタートできる

ようにして、Ｕ・Ｉターンの移住者を初めとす

る若者の仕事確保と、定住に向けての突破口を

開く、そういうきっかけをつくる。そうすれば、

卑近な話で言うならば、森林局の研修にも、わ

ざわざ長い時間をかけて、遠くまで視察に行く、

その必要はなくなります。 

 地元の方々にとっても、副業型の自伐型林業

のサンプルにもなっていくわけです。 

 地域でこれから育っていく若者たちの就業機

会の拡大にも役立つ、そういう事業になるはず

です。 

 その点、どのようにお考えか、お尋ねいたし

ます。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 議員から、先ほど御指摘があったとおり、新

たに自伐林業を経営していくためには、実践を

通したスキルアップが必要であり、その技術の

習得のため、またＵ・Ｉターン施策に対する御

提案と受けとめさせていただきました。 

 現在、市有林につきましては、その多くは、

近年に間伐施業を実施しており、また、皆伐地

においても、今年度から植栽を行う予定として

いることから、現在、宿毛市の市有林で、地形

的条件等を考慮した中では、Ｕ・Ｉターンを含

めた、新たな自伐林家の育成場所としての適地

があるとはいえない、そういう状況になってお

ります。 

 そうしたこととかも、本市の場合、お試し雇

用により、Ｕ・Ｉターン雇用支援を行うことに

しておりますけれども、これにつきましても、

お試し雇用満了後は、引き続き雇用先への雇用

を期待しているところでございます。 

 しかしながら、技術の習得、またフィールド

の確保は、自伐林業推進の課題でもございます

ので、御提案いただきました市有林のフィール

ドの提供につきましては、ニーズを見きわめな

がら、今後、施業まで、一定の期間がございま

すので、検討もしてまいりたいと考えておりま

す。 
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 また、市有林に限らず、このような市内の中

に適する、そういう土地が提供できるようであ

れば、行政としても、協力を要請しながら、そ

ういう施業地、訓練していく場所も確保できた

らなというふうな思いは持っております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） 今のお答えなんですけ

れども、先ほど、御質問いたしました、事業者

と森林所有者をマッチングするという問題とも

関連するものですが、市がその事業者となって、

Ｕ・Ｉターンの方々を初めとする、施業のほう

の事業者となって、個人所有の森林をフィール

ドとして使わせてもらうような形がとれれば、

別段、フィールドとなる森林は、市有林でなく

ても構わないわけです。 

 市はオブザーバーとして参加するなどという、

いうならば、他人任せの体制に頼るだけではな

しに、もっと積極的な取り組みがありはしませ

んか。 

 先ほど、私が言いましたように、間伐による

手入れを希望する山林所有者の存在を、市とし

て把握していけば、自伐林家育成のためのフィ

ールドとして、提供していただくことも可能だ

ろうし、自伐型林業を志向するＵ・Ｉターンや、

あるいは当市在住の方々への情報提供、つまり

森林所有者と事業者とのマッチングを進めるこ

とにもなるように思うのですが、その点、いか

がなものでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 幡多地区の小規模林業推進協議会へは、オブ

ザーバーという形で参画はしておりますが、こ

れは規約上、市町村がオブザーバーとなってい

るためであり、自伐林家の推進に向けて、他人

任せにしているという考えは、全く持っており

ません。 

 市として、すくも森林塾を開催していること

も考えてもらえれば、それは御理解いただける

と思いますが、マッチングにつきましても、主

体的に協議会で発言をし、議論をしていきたい、

このように考えております。 

 質問議員が言われます、市町村が主体となる

マッチングにつきましては、想定もしていると

ころでございます。 

 協議会で議論をしていきたいと答弁をいたし

ましたのは、その手法も含めて、議論をしてい

きたい、このような考えでございますので、御

理解いただきたいと思います。 

 次に、間伐による手入れを希望する山林所有

者の山林を、自伐林家育成のためのフィールド

としてはどうかとの質問でございますが、これ

までも、技術面の課題が出ておりますが、一定

のスキルアップをしてからでないと、個人所有

の山林を伐採するということは、いろいろ難し

いのではないかと、このようには考えておりま

す。 

 そういった意味も含めて、さきの御質問でも、

本年度実施しております、すくも森林塾よりも、

施業に特化した講座の特別開催の検討、また市

有林を自伐林家育成のためのフィールドとして、

提供していくことも考えていきたいと、答弁さ

せていただいたところでございまして、さまざ

まな角度から、この点については検討していか

なければならないと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） 山戸 寛君の質問の途

中ですが、議事の都合により、この際、午後１

時まで休憩いたします。 

午後 ０時００分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時０２分 再開 

○議長（岡﨑利久君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 
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 山戸 寛君の一般質問を継続いたします。 

 ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） 施業する場所が決まれ

ば、次は実際の作業ということになる。 

 最低でも、軽トラは不可欠でしょうし、チェ

ーンソーその他の伐採道具とか、作業道をつけ

るためのパワーショベル、伐採した樹木を集め

るための集材機など、さまざまな機材や道具が

必要になるわけです。 

 先述した佐川町の２２歳の方の例では、作業

道の幅員は２．５メートルと狭くても、道と道

との間隔は、３０メートル以下に抑えるという

ことで、小型のユンボと、小型の集材機で十分、

ことが足りていると、そういうふうにお聞きし

ました。 

 公的な補助に頼らなくても、自立してやって

いける、自伐型林業というのは、そういう形に

なるのでしょうけれども、やはり初期段階の投

資が必要なことに変わりはありません。 

 佐川町の場合には、作業道の開削には、県の

補助金に上乗せして、町からも補助金が出ると、

そういうことでしたが、小規模な設備での自伐

型林業を展開するについて、市として、どのよ

うな補助が、現在、可能であるのか。 

 つまり、どの程度の補助金が期待できるもの

なのか、その点についてお尋ねいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 現在の小規模な自伐林業者に対する支援策に

ついてでございます。 

 間伐を支援する事業として、県単独事業の緊

急間伐総合支援事業がございます。自伐林業者

が、みずからの山林の搬出間伐を実施する場合

に、ヘクタール当たり１８万３，０００円を補

助する事業となっており、作業道の開設につき

ましても、幅員２．５メートルの作業道を開設

する場合には、１メートル当たり１，０００円

の補助を行うこととしております。 

 また、高知県では、原木増進推進事業として、

先ほど説明した高知県小規模林業推進協議会の

会員向けに、林業機械のレンタル料を２分の１

補助する事業を実施しております。 

 これが、現在の事業でございますけれども、

先般もお答えしましたように、将来において、

さまざまな作業がずっと出てくる、そういう状

況で進んでくるのであれば、また市としても、

独自の対応は考えていかなければならない、そ

のように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） その点、どうかよろし

くお願いします。 

 次は、森林経営計画について、お尋ねしたい

んですけれども。 

 とりわけ、広葉樹林の森林経営計画について、

お尋ねいたします。 

 私の認識不足か、あるいは誤解がかなりあっ

て、どっちが正しいのか、自分でも判断できか

ねる状況なのでお尋ねしますが。 

 森林経営計画と聞くと、どうしても間伐やら

植林やらという概念が先に立って、杉、ヒノキ

を中心とする人工林が対象だという、そういう

イメージがあるわけです。 

 しかし、インターネットで見る林野庁の説明

によれば、一体的なまとまりを持った森林にお

いて、計画に基づいた、効率的な森林の施業と、

適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な

機能を十分に発揮させることを目的としていま

す。 

 森林という言葉を再三使われる、何ともあれ

なんですけれども、とあるだけで、森林は人工

林に限りますとはないわけです。 

 この記述なら、広葉樹林も十分、対象になる、

そう思うんですが。 
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 ところが同じく、林野庁の説明では、森林経

営計画の主な記載事項として挙げられた７項目

の中に、特に２項目めの、計画対象森林の現況、

並びに間伐及び主伐の施業履歴と、また同じく

３項目めの、伐採、造林及び保育の実施計画、

この二つの項目をそのまま見ると、天然更新が

可能で、造林などという概念からはほど遠い印

象のある広葉樹林は、シカの食害から守るとい

う意味での保育は該当するとしても、これはど

う考えればいいんだろうと。 

 私のような素人は、わけがわからなくなって

くるわけです。 

 広葉樹林も対象となる森林で、一定の面的な

基準を満たすならば、森林経営計画を立てて、

登録というか、市町村長の認定を受けることが

可能であると、そういうことでいいのでしょう

か。お尋ねいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 議員最後に質問をされましたけれども、広葉

樹林の森林経営計画につきましては、質問議員

が言われるとおりでございます。 

 森林経営計画の対象となる森林は、一体的な

まとまりを持ったものであれば、人工林のみに

限ったものではなく、例えば、広葉樹林のみで

も、森林経営計画を策定することは、可能とな

っております。 

 広葉樹林、すなわち天然林の場合には、間伐

などの保育という概念は適用されず、皆伐の後、

更新は萌芽、芽が出ることによる天然更新とい

うことになります。 

 人工林の場合、適正な管理育成が求められま

すので、計画期間内に必ず間伐を行わなくては

ならない、最低基準などがございますが、天然

林の場合には、この基準は適用されません。 

 ただし、皆伐となると、伐採限度量という制

限が生じまして、これは人工林、天然林共通し

たものでございますが、例えば、３０ヘクター

ルのまとまりを持った森林について、その全て

を５カ年の計画期間内に皆伐するという内容で

は、森林経営計画として、認定することはでき

ません。 

 森林を構成する樹種及び林齢によっても、差

が出ますが、３０ヘクタールのまとまりを持っ

た森林の伐採限度量は、おおむね５カ年で１０

ヘクタールとなります。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） お話を聞いてて、本当

にわかりにくいんですね。 

 再質問を行います。 

 広葉樹林は間伐ではなく、皆伐で天然更新と

いうことでしたが、３０ヘクタールの森林で、

伐採限度量はおおむね５カ年で１０ヘクタール

ということでした。 

 私の考えでは、皆伐というのは、みんな切る

ということだと思うのですが、ただいまの御答

弁に従えば、皆伐ということについて、どうも

別途の意味がある。 

 皆伐というのは、二重の意味を持っているの

かな。ダブルスタンダードになっているような、

そんなふうにもとれるんですが、その点、御説

明願います。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 先ほどの質問していただきましたようなこと

につきましては、担当課のほうで詳しく、資料

等も持っておりますので、お聞きいただければ、

だんだんに納得していただけるものとは思って

おりますけれども、ここでもその内容等につい

て、概略について説明をさせていただきます。 

 伐採限度量は、森林経営計画において、森林

資源の持続性の担保、これが求められており、

森林は毎年、少しずつ成長しておりますけれど
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も、森林経営計画の認定基準として、計画期間

内の成長量を上回る材積を、皆伐により、伐採

することは、人工林であれ天然林であれ、認め

られておりません。 

 今回、仮にあげた３０ヘクタールという数値

は、５０年生の広葉樹林が、３０ヘクタールあ

るという条件で、森林経営計画を立てる場合に、

森林経営計画の認定基準に照らし合わせて、伐

採限度量を計算した結果、その伐採限度量は、

材積で約１，０００立米に相当しますので、面

積換算では、およそ１０ヘクタールとなるとい

うものです。 

 最後に、皆伐という用語についてでございま

すが、林業用語といたしましては、区域の大小

にかかわりなく、材木を一定のまとまりをもっ

て伐採することを、皆伐といっておりますので、

一山全てを伐採することも、また一山の中で一

部の区域を全て伐採することも、皆伐に該当す

るということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） ますますわからんよう

になってきましたので、これは、先ほど市長が

言われましたように、担当課でまた詳しく教え

てもらうことにいたします。 

 あと、今の問題の質問なんですけれども、宿

毛市に、現在、広葉樹林を対象とした森林経営

計画が提出され、認定されている例があるのか

どうか。 

 １２月議会でも取り上げさせていただきまし

たが、この広葉樹の活用の問題。以前は木炭の

原料として、特に農家の副業的な側面もあって、

大いに活用されていた広葉樹が、今は放置され

て、それこそ文字どおり、山のようになってい

ます。 

 そんな中で、株式会社グリーンエネルギーに

よる発電用のチップの原材料として、販路が開

ける形となってきた。これを活用しないという

手はないわけです。 

 その際の木材の買取価格の問題ですが、未利

用材に分類されるか、一般木材となるかでは、

単価に大きな差が生まれる。 

 杉、ヒノキなら、未利用材の間伐材であると

いえても、広葉樹がたとえ森の中から間引いて

切ってきた木であったとしても、これは間伐材

とはならない。 

 そうすると、広葉樹を有利に販売するために

は、この森林経営計画の有無が大きな意味を持

つことになるし、森林の管理保全という意味で

も、重要な役割を果たしていることが想定され

るわけです。 

 市として、広葉樹林の森林経営計画の策定に

対して、指導なり助言なり、あるいはひな形と

なる申請書類等々の提示など、どの程度の対応

が可能なのか、お尋ねいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 現在、宿毛市で認定されている森林経営計画

は、２２計画、２，２８４ヘクタールとなって

おりますが、この中で、広葉樹林のみで策定さ

れた森林経営計画はございません。 

 これまでは、補助事業を活用した間伐などの

施業を主体としておりましたので、森林経営計

画も、人工林を対象としたものに特化されてお

りました。 

 天然林を計画の対象とすることは可能であり、

皆伐の計画がある場合は、伐採限度量の制限も

あることから、まとまりが広くあればあるほど、

有利に働くことになります。 

 そのため、既存の森林経営計画のすき間を埋

める形で、天然林を新たに計画森林に追加して

いく手法、またはこれから計画の策定を行う場

合であっても、今後の有利な活用を見越して、

積極的に、天然林を計画区域に含めていくなど
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の、そういう対応を、これから働きかけていき

たいと考えております。 

 しかしながら、個人が森林経営計画を策定で

きるかというと、山林は所有規模の零細な集ま

りでございますので、作成手間の面で、実現は

なかなか困難であると考えております。 

 市といたしましては、先ほど言われましたよ

うに、書式等や、関係資料の提示はできますが、

先ほども申し上げましたように、作成手間の関

係から、個人でも策定は難しい問題もございま

すので、森林所有者間で合意形成を行うことが

前提ではございますけれども、計画の策定業務

を、森林組合や素材生産業者などに委託し、施

業の実行は、みずからで行うといった方法も提

案をしていきたい、このように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） るるお答えいただきま

した。 

 今回は、自伐型林業の持つ可能性と、そのシ

ステムを活用した地域おこしを考える上でのさ

まざまな課題の一部分を、それもほんの一部。

トバ口の部分だけですけれども、取り上げさせ

ていただきました。 

 宿毛市として、今後の対応が必要と思われる

事項も、その中にあらわれてきたものと思って

おります。 

 すくも森林塾から始まるこの事業には、広大

な裾野というか、行政としての考え方、やり方

次第では、単なる森林資源開発や森林管理の範

疇を超えたものとして、地域活性化のために、

大きく貢献する事業展開が可能となってまいり

ます。 

 これからの拡充に向けて、真剣に、本気で取

り組んでいかれることを期待して、私の一般質

問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（岡﨑利久君） この際、５分間休憩い

たします。 

午後 １時２０分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時２７分 再開 

○議長（岡﨑利久君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 ４番山岡 力君。 

○４番（山岡 力君） ４番の山岡でございま

す。 

 私の質問は、海上自衛隊誘致に関し、三つの

論点に区分けいたしまして、質問いたします。 

 まず、初めに、防衛庁への要望の内容のこと

であります。 

 私の手元には、第１回目の平成２５年２月１

３日の要望書と、ことし２月２４日の第５回目

の要望書の２枚を参考に、質問いたします。 

 この２枚目の要望書の内容を読んでみますと、

第１回目では、単に海上自衛隊潜水部隊及び掃

海部隊の誘致が主な要望の内容だったところ、

第５回目の要望書では、私どもが、日ごろ聞き

なれない語彙の入った、統合近傍作戦本拠地と

いう概念が記載されております。 

 この第５回目の要望書は、内容も知らない市

民がたくさんおられると思いますので、読み上

げさせていただきます。 

 重要港湾宿毛湾港等の利活用について。 

 平素より、宿毛市政発展のために格別な御高

配を賜り、深く感謝申し上げます。 

 宿毛市は、古くは旧海軍の時代から海上自衛

隊の皆様との交流が深く、これまでも宿毛商工

会議所等の民間団体と行政が一体となって、自

衛艦の宿毛湾港への寄港誘致活動に取り組んで

まいりました。 

 また、市議会においても、昭和５７年３月に、

海上自衛艦寄港誘致促進に関する決議を可決す

るなど、まさに官民あげて自衛隊の寄港を歓迎
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しているところでございます。 

 国の重要港湾に指定されております宿毛湾港

は、太平洋に向けた玄関口であり、四国南西地

域で唯一の、マイナス１３メートルの水深を確

保した大型岸壁を有していることから、リマ海

域における訓練に際しても、燃料や水、食料の

補給等に関して、効率的に対応できるものと考

えております。 

 さらに、自衛隊の皆様を快くお迎えし、安心

して休息いただけるよう、行政のみならず、宿

毛商工会議所や宿毛市観光協会、防衛協会宿毛

支部、自衛隊父兄会等の関係者が協力して、受

入態勢の充実に取り組んでおりますので、自衛

隊員の皆様に、必ずや御満足いただけるものと

考えております。 

 また、高知県においては、近い将来、予想さ

れる南海トラフ巨大地震への対策は、喫緊かつ

最大の課題となっており、四国南西地域への支

援物資の搬入や、自衛隊員を初めとする支援部

隊の受入場所として、宿毛湾港や、県内に４カ

所設置される総合防災拠点の一つであります宿

毛市総合運動公園が位置づけられております。 

 しかしながら、地震発生時には、高知県香南

市に駐屯する陸上自衛隊第５０普通科連隊から、

１中隊がこの地域へ派遣されることになってお

りますが、昨年行われた図上演習では、道路決

壊により、派遣に２から３日を要することが判

明し、計画の見直しが行われております。 

 一方、日本の防衛においては、新防衛大綱に

おいて、総合運用能力評価の結果を踏まえ、南

西地域の防衛体制の強化を初め、海上優勢及び

航空優勢の確実な維持に向けた防衛力整備を優

先することとし、幅広い後方支援基盤の確立に

配慮しつつ、機動展開能力の整備も重視すると

されておりますところ、宿毛地域は、南西地域

の近からず遠からずの後背地としての地勢的条

件を固有に備えており、物資の集積、装備品の

整備、海上・航空・地上輸送、後送、事前の展

開準備、これを各部隊編成、訓練などを行うた

めの統合近傍作戦根拠地として、最適の候補地

と思われます。 

 つきましては、それらの諸事情を御考慮いた

だき、また本市はもとより、四国西南地域全体

の活性化と、地域住民の生活を守るためにも、

宿毛湾港を初めとする当地域の活用について、

自衛隊の格段の御配慮を賜りますよう、御要望

申し上げます。こうなっております。 

 第１回目の要望書の内容では、海上自衛隊潜

水艦部隊、掃海部隊の誘致の請願でありました

が、第５回目では、この統合近傍作戦根拠地と

いう概念が入っている内容に、飛躍がある印象

を受けます。このような内容の変容について、

また陸海空部隊が、全部誘致要望書に入ったこ

とについては、責任者の市長より説明を求めま

すが、その統合近傍作戦根拠地とは、一体、い

かなる概念を持って呼称するか、具体的に御説

明を求めます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） ４番、山岡議員の一般

質問にお答えいたします。よろしくお願いいた

します。 

 質問で準備していた、聞き取りの内容と若干

違う部分があるわけですけれども。 

 先ほど言われたような、作戦、近傍作戦です

か、あれはやはり、非常に地理的に有利な条件

にあるところだという書き方の表現だと、私は

思っております。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） ４番山岡 力君。 

○４番（山岡 力君） そういうことですか。 

 この５回目の防衛庁への要望では、先ほどの

５回目の要望書では、沖本市長、浦尻議長、田

村会頭の判がございますけれども、そのほかに
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御出席の方、よろしければ教えていただきたい

と思います。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 同行していただいたのは、中西前県議と、加

藤 漠県会議員だというふうに聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ４番山岡 力君。 

○４番（山岡 力君） ありがとうございます。 

 中西元県議の御出席があったということで。 

 この方は、非常に防衛省というか、好きな方

でございまして、この中西さんが、ホームペー

ジでブログを出しております。それをちょっと

読まさせていただきますので、しばらくお聞き

ください。 

 中西元県議は、自身のブログ、２０１３年６

月２１日付で、ことし、２０１３年ですけれど

も、４月１１日に防衛省に河野海上幕僚長を訪

れた際に、私が再度を話をしたら、河野幕僚長

が防衛部長にすぐに指示されたと。その結果が

今回の宿毛湾港入港となったものであると。 

 何が入港したかといいますと、そのとき、寄

港した艦船は、海上自衛隊の第１輸送隊の輸送

船「おおすみ」であります。 

 おおすみは、基準排水量が８，９００トンで、

全長１７８メートルの大型艦であります。 

 この艦船は、ドック型揚陸船と呼ばれるもの

で、ホバークラフト型上陸用舟艇ＬＣＡＣを２

隻搭載しており、これの訓練用砂浜が静岡県沼

津市と硫黄島にしかないと。 

 沼津市は使える日が少なく、硫黄島に行くに

は往復１週間かかるそうです。 

 このブログ掲載分での要望どおり、これはも

う中西さんの言葉ですけれども、１８日火曜日

に、ＬＣＡＣの訓練用の砂浜の候補地の一つと

して、大月町白浜のほか５カ所、中西元県議、

宿毛防衛協会の田村支部長、海上自衛隊ＯＢな

ど７名で視察。その際に写した写真も、きれい

に掲載をしております。 

 もう一方、元国会議員だった平野貞夫氏のブ

ログも、御紹介をいたします。 

 これは、国づくり人づくりの政治講座と銘打

ちまして、平野さんのブログに、御自身が掲載

しているものでございます。 

 湾岸戦争が終わった平成３年の春であった。

衆議院委員部長をやっていた私のところに、防

衛施設庁の幹部が訪ねてきた。要件は、沖縄の

米軍海兵隊を山口県岩国に移転する計画がある

が、巨額な経費が必要となる。 

 平野さんのふるさとの高知県西部に国有地が

あり、近くには、戦前、日本海軍の演習港だっ

た宿毛湾がある。経費も極めて安く済む。協力

してくれないかと、こういうものであった。 

 詳しい説明を聞きますと、岩国にある米軍基

地を拡大するために、滑走路をつくるため、海

の埋め立てと漁業補償などがございまして、総

額、大体１兆３，０００億円を必要としますと。 

 それに比べ、高知西部の三原村と、土佐清水

市の間にある山間部の丘陵が国有地で、ここに

は４，０００メートルの滑走路の建設が可能で、

推定総工事費は約３，２００億円だと。４分の

１の経費で済む。国費の無駄遣いとならないた

めにも、高知西南部が適当だと、こういうこと

を言っております。 

 また、当時、中内、私と同じ名前の力という

ことですけれども、中内高知県知事と、極秘事

項として相談して、私が構想したのが、米軍海

兵隊の移転と、ストレートな表現はしないこと

にしたと。 

 当時、国連ＰＫＯ法案を作成中だったので、

国連ＰＫＯ訓練センターの建設と、こういう名

目にすることにしたと。 

 自衛隊、米軍、場合によっては国連多国籍軍

といった、国際貢献を役割とする組織のセンタ
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ーをつくろうというものである。地元のために

は、民間航空としての活用も、構想の中に入っ

ていた。 

 長くなりますが。続いて、平成４年が明けて、

私が参議院の、高知地方区から出馬することに

なり、この国連ＰＫＯ訓練センターの建設を選

挙公約としたと。 

 中内知事は、これに合わせて、三原村に県立

病院を設置することを決めた。 

 土佐清水市の今ノ山には、航空自衛隊のレー

ダーが建設されることも決まっていた。この地

点からは、レーダーでシベリアの中央からフィ

リピンまで観察可能と言われた。 

 東アジアの紛争や災害に救援活動をするセン

ターとして、最適であったと。 

 同年７月に行われた参議院選挙で、私は、米

ソ冷戦終結後は、国連を中心に国際秩序が維持

されるべきであると。高知県西南地方は、東ア

ジアの空と海の拠点であり、安全保障のために、

貢献すべき役割を担っていると訴えたと。 

 反対する人たちもいたが、参院選に当選する

ことができ、公約の実現に移ることになる。こ

ういうブログを載せているわけでございます。 

 私なりに、近傍作戦根拠地というものは、こ

う思うんですけれども。こういう話は、平野氏

の時代から、またその前の時代から、ずっと、

脈々と話はあったわけです。 

 平野氏のブログでも明らかなように、決して

小さな基地ではありません。これは、第５回目

の要望書に書かれている近傍作戦根拠地に当た

るのだと、私は思いますと。 

 こういう立場にある方々の情報によって、市

民、漁業者の間でも、大きな不安ともなってお

ります。こういう公の情報が普通にある中で、

きっちり、市のほうが説明をしない、あるいは

怠ることは、いたずらに不安をあおってしまい

ます。 

 現在、国会では、安全保障法案がいよいよ大

詰めです。これは、若い、前途ある自衛隊員の

人命にかかわる、大変な法案が審議されており

まして、この法案がもし可決されましたら、か

なり日本の国の方向は変わってくると思います。 

 既に徴兵制度の話まで出ています。元防衛大

臣の石破 茂氏は、解釈をかえれば、徴兵も憲

法違反ではないと、こう言っています。 

 現在でも、土佐湾沖のリマ海域において、日

米の合同訓練が頻繁に行われております。広島、

呉からも多くの艦船、潜水艦などが参加してい

ます。地理的利便性と、隊員の疲労、呉港まで

の帰還での燃料の消費など勘案しますと、ちょ

うど宿毛湾が、たしかに最適な場所であろうと

思います。 

 第１回要望書でも、このことははっきり、市

はアピールをしております。 

 日本では、現在、１７隻の潜水艦がありまし

て、うち９隻が呉にありまして、この潜水艦部

隊も、リマ海域での合同演習に参加しておりま

す。 

 近傍作戦根拠地というのは、これらが背景に

あって、自衛隊の基地分散化ということが、政

府方針に沿うものと、こういうことで得心がで

きるわけでございます。 

 私は今後、この市を創生していく過程の柱の

一つとしまして、宿毛の豊かな山林、農業、と

りわけ宿毛湾の豊かな漁場の活用が極めて重要

であると考えます。 

 今後もふえ続ける御高齢の皆さんへの介護や

福祉へのニーズ、都会と地方においての大きな

経済格差の進行の中で、都会の大学へ子供を出

すのがなかなか難しい、こういう現実を見たと

きに、どうしても、これら社会福祉に資する施

策の実現は、早晩、最重要課題だとなってきま

す。 

 親御さんの教育費の軽減しかり、教育施設等
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の誘致の必要性も真剣に考える時期ではないで

しょうか。 

 こういう施設の必要性とは裏腹の、爆音を響

かせる軍隊の存在は、結局、こうした福祉に資

する取り組みもやりにくくなると、私は危惧い

たします。 

 ただ、基地だけに依存する、選択肢の極めて

狭隘なところへ市を追いやることになる。もう

打つ手がなくなると、私は思うわけです。 

 自然に囲まれた閑寂な環境を売るようなこと

に、推進の力を置かずに、宿毛にもともと備わ

った自然環境を活用した地域再生を行政の柱に

していくことに力点を置くべきかと思います。 

 ことがことだけに、漁業関係者からは、５月

の半ばに、また自衛隊の艦船が来て、何かやり

よると。見るだけでも辛くなると、こういう声

が寄せられました。ちょっと心に響きました。 

 反対の声というものは、常に何かの提案の後

から後から湧き上ってくるのが常であること、

どうか肝に銘じて、市民がお互いにいがみ合う

ことのならないために、市長としての対応には、

十分配慮すべきだと考えますので、よろしくお

願いします。 

 質問しますので、どうぞよろしくお願いしま

す。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 山岡議員の質問にお答

えいたします。 

 るる質問、あるいは要望等という形で、質問

していただきましたけれども、まず、私どもの

基本的な考え方として、要望書についての、自

衛隊の、防衛省に要望等、あるいは呉の本部の

ほうに要望も行っておるわけですけれども、そ

の基本は、あくまでも宿毛湾港への自衛艦隊の

寄港促進、そして食料や燃料等の安定的な供給

等、宿毛湾の利活用について、検討していただ

くように要望しているものでありまして、これ

は最初から最後まで、私の代になってから、任

期中に行った要望活動の基本は、全てそこでご

ざいます。 

 その点については、若干、表現の、そのとき

そのときの時流の表現はございますけれども、

私が基本として考えているのは、これは山本議

員にも、先日お答えいたしましたように、ここ

に基地をつくるとかどうとかじゃなくて、宿毛

湾港をそういう、一般の船と同じように、寄港

して利用していただきたいと。このことの必要

性がある、今の自衛隊の任務から見ても、さら

に必要性が高まっているんではないかというこ

とを補足した形が変化してきているものだとい

うふうには思っております。 

 そして、宿毛湾との関係、福祉との関係等に

ついての質問もございました。 

 私の見解としては、宿毛湾は豊富な魚種を有

する豊かな湾でありまして、養殖漁業だけでな

く、一本釣りやまき網漁業等、宿毛市の基幹産

業として、地域経済の活性化に大きな貢献をし

ていただいております。 

 この豊かな海を後世に引き継いでいくことは

我々の責務である、このように考えておりまし

て、今後も水産業の振興と、豊かな環境の維持

に取り組んでまいらなければいけない、このこ

とは大前提でございます。 

 昨年６月議会の一般質問でもお答えしたこと

でございますけれども、私の市政運営の基本姿

勢は、市民の幸せのために、今、何ができるの

か、何をなすべきなのかということでございま

して、この宿毛湾港を利用していただくことに

よって、経済的にプラスになる、また漁業にも

大きな影響を与えないのであれば、自衛隊にも

寄っていただきたい、こういう思いはずっと続

いております。 

 海上自衛隊の具体な話はございませんので、

潜水艦やＬＣＡＣを搭載した輸送艦「おおす
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み」などが、常時、出入りすることによって、

宿毛湾がどのような状況になるかについて、い

ろいろ、先ほど危惧されよったところなんかも、

心配はあるかもしれませんが、現時点での宿毛

湾の漁業にどのような影響が及ぶかは、把握し

ておりませんけれども、具体的な話が出てきた

ならば、当然、漁業関係者と協議を行う中で、

そのような調査も行っていかなければならない

と考えております。 

 なお、はっきりしておかなければならないの

は、重要港湾宿毛湾港は公の港でありますので、

貨物船やクルーズ客船同様、自衛艦の入港につ

いても、制限できるものではございません。 

 通常の寄港促進につきまして、これまで同様

に、積極的に働きかけをしていきたい、このよ

うに自衛艦の寄港と地域の活性化、私はこのよ

うに結びつけて、取り組みをしてきているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ４番山岡 力君。 

○４番（山岡 力君） お話はわかります。が、

内容はそういうふうにはなっておらないわけで、

そこについて、市民の方も、漁業の方も、不安、

心配がいつまでも残っているわけでございます。 

 次に移ります。 

 市民及び近隣市町村への説明、周知について、

質問いたしますけれども、これは、昨日、山本

議員の質問の中でも市長が御答弁されておりま

す。きょうも高知新聞に掲載されておりました

けれども。 

 くどいようですけれども、少し、また答弁を

求めたいと思います。 

 市民への説明については述べましたが、私が

申し上げたいことは、足摺宇和海国立公園で、

宿毛湾はもちろん、海で近隣市町村とつながっ

ておりまして、漁業面においても、関係は深い

ものがあります。 

 軍事基地化ではないとおっしゃいましたけれ

ども、軍事基地化となりますと、近隣に限らず、

お隣の愛媛県愛南町の人たちにも、無関係では

ないと。海ばかりではなく、空にも、もちろん

境目はないんですから、当然、防衛庁の要望書

の内容について、知らせる責任はありませんか

と。 

 これは、きのうお答えしましたけれども、山

本議員の答弁で、市長は、まだ、なかなか難し

いと。したがって、近隣市町村に、まだお知ら

せするというようなことではないというような

ことのニュアンスでございましたが、近傍作戦

根拠地というような文面が出た以上、本来、宿

毛市はこういうことを展望している旨を、伝え

るべきではないですかとお聞きしたいんですけ

れども、今、市長が、自衛隊の寄港を誘致する

んだと、あくまでもおっしゃいますので、それ

がもう、このことの答弁と解釈してよろしいで

しょうか。 

 私は、大月町の漁業関係の方ともお話しいた

しました。宿毛湾への自衛隊誘致の話は、一切

知らないという声が大半でございます。 

 ここで、きょうはたまたま沖縄の慰霊祭です

よね、やっております。そこでというわけじゃ

ないんですけれども、あの沖縄の問題について、

ちょっと触れたいと思います。 

 御存じのとおり、沖縄は、翁長知事ほか一丸

となりまして、オール沖縄へと結実をしました。 

 翁長さんは、元沖縄自民党県連の幹事長を歴

任された方であります。私は、非常に立派な方

だと思います。 

 沖縄は、島民の４人に１人が死亡するという、

極めて悲惨な地上戦を経験し、駐留米軍による、

いわゆるブルドーザーと銃剣ということで、強

制剥奪措置を受けまして、米軍は沖縄にずっと

居座りまして、現在も県土の大半を、米軍基地

が占めていることは、もう御承知のとおりです。 
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 苦節何十年とか申しますが、補償金のことや、

米軍がいることでの巨額の振興補助金など、そ

れこそあめとむち、むちとあめによって、政府

は県民の不満や憤りを黙らせてきました。 

 ところが、誇りという言葉を使っていました

けれども、アイデンティティーとか申していま

したが、立ち上がった沖縄民衆は、ついにこの

いさかいから乗り越えて、民意は固まりました。 

 このことは、同じ日本の国民である我々にと

っても、大変意義深い教訓と、示唆に富む変化

だと、私は思って、およそ政治の世界に席をお

くものは、政治家であれば、必ず民衆の意思の

統一とか、社会運動について、無感覚であるは

ずがありません。民衆あっての政治家であり、

政治なんですから。 

 互いの関係に亀裂をつくりました、沖縄はね。

同じ県民同士が、住民と政府側に分かれての、

悲しいいさかいが今も続いております。今現在

も続いております。 

 ここで、私は、宿毛市民の自衛隊誘致に関し

ての賛否について、話を戻します。 

 こういう立場になりまして、多くの市民とお

会いしまして、大いに語り合うことの中で、こ

の基地誘致に、さまざまな意見があること、よ

りはっきりわかりました。 

 例えば、市内で飲食店を営む方は、自衛隊が

来たら、ちょっとでも売り上げがふえるという

ことを期待する声もあります。 

 漁業関係の仕事をされておられる方は、私の

受けた印象では、おおむね反対の方が多くいら

っしゃいます。中には、補償金をもらえるから

賛成だという意見の方もおられるんです。 

 これら賛否両論ある中で、ただいま、市が推

進している要望の中身について、知らないか、

あるいは、多少は知っていると。ただ単純に、

自衛隊によって、雇用や市税が潤うのではない

かとか、認識の度合い、濃淡は、皆さん、ばら

ばらなんです。 

 この市民のばらばらの認識の原因は、誘致に

関するこれまでの市長の責任が不十分で、全体

像を正しく伝えていないところから来ているん

ではありませんかと。 

 そもそも、基地軍事化の問題は、経済効果や

損得勘定で結論を得るべきではないと、私は考

えるんです。基地はもう要らないと。何十年に

もわたって、いろいろ言われた末に、ついに、

１点で固まった沖縄とは真逆に、地域の活性化

になる、あるいは防災に役立つ、経済効果があ

るとする、宿毛の市政とのギャップに、ちょっ

と違和感を禁じ得ません。 

 沖縄のように、日常的に爆音に脅かされた経

験もなく、理不尽な事件、事故に遭ったことも、

起こったことの経験もないこの宿毛市民が、現

実いる中で、軍事化を、軍港化をみずから手を

挙げて推進しようとすること自体、私としては、

何か釈然としないものを感じるんです。 

 一体、誰ゆえの、何ゆえの自衛隊誘致である

のかよくわかりません。 

 共産党はなぜ反対するんだと、こういう方が

あるかと思うと、軍事基地は絶対反対だと、こ

ういう自民党の方もおられるわけです。本来、

この問題には、党派の別はないと私は考えます。 

 いずれにしましても、市民にはもちろんのこ

と、近隣市町村への周知と説明は、近く必ず必

要になります。市民の動揺や誤解が拡散しない

ように、また将来に禍根を残さないためにも、

市民へ、真摯で誠実な対応を要望いたしまして、

次の質問に移ります。 

 市長の所見を求めます。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたしますけれ

ども。 

 質問議員と観点が違っているのは、まず、私

は、今、基地化を目指してやっているわけでは
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ございません。要望書の中にも、ここをできる

だけ多く使っていただきたい。一般の船と同じ

ように、たくさん寄港して、そして宿毛の水を

積んだり、食料品や燃料も、そういう形ならば

経済の活性化につながるという思いで、この寄

港促進をしているわけでございますから、現在

のところで、市民の皆さんに明らかにせよ、あ

るいは漁業の方に明らかにせよと言われまして

も、一般航路を航海する船、客船が来る理由は、

市民の皆さんに、一々言う必要はございません

ね。自衛艦に関しても、これはもう権利として、

宿毛湾港にも来るわけですし、航路を通って、

それを漁業権に設定されてないところについて

は、自由に航行できるわけですから。私はそれ

を通って、寄って寄港していただくということ

には、市民に説明する必要はない。 

 ただ、聞かれた場合には、それは当然、いろ

んなところで説明しますけれども、私は今まで

の、通常のやり方で問題ないのではないか。 

 ただし、今後、今、山岡議員が言われました

ように、さらにそのことも含めて、説明すると

いう必要があるならば、そういう必要に応じて、

現在、宿毛市の取り組んでいることについては、

市民の皆さんにも、漁業者の皆さんにも明らか

にしていく、そういう必要があると感じた場合

には、当然、私どもはしていかなきゃいかんし、

また、求められれば、そのときに必ずしていく

必要はあるというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ４番山岡 力君。 

○４番（山岡 力君） 私が先ほど申しました

のは、市長のお考えは承りましたけれども、実

際の、現実に市民の皆さんの中には、不安にも

思っている方がいらっしゃいますということに

ついては、やはり、しっかりと、誠実に向き合

っていただきたいと。 

 市長がそうおっしゃるので、もうこれ以上こ

れは申しません。 

 最後の、宿毛湾の価値と、これにかかわる産

業の認識について、お伺いします。 

 まず、小筑紫町湊にある県の漁業指導所で、

宿毛湾についてお伺いしまして、湾内での漁業

の売り上げ等、資料に基づいて少し触れます。 

 漁船漁業と養殖業の生産額の合計は、年間１

５０億円から、大体、１３０億円から１５０億

円で推移しております。 

 漁船漁業では、平成２２年以降が１３億円台

で推移しております。漁船漁業で特筆すべきこ

とは、ウルメイワシとかカタクチイワシは、県

内全体の漁獲量対比で、それぞれ８割を超える

と。クロダイも６９％、ムロアジが４３％、マ

ダイで３０％となっております。 

 これだけの漁獲量を誇る宿毛湾とは、一体ど

ういう海であるかについて、少し触れますと、

まず、マイナス１３メートルの水深があるため

に、真冬でも海中まで寒気が及ばないことから、

１５度以下に水温が下がらないことがあげられ

ます。 

 また、とび抜けて大きな河川がないことで、

淡水の海への流入が少ないという点で、溶存酸

素が一定に保たれていることも幸いいたしまし

て、極めて優秀な良港として、古来より多くの

漁民の生活を支え、地域住民へ良質なたんぱく

源を供給してまいりました。 

 優秀な海といっても、一体どれくらい優秀な

のかということを、指導所の方にお聞きしまし

た。 

 今は、日本で恐らく１番の海であるというよ

うな御返答でございました。 

 ブリの稚魚でありますモジャコ、小割に、生

けすに入れて飼育を始めますんですけれども、

大体１２カ月で３キロに成長するそうでござい

ます。こんな海は、ほかにはないと言っており

ました。 
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 大体、通常、１８カ月かかると、３キロにな

るのにですね。そのくらいすばらしい海だと言

っておりました。 

 私の古くからの友人も、この湾内で養殖業を

営んでおりますが、年に何度か県外からも視察

に来るそうです。沖まで連れて行って、話をし

まして、見せると、みんな異口同音に、すばら

しい海やねと。みんなびっくりして帰るそうで

す。 

 さて、この宿毛湾港に、ついせんだって、５

月１４日から１７日にかけて、海上自衛隊の掃

海管制艇が来ていました。 

 ６月４日付の高知新聞に、記事が掲載されて

いました。 

 宿毛湾で、水中無人機で海中を撮影し、海底

の泥を採集し、泥の質を確認することで、海底

に機雷を敷設された際に、機雷がどれくらい泥

に沈むかについて調査をしたとありました。 

 前に少し述べました、さる養殖業の方が嘆い

たのは、この艦船を見たからです。現実に宿毛

市が防衛省に要望書を幾度となく提出している

この現実、あわせて見ますと、何か動いている

んじゃないかというような印象を持つのは、こ

れは人情でございます。 

 前に、ＬＣＡＣについて触れました。このホ

バークラフト型揚陸舟艇は、最近開発された舟

艇でございまして、それまでの揚陸艇は、時速

２０キロ程度であり、世界の砂浜の１５％にし

か上陸ができないものでしたが、このＬＣＡＣ

は時速７０キロを確保できまして、少々の岩場

においても、これに乗り上げて、上陸可能な舟

艇であり、これの開発によって、世界の７５％

の海岸へ上陸が可能になったと。 

 敵はどこから上陸するか、ちょっと判断がつ

かなくなるんです。今までだったら、砂浜を構

えて待っとったらいいんですけれども、どこか

ら来るやらわからんと。 

 これは、現防衛大臣の中谷 元氏のホームペ

ージを検索していたら、このＬＣＡＣの紹介に

ついて出てきましたので。 

 このＬＣＡＣというのは、あの重たい戦車を

２両、搭載可能でございまして、猛烈な音と煙

害をまき散らすことが言われております。 

 さて、今から魚の卵の話に移りますが、魚た

ちは、一体、海のどういう場所に卵を産みつけ

るかについて、私は海洋生物学が御専門の方か

らお伺いした知見を、少し御紹介します。 

 魚は、ある種類は藻場の中に卵を産んだり、

またある種類は、砂地に選んで卵を産みつける

ということです。なぜ砂地が多いかといえば、

魚卵が砂の粒に類似しているからでありまして、

魚の子孫防衛のための知恵であるそうです。キ

ビナゴも砂地に卵を産むそうです。 

 宿毛湾には、こうした生物たちが何百年にわ

たって産卵を繰り返し、この地に豊かな恵みを

与えてくれたと、こういうことがいえると思い

ます。 

 大月町白浜などのすぐ沖合にも、魚はたくさ

んの卵を、実は産むのです。大きな魚から身を

守るために、砂浜のすぐ沖合に産むんだそうで

す。 

 もしこういう砂浜に、ＬＣＡＣのような揚陸

用舟艇の訓練場に使われようものなら、砂地は

かき回されて、魚卵は死滅していくと。 

 また、砂地は、海底にも至るところに存在し

ておりまして、そこにも魚卵が生まれています

から、全長１００メートルに近い鉄の固まりで

あるような潜水艦、動かすスクリューで、海底

を攪拌されますと、魚卵は巻き上げられて死滅

と。一緒に海底のヘドロも巻き上がると。これ

によってプランクトンが死滅し、この航行を繰

り返すうちに、海自体が持つ自浄能力が破壊さ

れ、海は濁り、自然魚の量が格段に減って、つ

いには養殖業も成り立たなくなりますと。 



 

－ 93 － 

 これが海洋生物学の専門家の結論です。 

 この海の濁りは、呉湾を見たら一目瞭然であ

ります。 

 これが、漁業指導者からいただきました宿毛

湾の全養殖の表なんですけれども、見にくいで

すけれども、こんなにたくさんありまして。 

 見てください、養殖の小割のある。こっちは、

大月町と沖の島というようなことになっていま

す。 

 まさにここが１５０億円産業の、まさにその

場所でございます。 

 指導所の資料では、この不景気に、１５歳か

ら１９歳、３０歳から３５歳の階層で、雇用の

増加がありました。全漁業従業員数は８１０名

でございます。また、市内には、海産物を扱う

老舗の問屋、かまぼこ店、魚を輸送する役割の

物流業者、養殖業へのえさや飼料を扱う会社、

小割の鉄骨をつくる鉄工場、県内でも有数の釣

りのメッカであります、沖の島周辺の磯に内外

の客を御案内する渡船業者、釣りえさ業者。民

宿旅館、数え上げると切りがないくらい、多く

の市民が、宿毛湾を生活の糧として商売をし、

人生を生きるものでございます。 

 この小割は、およそ１００メートルの長さの

ロープで、海底のケーソンにくくりつけており

まして、海中では、網の目のような状態です。 

 自衛艦と民間の船舶との衝突事故は、後を絶

たず、多くの国民が犠牲になっております。 

 ここに資料がありますけれども、もう読みま

せん。 

 それから、潜水艦の場合は、瀬戸内海や浦賀

水道では、法規制で、浮上して航行をしなくて

はならないが、宿毛湾にはその規制がないため

に、湾内から航行が可能であります。 

 民間船舶との接触、衝突事故の危険性は格段

に上がるでしょうと。 

 私は、宿毛の海が、このまちにとって、どれ

ほどの経済的効果や、働く職場の提供に寄与し

ているか。漁業者が養殖の魚の育成と生産に、

どれほど誇りを持って取り組んでいるか、これ

ら地域住民への福祉に目を当てて、光を当てる

ことこそが、地方自治というものではないでし

ょうか。 

 要望書では、これら実際に働く人々への配慮

の誘致理由が一切ないということは、一体、ど

ういうことでしょうか。 

 国の新防衛大綱で、基地の分散化が必要で、

集中している呉や佐世保から分離をさせて、被

害を少しでも抑えることに寄与するだとか、地

理的にも最適地であるだとか、いろいろ理屈は

つけられるけれども、要は、日本全体が、アメ

リカの兵たん基地みたいな感じに、こういうこ

とではないかと思います。 

 新たな基地建設は、自国の税金を使ってやろ

うと。もちろん、こういうことなんですので、

経済効果云々を幾ら言ったところで、全体から

見れば、損か得か、結局、その答えは誰にもわ

からないということになります。 

 さて、この宿毛湾の真の価値と活用について、

最後になりましたけれども、基地化との関係に

おいて、どうお考えか、市長の御答弁を求めま

す。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 最後に御質問いただきました、宿毛湾の価値

という捉え方について、どのように考えている

かということでございますけれども、これは、

最初の質問のときに、宿毛湾のことについて触

れた内容がございましたので、非常に重要な、

大事な宿毛湾であると。 

 非常に、産業にとっても大きな役に立ってい

ると。今後も大事にしていかなきゃいかんし、

さらに発展させていかなきゃいかんという観点

で、お答えは既に申し上げさせていただきまし
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た。 

 質問を聞きながら、やはりずれているのは、

私は、そういう基地という形で誘致をしている

わけではございませんので、各団体や、いろん

なところでそういう構想を持っている方はおる

かもしれません。自分の、それぞれの立場から

の考え方を述べている人は、たくさんおられる

と思います。 

 私も、それは承知している方もおるわけです

けれども、そうした中にある宿毛市の今の立場

として、漁業者の立場も、あるいは近隣市町村

のことも、あるいはそういうことで、基地化と

いうことで検討している方も、中には確かにお

られます。 

 しかし、今、私は、宿毛市として、一番そう

いう流れの中で、正しい市民合意がいただける

やり方は、ここにたくさん、自衛艦が寄港して

いただいて、もっともっとここを利用していた

だくということが、今、宿毛市の経済状況、社

会状況との中で、大きく役に立つのではないか

という、現時点での考えで、私はこの取り組み

をさせていただいているということでございま

して、私は、そのような戦争であるとか、世界

の中の、日本の中の基地がいかに重要であると

かという観点で物事を捉えている、そこまで私

は考えとして持っているわけではございません。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ４番山岡 力君。 

○４番（山岡 力君） 御答弁お聞きいたしま

したけれども、先ほど、一番最初に読まさせて

いただきました、５回目の要望書の中身から見

ると、そのようには受け取れなかったわけでご

ざいますから、こういう御質問をさせていただ

いたわけです。 

 急に拍子抜けいたしました。 

 答弁がそういうことであるならば、少しはほ

っといたしました。何とぞ、この宿毛市民が不

安にならないような、誠実な姿勢でもって、対

処をしていただきたいと、このことを申し上げ

まして、私の質問を終わります。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（岡﨑利久君） この際、１０分間休憩

いたします。 

午後 ２時１６分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ２時２８分 再開 

○議長（岡﨑利久君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） １番、お話に当たりま

して、最初に、沖縄戦没後７０年を迎えました。

２０万という犠牲者のもとに、私たちの今の幸

せがあると自覚をしなければいけません。 

 この２０万人は、沖縄住民の４人に１人でご

ざいます。今は沖縄の音楽も広く本土に入って

きまして、心を癒してくれています。犠牲者の

御冥福をお祈りしたいと思います。 

 市民の皆様の御支持を得て、この仕事を与え

られました川田栄子でございます。よろしくお

願いいたします。 

 宿毛の発展、市民の幸せを目指す目標は同じ

でありますが、市民の声を受けとめ、市民の立

場に立った議論を行ってまいります。 

 政治には常に弱者の味方であることが原点で

あると考えます。これから、皆様とともに、仕

事をしていくことになりますが、初めに、少し

だけ私の思いに触れさせていただきます。 

 政治には常に興味を持っています。市の行政

改革プランは、平成１８年から２６年１月まで、

かかわらせていただきました。 

 政治は生活そのものです。政治を良くするも

悪くするも、政治次第であります。また、議員

の質が社会のレベルといわれております。ひた

すら市民の幸せと地域の発展のために行動を起
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こし、議員活動に専念してまいります。 

 社会は、生まれてきた人を幸せにするために

あり、人は自分の可能性を引き出してくれた社

会に、何らかの貢献をしたいと思うものです。 

 宿毛がもっとよくなりたい、宿毛に恩返しを

したい、お役に立ちたい、この思いは私の心か

ら離れることはありませんでした。ためらうこ

となく、情熱と決意を持って挑戦をいたしまし

た。 

 夫と二人、誠実に皆様と向き合って、宿毛市

一円を歩いてまいりました。長くかかりました

が、私にとって、必要な時間であったと考えま

す。 

 私には、目指す政治家がいます。市川房江、

加藤シヅエさん、お二人です。 

 もう時の人となられましたが、国を憂い、国

を思う、真剣さと情熱にあふれていました。市

民の命と暮らしを守る、政治は命がけでありま

す。 

 女性政治家の先駆者でありましたこのお二人

を超える人物は、私にはまだ見当たりません。

与えられたこの季節、与えられたこの命、与え

られたこの仕事、目標を持って進んでまいりま

す。 

 さて、選挙を通じて、課題も多く見えてまい

りました。行政や議会、また議員に対する批判

も多くありました。行政サービスが悪い、イベ

ントも少ない、議会傍聴に行ってもつまらない。

議員も何をしているか、選挙のときだけ。職員

の採用問題、根強くあります。 

 おかしいことはおかしいと声に出す、声を上

げられる習慣が身についた人がふえれば、社会

にとってはいいことであります。新しい時代へ

踏み出す力を持つことになります。 

 空気に流されがちな日本人でありますが、情

報を集めて、自分の頭でしっかり考えていくこ

とをしないと、この国は助かりようがないとこ

ろまで来ております。 

 さて、質問のほうに入らせていただきます。 

 厳しい財政、地方経済の低迷、少子高齢化、

さまざまな問題がある中、おのおのの仕事や生

活を通じて、幸せをつくり出せるか、考えてい

くことが私たちの仕事と考えます。 

 市長は、幸せとは、どのようにお考えでおら

れますでしょうか。お聞かせくださいませ。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 私にとりまして、幸せとは、今のこの市長と

しての、市民の皆さんに本当に役に立った、そ

ういう市長であると言われたときだと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 国が全てを飲み込んで

くれた時代は終わりました。地方は、みずから

の知恵と責任で、地域の自立を考える時代であ

ります。 

 上からの押しつけ、前例の踏襲では、新しい

発想や活力は生まれせん。行政改革で、職員の

意欲改革が重要と考えます。 

 行政がやるべきことは、職員も市民も自由で、

多様な発想ができる、環境を変えていくことが

重要と考えます。この点について、市長のお考

えをお聞かせください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 私にとりましては、市

の職員をきちっと人事配置をし、職員の能力に

応じ、あるいは年齢に応じ、地域に応じて、そ

して十分、自分の状況の中で、市の職務を遂行

できることだというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 子育て世代にとって、

宿毛はイベントも少ない、これらのサービスを



 

－ 96 － 

多く待っている方はいらっしゃいます。 

 宿毛は、イベントのことについて、どのよう

に計画を立てられていますでしょうか。 

 例えば、宿毛には、ゼロ歳から１８歳まで、

無料で乳幼児、保護者同伴、老人も交えてやり

とりができる、決まりごとは仲よくすることだ

け。年代を超えて集う場所がある、そんな夢の

場所があったらいいですねって、市民の皆様は

話しておられます。 

 学童にも入れず、孤独の時間を過ごす子供も

います。見過ごすことができない子供たちが、

心豊かに成長してもらいたい、大人の願いです。 

 子育て支援やワークライフバランスの実現は、

それ自体、重要な政策目標であり、少子化対策

とは切り離して追求すべきと考えます。 

 厳しい財政とはいえ、知恵を出し合い、既存

の見直しや空き家の利用など、地域の人の流れ

を活性化して、そこには子育て世代の悩みを出

し合い、会話ができる中で、子供たちも親も、

また高齢者も、生き生きと過ごせる、ホットな

場所があちこちにあれば、それは民の力で育て

上げいくことも、子育て支援として重要と考え

ます。市長のお考えをお聞かせください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 答弁をきちっとしたい

わけでございますけれども、先ほどの、最初の

行財政改革、そういう点から、我々が考えてい

る方向とは、全然マッチしない形になっており

ますので、そこと結びつけた形の中で、質問を

していただければ、回答をさせていただきたい、

このように思います。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 行財政改革は、非常に

厳しい中で行われなければなりませんけれども、

財政が厳しいと言われましても、市民の中には

不満が多くあります。どの程度、市が本当に厳

しい財政なのか、市民に広くわかっていただく

ためにも、しっかりとお示しをする必要がある

と思います。 

 どのようなことが、市長は困っておられるの

か、どんな計画を立てられて、市民の皆様に納

得していただくことができるか、説明をしてあ

げてください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 財政状況の中からの質問でございますので、

お答えさせていただきます。 

 川田議員のおっしゃるとおり、大変厳しく、

平成２６年度は財政調整基金の取り崩しを行い

ました。この厳しい財政状況を、もっと市民の

方々に周知すべきではないかという提言でござ

いましたが、まず、市民の方々に対する財政状

況の周知に関して、この場をかりて説明をさせ

ていただきます。 

 現在、当初予算概要を５月、決算概要につい

ては１月の広報により、お知らせをしておりま

す。 

 また、毎年、７月と１２月には、財政公表と

いう形で、財政状況を報告しております。そし

て、具体的な決算概要については、決算常任委

員会において、議会に詳細な説明も行っており

ます。 

 ただ、市民への周知が不十分との御意見につ

きましては、平成２８年度からの新地方公会計

制度の導入により、総務省から示された統一基

準モデルによる財務諸表の作成を予定をしてお

ります。 

 全地方自治体が統一した様式で作成すること

により、類似団体との比較分析が可能となり、

よりわかりやすいものとなるものと考えており

ますので、平成２９年度中には、平成２８年度

決算の財務諸表を作成し、ホームページ等でも

公表していく予定にしております。 
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 官民一体となって取り組むべきとの御意見に

関しましては、宿毛市行財政改革大綱を作成す

るに当たり、市民の方々や民間の企業の方に、

行政改革推進委員に就任していただく中で、多

くの御意見をいただき、大綱を作成して、取り

組んでまいりました。 

 今後も、財政的に厳しい状況で推移していく

ことが想定されますので、市民の方々や、議員

の皆様からの御意見を生かしながら、本市の行

財政改革に、引き続き取り組んでまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） それでは、市民の声に

お応えください。 

 年末の納税証明書を取りにいくと、２通で幾

らかかるんでしょうか、ちょっと教えてくださ

い。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） ２通で７００円かかり

ます。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 毎年、納税証明書を取

りにいっているので、無料ということできてた

そうですけれども、７００幾らと言われたので、

その方が、合っているんですか、それ。 

 対応している、別の女性がそこへ入ってこら

れて、無料ですと言われたそうです。 

 それ、いつも取りに行っておりますので、無

料という感覚でありましたので、だから本人は、

その対応をされた７００円という、驚きと戸惑

いがありまして、そういう話になったわけであ

りますけれども。 

 そしてまた数日後、嫁が行くと、その嫁は１

通でしたので、３５０円ですか、その支払いを

求められたけれども、また別の女性が入ってき

て、無料ですと言われました。 

 行政サービスのほうは、このような行き違い

があってよいものかどうか、ちょっと市民に説

明をしていただけたらと思います。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 全く通告いただいておりませんので、このよ

うな内容に関しては、次の質問に、本当に必要

なという形であるならば、担当のほうからお答

えいたしますけれども、事前通告してなくて、

私への質問でございますので、そのように考え

ております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） このお答えにつきまし

ては、担当の税務課のほうからお答えいたしま

す。 

 よろしくお願いします。 

○議長（岡﨑利久君） 税務課長補佐。 

○税務課長補佐（長山敏昭君） 税務課長補佐、

１番、川田議員の質問にお答えいたします。 

 基本的に、証明類は１通３５０円でございま

す。ただし、軽自動車の車検の際に必要となる

納税証明につきましては、無料で交付をいたし

ております。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 無料の証明書があると

いうことですね。自動車につきましては。そう

いうことでまいります。 

 私の質問は、別に市長の思いを言っていただ

いたら、それでいいですので。これは市民の思

いですので。通告をして、一々課長にお世話に

ならなきゃいけない問題でもないです。市長の

思いを、しっかり市民の皆様にお話ししてくだ

さい。 

 次に、議員報酬が高過ぎるとの市民の声が多
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くありました。厳しい財政の中、住民に負担を

求めるのは、極力避けて、行政改革や職員の給

与改革、議員の報酬減額は、安定した行政維持

のためには欠かせません。 

 年金も減額、税金も上がるとなっています。

公金をもらっている以上、市民の声を置き去り

にはできないと考えます。 

 県議会は、５月議会では、地方経済の低迷、

厳しい財源を考え、前年に続けて、１から３万

円の減額を決定いたしました。 

 市長は、選挙公約で、５５万と減額されて当

選されました。４年間の減額高は１，４６４万

８，０００円であります。この額を聞かれて、

何か御感想おありになりましたらお聞かせくだ

さい。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 当然のことだと思って

おります。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 議会信頼の回復のため

に、基本条例が一番初めにできました。 

 議員のほうも、これは私たちの問題ではあり

ますけれども、過去２２年１２月議会で５，０

００円減額決定、翌２３年３月議会、２名定数

減とし、５，０００円は元に戻すという経過が

ありました。多くの市民があきれていました。 

 議員が４年間、５，０００円の減額をされた

場合には、８６２万２，７４０円のお金を皆様

に還元することとなっておりました。 

 これは別に議員の問題ですので、聞き流して

ください。 

 議会信頼の回復のために、議会基本条例が一

番初めにできました北海道栗山町からおくれる

こと１０年、宿毛にもできました。２７年４月

１日施行であります。 

 基本条例がつくられた背景には、２０００年

地方分権一括法が施行された議会の責任は、今

までとくらべものにならないほど大きくなった

わけですが、住民の信頼が低下している中で、

制度の見直しが必要となってまいりました。 

 一つの背景として、厳しい財政事情がありま

す。質の高い行政合意を実行するためには、議

会は言論の府と位置づけ、議員間の自由な討議、

市民の多様な意見反映など、市民、首長、議会、

職員の４者が政策決定実行のために、力強く、

夢に向かって進むことになるのです。 

 私は期待しておりますが、市長はどのように

思われていますでしょうか、お聞かせください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 御指摘のとおりだと思

います。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 職員採用の批判も多く

ありました。公的な立場にいるものが、手を出

してはいけない領域であります。倫理観が問わ

れます。 

 市長はどう思われますか、お気持ちをお聞か

せください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 質問の意味がわかりま

せんけれども、私は、そのようなことは、私の

市政にあって、はっきりわかる中では、全くそ

のようなことはございませんので、根拠のない

話だというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 私は、職員の採用には、

汗を出せる人、知恵を出せる人、ボランティア

精神を持った人、芸術的感性のある人、想像力

豊かな人、道徳観念を持つ人の条件を能力審査

に加えたらどうだろうかと思っております。 

 本来、能力があるべき人が採用されることが、
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公平であり、公平から平和が生まれ、平和から

安心が生まれ、安心から幸福が生まれます。そ

んな宿毛を、早く目指していきたいと思ってお

りますけれども、市長の御見解をお願いいたし

ます。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 本当に、枝葉のほうに

入っていく質問であるんじゃないかとは思うん

ですけれども。 

 現在の宿毛市の採用試験の内容、これは、私

は現在、最高の制度だというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 次、ふるさと納税につ

いてお伺いいたします。 

 ふるさと納税については、平成２６年度、１

３８万５，０００円でございますが、このこと

について質問をさせていただきます。 

 ふるさと納税では、地元特産品を贈るなどし

ております。ふるさと納税を寄附ということだ

けでなく、地元特産品ＰＲの手段として捉えて

いることでありましょう。 

 今後のふるさと納税をふやしていくためには、

どのようなことを検討されているか、お伺いし

ます。きのうとダブるところもありますけれど

も、よろしくお願いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 山上議員にも、先日お答えをいたしておりま

す。できる限り、そのような方向で進めていき

たい、このように考えております。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） ふるさと納税活用につ

いてでございます。多くの自治体の中から、我

がまちを選んで、納税してくれた方々の御好意

を無駄にしないためにも、やはりこの活用方法

については、収入の一つとして捉えるだけでな

く、活用してこそ意味があると思いますが、活

用方法については、どのようにお考えがあるか

お伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 ふるさと寄附金の活用についてということで

ございますけれども、このふるさと寄附金条例

に定められた事業にのみ、使うことが許されて

おります。 

 対象事業は、まず、１として、ふるさとの郷

愁を感じる事業。２として、ふるさとの環境保

全に関する事業。３番目、ふるさとの活性化に

関する事業。４番目、ふるさとの健康、福祉に

関する事業。５、ふるさとの教育・文化に関す

る事業。６番目といたしまして、市長が必要と

認める事業の六つとなっております。 

 寄附者の方には、この六つの対象事業の中か

ら、自分で選択し、御寄附をいただいておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 生産者だけに恩恵を使

っていたけれども、庁内に巡回させてはと思っ

ております。 

 若者に出会いと子育て支援は、あすの宿毛の

ために行うきょうの行政であります。若い担い

手を送り続けた地方と、その労働力を活用して

発展した都市は、人口問題で一体関係にあるわ

けです。 

 人口減少という共通認識に立って、地方と都

市のよりよい暮らし方を、まち全体で対策を考

えることは重要と考えます。 

 市長のお考えをお願いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 
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 近年、宿毛市においても、人口減少問題の克

服は、重要課題とされており、若い世代が安心

して働き、希望どおり、結婚、出産、子育てを

することができる社会経済環境を実現するため

の施策へも、力を注いでいく必要がございます。 

 御提案いただいた現在、民間で自発的に行わ

れている若者の出会い支援イベント等や、新た

な少子化対策等へのふるさと寄附金の活用につ

いては、今後、検討してまいります。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 若者の出会いの場を広

げて、積極的に、行政として力を発揮してほし

いと思っております。 

 次、高齢者の尊厳と見守り、質問させていた

だきます。 

 だんだんと年を重ねるとともに、健康を失い、

夫婦暮らしから独居老人へと、生きる辛さ、社

会のかかわりの減少から、役割が少なくなり、

生きがいを失って、誰とも話さない日もある、

寂しい老後を生きております、老人も、何人か、

私も知っております。 

 しかし、体は不自由であっても、御近所とよ

くお話できる方は、元気な気持ちが伝わってき

ます。 

 生きる態度や仕組みがあっても、人のきずな

がなければ、作用しないと考えます。市長はど

のようにお考えになりますでしょうか、お聞か

せください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 若干、補足的な答弁も含めまして、お答えを

させていただきます。 

 平成２７年４月１日現在、一般的に高齢者と

いわれる６５歳以上の方は７，２１９人で、市

の人口の３３．２３％を占める状況となってお

り、高齢者施策は、当市にとりましても、大変

重要な課題となっております。 

 御質問のとおり、尊厳を保ったまま、地域で

生活を続けていくことは大変重要で、老人福祉

法の基本的理念には、多年にわたり、社会の進

展に寄与してきたものとして、かつ豊富な知識

と経験を有するものとして、敬愛されるととも

に、生きがいを持てる、健全で安らかな生活を

保障されるものとするとされており、この理念

に基づき、さまざまな高齢者施策の推進をして

いるところでございます。 

 具体的に申し上げさせていただきますと、地

域元気クラブ活動事業、あったかふれあいセン

ター事業を活用しながら、住民主体の地域の集

いの場を確保することで、地域づくりにつなげ

ていきたいと考えております。 

 また、介護保険事業計画におきましても、高

齢者が住みなれた地域で、安心して暮らし続け

ることができる地域包括ケアシステムの構築を

推進しており、その中で、地域において、住民

一人一人が、みずから健康管理や介護予防に取

り組む自助とともに、住民同士がお互いに支え

合う互助が、不可欠であると考えております。 

 現在、地域の中に、自助と互助の取り組みが

広がるよう、介護予防の運動を行うグループの

育成、支援に努めているところでございます。 

 このような考えで実施をいたしております。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 便利さとともに、近代

化コミュニティーを壊す方向へ、どんどん進ん

でまいりました。地方を壊し、集落を壊し、家

族を壊し、資本主義は全員が個になりました。 

 お互いさまの社会で、きずなをつくることは、

災害のときにも重要であります。ぜひきずなの

再構築を急いでください。 

 今までは、より早く、より遠くへ、合理的で

したが、これからは、ゆっくり、より近く、寛

容にいかなくてはならないと考えます。 
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 先日６月２１日の市長初め行政の方も、議員

の方も、多く見えられていました、橋上中学校

での、安芸高田市の川根振興協議会の集落セン

ターの取り組みは、非常に参考になったと思い

ます。 

 市長のお考えを聞かせてください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 地域の中に高齢者の方がだんだんふえていく

状況の中で、この人たちの仕事も、あるいは人

間的なつながりも含めて、これからそのきずな

を強めていくという形の中では、あのような地

域の、集落活動センターを、今後立ち上げてい

くための講演会的な形で実施したわけですけれ

ども、非常に今後、役に立っていくんではない

かというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 次、小筑紫保育園の火

事の件で、御質問させていただきます。 

 私もわからないものですから、１週間ほど前

ですか、担当の方に、保険加入の義務はどうな

んですかとお聞きしましたら、設計図書に書か

れていない、契約書にないので、義務はありま

せんということでありました。 

 それがきのう、義務があったということをお

伺いしましたけれども、これは事実で、間違い

ないでしょうか。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 火災保険の加入については、３月議会の寺田

議員への答弁でもお答えをいたしましたが、今

回は、工事施工業者の火災保険等加入の義務の

有無についての質問ですので、このことについ

てお答えをいたします。 

 建設業法には、火災保険等加入の義務につい

ての記載はありませんが、宿毛市の建設工事請

負契約書の条項に、火災保険等加入について記

載しており、このことにより、加入義務はあっ

たと考えます。 

 今回のようなことに備え、今後は必要と考え

られる工事について、保険に加入する旨を、設

計図書に明示等をし、証券等のコピーの提出に

より、加入の確認をしてまいります。 

 なお、再施工中の小筑紫保育園は、既に建設

工事保険の加入を確認をしております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 法的には、根拠に基づ

く条例第何項とか、ございますでしょうか。明

らかに、明示してください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 法的にはございません

けれども、宿毛市の工事請負契約書の条項に基

づいて、このように判断をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） じゃあ、この条項は、

担当の方は御存じでしたですね。契約されたと

きは。 

 この契約をしてないということを、条例には

うたってなくても、あったということですね、

義務が。そのものが、知っても、その契約のと

きにはなくてもいいと判断されたわけですよね。 

 そのことについて、ちょっと説明をしていた

だきたい。条例にはなくても、一応、その契約

の中には結ばれてないにしても、義務はあった

ということですので。 

 知ってて、知らなくて、終わったのかな。わ

かりません。そこのあたり、もう一度説明して

ください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 先ほどもお答えいたしましたように、工事契
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約書の条項により、火災保険等の加入について

は、記載をいたしておるわけでございまして、

そのことについて、確認はしてなかったという

のは、説明をいたしましたけれども、すべきで

あったという、後での認識は持っておりますけ

れども、義務としては、あるというふうに思っ

ております。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 義務としてあるとした

ら、それを放置したのは、どういうことでしょ

うか。放置ではないですか。 

 なかったですよね、契約書。結局、保険義務

はありながらも。 

 もう少し、説明してください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 何度もお答えをいたし

ますけれども、条項に火災保険の加入をきちっ

と記載をしておりまして、当然、加入している

ものだという認識をいたしておりましたので、

そのような答弁の内容になっております。 

 この義務があるということに基づいて、議会

全ての皆さんの賛同をいただいて、契約を既に

して、これから進めていくと。今後、していく

という、契約をとにかく早目に、和解の議案を

議会で議決していただいているということでご

ざいますので、そのようなところも判断をして

いただきたい、このように思います。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） このうわさは、新聞紙

上にも出ましたので、誰一人知らない者はない

と思っております。皆様も、あちこちでうわさ

を聞いているとは思いますけれども、やはり、

契約しているものと思っているという、こっち

がそういう思い違いがあったということについ

ての非ですね、それはないですか。 

 義務があるにもかかわらず、その確認を怠っ

たという、その非。 

 何でも全て、約束事はあると思います。学校

に行っても、きょうは給食がないよといえば、

弁当を持ってくるように言うと思います。ちり

紙、ハンカチを持ってくるようにといわれて、

持っていかなかったら、自分が、持ってこなか

った方が悪いですよね。 

 この保育園も、高台へ避難をするために、幼

児を守るために、命を守るために、高台へ建つ

という目的があったと思います。 

 もしこの間、来年の１月、来ないとはわかっ

ているかもわかりません、わかってないかもわ

かりません。火事が起こるか起こらないかわか

らなかったけれども、危機管理ができてなかっ

たわけですよね。 

 もし南海地震が起きて、津波となれば、もし

津波が起これば、この間の、命を守るという、

行政としてのこういう事態になったことについ

て、どう思われますか、お聞かせください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 先ほど指摘されたようなことについては、今

回のこの保険のこととは全く関係ないというふ

うに認識をしております。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） では、契約者として、

命を守る行政側として、理事長として、危機管

理も余り必要なかったということでありますね。 

 部下に対する管理責任も、余り問わなくても、

さっさと和解すれば、それで終わりと。幕引き

をすれば、それで終わりということであります

か。 

 お答えください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 答弁いたします。 

 このような質問してくださる、その意味と言
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いますか、意図と申しますか、考えがよく理解

できないわけですけれども。 

 私が理解していることで、答弁できることは、

とにかく和解をしたということについては、小

筑紫の保育園、両保育園に行きよう子供たちを、

できるだけ早く新しい保育園に入れてあげたい

と。そのためには、できるだけ早く着工しなけ

ればいけない。そのときの状況としては、放火

か、あるいは業者の失火か、そういうことの判

断もできない中で、あのような和解ということ

を結んで、工事に早急に取り組むということを、

議会の皆さんに理解をいただいて、進めてきた

ことだというふうに認識をいたしております。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 言っていることがよく

わからないのは、そちらの勝手ですけれども。 

 結局、高台に、来年建設ということで、栄養

士の方はもう１年、再雇用しなければいけない

という、そういう出費が税金のほうから出てい

きますよね。そういうことについて、余分なお

金がかかっていく。 

 そういうことの、市長には責任もおありにな

るんじゃないかなと思いますし、結局、もし来

ないかもわかりませんけれども、火事も起こら

ないかもわかりませんけれども、起こりました

ですよね。 

 もし津波が来たら、命を守れないという、そ

ういう、来年の１月に建設すれば終わりという

ものだけのものではないということ。自然災害

ですので、いつどうなるかわからない。そのた

めに、高台へ保育園を建てていたわけじゃない

でしょうか。 

 次にいきます。 

 遠隔地の交通手段についてであります。 

 くろしお鉄道、路線バス運営には、補助金を

どれくらい出されているか、お尋ねします。 

 わかりますか。私、言いましょうか。 

 くろしお鉄道のほうには、２６年度ですけれ

ども、補助金３８４万２，４６７円、くろしお

鉄道のほうへの負担金が２，３１１万３，００

０円、西南交通への補助金が１，０３３万円と、

多額のお金が出ておりますけれども、これで遠

隔地の声がどこまで反映されて、老人の方が足

の痛みを感じているか、市長はどういうふうに

お考えになっていますでしょうか。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 公共交通空白地域における移動手段、これの

確保につきましては、高齢化が進行している宿

毛市において、市民が安心して、豊かな生活を

維持していくためには、解決していかなければ

ならない大きな課題と認識して、進めておりま

す。 

 このため、宿毛市では、平成２５年１０月か

ら２６年９月末まで、この１年間、以前は路線

バスが運行されていましたが、現在、廃止とな

っている舟ノ川、石原地域と、小深浦以西の西

地域の二つの地域について、持続的に運行でき

る体制や、利用状況等を調査するたの実証運行

を行っております。 

 舟ノ川、石原地域では、チケット方式による

運行を行い、高齢者でも比較的利用しやすいと

いうことから、利用率が高かったのに対して、

西地域で行ったデマンド乗合タクシー方式によ

る運行は、週２回、西地区に停留所を１８カ所

設定し、定時で運行しましたが、事前に予約す

る必要があることや、最寄りの停留所まで徒歩

で歩かなければならない等の理由により、非常

に利用率が悪かったために、継続して、本格運

行に至ることができないと判断しました。 

 今年度の当初予算で予算化しております、宿

毛市地域公共交通地域調査業務委託料につきま
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しては、橋上、小筑紫地域の一部を対象に、地

域公共交通に精通し、ノウハウを持っているコ

ンサルタント会社に委託し、職員と一緒になっ

て、それぞれの地域に入り、地域に合った公共

交通についての、地方の方々と率直な意見を交

換し、地域の方々の御理解を得ながら、最も効

果的で効率的な運行体制について、検討をして

まいりたいと考えております。 

 広い立場からの答弁をさせていただきました。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 今現在は、老人の足は

どのように支えられていますでしょうか。 

 計画はわかっておりますけれども、わかりま

したけれども、今現在は、どのように足を確保

されてますでしょうか。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 質問の内容が、先ほど

から出ている、調査したところのことなのか、

全市域のことなのか、そのようなことについて

も全くわかりませんので、お答えのしようがご

ざいません。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 失礼しました。 

 橋上方面、石原方面でございます。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 橋上地域につきましては、現在、検証を行っ

ておりまして、その結果を踏まえて、今後、ど

うあるべきか、検討をしてまいります。 

 検討している状況だというところでございま

す。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 検討している段階は、

本当に二、三日でも、お年寄りにとっては長い

と思います。消防車なら、火事を見つけたら消

す努力をしますでしょう。行政としては、命と

安全を守って、社会の不安がないようにしてい

かなくてはなりません。早く対策をお願いした

いと思います。 

 国土調査のほうへ入らせていただきます。 

 宿毛市の進捗状況を教えてください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 宿毛市の国土調査の進捗状況ということでご

ざいますけれども、本市の国土調査事業は、昭

和５７年に藻津地区から事業開始し、本年度は

宿毛与市明の一部を対象に、予備調査を実施い

たします。 

 進捗状況につきましては、調査対象面積、２

３０．８８キロ平方メートルのうち、２４．５

０キロ平方メートルの調査が終了し、進捗率１

０．６％となっております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 近隣市町村も教えてく

ださい。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 近隣市町村の進捗状況につきましては、四万

十市３７．２％、土佐清水市９．６％、大月町

５１．２％。三原村は、平成６年に事業が完了

しております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 宿毛も、随分、人の不

満がたまっております。国土調査を早くやらな

ければならない理由は、本当に、人がどんどん

亡くなっている状態、そして、昔ほど、息子さ

んにきちんと、自分の境界を伝えている方がい

らっしゃらないという実態でございます。 

 三原は１００％、大月町は５１％、清水が９．

６％、四万十市が３７．２％。これは、四万十

市は西土佐が完了ということで、パーセントが
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上がっております。 

 それぞれ状況をお聞きしますと、やはり行政

のほうがリーダーシップをとって、住民に協力

を得るということを、リーダーシップ、かなり

発揮しております。 

 刈り上げについても、夏の前に刈り上げをし

て、そしてきちんと両者が話し合って、境が、

お二人ができた中で行政が入ると、そういうこ

とをきちんとしないと、行政は入らないよとい

うような、リーダーシップをとりながら進めて

いますので、非常に早い段階で、三原、西土佐、

完了しております。 

 人が少ないこともあるのではないかと思いま

すけれども、どうでしょうか。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 近隣市町村の状況等を見ますと、西土佐とか

三原とか、そういう町村は非常に進んでいる状

況がございます。 

 四万十市も、相当、西土佐が面積に入らなけ

れば、土佐清水市、あるいは宿毛市とそう大き

く違わないような状況ではないかと思っており

ますけれども、なかなか予算的なこと、あるい

は人材的なこと、そういうこともあって、この

ような形になっているのではないかなというふ

うに思っております。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 住民の要望もたくさん

あると思います。土地は個人の財産に係るもの

なので、早く進めなくてはなりません。やりた

くてもやれない状態になってまいります。ほお

っておくと、いずれ問題が起こりますので、早

くやること、全部やり方をしたと。三原村なん

かはそういうふうに言っておられました。 

 制度的な面より、境界を表示することが、そ

れが得策だと考え、行政主導で急がしたところ

も、しっかり結果を出しております。個人の財

産を守る上で、行政は大切な役目をしていかな

くてはなりません。 

 時間をかけずに、行政がどのように手段を選

んでいくかということです。人員をふやして、

手段を早く進めるという思いはないでしょうか。

どうでしょう。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 これは、先日も同じような質問でお答えをい

たしたとおりでございます。 

 以前は、測量の仕方等にも制限がありまして、

なかなか進まないような状況もございましたけ

れども、あれからまた、いろんなＧＰＳとかい

う形の、新しい技術等も入りまして、そういう

方向も検討されていかなければならない。早期

に実施していかなければならない、そういう状

況はますます強まってきているというふうに思

っております。 

 今後、人員等の配置というのは、１組いるわ

けですから、１人だけふやして、じゃあ早くな

るかということでもございません。グループを

つくっていかんと、複数で実施するという形に

ならないと、テンポを上げていけれないという

状況もございますので、その辺も考えながら、

財政状況を見ながら、進めていかなければなら

ないと。 

 特に、津波浸水地域のことも、先日、原田議

員の質問にもございましたように、そういう緊

急な状況にあるということについては、認識を

いたしております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） やりたくてもやれない、

本当に市民の方は心配しております。しっかり、

個人の財産を守るという役目を果たしていただ

きたいと思います。 
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 終わります。ありがとうございました。 

○議長（岡﨑利久君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたし

たいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

 本日は、これにて延会いたします。 

午後 ３時３０分 延会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時０１分 開議 

○議長（岡﨑利久君） これより本日の会議を

開きます。 

 この際、議長から報告いたします。 

 １４番、濵田陸紀君から、会議規則第２条の

規定により、欠席の届け出がありました。 

 日程第１「一般質問」を行います。 

 順次発言を許します。 

 １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 皆さん、おはよう

ございます。１０番、公明党の野々下昌文です。

今期から、６番議員から１０番議員ということ

になりました。これからも変わらずに、市民目

線で議会活動、議員活動に取り組んでまいりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 では、早速ですが、通告に従いまして、一般

質問を行います。 

 まず、初めに、地方創生ということで、プレ

ミアム商品券について、３月議会において、緊

急経済対策を伴う、平成２６年度補正予算によ

り、家計や地域の中小企業に、活気を促すため

にということで、各自治体でプレミアム商品券

が販売をされております。 

 高知市の龍馬プレミアム商品券は、半月ほど

で予定を大きく上回り、抽せんとなったことは、

新聞に掲載をされておりましたが、一昨日、本

市でも完売をされたということで、大盛況のう

ちに完売したということでございます。 

 この質問は、内容や、販売状況の質問であり

ましたので、この質問に関しては、取り下げた

いと思います。 

 次に、総合戦略の質問に入りたいと思います。 

 長期ビジョン・総合戦略についてでございま

す。 

 長期ビジョン・総合戦略については、今後、

これからの宿毛市の５年間、宿毛市が目指すべ

き将来の方向性を決めるまち・ひと・しごと創

生長期ビジョン、及びこれを実行するための地

方版総合戦略を、今年度中に策定を義務づけら

れております。宿毛市のような小さな市にとっ

ては、取り組み次第では、大きなチャンスにな

るんではないかと、チャンスに結びつけていけ

るのではないかと感じます。 

 長期ビジョンとは、人口減少問題の取り組み

のことでありまして、基本的な視点として、東

京一極集中の是正、２０２０年までに地方で３

０万人の若者を雇用して、雇用の創出をしてい

く。地方へ若者を残していくという取り組みで

あります。 

 そのための若い世代の就労、結婚、子育てへ

の希望の実現、また地域の特性に即した課題の

解決、そういう３点を掲げて、人口減少に歯ど

めをかけていくということの政策でありますが、

総動員をして、政策を打ちたてていくというこ

とになっております。 

 また、総合戦略では、同じような内容ですが、

地方での安定した雇用の創出、人の流れの転換、

若者の結婚、出産、子育てに対する希望の実現、

時代に合った地域づくり、この四つの柱が総合

戦略の中で掲げられております。 

 この長期ビジョン・総合戦略、それぞれの取

り組みについて、まず宿毛市の状況、現状をお

伺いをしたいと思います。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） おはようございます。

１０番、野々下議員の一般質問にお答えをいた

します。 

 まず、地方創生の地方版総合戦略、その中で

の戦略の策定に向けた取り組みの現状との御質

問でございます。 

 宿毛市の人口動向や、将来人口推計の中長期

の将来展望を提示する、地方人口ビジョンの策

定状況につきましては、４月２２日付で、基礎
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調査等を、コンサルへ委託しており、現在、各

種資料の提出や、打ち合わせを重ねております。 

 地方版総合戦略につきましては、３月２日に

宿毛市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本

部を設置し、３月３１日に開催した第１回推進

本部会議におきまして、具体的な戦略のたたき

台を作成するため、専門部会を設置いたしまし

た。 

 専門部会には、行政職員以外にも、漁協、農

協、森林組合、商工会議所等の各種団体の実務

担当者も御参加をいただいており、広く意見を

いただいております。 

 ４月２８日には、第１回専門部会を開催した

後、６月２５日で第３回の専門部会となります。

回数を重ねるごとに、意見がまとまってきてお

り、専門部会で整理されたものを、市長、副市

長や関係課長等で構成する推進本部会議におい

て、審査する予定となっております。 

 なお、去る６月２２日には、市民約１，６０

０名、中学、高校生の約４００名の合計２，０

００名を対象といたしまして、アンケート用紙

を送付いたしました。 

 結婚、出産、子育てについて、または進路、

就職についてなど、市民の皆様からの声を参考

にさせていただき、人口ビジョン、総合戦略に

反映していきたいと考えております。 

 ７月１０日金曜日がアンケートの提出期限と

なっておりますので、この場をおかりいたしま

して、市民の皆様の御協力をよろしくお願いを

申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 再質問を行います。 

 長期ビジョンに関しては、コンサルへ委託を

し、総合戦略においては、推進本部をつくって、

今、取り組んでおるということでございます。 

 ７月には、アンケートが出てくるということ

でございますが、今年度中に策定をしていかな

くちゃいけないということで、非常に、タイト

なスケジュールの中で、たくさんの協議をして

いかなくちゃいけないと思うんですが、これは、

今後の宿毛版総合戦略の、今後のタイムスケジ

ュールを、どういうふうな形で仕上がっていく

のか、お伺いをいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 今後のスケジュールにつきましては、先ほど

言いましたように、７月中にアンケート調査の

集約を行うとともに、専門部会で整理した地方

版総合戦略について、市長や副市長、関係課長

等で組織する推進本部会議を開催をし、そこで、

さらに練り上げたものを、８月から１０月にか

けて、産・官・学・金・労・言と呼ばれる、各

分野から広く人を集めて組織する政策審議会で

審議いただき、１０月の末には地方人口ビジョ

ンと、総合戦略の両方を策定する予定です。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 再質問を行います。 

 １０月の末には、大体のまとめができるとい

うことでございますが、政策審議会、いろいろ

なメンバーを集めて取り組んでいくということ

でございます。 

 ３月議会において、政府が、５万人以下の市

町村に対して、国家公務員や大学職員、民間の

シンクタンクの研究員をシティーマネジャーと

して派遣し、戦略の策定を支援する制度に関し

ては、本市では、それを使わずに、今言われた

ように、宿毛市のつくる審議会メンバーで取り

組んでいくというお話でしたが、この審議会メ

ンバーの構成はどのようになっておられるのか、

お伺いをいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 
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 審議会メンバー、先ほどもお答えいたしまし

たけれども、産業界、国や県等の行政機関、教

育機関、金融機関、労働団体、マスメディア等

で構成する推進組織で、その方向性や具体案に

ついて、審議、検討を行うこととなります。 

 現在、審議会委員のメンバーの選定について

は、検討をしておりますが、８月には、始まり

ますので、委員を選んでいかなきゃいかんとい

うふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 審議会メンバー、

これから検討して選んでいくということでござ

います。 

 産業、行政、大学、金融、労働団体、また言

論界から、それぞれ選んでいくということです

が、このたびの地方創生事案は、今までと考え

方を切りかえる必要があります。 

 全国各地で、今、進んでおります、一つ提案

をしておきたいと思いますが、地域活性化につ

なげる地域経済対策政策に、エコノミックガー

デニングという、地域経済活性化手法がござい

まして、このエコノミックガーデニングという

のは、１９８０年代後半に、人口４万人ほどの、

アメリカのコロラド州リトルトンという市であ

りますが、初めて実施をされまして、１５年間

で雇用が２倍、税収は３倍を実現をしたことで、

注目を集めておりまして、この政策は、現在、

全米に広がりをみせております。 

 そして、日本では、いち早く静岡県の藤枝市、

徳島県の鳴門市などが取り入れて、今、取り組

みに準備が進んでおるところでございます。 

 このエコノミックガーデニングというのは、

中小企業支援策の一つでありまして、地域を一

つの庭に見立てて、どうすればそこにきれいな

花が咲き、大きく育つのか、そのように地元企

業が反映していくかどうか、そういうガーデニ

ングにみたてたことで、そのために行政や商工

会議所、銀行などが連携をしながら、地元企業

が活躍しやすく、成長できるように、ビジネス

環境をつくるための施策を展開をしていくとい

うものであります。 

 大義ある施策に対しては、えこひいきもして

いくと。 

 今、私は、この政策は地方創生の総合戦略に

も取り入れていくことができる施策の一つでは

ないかと考えておりますが、このエコノミック

ガーデニングに対する市長の所見をお伺いをい

たします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 地域活性化のために、エコノミックガーデニ

ングの手法を取り入れてはどうかとの質問でご

ざいます。 

 御質問議員の提案を受けて、初めてこのよう

な手法があることを認識をいたしました。貴重

な御提案をいただき、まことにありがとうござ

います。 

 最初にも申し上げましたように、宿毛市の総

合戦略につきましては、市役所の関係課の課長

補佐クラスの職員や、各種団体の実務担当者で

組織する専門部会で議論を重ねているところで

ありますが、御提案いただいたエコノミックガ

ーデニングにつきましては、現時点で専門部会

においても、協議されていない内容であります。 

 今後、推進本部会議の場で研究、検討をさせ

ていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） ぜひ、検討して、

勉強して、一つの検討課題にのせていただいた

らと思いますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

 ついで、ドッグランについてお伺いをいたし
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ます。 

 現代の社会環境の中において、ペットという

のは、私たちのライフクオリティーの向上に大

きくかかわり合いがある存在であります。 

 多くの人々の多様な価値観のもと、犬や猫な

どを初め、そういうペットが大切な家族の一員

として、また頼れるパートナーとして、その役

割を果たすようになってきております。 

 さらには、介護施設や児童施設などを訪問し

て、心の安らぎや、命のぬくもりなども伝えて

おります。 

 これまでと違い、ペットは私たちの生活の中

では、なくてはならない存在となってきておる

のが現状だと思います。 

 本市においても、ペットを連れて、道路や公

園を散歩するところをよく見かけます。 

 公園内においては、ペットを連れていくこと

を禁止をしているか、またはリードをつないで

の利用となっておりますが、一部、モラルのな

い飼い主による、公園内での子供たちが遊ぶと

ころでのふんの放置、また大型犬の散歩などは、

幾ら安心といっても、子供をもつ親からすると、

快く受け入れることはできないような状況もあ

ります。 

 そのような方がいるのも事実であります。多

くの飼い主にとって、ペットというのが、家族

の一員であることは共通しておりますし、とき

にはペットに思い切り走らせたり、遊ばせてあ

げたいという市民の声も、よくお聞きをします。 

 我が家にも犬がおりまして、そのような気持

ちもよく理解できるんではございますが、現代

社会において、ペットとの共生は必要不可欠の

ものとなってきているのではないか、そのよう

に感じます。 

 このような問題を解決する手段の一つとして、

ドッグランの建設を提案をし、市長の所見をお

伺いをしたいと思います。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 ドッグランの設置についてでございます。 

 まず、初めに、本市における狂犬病予防法の

規定によります犬の登録状況についてでござい

ますけれども、ことしの６月１６日現在で、１，

３７５名の方が、１，５２７頭の犬を飼われて

おります。 

 議員のおっしゃるように、現代社会において、

ペットを飼われている方にとりましては、その

存在は日常生活を営む上で、かけがえのない、

大切な家族の一員となっております。 

 愛犬家にとってのドッグランの施設は、犬の

ストレスの解消や、飼い主同士のマナーの向上

につながるなど、コミュニケーションの場所と

なってきています。 

 全国的には、高速道路のサービスエリアなど

を初め、少しずつ設置箇所もふえつつあると思

われます。 

 犬を飼われている多くの方にとっては、家族

同然の存在であると同時に、ドッグランで思う

存分、遊ばせてやりたいという思いは十分理解

できますが、本市の財政状況や、設置場所、ま

たその必要性等を総合的に勘案しますと、現段

階での設置は困難であると、このように考えま

すが、近隣の施設における設置状況や、管理運

営方法など、関係者の皆さんの話も聞く中で、

よく検討してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 今回、選挙戦を通

じて、ずっとまちを回る中で、本当にペットの

頭数というか、犬を飼っている家庭が多いとい

うのは、実感をいたしました。 

 本市で１，５２７頭ということですけれども、

倍以上おるような気もいたします。そのような

感じを受けました。 
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 財政も厳しい中で、犬どころではないという

ところもあるんじゃないかとも思いますけれど

も、先ほど言われたように、近年では高速道路

のサービスエリアとか、さまざまなところにド

ッグランが設置を、どんどんされてきておりま

す。 

 また、ペット連れで遠出をする人が、確実に

ふえてきておりますし、多くの人が、ペットと

過ごす時間に価値を見出しております。 

 宿毛湾での釣り客や、ダイビングの方たちの

中には、ペットを連れて車で一緒に来られてい

る方もおりました。 

 そこでお伺いをいたしますが、飼い主のマナ

ーは当然の取り組むべき課題でありますが、ペ

ットとともに、共生に向けて、ペットを連れて

遠出をする人も、利用しやすいサニーサイドパ

ークの芝生部分の一部を利用して、小型犬のド

ッグランとはいかなくても、リードをはずして

休める広場というようなものはできないか、所

見をお伺いをいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 宿毛サニーサイドパークにドッグランを設置

できないかという質問でございますが、この道

の駅は、観光客の休憩や、休息や、多くの市民

の憩いの場所として利用されており、日ごろか

ら道の駅としての、本来の役割とともに、利用

者の利便性の向上と充実を図らなければならな

い施設であることは、言うまでもございません。 

 これらの中で、利便性につながるドッグラン

施設の設置についてですが、施設内の芝生部分

を見たときに、平場には遊具や椅子が設置され、

またのり面部分には、多くの樹木も植わってい

るなど、余りにもスペースが狭過ぎるのではな

いかと思われます。 

 しかし、先ほども申し上げましたように、現

状での設置は困難であると考えますが、今後に

向けて、近隣の施設における設置状況や、管理

運営方法など、関係者の皆さんの声を聞く中で、

状況把握に努めまして、このサニーサイドパー

クに限らず、検討をしてまいりたいと、このよ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 状況把握を含めて、

検討もしていただけるということですので、よ

ろしくお願いいたします。 

 昨日、お聞きをしたんですが、現在、市内に

も１０人ほどのグループが、県の高砂の公園へ

のドッグランの設置を求めて、署名を始めたと

伺いました。私も、昨日、お会いをしてきまし

て、ここ一週間ほどで、３００名ほどの応援の

署名をいただいたということでありました。 

 管理も自分たちでしていくと意気込んでおり

ましたが、課題はたくさんあろうと思いますけ

れども、今後の宿毛市の課題の一つとして、認

識も必要かと思いますが、市長の所見をお伺い

したいと思います。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 先ほども答弁したとおりでございますが、市

民の皆さんも、そのような形で関心が高いとい

うのは、改めて認識をいたしました。 

 私も、高速道路なんかのサービスエリアで、

このようなドッグラン、犬が遊んでいるのを見

たことあるんですけれども、非常にいいなとい

う思いは持っております。 

 そういうところと、愛犬家の皆さん方のそう

いう要望に応えるということの中で、いろんな

角度から検討をしてみたい。どこまでできるの

か、その辺のことについて、いろいろと検討し

てみたいなというふうに思っています。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １０番野々下昌文君。 
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○１０番（野々下昌文君） ぜひ検討をしてみ

ていただきたいと思います。 

 次の、生活困窮者自立支援法の実施について

ということで、お伺いをいたします。 

 生活困窮者自立支援法が、この４月１日から

実施をされ、生活困窮者自立支援制度がスター

トをいたしました。 

 この制度は、生活する上で、さまざまな困難

を抱える人を、地域で支えて、自立できるよう

に、個々の状況に応じて、人の主体性を尊重し

ながら、相談、支援する制度でありまして、生

活保護に至る前に支え、新たな人生への後押し

をしていく、画期的な制度であります。 

 生活困窮と一口に言っても、経済面や家族の

関係、精神的な問題など、多くの理由があり、

複雑に絡み合っている場合もございます。 

 そのような人たちは、なかなか自分自身から

手を挙げられずに、支援になかなかたどり着け

ない。また、既存の制度では、救済されず、社

会的に孤立しているケースも少なくありません。 

 また、今回の制度では、生活困窮の対象は、

限定をされておりません。今までの生保のよう

に、限定をされておりませんので、従来の課題

別、対象別の制度ではないということを、十分

に理解をする必要があります。 

 この法律に基づく自立支援を生かすには、自

治体初め関係者の理解と、積極的な取り組みが

不可欠になってこようと思います。 

 この制度については、各自治体の必須事業で

ありますので、本市では、どのように市の皆様

に周知をされているのか、お知らせをしている

のか、お伺いをいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 生活困窮者自立支援事業についての周知につ

いてでございますが、当該事業は、本年度から

新たに始まったもので、生活保護に至る前のセ

ーフティーネットとして導入されたものでござ

います。 

 事業内容は、必須事業の自立相談支援事業と、

居住確保給付金事業のほか、任意事業として、

就労準備支援事業や、学習支援事業などがあり

ます。 

 当該事業の周知方法については、委託先であ

る宿毛市社会福祉協議会の社協だより、ふれあ

い４月号で、当該制度を取り上げていただいて

おり、市広報に同封して、各世帯に配布いたし

ました。 

 また、委託先を通じて、各地区民生委員に周

知を図っております。 

 今後も、市広報や、委託先と連携しつつ、当

該事業の周知を図ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 再質問を行います。 

 社協に委託をし、また市の広報でもお知らせ

していると。社協を通じて、民生委員と、地区

において、周知を図っているということであり

ますが。 

 先日、６月１７日の高知新聞に、土佐市が、

昨年１年間、９カ月でありますが、モデル事業

として、取り組みを行っております。そのこと

が新聞に掲載されておりました。 

 ９カ月で、約７７人が、相談者があったとい

うことは掲載されておりました。 

 一月に９人近い方が相談に来ていることにな

りますが、本市では４月から始まって、５月、

６月、３カ月足らずですので、制度を知らない

方たちが多いのではないかと思いますが、ひと

りも来てないということをお聞きしております。 

 せっかく制度を立ち上げても、知られてなけ

れば成果は得られないというわけでございます

ので、周知への努力が、もう一つ足りないので

はないかと考えます。 
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 所見をお伺いをいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 生活困窮者自立支援事業は、本年始まったば

かりで、生活保護制度に比べて、いまだ市民へ

の認知度は高いという状況ではございません。 

 たしかに宿毛市でもそのとおりだと思います。 

 野々下議員の御指摘のとおり、現状の周知方

法だけでなく、市のホームページやフェイスブ

ック、チラシ等を活用して、本事業について、

より一層の周知を図ってまいりたい、このよう

に考えております。 

 どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 今のチラシ等、配

備していただいて、これは先ほど、福祉のほう

でいただきましたけれども、非常にわかりやす

いチラシであります。 

 これ、Ａ４になりますので、これは大きく拡

大するというか、人が集まるようなところに設

置をするというか、張り出すというか、そんな

形もとったら、非常にわかりやすいチラシであ

りますので、考えていただきたいと思います。 

 次の質問に入りたいと思います。 

 次に、早期発見、早期支援の体制の構築とい

うことでございますが、自立支援の充実につい

て、お伺いをしたいと思います。 

 生活保護に至らぬまでも、本事業の対象とな

る生活困窮者というのは、市内には、私、市内

を回りながら、多くいると感じております。 

 相談窓口へ職員をおいて相談に来るのを待っ

ているんでは、今回の制度から外れてしまいま

す。 

 そもそも、生活困窮者の人たちというのは、

みずから、先ほども言いましたけれども、ＳＯ

Ｓを発することは非常に難しい方たちでありま

すので、アウトリーチ、訪問支援を含めた相談

体制や、関係機関との連携、連絡体制の構築が、

早期発見、早期支援につながっていくと考えま

すが、本市の取り組みについてお伺いをいたし

ます。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 委託先の宿毛市社会福祉協議会では、これま

でも困った方々の相談窓口となっていただける

だけでなく、協議会内の連携や、住民の皆様か

らの情報等を通じて、困窮者への家庭訪問をし

て、関係機関につないでいく役割、これを担っ

ていただいております。 

 今後も、当該事業の担い手となることで、積

極的に困窮者を把握する役割や、関係機関へと

つなぐ窓口としての役割が強化されることと考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 関係機関との連携

に努めていくという、支援していくということ

でございますが、関係機関と連携、訪問支援。

特にアウトリーチ、情報をキャッチしたら動く。 

 本人に会うということは、非常に重要なこと

であると考えます。 

 先日、皆さんも御存じのように、６月１２日、

生活困窮して、家賃を滞納し、公営住宅から強

制撤去させられる当日、中学２年生の一人娘を

殺害した母親への裁判員裁判の判決が、千葉地

裁でありました。 

 この方は、生活保護の相談で市役所へ訪れた

り、国民健康保険も滞納しておりました。こう

いう市役所内での、もっと機敏な連携がとれて

いれば、こういう、なる前に防ぐことができた

のではないかと感じますが、今後の本市の取り

組みについて、お伺いをいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 
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 現在も、市役所内の各部署につきましては、

当然、このプライバシーや個人情報、こういう

ものを配慮する中で、連携して職務を遂行する

ように努めてまいっております。 

 今後におきましても、市役所内への本事業の

周知を、強化をする中で、生活困窮者の把握、

これについても、努めてまいりたい、このよう

に考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） ぜひ機敏な連携、

取り組みをお願いをしたいと思います。 

 次に、相談をした後の、その人たちの出口戦

略といいますか、任意事業の取り組みでありま

すが、この制度の成否を握っているのは、任意

事業だろうと思います。 

 任意事業については、就労準備支援事業や、

一時生活支援、家計相談支援事業、学習支援事

業などがあります。 

 この生活困窮者に必要な任意事業ができるよ

うでありますが、本市での任意事業の取り組み

について、お伺いをいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 宿毛市は、生活困窮者自立支援事業の、任意

事業としましては、生活困窮者の家計の再建の

ために、細かな相談、そして支援、貸し付けの

あっせんを行う、その事業である家計相談支援

事業を実施をしております。 

 必須事業である自立支援相談事業とともに、

宿毛市社会福祉協議会に委託をしておるところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 再質問を行います。 

 家計相談事業を本市ではやっているというこ

とですが、ぜひ強化をしていただきたいと思い

ます。 

 この他にも学習支援事業というのがございま

す。これも、本当に大事なことでありまして、

現在、日本全国で３００万人の子供たちが困窮

している。６人に１人は困窮者である。子供の

困窮者ということが言われております。 

 これは、将来の日本の経済、また地域の経済

の衰退にもつながっていくことでありますので、

その学習支援事業等も、また検討する中に入れ

ていただいて、子供たちの学習支援なども考え

ていただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 生活困窮者の中でも、適切な支援があれば前

に進むことができる人も多くいるように思いま

す。この制度を生かせるように、困窮者に寄り

添う支援体制をお願いをしておきたいと思いま

す。 

 次に、社会保障税番号制度、マイナンバー制

度についてでございます。 

 この制度は、国民一人一人に１２桁の個人番

号を指定し、所得や年金支給額、また情報を効

率的かつ正確に、複数の課に存在する個人情報

を正確に連携できるようにするようなものでご

ざいますが、ことし１０月に、国民に個人番号

が通知をされ、来年１月以降、申請書を送るこ

とにより、個人番号カード、顔写真付ＩＣカー

ドを受け取ることができる制度であります。 

 しかし、制度導入に当たっては、個人情報の

漏えいや、不正利用への懸念も指摘をされてお

ります。内閣府が２月に行った世論調査の回答

では、制度の内容を知らないが７０％を超えて

おりまして、情報漏えいの不安を訴える回答も

３０％あったようであります。 

 制度を円滑に始めるために、市民の皆さんへ

の周知が大事になってくるんだと考えますが、

本市では、どのような周知を行っていくのか、

お伺いをいたします。 
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○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 社会保障税番号、マイナンバー制度について

の質問をいただきました。 

 本制度の周知につきましては、国が主導で広

報活動に取り組んでおり、最近では、テレビコ

マーシャル等も始まっております。本市としま

しても、広報活動の一環として、今月の地区長

文書配付時に、マイナンバー制度の概要を簡単

に記載した１枚紙の広告を、市内全地区にお願

いをして、回覧を行いました。 

 今後は、関係課窓口、市庁舎玄関ロビー及び

各支所にマイナンバーに関するパンフレットを

設置する予定としております。 

 本制度は、市民の皆様にとっても、重要な制

度となりますので、今後も県を通じて、さらな

る広報の徹底を国に要請していくとともに、広

報や市ホームページ等を通じて、市民の皆様に

お知らせしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 再質問を行います。 

 市民の中には、認知症などで施設に入所され

ている高齢者や、またＤＶやストーカーなど、

住民票以外の住所地に避難をしている人に対し

ては、どのような通知の仕方があるのか、お伺

いをいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 本年の１０月から、住民票を有する全ての方

に、マイナンバーを記載した通知カードは、地

方公共団体情報システム機構から送付されるこ

とになっております。 

 この通知を受けた後、市町村に交付申請する

ことにより、平成２８年１月以降に個人番号カ

ードを受け取ることができることになります。 

 本カードは、強制ではありませんので、必ず

申請をしなければならないものではありません。

議員が言われるように、施設入所をされている

方や、ＤＶ被害により、住所地に住民票をおけ

ない方については、通知カードが届かない、申

請の手続ができない等の多くの課題が残されて

おりますが、基本的には、居住居所情報を所在

地市町村に登録することによって、通知カード

を御本人へ郵送することが可能となっておりま

す。 

 しかしながら、それぞれのケースによって、

状況が異なりますので、本市としましては、国

や県からの情報をできる限りお知らせする中で、

それぞれの相談に対応していきたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 再質問を行います。 

 本人が申請をしてから通知をされるというこ

とでございます。 

 このほど、サイバー攻撃による日本年金機構

の年金情報流出問題が起きました。マイナンバ

ーには、多くの個人情報なども付加されていく

ようですが、今後、法案が成立し、マイナンバ

ー制度が導入されることになった場合、個人情

報のセキュリティー対策はどのように考えてい

るのか、お伺いをいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 山本議員の一般質問で答弁しましたように、

現在、個人情報の保護に万全を尽くしつつ、番

号の利用開始に向けて、準備をしております。 

 国の方針に基づき、制度、システムの両面か

ら安全策を講ずる中で、窓口における本人確認

の厳格化、窓口で得たマイナンバー付の個人情

報の適正な保管、運用。芋づる式の情報漏えい

を防ぐためのシステム構築を行っています。 

 また、問題となっております年金漏えい事件
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と、マイナンバーの関係については、現在、国

のほうで検討がされており、年金分野でのマイ

ナンバーの利用開始時期への影響については、

今回の事件の原因究明、再発防止策の結果を見

きわめて判断をすると、国からの見解が出され

ております。 

 今後も、国の動向を注視する中で、本市とし

て、適正な対応をしていきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 慎重の上にも慎重

に、事故が起きないように、起きてからじゃ、

取り返しがつかない、そういうことになっても

きますので、どうか取り扱いに、よろしくお願

いをいたします。 

 次に、最後の質問になりますが、１８歳の選

挙制度について、お伺いをいたします。 

 去る６月１７日、１８歳選挙を実現するため

の公職選挙法改正案が成立をいたしました。来

年夏の参議院選から適用され、その後告示され

る地方選でも、適用されることになりました。 

 昨日の同僚議員の質問に対する答弁で、２０

代の投票率が一番低いことが報告されておりま

した。来年には、約２４０万人の未成年者が有

権者に加わる見込みのようでございます。本市

においては、新たな有権者になられるのは何人

くらいおられるのか、また、どのように広報啓

発を行っていくのか、その取り組みをお伺いを

いたします。 

○議長（岡﨑利久君） 選挙管理委員会委員長。 

○選挙管理委員会委員長（野口孝夫君） おは

ようございます。１０番、野々下議員の一般質

問にお答えをさせていただきます。 

 今回の公職選挙法改正によりまして、来年、

有権者となる見込みの１８歳、１９歳の方は、

６月１日現在の人口に基づいて算出いたします

と、４０７人となっております。 

 新たな有権者となる方々には、ぜひとも政治

や社会への関心を深めていただきまして、投票

所に出向いていただきたいというふうに思って

おります。 

 広報啓発への取り組みといたしましては、一

昨日の松浦議員の質問にもお答えしたわけでご

ざいますが、新たに選挙権ができる有権者のみ

ならず、全ての有権者に対する広報が重要であ

ることから、これまでも行っております広報す

くもへの掲載や、市のホームページ、フェイス

ブックなどで情報発信する中、国や県と連携を

図りながら、より効果的な啓発活動を行ってい

きたいというふうに考えておりますので、よろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（岡﨑利久君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 再質問を行います。 

 ４０７名の方が、新たに有権者となられる見

込みであるということでございます。 

 この方たちに対して、４０７人、１８歳、１

９歳の方たちに、直接、啓発を行った方が、よ

り自覚ができるのではないかと思いますが、そ

のことに関しては、どのように考えておいでで

しょうか、お伺いをいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 選挙管理委員会委員長。 

○選挙管理委員会委員長（野口孝夫君） お答

えをさせていただきます。 

 新たな有権者となる満１８歳、１９歳の市民

への個別の通知手段といたしましては、他の有

権者同様、公示日に発送する投票所入場券によ

って、基本的にはお知らせすることになります

が、法改正後、新有権者となる見込みの市民に

対する事前の周知や啓発も必要であると考えて

おります。 

 県においても、新たに主権者教育を掲げ、社

会に参加し、みずから考え、みずから判断する

主権者を育てる、新しい形の啓発活動を推進す
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る計画と伺っております。 

 選挙管理委員会といたしましても、現在、県

もやっている事業はあるわけでございますが、

国、県の今後の動向を注視しながら、情報収集

に努めて、連携をした形で進めていく予定であ

ります。 

 よろしくお願いをいたします。 

○議長（岡﨑利久君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 新たに高校３年生

から有権者に加わるとなると、若者の政治参加

を促す、主権者教育が、今、言われましたけれ

ども、必要になってくると思います。 

 主権者教育をめぐっては、政治的中立の難し

さというのを指摘する声もありますが、多くの

学校は、前向きに捉えて取り組んでおられます。 

 そこで、本市の主権者教育の取り組みについ

て、お伺いをいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） おはようございます。

野々下議員の小・中学校での主権者教育につい

ての質問に、お答えをいたします。 

 私といたしましても、主権者としての自覚と、

それから将来の社会参画に力を育む教育という

のは、大変、重要であるというふうに考えてお

ります。 

 小学校、中学校で主権者教育を行うとすれば、

社会科であるとか、総合的な学習の時間がそれ

に当たると思います。 

 今回の法改正を受けまして、学校で選挙につ

いて、独立をした授業を行うことは、ほかの教

科との兼ね合いもございますので、なかなか難

しい部分もあるとは思います。 

 しかしながら、時事的な問題として、社会科

の授業の中で、１８歳の選挙権について触れる

ことは、ごく自然でありますし、これは当然の

ことだというふうに考えております。 

 議員のおっしゃいますように、主権者教育と

は、少し違うかもしれませんけれども、キャリ

ア教育を進めていくことで、子供たちが自分の

これからの将来、あるいは方向性を考える素地

として、社会に関心を持つこと、このことは必

然的であるというふうに思われますし、そうい

った意味では、主権者教育になり得るのではな

いかというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 社会科教育、また

キャリア教育の中で、自然のうちに、そんな中

で教えていくということでございますが、１８

歳、１９歳、そういう人たちが政治に参加する

ことで、自分たちの意見が社会に伝わり、いろ

んなことが変えていけれる、そういうことを教

えていっていただきたいと思いますし、この制

度で一番大きいのは、若者の意見や考え方が政

治に反映をされるということではないかと思い

ます。 

 また、若者の声に耳を傾けようとする議員も

ふえるのではないかと思いますし、私自身も、

若者に耳を傾けて、意見を聞いていきたいと思

います。 

 以上で一般質問を終わります。 

○議長（岡﨑利久君） この際、１０分間休憩

いたします。 

午前１０時５４分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時０５分 再開 

○副議長（山戸 寛君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 １２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君） １２番、一般質問を

行います。 

 一昨日から始まった質問戦も、私が１１番目

で、最後ということであります。 

 今議会は、４月の統一地方選によって、新し
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い５名の新人議員さんが、今議場にもおられま

す。その５人が皆、質問をなさいまして、それ

ぞれ個性のある質問をされていたというふうに

思います。 

 １６年前、私が初めてここの議場に立ったと

きは、あれほど堂々とできたかなということを

考えますと、今の５人の方は、すばらしいなと

いうふうに感じました。 

 ということで、私の一般質問を始めさせてい

ただきます。 

 まず、通告に従っていかせていただきますが、

萩原の高台への対応についてということで、質

問を出させていただいております。 

 これは、昨年９月の同僚議員の答弁に、市長

は、現在の造成計画、例えば形状であったり、

敷地の面積に関して、反対しているなというこ

とを感じており、さらには、プライバシーに関

することで、公にできない重大な問題もあると

の答弁をして、高台移転が非常に難しいという

ふうな答弁をしておりました。 

 しかし、市としては、予算を議会も通過して、

予算をつけて調査をしているわけですが、どの

ような調査をして、どのような結果が報告され

ているのかについて、まずお聞きをいたします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） １２番、寺田議員の一

般質問にお答えをいたします。 

 まず、萩原の高台への対応についてでござい

ますが、どのような調査をして、どのような結

果が報告されているのかとの御質問でございま

す。 

 当初、萩原の高台整備は、将来的には公共施

設の移転候補地としても視野に入れながら、市

街地の大規模な災害時における避難広場を目的

として、都市防災総合推進事業の事業計画を策

定しております。 

 その後、高台の実施設計及び地質調査を行い、

計画案を関係する地権者に説明する中で、与市

明側からの進入路追加等のさまざまな御意見を

検討し、約２ヘクタールの高台広場と、萩原、

与市明の双方に進入路を設ける計画案を策定し、

昨年の６月に関係権利者に説明を行ってきたと

ころであります。 

 一方、用地測量につきましても、平成２６年

１月に発注をし、土地の境界確定を行ってまい

りましたが、昨年の９月議会で申し上げたとお

り、造成計画等に御理解を得られず、一部の土

地と隣接者の境界が確定できないことから、そ

の後の用地買収や、造成工事に着手ができない

ため、萩原の高台につきましては、早期の整備

が困難な状況となってきております。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君） 困難な状況になって

いるということはわかるんですが、業者に委託

をして、調査をしたというふうに思っているん

ですが、その結果を、どのような結果が、成果

品はどのような成果品が出ているのかというこ

とを聞いているのですが、御答弁をいただけま

せんか。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 まず、成果品としましては、これまでの事業

費等について、明確になっておりますので、こ

の点について、お答えをさせていただきたいと

思いますが。 

 平成２６年９月議会時点では、測量実施設計

に１，４２０万７，５５０円を、事業費を組ん

でおります。そして、ボーリングに４７９万６，

４００円、そして用地測量に１，５４３万５，

０００円、合計で３，４４３万８，９５０円と

いうことになっております。 

 現在の事業費としては、測量実施設計で１，

４２０万７，５５０円、これは同じでございま
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す。そして、ボーリングについても、同じ４７

９万６，４００円でございますが、用地測量に

関しましては、測量はできてないというところ

もございまして、１，３５４万６，０５０円、

合計で３，２５５万円、このようになっており

ます。 

 これは、先ほど言いましたように、９月議会

後に、境界が確定できない箇所の測量業務を減

らしたために、総額として減ったということで

ございます。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君） 使った金額を聞いた

んじゃないんですよね。どのような成果品が来

たかという、境界が確定できなくて、測量でき

なかったところがどれだけあって、どれだけの

測量ができたとかということが、成果としてあ

がってきているんじゃないかと思うんですが、

そういうことが、全然、議会にも示されてませ

んし、これまで、どういう調査をして、どうい

う結果が出てきたのかということを、議会にも

説明した上で、だから高台が難しくなったんだ

ということを説明していただきたいと思って、

今、聞いているんですが。 

 もう一度、お聞きをいたします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 境界確定ができない、調査対象面積に占める

割合について、お答えいたします。 

 まず、調査対象面積ですが、全体で９．６ヘ

クタールとなっており、また、現在、境界確定

ができていない面積は、３．８ヘクタールとな

っておりますので、全体に占める割合は４０％

となっております。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君） よくわかりませんね。 

 先ほど、市長は、答弁で２ヘクタールを対象

として調査をしたという言い方をしましたが、

今の９．６ヘクタールで３．８ヘクタールの４

０％だという説明があります。全体として９．

６で、そのうちの２ヘクを調べたんじゃないで

すか。 

 そこらあたり、もうちょっと答弁お願いしま

す。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 用地の測量としては、２ヘクタールというこ

とで、計画案を持っておりますが、造成面積で

すね。そのために、近隣の山地等の調査、ある

いは進入道路のこともございますので、先ほど

のように、全体で９．６ヘクタール、そして境

界確定ができてない面積が３．８ヘクタール、

全体で４０％ということでございます。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君） ４０％が調査できま

せんでしたという成果品があがってきたんです

ね、そしたら。そういう捉え方でよければ、そ

のような形で、次に進みますが。 

 市長は、一昨日の松浦議員の質問への答弁だ

ったと思うんですが、執行部としては、高台は

難しいと思ってたと。議会が、高台を目指しな

さいということで、仕方なくというか、調べた

というようなニュアンスの言い方をされたとい

うふうに思うんですが、高台を目指しますとし

て、いったのは、予算をしたのは市長であって、

決断したのは市長なんじゃないですか。 

 議会がやれと言っても、例えば市長は絶対に、

萩原の高台は無理なんだという強い意思があれ

ば、それは無理ですということを、まず言うべ

きで、議会が高台を目指せと言ったから、執行

部は仕方なく調べたら、やっぱり無理でした、

そんな簡単な話でいいんですか。 
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 もう一度、その部分について市長の考えをお

聞きいたします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 無理とは言っておりません。非常に困難が伴

うであろうと、想像をしていたということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君） 無理じゃなくて、困

難だということを言ったんだと。困難を伴うと

言ったんだということですか。 

 しかし、予算を提出したのは市長ですよね。

やるとして、調査費を出したのは市長なんです

よ。議会のせいにしてはいけないというふうに

思います。 

 これを突き詰めていってもいけませんので、

この土地の、非常に困難性があるというところ

の中で、市長は、先ほども言いましたように、

一部の地権者が非常に、同意がいただけないだ

ろうということで、感じていたと思うんですが、

市長は、困難だといわれる地権者と、何度ほど

お会いをしましたか。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 何回かはお会いして、話しておりますけれど

も、最終的に都市建設課のほう、あるいは関係

者が交渉する中で、非常に困難だという話を聞

いた中で、最終的に、直接最後に、私は本人と

お会いをして、要請をしたということでござい

ます。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君） 私もその地権者とお

話をしました。その方に言われるところは、一

度、全体の会でお会いをした、最初に。その後

は、一度、市長室でお会いした以外は、市長と

は話してないということを言われておりました。 

 どちらが正確なかはわかりません。私には。

ただ、執行部が高台を目指し、そこにどれだけ

の熱意を持っていくのかというのを図る尺度と

しては、私は、もう少し熱心に地権者の話も聞

き、話をする場をもつべきではなかったかとい

うふうに感じております。 

 このことについて、市長の答弁があれば、後

で一緒に言っていただきたいと思いますが。 

 この萩原の高台について、今、お聞きをした

中でも、金額がいろいろと出てますので、９月

時点でも、答弁としては３，４００万余りを使

っているというふうに言っておりましたし、き

ょう出た数字がいろいろと出てますので、正確

にはわかりませんが、かなりな金額を投入して

いるというふうに感じておりますが、宿毛市と

して、この宿毛市街地の住民の避難場所として、

萩原地区は必要な場所であるかということにつ

いて、どういう認識でおるのか、お聞きをした

いと思います。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 まず、前段の地権者との話し合いということ

の中でございますけれども、まず、地権者とお

話ししたときに、これは測量調査をさせていた

だけないという理由の中に、私が入ろうが入る

まいが、全く関係のない、非常に先ほど言いま

したプライバシー的なことも含めて、問題があ

るということを認識をいたしましたので、何回

やっても、それは同じ結果になる、そのように

判断をいたしました。 

 現在の、結果を受けての今後の考え方、市街

地住民の避難場所としての考え方でございます

けれども、必要な場所である、このようには認

識は、全く今も変わっておりません。 

 しかしながら、現段階においても、残る土地

境界の確定にめどが立たずに、計画どおりの整
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備を進めることが困難でありますので、萩原地

区の計画につきましては、事業を中断し、現在、

規模の縮小も念頭に、検討している、こういう

段階でございます。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君） ということは、萩原

の高台については、市街地、宿毛市にそのとき

にいる住民のためには、必要であるという認識

は、今も変わっていないということでしょうか。 

 もう一度、そこについてお聞きをいたします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えしたとおりでご

ざいます。 

○副議長（山戸 寛君） １２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君） 宿毛市としては、萩

原の高台については、住民の避難場所としては、

必要であるという認識で、宿毛市は今からも進

んでいるというふうに受け取らせていただきま

した。 

 そうであれば、もう少し熱心に、丁寧に、地

権者には当たっていくべきであろうと思います。 

 次の質問に移ります。 

 宿毛小学校裏の物件移転調査の結果と今後に

ついてということで、お聞きをいたします。 

 昨年の１２月議会で、５００万の物件移転費

の予算を可決をいたしております。３月までの

年度内での調査というふうに感じておりますが、

その結果について、まずお聞きをいたします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 物件移転補償調査の結

果について、お答えをいたします。 

 宿毛小学校の移転計画に基づき、昨年度、宿

毛小学校裏の移転対象物件について、物件移転

補償調査を行いました。 

 調査により算出された物件移転補償金額の内

訳としましては、建物移転料が約１億２，４０

０万円、工作物移転料が約３００万円、動産移

転料が約２００万、移転雑費補償金が約１，４

００万円、立木ほか補償金が約２２５万円にな

っています。 

 物件移転補償金の総額としては、一部概算部

分もありますが、約１億４，５００万円程度に

なっております。 

 したがいまして、宿毛小学校移転に伴う物件

移転に必要となる総額としましては、一部、想

定の部分はありますが、今回、算出した移転補

償金に土地代を含めた約２億円程度になる見込

みです。 

 以上です。 

○副議長（山戸 寛君） １２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君） 土地を買って、用地

として使えるようにするのに約２億かかると、

という調査が出たということですが、この結果

を受けて、宿毛市としては、どのようにこれか

ら進めていこうというふうに考えているのかに

ついて、お聞きをいたします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 結果を受けて、今後、

どのような道筋でという御質問でございます。 

 宿毛小学校の改築については、今までの議論

を踏まえる中で、私としましては、現在地を拡

張した上で、改築することが最も望ましいと判

断をしています。 

 その上で、今後の予定としては、拡張予定地

の土地部分についての概算金額を、先ほど申し

上げましたが、この金額は固定資産税の路線価

を基準にした算定であり、用地交渉に用いるに

は不十分な点もございますので、今後の具体的

な交渉に向けて、用地の鑑定評価を実施するた

めの補正予算について、計上してまいりたいと

考えております。 

 そういった調査を実施し、地権者にも理解を

いただく中で、来年度予算におきまして、用地
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等の取得予算を計上したいと考えております。 

 いずれにしましても、この事業は、地権者の

御協力なしには実現することができませんので、

地権者の皆様には、今後も丁寧に説明をし、御

理解をいただくように努めていきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君） 来年度の当初予算に

上程するのを目標に、今から進めていきたいと

いうことでございます。当面、鑑定の補正予算

を組んでいくということですので、これは９月

の補正になるんだろうというふうに思いますが、

用地取得に、まず２億余りかかると。 

 その上で、建設をするとなると、どれだけの

学校を想定してるのかによって、違いは出てく

ると思いますが、多分市長、今までの答弁であ

れば、現在地と同じ、同等規模の学校をつくっ

ていくという答弁をされておりますので、何十

億という予算になると思うんですが、現在、宿

毛市の財調、一昨日の質問で、１８億余りだと

いうふうな答弁をされていたと思うんですが、

その程度の財調の中で、これからの公共事業、

宿毛小学校に限らず、公共事業を進めていく中

で、大丈夫なのかという心配をするわけですが、

そのことについて、市長のお考えをお聞きをい

たします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 議員の御指摘のとおり、用地の拡張に２億円

を使った上で、校舎の建築まで見通すと、宿毛

市の財政基盤では簡単な事業ではございません

が、宿毛小学校の校舎改築については、近い将

来に向けて、必ず実施しなければならない事業

であると認識をしております。 

 その上で、土地購入費を単年度で予算計上す

るのか、複数年に分けて計上するのか、また、

改築年度をいつに想定するのかといった、詳細

なスケジュールについては、今後、十分、協議

していかなければならない、このように考えて

おります。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君） 例えば、財政再建団

体にならないように、宿毛市をかじ取りしてい

く責任が、市のトップにはあると思うので、そ

のことについては、慎重に協議し、また教育委

員会とも統廃合の議論も踏まえた中で、進めて

いくべきだろうというふうに思いますので、こ

れからの進捗を見守りたいというふうに思いま

す。 

 次に、小深浦の高台の移転計画についてとい

うことで、通告をさせていただいておりました。 

 一昨日、原田議員のほうの質問で、現在の進

捗率等については、聞かれておりますので、そ

の答弁をよしとしますが、２点ほどお聞きをし

たいと思います。 

 確認という形になると思うんですが、原田議

員への答弁で、当面、避難所として整備をして、

構造物は建設しないというふうに答弁をしたと

いうふうに認識をしておりますが、そのような

認識でよろしいのかについて、まずお聞きをい

たします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 計画としては、避難場所という位置づけの中

で、造成をしております。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君） すごく曖昧な答弁な

ので、理解がちょっと難しいんですが。 

 避難場所に建物があるかないかというのは、

どういうことをやろうとされようとしているの

かが、理解ができませんが。 



 

－ 125 － 

 これは、国土交通省の都市防災総合推進事業、

そのような都市防災の予算をいただいての高台

整備だというふうに思っておりますので、一昨

日の原田議員の答弁で、給食センターとか、保

育園とか、学校とかという部分については、今

のところ考えてないというふうな答弁だったの

で、構造物はつくらないんですかということを

お聞きしたんですが、もう一度、お聞きをした

いと思います。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 原田議員にもお答えをしておりますけれども、

学校や給食センターのさまざまな公共施設は、

将来においては、考えておるわけでございます

けれども、まだまだ決まっておりませんので、

将来計画が決まった段階で、関係機関と協議を

行って、計画を進めていく必要があるというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○副議長（山戸 寛君） １２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君） これも、今後協議を

していくというふうな答弁でした。 

 それで、もう１点、返還金についてお聞きを

したいと思いますが。 

 この返還金、これまでの議会では、可能性は

あるというふうな答弁をされていたというふう

に思うんですが、一昨日の答弁は、返還金が発

生するというふうな答弁であったかと思います

が、この返還金、実際、どうなるのかについて、

もう一度、御答弁を願いたいと思います。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 昨日にもお答えはしているというふうに思い

ますけれども、小深浦の高台へのさまざまな公

共施設の計画が決定した段階で、関係省庁、関

係機関との協議を行っていきますので、その結

果によっては、返還金等が発生する可能性はあ

るということでございます。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君） 現時点では発生しな

いと。構造物等が、例えば国のいうものに該当

しない場合には、返還金が発生する可能性があ

るということで、多分、いいんだろうと思いま

すので、そもそも高台をどういう目的で造成を

するのかというところにいきつくんじゃないか

というふうに思いますが、いいです。 

 次の質問に移ります。 

 これは、市長が一昨日、突然と、次期市長選

には出馬しないということを表明をいたしまし

たので、どうしようかと思ってましたが、今後

の市政の中で、新しい市長が誰になろうと、こ

ういうことはあるんだろうなと。そのときの対

応として、私の考えを述べさせてもらおうかな

と思って、地域懇談会への考え方についてとい

う質問をさせていただきます。 

 これは、多分、市長は公約として、地域懇談

会をやりますよということを言ってきたので、

やっているというふうに認識をしているんです

が、この地域懇談会の考え方について、まずお

聞きをしたいと思います。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 もう、このような質問はないかなというふう

には思っていたわけですけれども、先ほど言わ

れましたような趣旨のもとでの質問であろうか

と思います。 

 私の場合は、市長に就任以来、市民本位の市

政を目指して、一人でも多くの市民の皆さんの

声を、直接、お聞きし、その声を可能な限り、

市政に反映できるよう、心がけてまいりました。 

 各地域におけるさまざまな課題等につきまし

て、議会における一般質問や、毎年８月に開催

しております市政懇談会を通じてお聞きしてい
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るところでございますけれども、それに加えて、

市民の皆さん一人一人から、直接、市政に対す

る御意見や、御要望等をお聞きすることは、大

変、有意義なことであると考えておりまして、

市長就任以来の、就任後１年目から、毎年、実

施してるものでございます。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君） わかりました。 

 ただ、今年度に入ってからの参加者の状態を

お聞きしたんですが、非常に少ない人数しか集

まってないというふうに思うんですが、この原

因について、市長はどのようにお考えですか。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 議員御指摘のような内容もございますけれど

も、しかし、３０名以上の皆さんが参加してい

ただいた地域もあれば、実際に、先ほど言われ

ましたように、数名しか参加していただいてい

ない、そういうばらつきは確かにございました。 

 一人でも多くの皆さんに御参加いただけるよ

う、市の広報での周知はもとより、関係地域の

皆さんには、別途、回覧文書でも周知し、地区

長さんにも周知の要請をしてまいったところで

すが、結果として、参加が少なかったところに

おいては、その原因をさぐっていかなきゃいか

んのじゃないかなというふうに思います。 

 以上で、またこれからの取り組みにも生かし

ていきたいと思いますけれども、私の場合は、

もうあと１カ所しか残っておりませんので、そ

のように考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君） ３０名と言いました

が、今年度は、一番多いところで２７名ですよ

ね。あと、１０名を超すところが３カ所、７名

とか６名とか、一番少ないところは４名という

ふうに、非常に少ない人数、特に一番多いだろ

うなと思われる文教センターとか、福祉センタ

ーが、７名、６名という人数しか出てきてない。

これは、やはり周知の問題がすごくあるんじゃ

ないかというふうに思うんですが、やはりもう

少し、周知徹底の仕方があったんじゃないかと

いうふうに思います。 

 そういう点と、もう１点、この懇談会、市長

の思いの中で、市民の声を聞くというふうなこ

とでいくんだろうというふうに思うんですが、

そうであるとすれば、市長、副市長、教育長と

いう、三役が行って、住民の声を聞く、特別職

なので、この３人は。というのであればわかる

んですが、例えば、市の管理職、課長等が懇談

会に帯同していって、皆さんの意見を聞く。答

弁をしたかどうかわかりませんが、そういうこ

とになると、地区からの陳情等になってくるん

じゃないかというふうに思うんですが、このこ

とについて、市長のお考えをお聞きをいたしま

す。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 市長の思いつきといいますか、そういう発想

から出たのだからという御質問でございますけ

れども、私が市長として、行政を預かるものと

しての任務としては、市政全般にわたって、市

民のために、そして市民の皆さんからの、そう

いう総合的な、全体のいろんなことも含めて、

要望を聞く中で、市政を執行していく責任が、

私にはあるわけでございまして、ですから、で

きるだけ効果的に、その情報や内容等をある場

合には、市民の皆さんにも説明する必要もある

でしょうし、また、聞く必要もありますから、

情報を共有すると。そういう手段として、この

メンバーで出席したというのは、私は全く問題

はないし、正しい判断だったというふうに考え

ております。 
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 以上です。 

○副議長（山戸 寛君） １２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君） わかりました。地域

懇談会、住民との対話が市政に反映できるよう

な対話、懇談会になるように、これから計画す

る部分においては、より内容が市政に反映され

るような懇談会にしていただきたいというふう

に思います。 

 次に、市道の安全対策について、お聞きをい

たします。 

 これは、３カ所というか、地点でいうと二つ

の地点と一つの路線のことについて、お聞きを

いたします。 

 まず、私が毎日通っております県道４号線と

交差する市道について、お聞きをいたしますが。 

 まず、二ノ宮の文殊橋の北側といったら、わ

かる方も、わからない方もいるかもしれません

が、二ノ宮保育園の宿毛寄り、和田地区から文

殊橋を渡って、県道４号線と交差する地点です

が、この地点、県道４号線がカーブしておりま

して、そこに市道が斜めというか、変則的に交

差して、四差路になっているという交差点であ

ります。 

 横断歩道が宿毛寄りに１本引かれております

が、宿毛中学校、小学校、松田川小学校への通

学路にもなっております。 

 ここ数年で、非常に事故が多いということで、

地域の住民、またそこを通学する子供たちが、

これまでも何回か事故に遭ったり、遭遇したり

ということをしておりますが、和田地区にとい

うか、中村宿毛道路の和田インターが開通しま

すと、和田側に出るだけじゃなくて、当然、二

ノ宮側にも車が流れてくるというふうに感じま

す。 

 そうなると、今以上に危険度は増してくると

いうふうに思いますが、その高規格開通まで、

あと４年ぐらいしかないと思うんですが、今の

うちから計画をして、安全対策をとっておくべ

きじゃないかというふうに思いますが、お考え

をお聞きしたいと思います。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 質問のありました二ノ宮入り口の県道宿毛津

島線と、市道正和二ノ宮線及び市道二ノ宮野地

線の交差点は、農道を含め、変則的な交差点状

況となっており、特に橋上方面から宿毛方面へ

通行する車は、左側の山に視路を遮られ、前方

の横断歩道付近の状況が見えづらくなっており

ます。 

 また、市道正和二ノ宮線を通行し、文殊橋か

らこの交差点へ進入する車も、橋上方面から来

る車が見えづらくなっています。 

 この交差点につきましては、以前から交通管

理者である警察署と、県道管理者である土木事

務所と協議してきた経緯があり、横断歩道の位

置変更や、現在もカーブミラーはあるわけでご

ざいますけれども、このカーブミラー等の検討

などを行ってきましたが、基本的な解決には至

っていないのが現状でございます。 

 今後も、標識や路面表示等、有効な安全対策

が図られるよう、協議してまいりたい、このよ

うに考えております。 

○副議長（山戸 寛君） １２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君） 今までも協議してき

た、今からも協議するって、なかなか、遅々と

して進まないということが、あそこを通行して

いるドライバーであったり、子供たちの認識で

あると思います。 

 例えば、市道正和二ノ宮線の文殊橋から県道

に至るところは、下の農道と高さが違う道が２

本入っております。 

 あの道を、下の農道の部分を、県道側半分ぐ

らいを、例えば市道と同じ高さにむね上げる形

をとれば、例えば、車の出入りについては、も
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っと改善がされるんじゃないかというふうに思

いますが、やはりそういうことも踏まえて、実

際にあそこに土地を持っている、農地を持って

いる方とも話しながら、進めていくべきじゃな

いかと思います。 

 特に、市道の部分については、歩道が１段、

１０センチ余り高くなっておりますので、車道

分というのが非常に狭くて、行き違いができな

い。そうすると、歩道のほうに、片方の車は乗

り上げざるを得ないというような状態が続いて

おりますので、この部分については、早急に対

応すべきではないかというふうに思いますが、

もう一度、お聞きをいたします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 先ほど、この間、遅々してという、検討をし

てきたけれども、何もしてないんじゃないかと

いうお話がございましたけれども、いつからか

わかりませんけれども、カーブミラーは設置し

たという、当時のカーブミラーも検討していた

という状況からは、現在はミラーは設置をして、

二ノ宮側に、橋上方面から来る場合も、文殊橋

の市道が見える、そういう状況にはなっており

ます。 

 ただ、やはりああいうカーブの中で、非常に

危険だというのは、変わりはございませんので、

言われましたように、抜本的な形では、どう改

善していくのか、このことは検討し続けていか

なきゃいかんというふうに思います。 

 以上です。 

○副議長（山戸 寛君） １２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君） カーブミラー１個あ

るけれども、非常に見にくいんですよね、あの

カーブミラーが。 

 カーブミラーだけに頼らず、安全に子供たち

が通学できるような、登下校ができる道につい

て、早急な対応をお願いしたいと思います。 

 次に、もう１点、土居下の県道４号線と、市

道桜町藻津線の交差点、三差路のことについて

お聞きをいたします。 

 この交差点は、すぐ隣に宿毛保育園がござい

ます。けさも、ちょうど来るときに会ったんで

すが、河戸の堰の方にある駐車場にとめて、子

供を保育園に送迎する保護者が、ちょうど土手

の県道口で待っておりました。 

 私も、そこでとまって、さきに横断すること

を優先させたわけですが、対向車で来た、ダン

プのトラックはそのまま行き過ぎたというふう

なことで、朝晩の登園するとき、また４時に帰

るときの、あこの交通量というのは、非常に多

くて、特に市道側から県道側に出るのは、一時

停止が義務づけられておりますが、あこ、非常

にとまらずに出てくる車というのも、多くあり

ますし、ちょうど電柱が、市道側からいうと左

折するのに、妙に都合の悪いというか、邪魔に

なるような電柱の配置になって、あこを通った

方は、よく感じられると思うんですが、ここに

ついては、宿毛市として、県道との取りつけ等

について、協議をしたことが今までにないのか、

またこれからすべきではないかというふうに思

うんですが、お聞きをいたしたいと思います。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 今、担当のほうと話し

ますと、協議したことはないそうでございます。 

 以上です。 

○副議長（山戸 寛君） １２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君） 協議したことはない

のか、また、今から協議すべきではないかとい

うふうにお聞きをしたんですが、もう一度聞き

ます。この三差路について、安全対策を図る上

で、例えば押しボタンの信号機をつけるである

とか、安全対策を図るべきじゃないかと思うん

ですが、もう一度、市長のお考えをお聞きした

いと思います。 
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○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 議員御指摘の交差点は、県道宿毛津島線と、

市道桜町藻津線の三差路でございますが、県道

の右折車線が十分とれていないといった、交差

点形状のために、市道から二ノ宮方面へ左折す

る際に、県道から右折車がありますと、通行し

づらくなってしまう場合があると思われます。 

 当交差点についても、交通管理者である警察

署と、県道管理者である土木事務所と、当該交

差点における安全対策について、協議してまい

りたいと考えております。 

 そして、私がもう一つ、地域のことで、先ほ

ど寺田議員も質問ございましたけれども、宿毛

保育園への河戸堰の駐車場から、子供たちを送

迎していく、あそこについても、何らかの対応

をすべきではないかなと。 

 いろいろ、民間の方が標識等を設置していた

だいたり、横断歩道とかいう動きもございます

けれども、非常にそちらのほうが、小さい子供

たちが通るわけですので、その辺も、全体とし

て考えていく必要があるのではないかなという

ふうに認識しております。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君） 市長も、危険性は認

識をしているということでありますので、この

地点についても、対応をお願いをしたいと思い

ます。 

 最後に、市道桜町藻津線について、お聞きを

いたします。 

 この路線につきましては、今月の初めに、場

所でいえば宿毛スイミングスクールがある地点

で、幼い命が亡くなるという、悲しい事故があ

りました。 

 これは、亡くなられた子供の御両親、御家族

にとっては、非常に辛く、悲しい出来事であっ

たというふうに思いますし、この地点の街路樹

が、この事故の一因であったのではないかとい

うことで、その後、交差点部分の樹木を撤去し

たことについても、事故があったからなのかと

いうことで、怒りを感じていたということをお

聞きをしております。 

 そこでお聞きをいたしますが、この市道桜町

藻津線、宿毛市で数少ない街路樹のある道路で

あります。それも、低小木と高木の両方を植え

ておりまして、桜町のというか、土居下の地点

から、ずっと、片島中学校の手前まで街路樹が

植えられております。 

 これ、それから後、私も何度も通って見ます

が、高木については、走りながら見ると、歩道

部分が見えないところがいっぱいあります。低

小木は、それこそ小さいお子さんが歩いていた

り、お年寄りが歩いていると、なかなか見づら

いような状態になっているというふうに思いま

すが、私は、あの交差点部分を一部分撤去する

のではなくて、この街路樹全てを撤去して、明

るく、見通しのいい街路というか、道にすべき

ではないかというふうに思いますが、このこと

について、市長のお考えをお聞きをいたします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 まず、市道桜町藻津線での事故では、幼い命

が犠牲となり、保護者の方々にお悔やみを申し

上げますとともに、お亡くなりになった方の御

冥福を心よりお祈りを申し上げます。 

 街路樹の必要性については、道路やまちの景

観をよくするだけでなく、危険な道路横断の防

止や、車両の衝突軽減、真夏の木陰形成、雨天

時の水はね防止など、さまざまな役割を果たし

ています。 

 しかし、本路線は、事故が多発している状況

であり、事故の３日後には、高砂地区の区長さ

んとも協議をし、見通しを確保するよう、交差
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点の街路樹の一部を撤去いたしました。 

 寺田議員は、全て撤去すべきではないかとい

うことでございますけれども、今後も街路樹の

適正な管理、そのような意見も聞く中で、どの

ような形で今後も管理していかなければならな

いのか含めて、きちんとした管理に努めてまい

りたい、このように思っております。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君） 例えば、今回の事故

というのが、街路樹のあることによる、起因に

よるということになれば、遺族から宿毛市に対

して賠償裁判が起きたら、ということになりま

すよ。 

 やはり、私は街路の重要性というのは、ある

路線では、必要なというところもあると思いま

す。ただ、この桜町藻津線についていえば、昼

間通行している子供たちもいれば、夜、ウォー

キングを楽しんでいる地域の方もたくさんいま

す。 

 街路が、例えば防犯の邪魔になったり、通行

する車にとっては、歩行者を見づらい状態が、

今のようにあるのであれば、市として、積極的

にこの街路について、撤去をしていくという勇

気も要るんじゃないかというふうに思うんです

が、もう一度、お聞きをいたします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 街路樹を設置した、そういう目的というもの

が、まずございますので、その辺のことの、本

当に今、そのことによって、効果が発揮されて

いるのかどうなのかということも含めて、検討

していかなければならない、そういう状況では

ないかなというふうに判断をしております。 

 以上です。 

○副議長（山戸 寛君） １２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君） この路線、ことしに

入って、多分、死亡事故が２件起こっていると

思うんですよ。 

 今まで、４年間の宿毛署管内の事故の件数、

またこの桜町藻津線の件数も出していただきま

したが、事故の件数も、２４年度に次いでこと

しは半年で、もうそれ以上、去年以上の事故が

起こっている。やはり危険な道になっていると

いうことを、これは証明しているんだろうとい

うふうに思います。 

 このまま放置していれば、本当に住民から苦

情がきたときに、どうするのかというふうに感

じます。起こったときにどうするのかというこ

とを考えるよりも、率先して、市が行っていく

べきではというふうに思います。 

 多分、答弁変わりませんので、ここからは教

育委員会にお聞きをしたいと思いますが。 

 教育委員会として、宿毛市内の中学校、小中

ありますが、この通学路について、こういう事

故があったということで、総点検をすべきでは

ないかというふうに思いますが、このことにつ

いてお聞きをいたします。 

○副議長（山戸 寛君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） 寺田議員の質問にお

答えをいたします。 

 昨年の１２月議会でも答弁をさせていただき

ましたが、昨年の１２月に、学校教育課が中心

となりまして、国や県、警察など、関係機関と

連携をしました宿毛市通学路安全対策連絡協議

会を立ち上げまして、今後の市内通学路の環境

整備であるとか、効率的かつ効果的に取り組む

ために、どのようにしていくかということにつ

いて、協議をしてまいりました。 

 昨年、協議会が立ち上げられましたので、今

回は協議会として初めての実施となりますが、

通学路における危険箇所の報告を、各学校から

していただくようにはなっております。 

 また、通学路の危険箇所については、校長会
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の中でも、常に把握するように要請はしており

ますし、各学校の学校通信や、あるいは学級通

信、子供や保護者への危険箇所への呼びかけを、

そのような朝立ちで、適宜実施しておりますの

で、どうぞその点については、御理解をお願い

いたします。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君） 安全を必要とする場

所については、点検をしていくということです

ので、早急に点検をして、それに対する対応を

していただきたいというふうに思います。 

 それと同時に、各小・中学校に対して、子供

たちの安全に気をつけた登下校について、指導

すべきであるというふうに思います。 

 特に、私、市役所の周りの子供たちが登下校

する姿を見ることがあるんですが、車道いっぱ

いに歩いたり、傘を振り回したりという姿も見

かけるわけですが、こういうことが、この宿毛

小学校近辺だけではなく、ほかの小・中学校で

も、やはり、特に小学校はあるんじゃないかと

いうふうに思うんですが、学校への周知徹底に

ついてのお考えをお聞きをしたいと思います。 

○副議長（山戸 寛君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） 先ほどの議員の御指

摘のように、幼い命が失われたことにつきまし

ては、まことに心からお悔やみを申し上げたい

と思いますし、学校現場におきましても、その

ようなことが再び起こらないように、先ほども

申し上げたように、校長会等で、常々要請をし

ているところでございます。 

 小・中学校におきましては、日ごろから生徒

指導の一環といたしまして、自転車通学を含め

た登校、下校の安全指導をしておりますが、改

めて各学校には、先ほど申し上げましたように、

通知をしてまいりたいと、このように思ってお

ります。 

 また、今年度は、高知県の安全教育推進事業

の指定を受けておりまして、宿毛中学校では、

交通安全教育の推進について。それから、山奈

小学校では、生活安全教育の推進について、取

り組みを進めているところでございます。 

 また、中でも、１０月には、テレビや新聞等

で御承知かと思いますが、スタントマンによる、

生徒たちの目の前で自転車事故などを再現する

ことなどをして、交通安全教室を、宿毛中学校

で実施をする予定になっております。 

 これらの取り組みの中から、今後の宿毛市の

交通安全教育の充実につなげてまいりたいとい

うふうに考えておりますので、どうぞ御理解を

ください。よろしくお願いします。 

○副議長（山戸 寛君） １２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君） 教育委員会として、

子供たちの命が失われることのないように、最

大限の学校への指導、また協力を、これからも

していただきたいというふうに思います。 

 よろしくお願いをいたします。 

 最後に、これは市長にお聞きをしたいと思う

んですが、市長は、一昨日、不出馬を表明をい

たしました。半年間、任期は残しているという

ふうに思うんですが、先ほどからずっと質問を

しますと、これからやはりつくっていかなけれ

ばいけない、考えていかなければいけない課題

というのが、いっぱいあると思うんですよね。

そういうところで、新しい人に譲るというふう

な決意をしたのであれば、任期満了を待たずに、

職を辞するということも、一つの英断ではない

かというふうに思うんですが、このことを、最

後に市長に質問をしたいと思います。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 私個人にとりましては、

非常に、何と申しますか、こんな質問をされる

とはという思いでございます。 

 寺田議員とは、この４年間、約３年半ほど、
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ずっと議論をしてまいりましたけれども、いろ

いろ私としても、いろんな形の中で、もっとも

っと提案のある、発展的な質問をしていただけ

たら、もっともっと大きく答えれるのになとい

うふうに、思いも感じたことがございました。 

 私としては、この残された期間を、次の市長

に引き継ぐために、今までの３年半の継続とし

て、全力で取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君） 御答弁ありがとうご

ざいました。 

 これで私の質問を終わります。 

○副議長（山戸 寛君） これにて一般質問を

終結いたします。 

 この際、午後１時２０分まで休憩いたします。 

午後 ０時１１分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時２１分 再開 

○議長（岡﨑利久君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程第２「議案第１号及び議案第２号並びに

議案第４号から議案第１３号まで」の１２議案

を一括議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑の通告がありますので、順次発言を許し

ます。 

 ２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君） ２番、質疑を行いま

す。 

 私が質疑を行いますのは、議案第４号別冊、

平成２７年度宿毛市一般会計補正予算（第３

号）でございます。 

 こちらのほうに、担当課の方に御説明をいた

だきたい箇所が２カ所ございますので、お願い

をいたします。 

 まず、９ページをお開きください。 

 ９ページの第２款総務費、第１項総務管理費、

７目企画広報費、１９節負担金補助及び交付金、

こちらのほうに、天神地区祭礼用備品整備補助

金とございます。こちらが２５０万円となって

おります。これが、財源がその他ということに

なっておりますが、具体的にどういった財源か

らきているものか、こちらを御説明いただきた

いと思います。 

 また、どのようなものを、この祭礼備品とし

て購入を予定しているのか、この点についても

お伺いをいたします。 

 そして、もう１点ですけれども、１１ページ

お開きください。 

 こちらの第３款民生費、第１項社会福祉費、

２目障害者福祉費、１３節委託料、あったかふ

れあいセンター事業委託料、こちらのほうがご

ざいますけれども、こちらが２，７４１万１，

０００円の減額になっております。６月の補正

で、この減額というのは、どのような理由によ

るものか、こちらのほうも御説明を願います。 

 以上、お願いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 企画課長。 

○企画課長（出口君男君） 企画課長、２番議

員の質疑にお答え申し上げます。 

 議案第４号別冊、平成２７年度宿毛市一般会

計補正予算（第３号）、９ページでございます。 

 第２款総務費、第１項総務管理費、７目企画

広報費の１９節負担金補助及び交付金の中の天

神地区祭礼用備品整備補助金２５０万円の増額

補正について、その財源と事業内容ということ

で、御質問をいただきました。 

 本事業につきましては、宿毛市山奈町にござ

います天神上、天神中、天神下の３集落に分か

れております天神地区というのがございますけ

れども、そちらにおきまして、地域の連帯感に

基づく自治意識を盛り上げるために、例年実施

しております夏祭りに使用する備品類の修復を、
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財団法人自治総合センターが、宝くじの収益金

の一部を活用して実施をしております、コミュ

ニティー助成事業、その助成金を活用して、み

こしと太鼓の修理を行うものでございます。 

 全体事業費といたしましては、２５３万３，

０００円で、そのうち２５０万円をコミュニテ

ィー助成事業、残りの３万３，０００円、これ

を天神地区が負担することとなっております。 

 一応、みこしの修理に２４４万、それから太

鼓の両面張りかえ、こちらに９万３，０００円

を充当することとなっております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（佐藤恵介君） 福祉事務所長、

２番議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第４号別冊、平成２７年度宿毛市一般会

計補正予算（第３号）、１１ページ、第３款民

生費、第１項社会福祉費、２目障害者福祉費、

１３節委託料、あったかふれあいセンター事業

委託料２，７４１万１，０００円の減額理由に

ついての御質問でございます。 

 この事業の財源は、県補助金２分の１と、一

般財源２分の１で計上いたしております。 

 一方、３月定例会で追加提案し、議決いただ

きました、平成２６年度一般会計補正予算（第

６号）の地方創生費にも、あったかふれあいセ

ンター事業委託料としまして計上いたしており

ます。 

 そちらのほうの地方創生事業では、県補助金

２分の１のみだけではなく、地域活性化・地域

住民生活等緊急支援交付金を充当することがで

きます。 

 よって、一般財源が結果として事業費の６分

の１程度に抑えることができます。 

 本議会の報告第２号にも、繰越明許費の計算

表がありますけれども、２６年度補正予算の全

額を繰り越して、２７年度事業実施をすること

としたいので、今回、２７年度の当初予算の全

額を減額するものでございます。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） ２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君） それぞれ担当課に御

説明をいただきまして、理解ができました。 

 特に、祭礼に関してですけれども、このよう

に地域の祭礼を大切にしていくことは、地域住

民の交流、そしてまたきずなを深めるものであ

り、ひいては地域の誇りにもつながってまいり

ます。 

 こうして予算面でサポートしていくことを初

め、今後も、市として、こういった地域の伝統

文化の継承に御尽力をいただければと願ってお

ります。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（岡﨑利久君） ３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君） ３番、質疑を行います。 

 私がお聞きしますのは、議案第４号別冊、平

成２７年度宿毛市一般会計補正予算でございま

す。 

 まず、９ページ、第２款総務費、第１項総務

管理費、１目一般管理費、１５節工事請負費、

旧県立病院跡地整備工事費８００万円と、１７

節公有財産購入費、旧県立病院跡地用地購入費

７００万円についてでございます。 

 現在、解体中の県立病院のどの部分を、どの

くらい取得しようとしているのか、また、取得

した土地をどのように整備しようとするのかに

ついて、お聞きいたします。 

 同じく９ページ、第２款総務費、第１項総務

管理費、７目企画広報費、１９節負担金補助及

び交付金、Ｕ・Ｉターン希望者住宅改修事業補

助金、２００万円の減額についてでございます。 

 当初予算で予算化したものを、この時点で減

額する理由をお聞きいたします。 

 次に、１４ページ、第１０款教育費、第５項
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保健体育費、３目社会体育振興費、１５節工事

請負費、平田公園テニスコート改修工事費、４

３５万３，０００円についてでございます。 

 老朽化が激しい施設になっていることは承知

しておりますが、どのような改修を行おうとし

ているのかについて、お聞きいたします。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） 総務課長。 

○総務課長（河原敏郎君） 総務課長、原田議

員の質疑にお答えします。 

 議案第４号別冊、平成２７年度宿毛市一般会

計補正予算（第３号）、ページ９ページ。第２

款総務費、第１項総務管理費、１目一般管理費、

１５節工事請負費、旧県立宿毛病院跡地整備工

事費８００万円、並びに１７節公有財産購入費、

旧県立宿毛病院跡地用地購入費７００万円につ

いての御質問です。 

 どの部分を、どのくらい、またどのように整

備しているのかとの御質問でございます。 

 昨年１０月末に、幡多けんみん病院より、旧

県立宿毛病院が廃止後１５年を経過し、老朽化

が進んできたことから、旧病院を取り壊し、売

却等の計画のため、現敷地の目的外使用を、平

成２７年３月３１日限り中止する旨の通知を受

けました。 

 あわせて、用地購入についての打診がござい

ました。 

 本市としましては、現在、教育委員会並びに

幡多情報エントランスセンターの駐車場として、

一部をお借りしておりますことから、今後の駐

車場の確保のために、教育委員会並びに幡多情

報エントランスセンターのあります西庁舎に隣

接する県立宿毛病院旧医師住宅用地８６３．０

９平米を購入するものです。 

 どのように整備するのかということですが、

教育委員会並びに幡多情報エントランスセンタ

ーの駐車場として、整備をするものでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） 企画課長。 

○企画課長（出口君男君） 企画課長、３番議

員の質疑にお答え申し上げます。 

 議案第４号別冊、平成２７年度宿毛市一般会

計補正予算（第３号）、９ページでございます。 

 第２款総務費、第１項総務管理費、７目企画

広報費の１９節負担金補助及び交付金の中の、

Ｕ・Ｉターン希望者住宅改修事業補助金２００

万円の減額補正につきまして、この時期に減額

することの理由についての御質問をいただきま

した。 

 この減額理由でございますけれども、先ほど、

２番議員の質疑に対して、福祉事務所長のほう

からお答え申し上げましたように、平成２６年

度の国の地域活性化・地域住民生活等緊急支援

交付金の地方創生先行型事業の対象事業として、

３月補正で上程をし、国の承認を得て、議会の

議決をいただいております。 

 その関係で、平成２７年度にも同事業がござ

いますので、ダブルブッキングになっていると

いうことから、交付金のほうの事業を実施して、

一般財源である２７年度の事業を、今回、減額

をさせていただくということで、減額をするも

のでございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（桑原 一君） 生涯学習課長、

原田議員の質疑にお答えをいたします。 

 御質問の議案第４号別冊、平成２７年度宿毛

市一般会計補正予算（第３号）、ページ１４ペ

ージの第１０款教育費、第５項保健体育費、３

目社会体育振興費、１５節工事請負費、平田公

園テニスコート改修工事４３５万３，０００円

につきまして、どのような改修を行おうという

御質問ですが、テニスコートは、通常、ベース
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ラインといいますか、サーブを打つラインがあ

ると思うんですけれども、それぞれ両側に。そ

の周辺が、最も使用される周辺になっておりま

して、たびたびそこを部分的に改修を行ってき

ておりましたが、今回、現時点で、かなり破損

をしておりまして、既に１面使用禁止にしてい

る状態になっております。 

 現在、３面しか使えない状態にしておりまし

て、そのベースライン上のコートの、少し規模

の大きな改修ができればと思っておりまして、

ベースラインの内側から、人がよく使うベース

ラインの後方、３メートル幅の、横幅が１２メ

ートルぐらいを、それぞれの両側、４面とも改

修をしまして、いわゆる３メートル掛ける１２

メートルの８カ所になりますので、２８８平米

を、現状の部分のコートをはいで、新しいコー

トに張りかえるという工事をする予定にしてお

ります。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） ３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君） 再質疑をさせていただ

きます。 

 旧県立病院宿毛病院跡地については、適正価

格での購入になっているのでしょうか、お聞か

せください。 

 そして、Ｕ・Ｉターン希望者、住宅改修補助

金については、これから多くの移住者を受け入

れていくということを目指していると思うんで

すが、それを考えると、今の時点で減額しなく

てもいいのではないかと思いますが、それにつ

いてお願いします。 

 そして、もう一つですが、平田公園のテニス

コートの改修工事費についてでございますが、

コート内のネット、いわゆるテニスの真ん中に

あるネットなんですが、このネットも補修が必

要な状態にあるとお聞きしておりますが、現状

の把握はできているのでしょうか。 

 以上をお聞かせください。 

○議長（岡﨑利久君） 総務課長。 

○総務課長（河原敏郎君） 総務課長、原田議

員の再質疑にお答えします。 

 購入に当たって、適正価格であるのかとの質

疑でございます。 

 購入価格に当たりましては、県の所管課であ

ります高知県公営企業局県立病院課が、不動産

鑑定士に委託し、評価をされた適正価格となっ

ております。 

 鑑定評価額については、約１，０００万とな

っておりますが、購入後の整備を、本市におい

て行うということで、医師住宅等の取り壊し費

用約３００万円を差し引いた７００万円が購入

費用として、今議会で予算計上させていただい

ているものです。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） 企画課長。 

○企画課長（出口君男君） 企画課長、３番議

員の再質疑にお答え申し上げます。 

 Ｕ・Ｉターン希望者住宅改修事業補助金に関

して、多くの移住者を受け入れようというこの

時期に、減額するのはいかがかという御質問で

ございます。 

 本事業につきましては、議員御指摘のように、

宿毛市への移住及び定住を希望する者が、居住

するために住宅改修を行う場合に、その費用の

一部を補助することで、宿毛市への移住を促進

しようとする事業でございますので、議員御指

摘のように、当然、必要な予算は、できるだけ

多く確保するというのが望ましいんですけれど

も、平成２７年度の予算折衝において、本事業

の必要性、あるいは過去これまでの実績等を勘

案の上、２００万円の予算を、財政サイドのほ

うに認めていただき、計上した経過がございま

す。 

 それと、今回、３月補正で地方創生の先行型
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の部分で、それにプラスアルファ、１００万円

のプラスアルファで３００万円を計上していた

だいている、そういったこと。 

 それから、本市の大変厳しい財政運営の状況

から、必要最小限度の予算を確保すべきであろ

うと、そういう観点から、今回、３００万円あ

れば、これまでの実績等を勘案しても、十分、

対応できるのではないかという理解のもとで、

今回、減額補正をさせてもらおうとするもので

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（桑原 一君） 生涯学習課長、

原田議員の再質疑にお答えをいたします。 

 平田テニスコートのネットの状況についてで

ございますが、現時点では、私どものところで、

ネットが破損しているという状況は確認はして

おりません。 

 ただ、ネットについては、一定、消耗するも

のではありますので、予備といいますか、各面

予備を生涯学習課のほうが用意しておりまして、

穴のあいた時点で、修繕が必要であれば、予備

のネットにかえて、今使っていたネットを修繕

するという形をとっておりますので、すぐに御

迷惑をかけるということはないかとは思います。 

 また、修繕が不能であれば、予備のものをそ

のまま設置をし、新しくまた予備を買うという

ような取り組みで、テニスネットを利用してい

ただいている状況でございます。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） ３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君） 平田公園のテニスコー

トのネットにつきましては、昨日、そこを使用

しているクラブの監督さんとお電話でたまたま

お話をしまして、今、壊れているという話を、

直接伺いました。 

 ただ、僕はその場で見ていませんので、もし

よろしければ、事実関係を、もう一度調べてい

ただければと思っております。 

 そして、Ｕ・Ｉターンについては、過去の実

績をかんがみて、予算を計上しているというこ

とでございましたが、実は、私もＩターンでご

ざいまして、過去の実績を上げていってほしい

と。そのＩターンの人たち、さまざまな問題を

抱えております。ぜひ、過去の実績で予算がつ

くのであれば、次の未来のために、ことしの実

績を上げていただければと思っております。 

 以上で質疑を終了させていただきます。あり

がとうございました。 

○議長（岡﨑利久君） ４番山岡 力君。 

○４番（山岡 力君） ４番、山岡です。 

 議案第４号別冊の平成２７年度宿毛市一般会

計補正予算（第３号）、ページ９ページ。第２

款総務費、第１項総務管理費、９目開発推進費、

１９節負担金補助及び交付金、宿毛湾港寄港促

進補助事業４２万５，０００円減額について、

その上の項目も、全て減額になっております。

多分、関連があると思いますけれども。 

 先ほどからちょっと、地方創生うんぬんかん

ぬん補助金の話がありまして、既にお答えが出

ているかもしれませんけれども、なお御説明を

よろしくお願いします。 

○議長（岡﨑利久君） 企画課長。 

○企画課長（出口君男君） 企画課長、４番議

員の質疑にお答え申し上げます。 

 議案第４号別冊、平成２７年度宿毛市一般会

計補正予算（第３号）、９ページ。 

 第２款総務費、第１項総務管理費、９目の開

発推進費の１９節宿毛湾港寄港促進補助金、４

２万５，０００円の減額の理由ということでご

ざいますけれども、議員御指摘のように、先ほ

ど申し上げましたように、平成２６年度の地方

創生の先行型の交付金事業の中に、増額を計上

させていただいております。 
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 そういったことで、本事業、平成２７年度の

部分を、同額減額しようとするものでございま

す。 

 なお、本事業につきましては、宿毛湾港の利

活用を推進するという観点から、自衛艦等の入

港に際して、隊員が休息のために市街地等へ出

る際に、その移動手段として、バスのほうを確

保しようということで、バスの確保、それから

市内の飲食店等のマップの印刷代、それと歓迎

セレモニー等の諸費用、そういったものを考え

ておりまして、１回当たり８万５，０００円の

５回ということで、想定をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ４番山岡 力君。 

○４番（山岡 力君） わかりました。ありが

とうございました。 

 以上で質疑は終わります。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） １番、川田栄子です。

質疑させていただきます。 

 議案第４号別冊、平成２７年度宿毛市一般会

計補正予算（第３号）、１０ページをお開きく

ださい。 

 第２款総務費、第３項戸籍・住民基本台帳費、

１目戸籍・住民基本台帳費、７節賃金、臨時雇

い賃金とありますけれども、仕事がふえたのか、

そこのあたりを教えてください。 

 それから、１３ページをお開きください。 

 第９款消防費、第１項消防費、２目非常備消

防費、１５節工事請負費、消火栓設置工事費と

ありますけれども、どこへ消火栓を、何基設置

されたのか、教えてください。 

 それから、平成２７年度第２回宿毛議会定例

会議案第６号、宿毛市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例の一部を改正する条例。国民

健康保険といえば、皆さん、非常にぴりぴりし

ております。本当に自分たちにかかわる条例が、

また、あがる条例となるんじゃなかろうかと心

配をしております。 

 内容を少し教えてください。 

○議長（岡﨑利久君） 市民課長。 

○市民課長（立田ゆか君） 市民課長、１番、

川田議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第４号別冊、平成２７年度宿毛市一般会

計補正予算（第３号）、１０ページの第２款総

務費、第３項戸籍・住民基本台帳費、１目戸

籍・住民基本台帳費、７節賃金の臨時雇用に係

る賃金といたしまして、１４３万５，０００円

を計上しておりますが、議員の御質問が、業務

量がふえたのではないだろうかとの御質問です

けれども、業務量はふえてはいませんが、市民

係でのほうでは、戸籍住民票に関することを初

め、印鑑登録など市民の生活に密着した業務を、

職員５名体制で行っております。 

 平成２６年度の人事異動によりまして、１名

減の４名配置になりました。しかしながら、市

民サービスの窓口ともいえる市民係の業務を４

名で行うことは、市民サービスに支障を来すお

それがあることから、臨時職員１名を雇用いた

しまして、２６年度は対応いたしました。 

 平成２７年度におきましても、５名職員の配

置に至らなかったことによりまして、４月より

臨時職員１名を雇用しております。 

 雇用に係る賃金１４３万５，０００円につき

まして、今回、計上いたしましたが、急遽の配

置になりましたので、当臨時職員に係る４月１

日から６月５日までの賃金と、６月のボーナス

分につきましては、総務課の対応となっており、

戸籍係の賃金１４３万５，０００円は、６月６

日以降、年度末までの賃金の計上となっており

ます。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） 総務課主任。 

○総務課主任（上野浩由紀君） 総務課主任、
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１番、川田議員の質疑について、お答えいたし

ます。 

 議案第４号別冊、平成２７年度宿毛市一般会

計補正予算第３号、１３ページ、第９款消防費、

第１項消防費、２目非常備消防費、１５節工事

請負費、消火栓設置工事費２１０万８，０００

円について、お答えいたします。 

 今回の工事は、新小筑紫保育園近くの消火栓

を初めとする６基の消火栓工事で、総額は２９

９万２，０００円となりますが、今年度当初予

算に計上していました６基を４基に変更したこ

とにより、不用額が８８万４，０００円生じて

いますので、差額分の２１０万８，０００円を

計上したものです。 

 消火栓設置工事につきましては、効率的な設

置をするために、水道課の水道管布設替えに合

わせて、順次設置しています。 

 また、設置箇所との質問ですが、お答えいた

します。 

 先ほど言いました田ノ浦小学校の近くという

ことと、あと国道３２１号線沿いに３カ所、そ

れと西町５丁目に２カ所を設置する予定となっ

ております。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） 税務課長。 

○税務課長（岩本昌彦君） 税務課長、１番、

川田議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第６号、宿毛市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例の一部を改正する条例につい

ての御質疑でございます。 

 このことにつきましては、平成２５年１２月

定例会に提案して、既に可決をいただいている

条例の一部を、今度の平成２７年度の税制改正

に伴い、改正をしようというものでございます。 

 具体的には、国保税の税額算出に当たりまし

て、租税条約実施特例法に基づき、課税の特例

措置の対象とすべき条約適用配当等の範囲を、

従来の配当所得だけではなく、それに加えまし

て、利子所得及び雑所得を加えるという改正規

定の施行期日を、当初予定しておりました平成

２９年１月１日から平成２８年１月１日に前倒

しで施行しようとするものです。 

 なお、ここでお話をしました条約適用配当に

ついて、御説明をいたしますと、例えば、日本

国民が外国株式なんかで投資した場合の配当金

等に対する税金というのは、投資先の国の税法、

国内の税法、それから租税条約、この三つによ

って決められるとされております。 

 まず、投資先の国におきましては、本来、そ

の国で定められた税率により課税されることに

なりますけれども、二重課税を避けるために、

その国と我が国の間に租税条約が締結されてい

る場合には、原則として、その条約で定める税

率により課税されるということになります。 

 これを外国株式の配当金等については、我が

国においても、課税されることになるわけです

けれども、国保税の税額の算出に当たりまして

は、そのような条約適用配当につきましては、

ほかの一般的な収入と区分した上で、一定の率

を乗じたものを課税標準とするという特例を設

けているものです。 

 内容については、以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 国保の条例におきまし

ては、該当する市民は、この宿毛市にはいない

と思いますけれども、中身の詳細を詳しく教え

ていただきました。ありがとうございました。 

 終わります。 

○議長（岡﨑利久君） 以上で、通告による質

疑は終了いたしました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） ほかに質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 
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 日程第３、議案第１４号を議題といたします。 

 この際、提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（沖本年男君） 追加御提案申し上げま

した議案について、提案理由の説明をいたしま

す。 

 議案第１４号は、工事請負契約の締結につい

てでございます。 

 内容につきましては、６月１５日に議決いた

だきました防災情報伝達システム整備事業（議

案第３号平成２７年度宿毛市一般会計補正予

算）を実施するに当たり、株式会社ＮＴＴデー

タ四国と３億８，２００万円で工事請負契約を

締結することについて、地方自治法第９６条第

１項第５号の規定により、議会の議決を求める

ものでございます。 

 よろしく御審議の上、適切な御決定いただき

ますよう、お願いを申し上げます。 

○議長（岡﨑利久君） これにて提案理由の説

明は終わりました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午後 ２時０１分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ２時０１分 再開 

○議長（岡﨑利久君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本日議題となりました議案のうち、「議案第

１号及び議案第２号」については、会議規則第

３７条第３項の規定により、委員会の付託を省

略いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号及び議案第２号について

は、委員会の付託を省略することに決しました。 

 本日議題となりました「議案第４号から議案

第１４号まで」の１１議案は、お手元に配付し

てあります議案付託表のとおり、それぞれ所管

の委員会へ付託いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案等審査のため、６月２５日、６月２６日

及び６月２９日、６月３０日は休会いたしたい

と思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、６月２５日、６月２６日及び６月２

９日、６月３０日は休会することに決しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 ６月２５日から６月３０日までの６日間は休

会し、７月１日午前１０時より再開いたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午後 ２時０４分 散会 
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議 案 付 託 表 

                             平成２７年第２回定例会  

付託委員会 議 案 番 号       件               名 

予 算 決 算 

常任委員会 

（ ２件） 

議案第 ４号 

議案第 ５号 

平成２７年度宿毛市一般会計補正予算について 

平成２７年度宿毛市水道事業会計補正予算について 

総 務 文 教 

常任委員会 

（ ３件） 

議案第 ６号 

 

議案第 ７号 

 

議案第１４号 

宿毛市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改

正する条例について 

半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関

する条例の一部を改正する条例について 

工事請負契約の締結について 

産 業 厚 生 

常任委員会 

（ ６件） 

議案第 ８号 

議案第 ９号 

議案第１０号 

議案第１１号 

議案第１２号 

議案第１３号 

市道路線の認定について 

市道路線の認定について 

市道路線の認定について 

市道路線の認定について 

あらたに生じた土地の確認について 

あらたに生じた土地の字の区域の画定について 
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平成２７年 

第２回宿毛市議会定例会会議録第５号 

 

１ 議事日程 

    第１７日（平成２７年７月１日 水曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 議案第１号及び議案第２号並びに議案第４号から議案第１４号まで 

      （議案第１号及び議案第２号、討論、表決） 

      （議案第４号から議案第１４号まで、委員長報告、質疑、討論、表決） 

   第２ 議案第１５号 宿毛市議会会議規則の一部を改正する規則について 

      （議案上程、提案理由の説明、質疑、討論、表決） 

   第３ 陳情第１号外３件 

   第４ 委員会調査について 

   第５ 意見書案第１号及び意見書案第２号 

      意見書案第１号 人種差別を扇動するヘイトスピーチを禁止し規制する法律の制 

              定を求める意見書について 

      意見書案第２号 「先生のいない教室」・教職員不足を解消するために、臨時教 

              職員・正教職員確保のための一層の施策充実を求める意見書に 

              ついて 

   第６ 選挙管理委員及び補充員の選挙について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 議案第１号及び議案第２号並びに議案第４号から議案第１４号まで 

   日程第２ 議案第１５号 

   日程第３ 陳情第１号外３件 

   日程第４ 委員会調査について 

   日程第５ 意見書案第１号及び意見書案第２号について 

   日程第６ 選挙管理委員及び補充員の選挙について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１４名） 

   １番 川 田 栄 子 君     ２番 川 村 三千代 君 

   ３番 原 田 秀 明 君     ４番 山 岡   力 君 

   ５番 山 本   英 君     ６番 髙 倉 真 弓 君 

   ７番 山 上 庄 一 君     ８番 山 戸   寛 君 

   ９番 岡 﨑 利 久 君    １０番 野々下 昌 文 君 

  １１番 松 浦 英 夫 君    １２番 寺 田 公 一 君 

  １３番 宮 本 有 二 君    １４番 濵 田 陸 紀 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員 

   な  し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        朝比奈 淳 司 君 

   次長兼庶務係長 

   兼 調 査 係 長 
沢 田 美 保 君 

   議 事 係 長        柏 木 景 太 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市 長  沖 本 年 男 君 

   副 市 長  安 澤 伸 一 君 

   企 画 課 長  出 口 君 男 君 

   総 務 課 長        河 原 敏 郎 君 

   危機管理課長  楠 目 健 一 君 

   市 民 課 長  立 田 ゆ か 君 

   税 務 課 長  岩 本 昌 彦 君 

   会計管理者兼 

   会 計 課 長 
山 下 哲 郎 君 

   保健介護課長  和 田 克 哉 君 

   環 境 課 長  児 島 厚 臣 君 

   人権推進課長  滝 本   節 君 

   産業振興課長  黒 田   厚 君 

   商工観光課長  山 戸 達 朗 君 

   土 木 課 長  川 島 義 之 君 

   都市建設課長  中 町 真 二 君 

   福祉事務所長  佐 藤 恵 介 君 

   水 道 課 長  金 増 信 幸 君 

   教 育 長        立 田 壽 行 君 

   教 育 次 長 兼 

   学校教育課長 
沢 田 清 隆 君 

   生涯学習課長 

   兼 宿 毛 文 教       

   センター所長 

桑 原   一 君 

   学 校 給 食 

   センター所長 
杉 本 裕二郎 君 

   千 寿 園 長  山 岡 敏 樹 君 

   農 業 委 員 会 

   事 務 局 長 
岩 田 明 仁 君 
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   選挙管理委員 

   会 事 務 局 長 
河 原 志加子 君 

 



 

－ 144 － 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（岡﨑利久君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１「議案第１号及び議案第２号並びに

議案第４号から議案第１４号まで」の１３議案

を一括議題といたします。 

 これより「議案第１号」について討論に入り

ます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 「議案第１号」は、これを承認することに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、「議案第１号」は、これを承認する

ことに決しました。 

 これより「議案第２号」について討論に入り

ます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 「議案第２号」は、これに同意することに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、「議案第２号」は、これに同意する

ことに決しました。 

 これより「議案第４号から議案第１４号ま

で」の１１議案について、委員長の報告を求め

ます。 

 予算決算常任委員長。 

○予算決算常任委員長（髙倉真弓君） 予算決

算常任委員長。 

 本委員会に付託された議案第４号及び議案第

５号の２議案について、審査の概要と結果を御

報告いたします。 

 議案の審査に当たっては、効率的な審議を行

うため、本委員会を二つの分科会に分けて、６

月２５日と６月２６日の２日間にわたり、審査

を行いました。 

 その後、６月３０日に意見調整のための全体

委員会を開催し、各分科会の主査の審議結果の

報告と質疑を経て意見調整を行った結果、本委

員会に付託された議案２件につきましては、原

案を適当と認め、可決すべきものと決しました。 

 以下、分科会における主な審査概要について、

御報告いたします。 

 まず、第１分科会主査より、次のような審査

概要の報告がありました。 

 議案第４号別冊、平成２７年度宿毛市一般会

計補正予算（第３号）、第２款総務費、第１項

総務管理費、１目一般管理費、１５節工事請負

費、旧県立宿毛病院跡地整備工事費８００万円、

及び第２款総務費、第１項総務管理費、１目一

般管理費、１７節公有財産購入費、旧県立宿毛

病院跡地用地購入費７００万円についてであり

ます。 

 委員からは、適正な土地購入価格とのことだ

が、１平方メートル当たり幾らなのか、建物も

込みの評価額なのかとの質問があり、執行部か

らは、鑑定評価額により、約１万２，０００円

となっている。土地のみの評価額であるとの回

答がありました。 

 また、委員から、建物の取り壊し費用は工事

費に含まれているのかとの質問があり、執行部

からは、８００万円の工事費に含まれている。

建物取り壊し後の購入も考えられたが、駐車場

確保のため、早急に整備する必要があったので、
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先に購入となった。 

 早急に駐車場として整備し、一部をエントラ

ンスセンターに貸すことができれば、早期の収

入が見込めるとの回答がありました。 

 続きまして、同じく第２款総務費、第１項総

務管理費、８目電算管理費、１３節委託料、社

会保障税番号制度システム整備委託料８０２万

３，０００円についてであります。 

 委員からは、新たにシステムを導入するのか。

また、情報流出の心配はないのかとの質問があ

り、執行部からは、今ある既存の国民健康保険、

国民年金、児童福祉、障害者福祉、生活保護、

後期高齢者医療、介護保険、健康管理の八つの

システムをマイナンバーで稼働するための改修

であり、通常のネットワークにはつながってい

ない専用回線を使用しているので、外部からの

アクセスができないため、情報流出は考えられ

ないとの回答がありました。 

 次に、第２分科会主査より、次のような審査

内容の報告がありました。 

 議案第４号別冊、平成２７年度宿毛市一般会

計補正予算（第３号）、第５款労働費、第１項

労働諸費、１目労働諸費、１３節委託料、緊急

雇用創出臨時特例基金事業委託料、地域ひとづ

くり事業８３３万４，０００円の減額について

であります。 

 この委託料は、船舶関連事業拡充に伴う雇用

拡大、人材育成事業として、受託業者が船舶整

備を行う人員２名と、船舶免許取得に向けた講

師１名を雇用し、育成するための費用でありま

したが、ハローワークを通じた募集を行ったも

のの、期日までに求職者がなく、事業実施の要

件を満たすことができなくなったため、減額す

るものです。 

 委員からは、この事業が実施できなかったこ

とで、商工業や観光振興の計画に何らかの問題

が生じるのではないか。また、計画の方向転換

などが必要となるのかとの質問がありました。 

 これに対して、執行部からは、この緊急雇用

事業は、人材育成や雇用促進のために実施すべ

きというもので、受託業者の希望が事業内容に

合致していれば、採用される事業である。 

 今回は、雇用面での条件等で折り合いがつか

ず、実施に至らなかったものだが、これにより、

商工業や観光振興の全体計画に支障を来すもの

ではない、との回答がありました。 

 これに対し、委員からは、この事業のみなら

ず、商工業、観光振興における全体的な計画や、

将来にわたるビジョンに基づいた事業実施が重

要である、との意見がありました。 

 さらに、委員からは、この緊急雇用事業は、

ことしで終わるとしても、計画を練り直して、

別の補助事業に再度、チャレンジする可能性は

ないのか。また、業者からの希望などはないの

か、との質問があり、執行部からは、民間の業

者からは、有利な補助事業や制度があれば、活

用していきたいとの声も聞く。一過性の事業で

終わるのではなく、長期的な雇用促進や人材育

成につなげていくため、今後も有利な制度や、

事業等の積極的な情報提供に努めたいとの回答

がありました。 

 以上で、本委員会に付託されました２議案に

ついて、審査結果の報告を終わります。 

○議長（岡﨑利久君） 総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（松浦英夫君） 総務文

教常任委員長。 

 本委員会に付託されました議案第６号、７号、

１４号の３議案の審査結果の御報告をいたしま

す。 

 議案第６号は、宿毛市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例の一部を改正する条例につ

いてであります。 

 本案は、地方税法等の一部を改正する法律等

が施行されたことに伴い、国民健康保険税の課
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税の特例の施行期日を平成２９年１月１日から、

平成２８年１月１日に変更しようとするもので

あります。 

 議案第７号は、半島振興対策実施地域におけ

る固定資産税の不均一課税に関する条例の一部

を改正する条例についてであります。 

 本案は、半島振興法の一部を改正する法律及

び地方税の不均一課税に伴う措置が適用される

場合等を定める条例が施行されたことに伴い、

適用期限を平成２９年３月３１日までに、２年

間延長するとともに、対象業種を新たに追加す

るものであります。 

 議案第１４号は、工事請負契約の締結につい

てであります。 

 本案は、６月１５日に議決された防災情報伝

達システム整備事業を実施するに当たり、株式

会社ＮＴＴデータ四国と、３億８，２００万円

で工事請負契約を締結することについて、地方

自治法第９６条第１項第５号の規定により、議

会の議決を求めようとするものであります。 

 以上、３議案につきましては、担当課からの

詳しい説明を受ける中で、慎重に審査をした結

果、いずれも原案を適当であると認め、全会一

致をもって可決すべきものと決しました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案３件

についての報告を終わります。 

○議長（岡﨑利久君） 産業厚生常任委員長。 

○産業厚生常任委員長（野々下昌文君） 産業

厚生常任委員長。 

 本委員会に付託されました議案６件について

の審査結果を御報告いたします。 

 議案第８号から議案第１１号までの４議案は、

市道路線の認定についてであります。 

 内容につきましては、横平山田線、横平山田

４号線、横平山田５号線、横平山田６号線の４

路線について、道路法第８条第２項の規定に基

づき、道路の路線を認定することについて、議

会の議決を求めるものです。 

 議案第１２号は、新たに生じた土地の認定に

ついて、議案第１３号は、新たに生じた土地の

字の区域の画定についてであります。 

 内容につきましては、県道安満地福良線改良

工事に伴い、宿毛湾港区域内及び栄喜漁港区域

内における公有水面に新たな土地が生じたため、

地方自治法第９条の５第１項及び第２６０条第

１項の規定により、議会の議決を求めるもので

す。 

 以上の議案につきましては、担当課から詳し

い説明を受ける中で、慎重に審査した結果、全

会一致をもって可決すべきものと決しました。 

 以上、本委員会に付託されました議案６件に

ついての報告を終わります。 

○議長（岡﨑利久君） 以上で、委員長の報告

は終わりました。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 これより「議案第４号から議案第１４号ま

で」の１１議案について、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 これより「議案第４号から議案第１４号ま

で」の１１議案を一括採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（岡﨑利久君） 全員起立であります。 

 よって「議案第４号から議案第１４号まで」



 

－ 147 － 

の１１議案は、原案のとおり可決されました。 

 日程第２「議案第１５号」を議題といたしま

す。 

 この際、提案理由の説明を求めます。 

 １３番宮本有二君。 

○１３番（宮本有二君） １３番、提案理由の

説明を行います。 

 この議案第１５号は、宿毛市議会会議規則の

一部を改正する規則についてであります。 

 本件につきましては、近年の男女共同参画の

状況にかんがみ、本市議会においても、男女共

同参画を考慮した議会活動を促進するため、会

議規則中、会議への欠席理由に出産を明記する

ものであります。 

 なお、委員会の欠席につきましても、同様の

改正を行うものであります。 

 御賛同賜りますよう、よろしくお願いをいた

します。 

○議長（岡﨑利久君） これにて、提案理由の

説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会の付託を省略すること

に決しました。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 これより、「議案第１５号」を採決いたしま

す。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（岡﨑利久君） 全員起立であります。 

 よって「議案第１５号」は、原案のとおり可

決されました。 

 日程第３「陳情第１号外３件」の４件を一括

議題といたします。 

 これより「陳情第１号及び陳情第２号並びに

陳情第４号」の３件について、委員長の報告を

求めます。 

 総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（松浦英夫君） 総務文

教常任委員長。 

 本委員会に付託されました陳情第１号、第２

号、第４号の３件について、審査結果を御報告

いたします。 

 初めに、陳情第１号集団的自衛権の行使を具

体化する法案については廃案にすることを求め

る意見書の提出についてであります。 

 本陳情は、平和行進高知県実行委員会代表委

員 田口朝光氏ほか３名より提出されたもので

あります。 

 内容といたしましては、米国の戦争を支援す

るために、いつでも自衛隊を派兵できる、新た

な海外派兵恒久法の名称が、国際平和支援法と

いわれている。自衛隊が行う支援は、補給、輸

送、修理、整備、医療など多岐にわたるが、こ

の法律により、弾薬の提供、戦闘行為のために

発進準備をしている航空機への給油、整備も可

能になる。国際平和支援法の正体は、国際戦争

支援法にほかならない。 

 このような集団的自衛権を具体化する法案に

ついては、廃案にするよう、意見書の提出を求
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める陳情であります。 

 続いて、陳情第２号「安全保障関連法」の制

定の中止を求める意見書の提出についてであり

ます。 

 本陳情は、高知県自治体労働組合総連合 執

行委員長 筒井敬二氏より提出されたものであ

ります。 

 内容といたしましては、集団的自衛権の行使

容認と、それに伴う整備法は、地方公共団体に

とっても無関係ではなく、住民の福祉の増進の

観点から、重要な関心事であり、我が市におい

ても、多くの戦死者、戦災者を出したことを忘

れてはならない。 

 住民の命と暮らし、安全に責任を負う自治体

として、日本が戦争する国へと歩もうとするこ

とを看過できないことから、安全保障関連法の

制定を中止するよう、意見書の提出を求める陳

情であります。 

 この陳情２件は、提出者及び表題は異なって

おりますが、陳情趣旨としては同じであると判

断をし、同時に審査をいたしました。 

 陳情の趣旨も踏まえて慎重に審査した結果、

平和を守り、抑止力を高め、戦争に巻き込まれ

ないために、現実の解釈で集団的自衛権の行使

を容認しようとするものであり、行使する場合

には、その都度、国会で審議されるもので、い

つでも、どこにでも派兵できるわけではない。

よって、法案が成立すれば、戦争をする国にな

るということではない、との意見が出されまし

た。 

 その一方、法案制定には、国民の６割以上の

方が反対しており、多くの憲法学者が違憲であ

り、まず憲法改正が必要であるとの見解を示し

ているにもかかわらず、内閣は、強引に制定を

進めているとの意見も出されましたが、採決の

結果、賛成少数で不採択とすべきものと決しま

した。 

 最後に、陳情第４号「先生のいない教室」・

教職員不足を解消するために、臨時教職員・正

教職員確保のための一層の施策充実を求める意

見書の提出についてであります。 

 本陳情は、幡多教職員組合組合長 矢野川 

研氏より提出されたものであります。 

 内容といたしまして、高知県では、１年間に

約３００人の教職員が病気休暇、産休等で現場

から離れることが起こっているが、臨時教職員

が不足しているため、代替教員確保が大変危惧

されている。子供たちに教育を保障し、学力向

上を図るためにも、先生のいない教室を未然に

防ぐ必要があり、臨時教職員の待遇改善、正教

職員の人員確保、病気休暇減少のための労働安

全衛生の施策を充実させるよう、意見書の提出

を求める陳情であります。 

 陳情の趣旨も踏まえて、慎重に審査した結果、

宿毛市の実態を見ても、臨時教職員及び正教職

員の確保は難しく、さらには多忙で子供に向き

合う時間がない教職員や、病気休暇の教職員が

ふえているという現状であることから、採決の

結果、全会一致で採択すべきものと決しました。 

 以上、本委員会に付託されました陳情３件に

ついての御報告を終わります。 

○議長（岡﨑利久君） 以上で、委員長の報告

を終わります。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 これより、「陳情第１号及び陳情第２号」の

２件について、討論に入ります。 

 討論の通告がありますので、順次発言を許し

ます。 

 １番川田栄子君。 
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○１番（川田栄子君） １番、川田栄子でござ

います。通告いたしておりましたとおり、ただ

いまから、議題となっています事案について討

論を行います。 

 先ほど、総務文教常任委員長より、本議会に

提出されました陳情第１号「集団的自衛権の行

使を具体化する法案については廃案にすること

を求める意見書」並びに、陳情第２号「安全保

障関連法の制定の中止を求める意見書」につい

て、総務文教常任委員会として、賛成少数をも

って不採択とすべきとの報告がなされました。 

 私は、この委員長報告に反対する立場で討論

を行います。 

 国連憲章第５１条で、自国と密接な関係にあ

る他国が武力攻撃を受けたとしても、拡大解釈

をして、いたずらに個別的自衛権行使の範囲を

広げることは、自由と安全も失うことにつなが

ります。 

 国家は、国民を守るべき義務があります。目

先だけの判断は許されません。平和の論理とは、

規範的な境界を厳守することが重要であります。 

 最高裁においても、政治的な問題として、司

法判断になじまないと、回避しています。 

 憲法第８１条に基づいて、違憲立法審査権を

積極的に行使する必要があるべきと考えます。 

 憲法は、国家の基本法であります。主権者で

ある国民が、国政を常に監視続けることが肝要

であります。政権与党、あるいは時の政府の言

動を見きわめる国民の理性あるチェック機能能

力が、今こそ必要であると考えます。 

 このことが民主主義の根本原則であります。

立憲主義の精神をないがしろにし、安易な解釈

の変更によって憲法第９条を逸脱することは、

断じて許容できません。 

 かかる意味合いにおいて、宿毛議会に提出さ

れた陳情第１号「集団的自衛権の行使を具体化

する法案については廃案にすることを求める意

見書」並びに、陳情第２号「安全保障関連法の

制定が中止を求める意見書」については、採択

すべきであると考え、不採択とした委員長報告

に反対をいたします。 

 議員各位の皆様の御賛同を求め、討論を終わ

ります。 

○議長（岡﨑利久君） ５番山本 英君。 

○５番（山本 英君） ５番、山本 英です。 

 二つの陳情書不採択への賛成討論を行います。 

 両陳情書とも、市民の不安を扇動するかのよ

うな文言で、新法案を十分検討しているとは言

いがたい。また、現行法制すら理解していない

と思われる点があります。 

 例えば、高知自治労組の文書には、日本国憲

法によって禁じられてきた武力行使に日本が大

きく踏み出すのではないか、との表現がありま

すが、憲法のもとでできた自衛隊法７６条は、

防衛出動の要件が定められ、出動を命じられた

自衛隊は、同法８８条で武力行使することがで

きるように、既に定められております。 

 あるいは、集団的自衛権の行使は、閣議決定

のみで容認するとしたものであり、云々、国会

議論も踏まえていないことも重大な問題と指摘

しておりますが、法案は閣議決定で成立するは

ずがなく、今国会で、今、ただいま議論してい

るものであります。 

 平和行進高知県実行委員会の文書には、海外

で戦争する国とか、国際平和支援法の正体は国

際戦争支援法にほかなりませんとか、極めて扇

動的文章で満たされています。 

 ケント・ギルバート氏に言わせば、まだまだ

戦後ＧＨＱが心理戦として日本人にしかけたＷ

ＧＩＰ（ウォー・ギルト・インフォメーショ

ン・プログラム）のマインドコントロールが解

けてないのでないでしょうか。 

 さて、今時法案は、平時から有事に至るあら

ゆる段階に対応できる法律を整理することにあ
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り、その中での二つの特色は、第１点として、

重要影響事態安全確保法において、米軍以外の

国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行

う外国の軍隊にも支援するということになりま

す。 

 一国平和主義では、日本は生きていけません。

世界の年間の貿易量は、９０億トンと言われて

おりますが、そのうち日本の輸出は８億トン、

輸入は１億トンで、約１５％が今日の世界の七

つの海を行きかいしているのは、日本向けの、

あるいは日本から出た船であります。 

 原油、鉄鉱石、ＬＮＧ、あるいは大豆、小麦

等の農産物のほとんども輸入に頼っております。 

 イソップ物語のコウモリのように、世界にそ

っぽを向かれると、日本だけでは３，０００万

人、ゴルフ場を芋畑にかえても４，０００万人

しか生きていけない、と言われております。 

 したがって、ＧＤＰ第３位に感謝しつつ、こ

の第１点は、安保条約の前文にもある全ての国

民、全ての政府とともに、平和のうちに生きよ

うとする願望の具現化なのです。 

 第２点は、存立危機事態として、我が国と密

接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し

た場合に、ごく限定的ながら、集団的自衛権と

して防衛出動が発令できるようにしようとする

ものでありますが、これも新３要件が前提であ

り、かつ国会の承認が必要であります。 

 二つの意見書には、このあたりの論述が全く

ありません。 

 最後に、集団的自衛権について述べます。 

 自衛権は、そもそも国際法上の概念で、国連

憲章第５１条において、各国は国連が有効な措

置をとるまでの間、個別的集団的自衛権で被攻

撃に対処することを認めているのです。 

 我が国は、自衛隊法７６条で個別的自衛権の

行使を定めていますが、今回、ごく限定的なが

らも、７６条を追加改正して、集団的自衛権の

行使を定めようとするものであります。 

 １９５９年の砂川判決は、憲法第９条は、日

本が主権国として持つ固有の自衛権を否定して

おらず、自国の平和と安全を維持し、その存立

を全うするために必要な自衛のための措置を取

り得ることは、国家固有の機能として当然のこ

と、最高裁判決が述べているとおりであります。 

 個別あるいは集団的な区別はしておりません。

国連憲章第５１条が念頭にあったといえましょ

う。 

 １９５２年に発行した旧日米安全保障条約の

前文には、サンフランシスコ平和条約ですが、

日本国が主権国として、集団的安全保障を締結

する権利を有することを承認し、さらに国際連

合憲章は、全ての国が個別的集団的自衛権の固

有の権利を有することを承認している、と記述

されているのであり、砂川判決直後の１９６０

年の現日本国とアメリカ合衆国との間の相互協

力及び安全保障条約前文にも、両国が国際連合

憲章に定める個別的、または集団的自衛権の固

有の権利を有していることを確認し、とありま

す。 

 集団的自衛権の解釈はこれまで変遷してまい

りましたが、それは米国に甘え、経済を優先し

てきた日本の姿勢ではありませんでしょうか。

いずれにせよ、覇権主義国が周辺に存在する以

上、安全保障に万全を期するためには、パワー

バランスを維持することが肝要であり、今回の

法整備は、我が国にとって必要と判断します。 

 よって、採択の否決に賛成いたします。 

 終わります。 

○議長（岡﨑利久君） ４番山岡 力君。 

○４番（山岡 力君） ４番、山岡でございま

す。 

 通告いたしておりますとおり、ただいまから、

議題となっています事案について、討論を行い

ます。 
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 先ほど、総務文教常任委員長より、本会議に

提出されました陳情第１号「集団的自衛権の行

使を具体化する法案については廃案にすること

を求める意見書」並びに、陳情第２号「安全保

障関連法の制定の中止を求める意見書」につい

て、総務文教常任委員会として、賛成少数をも

って不採択とすべきとの報告がなされました。 

 私は、この委員長報告に反対する立場で討論

を行います。 

 本法案は、本年５月１５日に国会に上程され、

自衛隊法、武力攻撃事態法、周辺事態法、国連

平和維持活動ＰＫＯ協力法など、関連１０法案

を一括して国際安全法制整備法案と、多国籍軍

の後方支援を随時可能とする国際平和支援法案

の２本となっております。 

 これらの法案は、他国の始めた戦争、紛争に、

自衛隊を恒久的に戦地へ派遣できることを可能

とする法案であります。主に米国の起こした戦

争、紛争への参加についての常態化を進めよう

とするものであります。 

 先の国会での参考人質疑の中で、３人の憲法

学者が、全員がこの法案そのものの違憲につい

て、はっきりと陳述いたしました。 

 お一方は、自民党推薦の長谷部早稲田大教授

です。 

 また、この２２日、衆議院の安保法制特別委

員会で、参考人として参加しました元法制局長

官のお二人からも、違憲宣告を突きつけられ、

政府が歯どめだったとする新３要件につきまし

ても、何ら歯どめになっておらないと強調して

おりました。 

 また、政府は、自衛隊の活動は後方支援であ

るといって、いかにも安全だと言わんばかりの

論調でしたが、国際法上、後方支援などという

概念は存在せず、日本だけが使う造語であるこ

とは、既に論破されました。 

 主たる戦争国への後方支援という言い方は、

まやかしで、戦闘には必要不可分の兵たん支援

として、自衛隊をかり出そうとするものであり

ます。 

 兵たんがなければ戦争は成り立ちません。こ

の兵たんこそが、相手国にとっては、格好の標

的になります。 

 これは、軍事の常識と言われております。政

府は、万が一にも戦闘になれば、直ちに安全確

保された地域へ逃げるといいますが、ある自衛

隊の元幹部のおひとりは、逃げたらその隊は全

滅するという危険に遭うということを言ってお

りました。これは、戦時の常識であります。 

 まずは、やむを得ず戦闘になったといたしま

しても、あくまでも自己補完型の戦闘であって、

許されるというのが当初の政府の見解でしたが、

この自己補完型の戦闘という概念そのものから

して、そもそも国際法上ないということも、は

っきりと論破されました。 

 武器使用は武力行使とは違うと政府が言いま

すが、両者に国際法上の違いがないこと、また

国際法上の概念ではないことを、さきの国会で

認めました。 

 集団的自衛権の問題でも、他国が攻撃された

ことで、その国が存立が脅かされた事例がある

かという問いに対しまして、外務大臣は、１週

間時間をいただきたいと申しましたが、結局、

一例も挙げることは困難だとする答弁でありま

した。 

 要するに、そもそもこの法案は、立法事実が

ない以上、憲法違反は明確ではないでしょうか。 

 日本が戦後７０年にわたり、ただの一度も、

米国の起こした戦争にノーとは言えません。こ

んな法案が通ろうものなら、これまでと同じく、

米国の要請にただただつき従うだけになること

は、目に見えております。アメリカのちょうち

ん持ちのために、日本の前途ある、誇り高い自

衛官の皆さんを戦地へ送ることは許されません。 
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 こうした一連の安保法制の流れの中で、早く

も徴兵制への憲法の解釈について、徴兵が必ず

しも憲法１８条で禁じている奴隷的拘束や、意

に反する苦役だとは思わないとする石破元防衛

大臣の言質が飛び出してきました。 

 戦争というものに、正義とか安全のためだと

称すること自体、一体、我々は歴史から何を学

んだかと言いたい。 

 日本は、過去の戦争への反省も、いまだ一切

ありません。今後、この法案が仮に通ったとし

ましたら、もう一つ、海上自衛隊が必要になる

といったのは、元官房副長官だった柳澤協二氏

であります。 

 自衛隊の任務は、あの東日本大震災から以降、

業務の多様化で大変な激務になりつつあります。

少子化で若者が減り、自衛隊員の確保の問題は、

必ず起こります。また、解釈変更を平然と言い

出すでしょう。これには、莫大な軍事費が必要

になります。 

 誰かが言った、いつか来た道と、こういうこ

とになるのではないでしょうか。私たちは、未

来に続く新しい世代に何を受け継ぎ、何を残す

か、自分だけの主張や、自分の世代だけの狭隘

な了見は、身のほどをわきまえない思い上がり

と言わざるを得ません。 

 違う考えは一切、相入れないというのでは、

民主主義でも立憲主義でもありません。 

 長くなりました。 

 最後に、私は先般、高知新聞紙上に掲載され

ました有名な映画監督であった伊丹十三氏の父

で、大正時代の知識人でもありました伊丹万作

氏の残した戦争犯罪者の問題という、すばらし

い民衆洞察の一文を紹介します。 

 彼はこの中で、民衆は戦争が終わった瞬間か

ら、俺たちは国にだまされていたと。文句や不

満を急に口にするようになったと。戦時中は、

名誉の出兵だと言って、日の丸を振って送り出

した人たちは、学校の先生であったり、役所の

職員であったり、地区の区長さんであったり、

隣近所のおじちゃん、おばちゃんであったのに、

それらの人たちが、今度は自分たちはだまされ

ていたのだと、急に政府に文句を言っていると。 

 しからば問う。だまされていた自分たちは、

一切悪くないのかと。 

 ここから先が、普通の文章と違うんです。 

 だまされたほうは、それ自体、何ら罪とがは

ないのかと、こう万作は鋭く問うております。

だまされたことについて、何の悪びれもなく、

政府や社会の風潮をただす前に、おのれの無知、

無関心、無教養には全く頓着がないというのは、

一体どういうことであるかと、彼は書いており

ました。 

 結びで、万作は、こういう日本人であるから

して、またぞろ戦争をするようになると。ざっ

とこんな論旨でありました。 

 軍事費に銭をつぎ込むよりも、国民福祉に力

点を置くべきだと、私は思います。 

 宿毛市議会に提出された陳情第１号「集団的

自衛権の行使を具体化する法案については廃案

にすることを求める意見書」、並びに陳情第２

号「安全保障関連法の制定の中止を求める意見

書」については、採択すべきであると考え、不

採択とした委員長報告に反対いたします。 

 議員各位の賛同を求め、討論を終わります。 

○議長（岡﨑利久君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） １０番、公明党の

野々下昌文でございます。 

 私は、陳情第１号、２号に反対をし、先ほど

の松浦委員長が報告されました陳情１号、２号

は不採択との委員長報告に賛成の立場から討論

をさせていただきます。 

 私も、戦争には反対であります。戦争をさせ

ないための法案だと理解をしております。 

 まず、なぜ今、安保法制の整備を進める必要
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があるのか。それは、安全保障環境が、一段と

厳しさを増す中、国民を守るすき間のない体制

を構築するとともに、国際社会の平和にも貢献

するためであります。 

 今、日本に対し、どのような脅威があるので

しょうか。よくお考えいただきたいと思います。 

 現在、核兵器や弾道ミサイルなど、大量破壊

兵器の脅威があります。しかも、それが拡散を

してきております。また、軍事比率も著しく高

度化をしてきております。 

 我が国の近隣にも、日本の大半を射程に入れ

る弾道ミサイルを配備し、核開発の疑惑を否定

できない国があります。 

 国際テロやサイバーテロの脅威も深刻であり

ます。いまや、脅威は容易に国を越え、国境を

越えてやってまいります。 

 こうした中で、国と国民を守ることは、政治

の最も大事な仕事であり、どのような状況にあ

っても、対応できる、すき間のない安全保障体

制を構築するとともに、抑止力を強化する必要

があります。 

 一方で、国際社会の平和と安全に対する貢献

も重要であります。なぜなら、国際社会の平和

と安全があってこそ、日本の平和と繁栄を維持

できるからであります。 

 これまで、日本は国際平和協力の場面では、

２０年余りにわたって自衛隊がその役割を担っ

てまいりました。 

 その経験と実績を踏まえ、国際協力のための

法案を、法制を改めて整備する狙いがあります。 

 ただ、日本の平和と安全を守るといっても、

大切なのは紛争を未然に防ぐための平和外交努

力であります。この努力を尽くす中で、安全保

障整備による抑止力の強化も、紛争の未然防止

につながってくるものであります。 

 さて、このたびの意見書案ですが、要約する

と、平和安全法制は、憲法９条に違反をしてい

るので、平和安全法制に反対するという内容の

ものです。憲法第９条のもとでは、これまでど

おり、他国防衛のための集団的自衛権の行使は

一切認められておりません。 

 政府の憲法第９条解釈は、長年にわたる国会

等の議論の中で形成をされてまいりました。 

 その中で、一番の根幹になっているのが、１

９７２年（昭和４７年）の政府見解であります。

すなわち、自衛の措置は、あくまで外国の武力

攻撃によって、国民の生命、自由及び幸福追求

の権利が根底から脅かされるという、急迫不正

の事態に対し、国民のこれらの権利を守るため

の、やむを得ない措置として、初めて容認され

るものであり、そのための必要最小限度の武力

行使は許されるという考え方であります。 

 この考え方に立ち、日本を取り巻く安全環境

が厳しさを増す中で、国民を守るためには、自

衛の措置が、どこまで認められるのか、その限

界はどこにあるのかを突き詰めて議論した結果

が、昨年の７月の閣議決定でありました。 

 この閣議決定では、憲法第９条のもとで、許

される自衛の措置、発動の３要件が定められ、

法案に全て明記されたのであります。 

 この新３要件の意義は大変に大きく、重要な

ものであります。 

 それは、自衛の措置の限界を明確にしたこと

であります。 

 新３要件では、日本への武力攻撃が発生した

場合だけでなく、日本と密接な関係にある他国

に対する攻撃が発生した場合でも、これにより、

日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から

覆される明白な危険がある場合に限って、自衛

の措置をとることができると、見直しました。 

 明白な危険とは、国民に日本が武力攻撃を受

けた場合と同様な、深刻、重大な被害が及ぶこ

とが明らかな状況を言います。 

 しかも、自衛権の発動に当たっては、国の存
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立を全うし、国民を守るために、他に適当な手

段のない場合のみ許されます。あくまで専守防

衛、自国防衛に限って許されるという厳しい条

件がついているのであります。したがって、海

外での武力行使を禁じた憲法第９条の解釈の根

幹は変えていませんし、国連憲章５１条にある

ような、他国防衛を目的とした集団的自衛権の

行使は認めておりません。 

 したがって、このたびの陳情趣旨に書かれて

おります、昨年７月１日、現憲法のもとで今日

まで禁止していた集団的自衛権の行使を可能と

する閣議決定との言葉は全くあたりません。 

 さらに、隊員の安全確保のため、国会承認の

前提となる基本計画の段階で、安全性が確保さ

れているかなどもチェックできるようになって

おります。 

 国会承認を受ける前に、計画の段階でチェッ

クが入ります。この法と整合しているのか、こ

れがチェックをされます。そして、国会承認が

あるわけであります。二重のチェックでありま

す。 

 そして、海外派遣の３原則として、国際法上

の正当性の確保、これは事前の国連決議で正当

性が認められるか。日本が正当な議論であるか

どうか、これが認められるかどうかが、まず前

提にあります。事前の国連決議が要ります。 

 続いて、国民の理解と国会関与の民主的な統

制、これは事前の国会承認が要ります。例外は

認めておられません。事前に国会承認が要りま

す。 

 ３番目に、自衛隊の安全確保であります。こ

れは、停戦合意区域に限っております。これを

明確に定めております。 

 こうしたことから、日本を海外で戦争できる

国にする、戦争立法だという批判は全く根拠の

ない言いがかりであります。 

 １９９２年成立の国連平和維持活動、ＰＫＯ

法のときも、戦争に巻き込まれるなど、実態に

基づかない、一方的な批判が起こりましたが、

こうした批判のための批判は長続きせず、現在、

ＰＫＯは国民の大半の支持を受けております。 

 したがいまして、この意見書中段に書いてあ

ります、日本周辺に限らず、世界中で米国の戦

争支援を行おうとしているなどとの批判は、支

援の目的、趣旨や、厳格に定められた要件、手

続などを全く無視した、極めて短絡的な主張で

あります。 

 米軍等に対する支援は、重要影響事態法によ

るものと、一般法として制定する国際平和支援

法によるものと２種類がございます。 

 重要影響事態法は、日本の防衛のため、活動

をしている米軍等への支援であります。あくま

で日本の平和と安全のためです。 

 一方、国際平和支援法は、国際平和と安全の

ために活動している外国軍隊への支援でありま

す。米国のための支援ではなく、国連決議によ

って、国際法上の正当性が確保されたものに限

られております。 

 日本が主体的に行う国際貢献としての支援で

あります。 

 しかも、両方とも自衛隊が実施するのは、後

方支援に限られ、武力行使は許されません。ま

た、自衛隊の派遣には、国会の承認が不可欠で

す。ということから、この意見書、中段、その

下に書かれてあります、いつでも自衛隊を派兵

できる新たな海外派兵恒久法の名称が、国際平

和支援法などという批判は、全く当たりません。 

 先日の憲法調査会で、３人の学者が、いずれ

も今回の安保法制を違憲であると述べました。

憲法学者の意見については、謙虚に参考にしな

ければならないと思います。 

 しかし、憲法学者の方々は、長い間、自衛隊

は違憲という方が大勢です。憲法９条は、確か

に戦争を放棄し、武力の行使を放棄をしており
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ます。しかし、憲法は、一方で、憲法１３条で

は、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権

利は立法その他の国政の上で、最大の尊重を要

すると書かれています。 

 その憲法１３条の前文を根拠にして、自衛隊

をつくってきて、今あるわけであります。 

 裁判所はどのように判断をしたかというと、

この自衛隊が憲法違反かどうか議論になった砂

川裁判では、国はその自衛の措置を認めるとい

う判断をしています。 

 しかし、実際の自衛の措置、日米安保条約や

自衛隊の存在などについては、高度な政治判断

だから、裁判所は判断しませんと。すなわち、

最高裁判所は、最終的な判断はしないというわ

けですから、残された国政で、責任を負うもの

は立法府である国会と、そして行政府である政

府、内閣がその責任を負うことになります。 

 ですから、今回、専守防衛という理念を生か

して、憲法に反しない、安全保障法制を決めた

わけであります。 

 以上のように、このたびの安全保障法案は、

日本の国、そして国民を守るために、現憲法の

もとで最大にできることを決めているわけです。 

 この法案に反対を唱え、批判をされる皆さん

は、決して国民の声や恐怖をあおる、批判のた

めの批判をするのではなく、世界の中における

日本の置かれる立場や、状況を冷静に見きわめ、

判断することが大切なのではないでしょうか。 

 以上の理由によりまして、今回の委員長報告

に対しまして、賛成をいたします。 

 よろしく御審議の上、議員の皆様には、的確

な判断を求めまして、賛成討論を終わります。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） 私は、先ほどの委員長

報告に対する反対の立場で討論を行いたいと思

います。 

 まず、この安倍政権が国会の会期を延長して

までも、今国会中に成立させようとしている集

団的自衛権の行使を具体化するための法案は、

その目的とする趣旨においても、また憲法との

関連においても、誤った前提に立ったものであ

ると、私は考えます。 

 安倍総理の主張する積極的平和主義とは、そ

もそも何者であるのか。積極的平和という概念

の提唱者であるヨハン・ガルトゥング博士によ

れば、ただ単に戦争のない状態を平和とする消

極的平和に対して、積極的平和というのは、貧

困、抑圧、差別などの構造的暴力がない状態の

ことをいうのであって、国際的な紛争の場合も、

平和の実現のためと称して、同盟国と協調しな

がら、軍事的な手段を含めて、積極的に介入し

ていくという形の、安倍総理の標榜する積極的

平和主義に対しては、私が１９５８年に考え出

した積極的平和、ポジティブピースの盗用で、

つまり盗んで用いることであって、本来の意味

とは真逆であると、正反対の使われ方をしてい

るのだと、博士自身が語ったことが伝えられて

います。 

 その安倍流、安倍内閣流の積極的平和主義の

推進手段としての集団的自衛権については、そ

の運用の面において、国会における論戦におい

ても明らかなように、極めて曖昧な要素の多い

ものであり、言葉としては立派でも、実際の行

使となると、我が国にとって、大きな脅威を生

み出しかねない。そして、積極的平和どころか、

自業自得の戦争をも招きかねない、危険性の極

めて高いものであると考えないではいられませ

ん。 

 国際貢献や国際平和をうたい文句としながら

も、集団的自衛権の行使によって、憲法が否定

する対外的な武力行使を可能であると、そうい

う方向にかじを切っていくことは、たとえ紛争

当事国の周辺部における後方支援であったとし

ても、あるいは日本が必要最小限度の武力の行
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使に努めたつもりであったとしても、相手にと

っては敵対行為を働く国となることは明らかで

あって、現地における派遣部隊はもちろんのこ

と、日本本国そのものすらも、攻撃の対象とな

る可能性が高まることとなりましょう。 

 また、仮に、集団的自衛権が、日本が武力攻

撃を受ける可能性のない場所や、相手に対して

のみ行使されるとするならば、日本は攻撃を受

けない。つまり、日本本国や派遣部隊への脅威

とならない状況にあって、何をもって国民の権

利を根底から覆すことになる、自衛のための行

動なのだといえるのか。 

 在外邦人の日本への引揚船、同盟国である米

国の輸送船への攻撃であるとか、ホルムズ海峡

への機雷付設などと、何とも苦しい、とってつ

けたような例しか引き合いに出せない、それが

現内閣の現状です。 

 軍事的な同盟の強化や、武力、軍備の拡張は、

とかく周辺国との緊張を増大させ、お互いの不

信感の拡大へとつながり、さらなる軍拡競争と

あつれきを生む原因となるばかりか、最終的に

は、戦争へとつながっていきかねない、危険き

わまりないものであることを思わないではいら

れません。 

 中国を刺激し、韓国を刺激し、お互いがお互

いを覇権主義とののしり合うような、嫌悪感を

強め合うマイナス方向への相互作用が定着して

しまっている、この現状の中で、まともな首脳

同士の対話すらもできないような、緊張関係を

一層強化しているような安倍内閣が、積極的平

和主義に名をかりた、戦争のできる国へと日本

の方向を変えようとしている。この危険きわま

りない状況を黙って見過ごすことは、宿毛市議

会として、到底、あってはならないことである

と、私は考えます。 

 日本には、ほかの国家と同様に、憲法があり

ます。国の存立の基盤としての憲法を、政権が

遵守することは当然のことであり、その規定す

るところが時代の流れにそぐわない事態になっ

たそのときには、憲法の規定するやり方に従っ

て、条文の改正を行うことが正当なあり方であ

ることは、言うまでもないことです。 

 国際条約に名をかりての憲法からの逸脱など、

全く論外と言わずにはいられません。 

 憲法の改正となると、現状のままでは、国民

の合意が得られそうにないから、あるいは時間

がかかり過ぎるから、条文の解釈を拡大する。

しかし、それには限度というものがあります。 

 砂川事件判決には、集団的自衛権は違憲であ

るとは書かれていない。自民党、政府関係者の

合憲論の根拠として取り上げられる、この判決、

こじつけにもほどがあると言わないわけにはま

いりません。 

 最高裁は、砂川事件判決で集団的自衛権を争

点として挙げていたか。この判決での争点は、

日米安保条約が憲法９条に違反するかどうかで

あって、あくまでも日本をどう守るかという点、

個別的自衛権だけが争点であった。 

 その中で、集団的自衛権に触れていないから

といって、まるで合憲であるかのように主張す

る、それが今の現状です。 

 歴代の内閣が、憲法９条に照らして違憲であ

ると判断し、歴代の内閣法制局長官経験者の現

存する複数の方々が、違憲、あるいは運用上は

違憲であると答えている。その事実を無視して

までも、今国会での集団的自衛権に関連する法

案の成立をあせる理由は一体何なのか。 

 安倍総理は、去る４月３０日、アメリカの上

下両院合同会議で、日本の首相として初めて演

説をした際に、集団的自衛権を柱とする新しい

安全保障法制を、夏までに成立させる、そうい

う決意を表明した。日米同盟は、より一層、堅

固になる。この夏までに必ず実現すると述べた

わけです。 
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 憲法を無視してまで、対外的なリップサービ

スともいうべき発言の成立を強行しようとする、

そのような行為は国民を無視し、国会を軽視し

た傲慢きわまりない行為であると指弾せざるに

はいられません。 

 憲法に規定された正当な手続を踏む中で、国

民に信を問う、この積極的平和主義と集団的自

衛権の問題は、日本の将来的な国家像にまでつ

ながる。それだけに、正当な手続を踏むことが

不可欠な、重要この上ない案件であると、それ

は確かなことであろうと思います。 

 そのためにも、今国会における集団的自衛権

行使を具体化する法案については、廃案にする

ことこそ妥当であり、私は、総務文教常任委員

長の報告に反対せずにはいられません。 

 前提となる国家像、平和に対する見解、それ

を同じくしない同僚議員の方々、日本を愛する

ことが、そして誇りある国民の姿が、戦争への

参加をいとわない奉仕者であり、お国のために

一身をささげることこそ、美しさのきわみだと

お考えの皆様にも、拙速に流れることのない、

慎重なる御判断をお願いして、私の討論を終わ

ります。 

○議長（岡﨑利久君） １２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君） １２番、私は、委員

長報告に賛成の立場から討論をいたします。 

 これまで、５名の同僚議員が賛否両論の立場

から討論がありました。どちらの意見も、二度

と戦争を起こさない。そして、日本国民の命と

平和、平和な暮らしを守ることに、これから最

も重要な政治の責任であるという点については、

同じではないでしょうか。 

 最近の日本を取り巻く情勢は、残念ながら、

決して安全だとは言えなくなってきています。

私たちには、日本の安全を守っていくためには、

アメリカとの同盟関係を強固にしながら、周辺

国だけではなく、世界中の友好国との信頼関係

を深める外交努力が何よりも重要になってきて

います。 

 その上で、万が一の事態、例えば周辺国から

のミサイル攻撃や、離島の不法占拠、国際的な

テロやサイバー攻撃、そして海外で危機に巻き

込まれた日本人の救出など、あらゆる事態に対

応できるような、すきのない構えで国民を守っ

ていかなければなりません。 

 いつ起こるかわからない自然災害とは異なり、

戦争は未然に防ぐことができます。 

 日本を取り巻く安全保障上の環境が大きく変

化する中で、いろいろな法律の点検をして、す

き間を防ぎ、抑止力をさらに高めて、戦争を未

然に防ぐこと、これが今回の平和安全法制の目

的であります。 

 もう一つは、より積極的に国際貢献を行うこ

とができるようにすることでございます。 

 どんな国も、今や一国だけで安全を守ること

はできません。同盟国や友好国など、国際社会

との協力が必要です。そのためには、日本自身

が国際社会の平和と繁栄に積極的に貢献する、

信頼されるメンバーでなければなりません。 

 人道的な国際貢献の活動の幅を広げながら、

国際社会の平和と安全の確保のために、汗を流

している他国に対する支援活動も、迅速に行え

るようにしなければなりません。 

 日本は、ほかの国と同じような武力行使はで

きません。しかし、自分たちを守るときには、

極めて限定的な武力の行使が許されています。 

 武力の行使が拡大していかないように、しっ

かりとした歯どめも定めました。 

 今後も、戦争はしませんし、徴兵制になるこ

とも、決してありません。抑止力を高め、戦争

が起きないようにするための平和安全法制が、

早期に成立することを願い、同僚議員の賛同を

求めて、賛成討論といたします。 

○議長（岡﨑利久君） 以上で、通告による討
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論は終わりました。 

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） ほかに討論がありませ

んので、これにて討論を終結いたします。 

 これより、「陳情第１号及び陳情第２号」の

２件を一括採決いたします。 

 本件については、「審査報告書」のとおり不

採択と決することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（岡﨑利久君） 起立多数であります。 

 よって、本件につきましては、審査報告書の

とおり、不採択と決しました。 

 これより、「陳情第４号」について、討論に

入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 「陳情第４号」については、お手元に配付い

たしました「審査報告書」のとおりであります。 

 本件は、「審査報告書」のとおり、採択と決

することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については「審査報告書」のと

おり、採択と決しました。 

 「陳情第３号」については、総務文教常任委

員長から、会議規則第１１１条の規定により、

お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉

会中の継続審査の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審

査に付することに御異議はありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、委員長からの申し出のとおり、閉会

中の継続審査に付することに決しました。 

 日程第４、「委員会調査について」を議題と

いたします。 

 各常任委員長及び議会運営委員長から、目下

委員会において調査中の事件については、会議

規則第１１１条の規定により、お手元に配付い

たしました申出書のとおり、閉会中の継続調査

の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調

査に付することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査に付することに決しました。 

 日程第５、意見書案第１号「人種差別を扇動

するヘイトスピーチを禁止し規制する法律の制

定を求める意見書」及び意見書案第２号「「先

生のいない教室」・教職員不足を解消するため

に、臨時教職員・正教職員確保のための一層の

施策充実を求める意見書」の２件を一括議題と

いたします。 

 この際、意見書案第１号について、提案理由

の説明を求めます。 

 ８番、山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） 意見書案第１号「人種

差別を扇動するヘイトスピーチを禁止し規制す

る法律の制定を求める意見書の提出について」、

提案理由を御説明いたします。 

 我が国は、世界第３位の経済大国であり、基

本的人権を尊重する、そして成熟した民主主義

国家として、そして平和を愛する国として、ま

た、さらにはすぐれた文化を有するおもてなし

の国として、国際社会に高く評価されています。 

 それが現在、先年度の統計によると、１，２
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００万人、将来的には、近い将来、２，０００

万人の外国人観光客を迎え入れたいと、政府も

発表している、そういう外国人観光客の多さか

らも、いかにこの国が高く評価されているのか、

よくわかるような気がいたします。 

 そうした中で、ここ近年、これが日本で行わ

れていることなのか。本当にこれ、日本人がや

っているのかと思われるような事柄が、ヘイト

スピーチという形であらわれるようになってお

ります。 

 それは、現在、先ほど申し上げました、年間

２，０００万人にふやしていきたいと思ってい

る外国人、その中でも、２００万人以上の外国

人が居住し、特に、在日韓国人を初めとして、

そういう方々が居住しておられる中で、韓国人

に対する、韓国、朝鮮あるいはマイノリティー

の人たちに対する、物すごい攻撃的な、もう殺

せ、あなた誇りがあるならここまでおりてきな

さい、私が殺してやるからといった、もう本当

に聞くにたえないような、そういう、行われて

いる現実があるわけです。 

 このことは、国連憲章、人権を大切にしなく

てはならないとする、そういういろんな、国際

的な機関からも、あるいは日本国内の私たち常

識ある国民からも、何とかしなくてはならない、

そういう機運が盛り上がってきているわけです。 

 危害を受けた朝鮮人学校、あるいはその他の

組織から、損害賠償と、そのような行為の差し

とめを求める裁判を起こしました。そして係争

は続き、最高裁判所は、既にこのヘイトスピー

チがあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国

際条例違反、人種差別であるとした、京都地裁、

及び大阪高裁の判決を認める確定判決をくだし

ています。 

 しかし、これはあくまで民事であって、それ

の差しとめ。あくまでも、私たちは、言論の自

由、表現の自由を尊重しなくてはならないと。

それは、重々承知しておるわけですけれども、

このようなヘイトスピーチを放置しておくとい

うことは、我々日本の国際的な信用の問題にか

かわると同時に、基本的人権を尊重する憲法の

精神にももとるものであると、そのように判断

いたします。 

 どうか、同僚議員の皆様方の御賛同をお願い

いたしまして、私の提案理由の説明を終わらせ

ていただきます。 

○議長（岡﨑利久君） お諮りいたします。 

 意見書案第２号については、会議規則第３７

条第３項の規定により、提案理由の説明を省略

したいと思います。 

 これに御異議はありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第２号は、提案理由の説明

を省略することに決しました。 

 これにて提案理由の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３７条第３項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は委員会の付託を省略すること

に決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 
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 お諮りいたします。 

 「意見書案第１号及び意見書案第２号」の２

件は、原案のとおり可決することに御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、「意見書案第１号及び意見書案第２

号」の２件は、原案のとおり可決されました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま「意見書案第１号及び意見書案第２

号」が議決されましたが、その条項、字句、数

字、その他の整理を要するものにつきましては、

その整理を議長に委任されたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、条項、字句、数字、その他の整理は

議長に委任することに決しました。 

 日程第６、選挙管理委員及び補充員の選挙を

行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第１

１８条第２項の規定により、指名推選によりた

いと思います。 

 これに御異議ありません。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は、指名推選によること

に決しました。 

 お諮りいたします。指名の方法につきまして

は、議長において指名することにしたいと思い

ます。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決しま

した。 

 宿毛市山奈町山田２８８５番地、土居利充君、

宿毛市山奈町芳奈１３８９番地３、島内千尋君、

宿毛市松田町８番地７－５号、三浦 開君、宿

毛市小筑紫町伊与野４４７番地２、岡松 平君

の４人を選挙管理委員に。 

 宿毛市小筑紫町湊７３番地、岡添・見君、宿

毛市中央３丁目８番７－６号、立田 明君、宿

毛市和田７９８番地２、村中 純君、宿毛市大

深浦１０２番地、柴岡喜美子君の４人を補充員

に、それぞれ指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました諸君

を、それぞれ当選人に定めることに御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、土居利充君、島内千尋君、三浦 開

君、岡松 平君の４人が選挙管理委員に、岡添

・見君、立田 明君、村中 純君、柴岡喜美子

君の４人が補充員に、それぞれ当選されました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま当選いたしました選挙管理委員に欠

員が生じた場合の補充の順序は、議長が指名し

た順序によることと定めておきたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、補充員の順序は、議長が指名したと

おり、１番、岡添・見君、２番、立田 明君、

３番、村中 純君、４番、柴岡喜美子君とする

ことに決しました。 

 以上で、今期定例会の日程は全て議了いたし

ました。 

 閉会に当たり、市長から挨拶がありますので、

発言を許します。 

 市長。 

○市長（沖本年男君） 閉会に当たり、一言御
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挨拶を申し上げます。 

 去る６月１５日に開会しました今期定例会は、

本日までの１７日間、議員の皆様におかれまし

ては、連日、熱心に御審議いただき、御提案申

し上げました１４議案につきまして、原案のと

おり御決定いただき、まことにありがとうござ

います。厚くお礼を申し上げます。 

 今議会を通じお寄せいただきました数々の貴

重な御意見や御提言につきましては、今後、さ

らに検討をいたしながら、市政の執行に反映さ

せてまいりたいと考えております。 

 議員の皆様におかれましては、より一層の御

指導、御協力を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 これから暑い季節を迎えますので、どうか健

康に御留意されまして、より一層の御活躍をさ

れますことを御祈念申し上げまして、閉会の御

挨拶といたします。 

 ありがとうございました。 

○議長（岡﨑利久君） 以上で、市長の挨拶は

終わりました。 

 これにて、平成２７年第２回宿毛市議会定例

会を閉会いたします。 

午前１１時２８分 閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 
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                               平成２７年６月３０日  

 宿毛市議会議長 岡 﨑 利 久 殿 

 

                        予算決算常任委員長 髙 倉 真 弓 

 

委員会審査報告書 

 

  本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１１０条の

規定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号       件          名 審査結果 理 由 

議案第 ４号 平成２７年度宿毛市一般会計補正予算について 原案可決 適 当 

議案第 ５号 平成２７年度宿毛市水道事業会計補正予算について 原案可決 適 当 

 



 

－ 164 － 

                               平成２７年６月２５日  

 宿毛市議会議長 岡 﨑 利 久 殿 

 

                        総務文教常任委員長 松 浦 英 夫  

 

委員会審査報告書 

 

  本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１１０条の

規定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号       件          名 審査結果 理 由 

議案第 ６号 
宿毛市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

一部を改正する条例について 
原案可決 適 当 

議案第 ７号 
半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一

課税に関する条例の一部を改正する条例について 
原案可決 適 当 

議案第１４号 工事請負契約の締結について 原案可決 適 当 
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                               平成２７年６月２６日  

 宿毛市議会議長 岡 﨑 利 久 殿 

 

                        産業厚生常任委員長 野々下 昌 文  

 

委員会審査報告書 

 

  本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１１０条の

規定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号       件          名 審査結果 理 由 

議案第 ８号 市道路線の認定について 原案可決 適 当 

議案第 ９号 市道路線の認定について 原案可決 適 当 

議案第１０号 市道路線の認定について 原案可決 適 当 

議案第１１号 市道路線の認定について 原案可決 適 当 

議案第１２号 あらたに生じた土地の確認について 原案可決 適 当 

議案第１３号 あらたに生じた土地の字の区域の画定について 原案可決 適 当 
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                               平成２７年６月２５日  

 宿毛市議会議長 岡 﨑 利 久 殿 

 

                        総務文教常任委員長 松 浦 英 夫  

 

陳情審査報告書 

 

  本委員会に付託の陳情は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１４３条第

１項の規定により報告します。 

記 

 

受理番号 件            名 審査結果 意  見 

第 １号 
集団的自衛権の行使を具体化する法案については廃案

にすることを求める意見書の提出について 
不 採 択 不 適 当 

第 ２号 
「安全保障関連法案」の制定の中止を求める意見書の

提出について 
不 採 択 不 適 当 

第 ４号 

「先生のいない教室」・教職員不足を解消するため

に、臨時教職員・正教職員確保のための一層の施策充

実を求める意見書の提出について 

採  択 適  当 
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                               平成２７年６月２５日  

 宿毛市議会議長 岡 﨑 利 久 殿 

 

                        総務文教常任委員長 松 浦 英 夫  

 

閉会中の継続審査申出書 

 

  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会 

 議規則第１１１条の規定により申し出ます。 

記 

 １ 事 件 

受 理 番 号 事     件     名 

陳情第 ３号 
国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付制奨学金の確立を

求める意見書の提出について 

 

２ 理 由 今後なお審査を要するため 
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                               平成２７年６月２５日  

 宿毛市議会議長 岡 﨑 利 久 殿 

 

                        総務文教常任委員長 松 浦 英 夫 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１１１条の規定により申し出ます。 

  

記 

１ 事 件 （１） 総合計画の策定状況について 

      （２） 行政機構の状況について 

      （３） 財政の運営状況について 

      （４） 公有財産の管理状況について 

      （５） 市税等の徴収体制について 

      （６） 地域防災計画について 

      （７） 教育問題について 

２ 理 由 議案審査の参考とするため 
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                               平成２７年６月２６日  

 宿毛市議会議長 岡 﨑 利 久 殿 

 

                        産業厚生常任委員長 野々下 昌 文  

 

閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

１ 事 件 （１） 農林水産業の振興対策状況について 

      （２） 商工業の活性化対策状況について 

      （３） 観光産業の振興対策状況について 

      （４） 市道の管理状況について 

      （５） 環境、保健衛生の整備状況について 

      （６） 下水道事業の運営管理状況について 

      （７） 保育施設の管理状況について 

      （８） 介護保険制度について 

２  理  由  議案審査の参考とするため 

 



 

－ 170 － 

                               平成２７年６月３０日  

 宿毛市議会議長 岡 﨑 利 久 殿 

 

                          議会運営委員長 宮 本 有 二  

 

閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

１ 事 件 （１） 議会の運営に関する事項 

      （２） 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

      （３） 議長の諮問に関する事項 

      （４） 議会報に関する事項 

２ 理 由 議会運営を効率的かつ円滑に行うため 
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意見書案第１号 

   人種差別を扇動するヘイトスピーチを禁止し規制する法律の制定を求める意見書 

   の提出について 

 地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 

  平成２７年６月３０日提出 

                      提出者 宿毛市議会議員 山 戸   寛 

                      賛成者 宿毛市議会議員 髙 倉 真 弓 

                       〃     〃    野々下 昌 文 

                       〃     〃    寺 田 公 一 

                       〃     〃    松 浦 英 夫 

                       〃     〃    山 岡   力 

 宿毛市議会議長 岡 﨑 利 久 殿 

説明 口頭 

 

   人種差別を扇動するヘイトスピーチを禁止し規制する法律の制定を求める意見書 

 

 わが国は、世界第３位の経済大国であり、基本的人権を尊重する成熟した民主主義国家とし

て、また、優れた文化を有する「おもてなし」の国として、国際社会において高く評価されて

いる。 

 このことは、外国人観光客が毎年増加し、年間１，０００万人を越える状況を見ても明らか

であり、政府は近い将来、年間２，０００万人の外国人観光客の受け入れを目標に掲げている。

そうして、国内には在日韓国人をはじめとする２００万人以上の外国人が居住し、納税などの

義務をはじめ、地域社会に応分の貢献を果たしながら生活を営んでいる。 

 ところが近年、在日韓国・朝鮮人や人権団体を標的としたヘイトスピーチが日本各地で頻繁

に発生し、多くの人びとが心を痛める事態となっている。ヘイトスピーチをおこなう団体は、

繁華街などで拡声器を使って怒声を飛ばし、人種・民族差別的表現で憎悪を煽り、我が国の新

たな人権問題として深刻化している。 

 こうした事態を憂慮する国内各界や国連をはじめとする国際社会からは、２０２０年東京オ

リンピック・パラリンピックという国際交流の一大イベントを控えている日本政府に対して、

ヘイトスピーチによる人種差別行為への速やかな法的規制を求める声が上がっている。 

 最高裁はすでに「在日特権を許さない市民の会」によるヘイトスピーチが「あらゆる形態の

人種差別の撤廃に関する国際条約（人種差別撤廃条約）」違反の人種差別であるとした京都地

裁及び大阪高裁の判決を認める確定判決を下している。 

 わが国が批准した国際条約と、基本的人権を謳った日本国憲法の理念に基づく国内法を整備

することは、我が国に対する国際社会の信頼を揺るぎないものとするためにも、また国内にお

ける人権尊重の姿勢を全うするためにも、焦眉の急を要する課題であり、日本国としての責務

でもある。 
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 よって、宿毛市議会は人種差別・民族差別を煽るヘイトスピーチを禁止し、規制する法律の

制定を強く求めるものである。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  平成２７年７月１日 

 

                    高知県宿毛市議会議長 岡 﨑 利 久 

 内 閣 総 理 大 臣 殿 

 衆 議 院 議 長 殿 

 参 議 院 議 長 殿 
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意見書案第２号 

   ［先生のいない教室］・教職員不足を解消するために、臨時教職員・正教職員 

   確保のための一層の施策充実を求める意見書の提出について 

 地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 

  平成２７年６月３０日提出 

                      提出者 宿毛市議会議員 松 浦 英 夫 

                      賛成者 宿毛市議会議員 川 村 三千代 

                       〃     〃    山 岡   力 

                       〃     〃    山 本   英 

                       〃     〃    髙 倉 真 弓 

                       〃     〃    宮 本 有 二 

 宿毛市議会議長 岡 﨑 利 久 殿 

説明 口頭 

 

   「先生のいない教室」・教職員不足を解消するために、臨時教職員・正教職員確保 

   のための一層の施策充実を求める意見書 

 

 高知県では今、教職員不足が深刻である。 

 教職員の異動発表時に「臨時が５名着任する予定である」と説明された学校で、臨時教員は

３名しか着任せず、その席は空白のまま授業が行われている学校がある。病気休暇の代替教員

が配置されず、教頭先生が学級担任になって授業を行っている学校がある。学力向上対策等で

支援員を配置する予定であったにもかかわらず、配置する人がいないという理由で未着任のま

ま、例えば別室での少人数指導や放課後の加力指導ができないままの学校がある。養護教諭と

して着任する人がいないので、隣接校の者に兼務発令をして日常の業務をこなしている学校が

ある。小学校一年生で県独自の３０人学級措置をしようとしても、異動発表後に児童数が判明

したため新たに配置できる教員がいないとの理由で必要な教員が配置されず、３０人学級の措

置ができないままで一年間授業をしようとしている学校がある。 

 これらはすべて、臨時教職員が不足していることから生まれる事態である。こうした事例が

すでに３０校以上の学校で起こっている。該当する市町村教委では、対応に苦慮しているのが

現実である。 

 高知県では一年間に約３００人の教職員が病気休暇・産休等で現場から離れることが起こっ

ている。年度の最初である一学期の時点でこれだけの臨時教職員がいない状態では、これから

先の代替教員確保が大変危惧される。 

 子どもたちに教育を保障するためにも、県の施策である学力向上を図るためにも、「先生の

いない教室」を未然に防ぐために、今こそ教職員の確保に対する緊急の取り組みが必要である。 

 以上の理由により、高知県並びに高知県教育委員会に対し、次の事項を実現するよう強く要

望する。 
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記 

 

１ 臨時教職員と高知県での教員志望者の確保に向けて、緊急かつ特段の配慮と措置を行うこ

と。また、より一層の臨時教職員の待遇改善を実現すること。 

２ 必要な教職員は、正教職員で確保すること。 

３ 教職員の病休取得者が減るよう、労働安全衛生の施策を充実させること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  平成２７年７月１日 

 

                    高知県宿毛市議会議長 岡 﨑 利 久 

 高 知 県 知 事 殿 

 高 知 県 教 育 長 殿 
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一  般  質  問  通  告  表 

                           平成２７年第２回定例会    

質問 

順位 
質 問 議 員      質 問 の 要 旨                      

１ 
 ３番 

 原田秀明君 

１ スポーツ振興について（市長、教育長） 

（１）東京オリンピックに向けた宿毛市の取り組みについて 

（２）スポーツ振興室について 

  ア 活動実績について 

  イ スポーツ大会開催補助金の実績について 

  ウ スポーツ施設の整備について 

  エ 地方創生総合戦略とスポーツ振興について 

 

２ 小深浦の高台整備について（市長） 

（１）基本的な事業目的と進捗状況について 

（２）整備後の利用計画について 

 

３ 津波が予想されるエリアの国土調査について（市長） 

（１）実施状況について 

（２）今後の実施について 

２ 
１１番 

 松浦英夫君 

１ 投票率の向上対策について（選挙管理委員会委員長） 

 

２ 宿毛市長選挙について（市長） 

３ 
６番 

 髙倉真弓君 

１ 健康について（市長、教育長） 

（１）子供の歯の健康について 

（２）学校施設の敷地内禁煙について 

 

２ 災害非常時の情報収集について（市長） 
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４ 
 ５番 

 山本 英君 

１ 本年度の行政方針について（市長） 

（１）財源について 

（２）企業誘致について 

（３）「海上自衛隊潜水部隊等の宿毛湾港誘致」についての請

願採択について 

 

２ 自衛隊誘致活動に重要な安全保障観について（市長） 

（１）覇権主義の認識について 

（２）国防の基本方針の認識について 

（３）平成２６年６月議会における答弁について 

（４）安全保障に寄与する宿毛湾港について 

（５）香南市の取り組みについて 

 

３ 防災について（市長） 

（１）Ｃ４Ｉ（指揮、統制、通信、情報）の視点について 

  ア 指揮所 

  イ 通信 

  ウ 情報の収集 

（２）防災協定について 

（３）液状化について 

 

４ マイナンバー制度への取り組みについて（市長） 

 

５ 小中一貫教育の研究について（教育長） 

 

６ 愛国心の教育について（教育長） 

 

７ 中学生の武道教育について（教育長） 

５ 
 ７番 

 山上庄一君 

１ 防災・減災・事前復興について（市長） 

（１）避難経路等沿道のコンクリートブロック塀等危険箇所の把

握と対応 

（２）事前復興としての大島中央線へのライフラインの整備 

 

２ ふるさと納税について（市長） 

 

３ 人工透析患者への対応について（市長） 

 

４ 大島橋の架け替えについて（市長） 

６ 
 ２番 

川村三千代君 

１ 四月に開催される二大イベントにおけるその効果並びに改

善点について（市長） 

（１）新たな形で初開催となった宿毛マラソンについて 

（２）開催時期を変更し初開催となった産業祭について 

 

２ 本市における空き家の現状とその対策並びに利活用につい

て（市長） 
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７ 
 ８番 

 山戸 寛君 

１ 自伐型林業について（市長） 

（１）森林資源活用人材育成事業について 

（２）自伐型林業に対する市長の認識について 

（３）自伐型林業に関する全体的なヴィジョンについて 

（４）自伐型林業技術の普及について 

（５）森林境界の画定について 

（６）事業者と山林所有者のマッチングについて 

（７）技術の習得とデモンストレーションについて 

（８）関連の補助金制度について 

 

２ 森林経営計画について（市長） 

８ 
 ４番 

 山岡 力君 

１ 海上自衛隊の誘致について（市長） 

（１）要望書の内容について 

（２）市民及び近隣市町村への説明・周知について 

（３）宿毛湾の価値及びこれに係わる産業への認識について 

９ 
 １番 

 川田栄子君 

１ 行財政改革について（市長） 

 

２ ふるさと納税の使い道について（市長） 

 

３ 高齢者の尊厳と見守りについて（市長） 

 

４ 新小筑紫保育園火災について（市長） 

（１）保険加入について 

 

５ 遠隔地の交通手段について（市長） 

 

６ 国土調査について（市長） 

１０ 
１０番 

野々下昌文君 

１ 地方創生について（市長） 

（１）プレミアム商品券の申請状況について 

（２）地方版総合戦略について 

 

２ ドッグランの設置について（市長） 

 

３ 生活困窮者自立支援制度について（市長） 

（１）制度の周知について 

（２）対象者の把握について 

（３）任意事業について 

 

４ 社会保障税番号、マイナンバー制度について（市長） 

（１）市民の周知について 

（２）本市のセキュリティー対策について 

 

５ １８歳選挙制度について（選挙管理委員会委員長、教育長） 

（１）広報啓発への取り組みについて 

（２）学校教育の中での主権者教育について 



 

付 － 4 

 

１１ 
１２番 

 寺田公一君 

１ 市長の政治姿勢について（市長） 

（１）萩原の高台への対応について 

  ア 調査の結果はどのようになっているのか 

  イ 結果を受けての今後の考えについて 

（２）宿毛小学校裏の物件移転調査の結果と今後の対応について 

  ア どのくらいの予算がかかるのか 

  イ 結果を受けての今後の予定について 

（３）小深浦の高台の移転計画について 

  ア 進入路以外の計画はどのようになっているのか 

（４）市長の地域懇談会への考え方について 

  ア 内容について 

  イ 管理職の出席について 

 

２ 市道の安全対策について（市長、教育長） 

（１）二ノ宮の文殊橋北の交差点について 

（２）土居下の桜町藻津線との三差路について 

（３）桜町藻津線の街路樹について 
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平成２７年第２回宿毛市議会定例会議決結果一覧表 

 

   議  案 

 

議案番号 件 名                議決月日 結  果 

第 １号 専決処分した事件の承認について ７月 １日 承  認 

第 ２号 
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

について 
７月 １日 同  意 

第 ３号 
平成２７年度宿毛市一般会計補正予算について 

６月１５日 原案可決 

第 ４号 
平成２７年度宿毛市一般会計補正予算について 

７月 １日 原案可決 

第 ５号 
平成２７年度宿毛市水道事業会計補正予算について 

７月 １日 原案可決 

第 ６号 
宿毛市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

一部を改正する条例について ７月 １日 原案可決 

第 ７号 
半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一

課税に関する条例の一部を改正する条例について 
７月 １日 原案可決 

第 ８号 市道路線の認定について ７月 １日 原案可決 

第 ９号 市道路線の認定について ７月 １日 原案可決 

第１０号 市道路線の認定について ７月 １日 原案可決 

第１１号 市道路線の認定について ７月 １日 原案可決 

第１２号 あらたに生じた土地の確認について ７月 １日 原案可決 

第１３号 あらたに生じた土地の字の区域の画定について ７月 １日 原案可決 

第１４号 工事請負契約の締結について ７月 １日 原案可決 

第１５号 宿毛市議会会議規則の一部を改正する規則について ７月 １日 原案可決 

 



 

付 － 6 

 

   陳  情 

 

受理番号 件 名                議決月日 結  果 

第 １ 号 
集団的自衛権の行使を具体化する法案については廃

案にすることを求める意見書の提出について 
７月 １日 不 採 択 

第 ２ 号 
「安全保障関連法案」の制定の中止を求める意見書

の提出について 
７月 １日 不 採 択 

第 ４ 号 

「先生のいない教室」・教職員不足を解消するため

に、臨時教職員・正教職員確保のための一層の施策

充実を求める意見書の提出について 

７月 １日 採  択 

 

 

 


